
平
成
十
三
年
国
土
交
通
省
令
第
二
十
一
号

地
方
整
備
局
組
織
規
則

国
土
交
通
省
設
置
法
（
平
成
十
一
年
法
律
第
百
号
）
第
三
十
二
条
第
二
項
及
び
国
土
交
通
省
組
織
令
（
平
成
十
二

年
政
令
第
二
百
五
十
五
号
）
第
二
百
八
条
第
六
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
並
び
に
同
法
及
び
同
令
を
実
施
す
る
た
め
、

地
方
整
備
局
組
織
規
則
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

（
地
方
整
備
局
の
管
轄
区
域
の
特
例
）

第
一
条
　
別
表
第
一
の
上
欄
に
掲
げ
る
事
務
に
関
し
て
は
、
同
表
の
中
欄
に
掲
げ
る
地
方
整
備
局
が
、
そ
れ
ぞ
れ
同

表
の
下
欄
に
掲
げ
る
区
域
を
管
轄
す
る
も
の
と
す
る
。

２
　
国
土
交
通
大
臣
は
、
前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
大
規
模
災
害
か
ら
の
復
興
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
五

年
法
律
第
五
十
五
号
。
以
下
「
復
興
法
」
と
い
う
。
）
第
三
章
第
三
節
及
び
東
日
本
大
震
災
に
よ
る
被
害
を
受
け

た
公
共
土
木
施
設
の
災
害
復
旧
事
業
等
に
係
る
工
事
の
国
等
に
よ
る
代
行
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
三
年
法
律

第
三
十
三
号
。
以
下
「
震
災
復
旧
代
行
法
」
と
い
う
。
）
に
基
づ
く
事
務
の
円
滑
な
遂
行
の
た
め
特
に
必
要
が
あ

る
と
き
は
、
地
方
整
備
局
に
対
し
て
、
そ
の
管
轄
区
域
の
定
め
に
か
か
わ
ら
ず
当
該
事
務
を
行
わ
せ
る
こ
と
が
で

き
る
。

３
　
港
湾
の
整
備
、
利
用
、
保
全
及
び
管
理
に
関
す
る
事
務
並
び
に
航
路
の
整
備
、
保
全
及
び
管
理
に
関
す
る
事
務

に
関
し
て
は
、
別
表
第
二
の
上
欄
に
掲
げ
る
地
方
整
備
局
が
、
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
海
洋
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ

ー
発
電
設
備
整
備
促
進
区
域
（
海
洋
再
生
エ
ネ
ル
ギ
ー
発
電
設
備
の
整
備
に
係
る
海
域
の
利
用
の
促
進
に
関
す
る

法
律
（
平
成
三
十
年
法
律
第
八
十
九
号
）
第
二
条
第
五
項
に
規
定
す
る
海
洋
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
発
電
設
備
整

備
促
進
区
域
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
を
管
轄
す
る
も
の
と
す
る
。

４
　
航
路
の
整
備
、
保
全
及
び
管
理
に
関
す
る
事
務
に
関
し
て
は
、
別
表
第
三
の
上
欄
に
掲
げ
る
地
方
整
備
局
が
、

そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
開
発
保
全
航
路
（
港
湾
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
十
八
号
）
第
二
条
第

八
項
に
規
定
す
る
開
発
保
全
航
路
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の
区
域
を
管
轄
し
、
別
表
第
四
の
上
欄
に
掲
げ
る
地

方
整
備
局
が
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
緊
急
確
保
航
路
（
同
法
第
五
十
五
条
の
三
の
五
第
一
項
に
規
定

す
る
緊
急
確
保
航
路
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の
区
域
を
管
轄
す
る
も
の
と
す
る
。

５
　
国
が
行
う
海
洋
汚
染
の
防
除
に
関
す
る
業
務
に
関
す
る
事
務
（
以
下
「
海
洋
汚
染
防
除
業
務
」
と
い
う
。
）
に

関
し
て
は
、
別
表
第
五
の
上
欄
に
掲
げ
る
地
方
整
備
局
が
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
海
面
の
区
域
を
管

轄
す
る
も
の
と
す
る
。

６
　
国
土
交
通
大
臣
は
、
前
三
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
海
洋
汚
染
防
除
業
務
そ
の
他
の
事
務
の
円
滑
な
遂
行
の

た
め
特
に
必
要
が
あ
る
と
き
は
、
地
方
整
備
局
に
対
し
て
、
そ
の
管
轄
区
域
の
定
め
に
か
か
わ
ら
ず
当
該
事
務
を

行
わ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
主
任
監
査
官
、
入
札
契
約
監
査
官
及
び
監
査
官
）

第
二
条
　
各
地
方
整
備
局
に
、
そ
れ
ぞ
れ
主
任
監
査
官
一
人
、
入
札
契
約
監
査
官
一
人
及
び
監
査
官
二
人
（
う
ち
一

人
は
、
関
係
の
あ
る
他
の
職
を
占
め
る
者
を
も
っ
て
充
て
ら
れ
る
も
の
と
す
る
。
）
以
内
を
置
く
。

２
　
主
任
監
査
官
は
、
命
を
受
け
て
、
地
方
整
備
局
の
事
務
の
運
営
、
官
紀
の
保
持
及
び
不
正
行
為
の
防
止
に
関

し
、
所
要
の
監
査
（
国
土
交
通
省
設
置
法
第
三
十
一
条
第
一
項
第
二
号
に
掲
げ
る
事
務
の
う
ち
同
法
第
四
条
第
一

項
第
十
五
号
（
油
保
管
施
設
等
の
油
濁
防
止
緊
急
措
置
手
引
書
等
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
、
第
五
十
七
号
、
第
五

十
八
号
及
び
第
六
十
一
号
（
港
湾
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
、
第
百
一
号
か
ら
第
百
三
号
ま
で
並
び
に
第
百
二
十
八

号
（
港
湾
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
に
掲
げ
る
事
務
並
び
に
同
法
第
三
十
一
条
第
一
項
第
六
号
に
掲
げ
る
事
務
（
以

下
「
港
湾
空
港
関
係
事
務
」
と
い
う
。
）
に
関
す
る
こ
と
を
除
く
。
）
を
行
い
、
並
び
に
入
札
契
約
監
査
官
及
び
監

査
官
の
行
う
事
務
を
統
括
す
る
。

３
　
入
札
契
約
監
査
官
は
、
命
を
受
け
て
、
前
項
に
規
定
す
る
監
査
の
う
ち
、
入
札
及
び
契
約
に
関
す
る
監
査
を
行

い
、
並
び
に
監
査
官
の
行
う
事
務
（
入
札
及
び
契
約
に
関
す
る
も
の
に
限
る
。
）
を
整
理
す
る
。

４
　
監
査
官
は
、
命
を
受
け
て
、
第
二
項
に
規
定
す
る
監
査
を
行
う
。

（
広
報
広
聴
対
策
官
）

第
三
条
　
各
地
方
整
備
局
に
、
そ
れ
ぞ
れ
広
報
広
聴
対
策
官
一
人
を
置
く
。

２
　
広
報
広
聴
対
策
官
は
、
地
方
整
備
局
の
所
掌
事
務
に
関
し
、
広
報
し
、
及
び
広
聴
す
る
事
務
を
整
理
す
る
。

（
適
正
業
務
管
理
官
）

第
三
条
の
二
　
各
地
方
整
備
局
に
、
そ
れ
ぞ
れ
適
正
業
務
管
理
官
一
人
を
置
く
。

２
　
適
正
業
務
管
理
官
は
、
命
を
受
け
て
、
地
方
整
備
局
の
所
掌
事
務
（
港
湾
空
港
関
係
事
務
に
関
す
る
こ
と
を
除

く
。
）
の
う
ち
、
法
令
を
遵
守
さ
せ
る
た
め
の
指
導
そ
の
他
の
業
務
の
適
正
な
遂
行
を
確
保
す
る
た
め
の
措
置
に

関
す
る
特
定
事
項
に
係
る
も
の
を
整
理
す
る
。

（
統
括
防
災
官
）

第
四
条
　
各
地
方
整
備
局
に
、
そ
れ
ぞ
れ
統
括
防
災
官
一
人
を
置
く
。

２
　
統
括
防
災
官
は
、
地
方
整
備
局
の
所
掌
事
務
に
関
す
る
防
災
に
関
す
る
事
務
を
統
括
す
る
。

（
総
括
防
災
調
整
官
）

第
四
条
の
二
　
各
地
方
整
備
局
に
、
そ
れ
ぞ
れ
総
括
防
災
調
整
官
一
人
を
置
く
。

２
　
総
括
防
災
調
整
官
は
、
命
を
受
け
て
、
地
方
整
備
局
の
所
掌
事
務
に
関
す
る
防
災
に
関
す
る
重
要
事
項
に
係
る

も
の
を
総
括
整
理
す
る
。

（
防
災
管
理
官
）

第
四
条
の
三
　
各
地
方
整
備
局
に
、
そ
れ
ぞ
れ
防
災
管
理
官
一
人
を
置
く
。

２
　
防
災
管
理
官
は
、
命
を
受
け
て
、
地
方
整
備
局
の
所
掌
事
務
に
関
す
る
防
災
に
関
す
る
特
定
事
項
に
係
る
も
の

を
整
理
す
る
。

（
防
災
情
報
調
整
官
）

第
四
条
の
四
　
各
地
方
整
備
局
（
四
国
地
方
整
備
局
を
除
く
。
）
に
、
そ
れ
ぞ
れ
防
災
情
報
調
整
官
一
人
を
置
く
。

２
　
防
災
情
報
調
整
官
は
、
命
を
受
け
て
、
地
方
整
備
局
の
所
掌
事
務
に
関
す
る
防
災
情
報
に
関
す
る
特
定
事
項
に

係
る
も
の
を
整
理
す
る
。

（
災
害
査
定
官
）

第
四
条
の
五
　
各
地
方
整
備
局
を
通
じ
て
災
害
査
定
官
十
六
人
以
内
を
置
く
。

２
　
災
害
査
定
官
は
、
国
土
交
通
省
の
所
掌
に
係
る
公
共
土
木
施
設
（
港
湾
、
港
湾
に
係
る
海
岸
、
水
道
、
下
水
道

及
び
公
園
を
除
く
。
）
に
係
る
公
共
土
木
施
設
災
害
復
旧
事
業
費
国
庫
負
担
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
九
十
七

号
）
第
七
条
の
規
定
に
基
づ
く
災
害
復
旧
事
業
費
の
決
定
の
た
め
の
査
定
に
当
た
る
。

３
　
災
害
査
定
官
は
、
関
係
の
あ
る
他
の
職
を
占
め
る
者
を
も
っ
て
充
て
ら
れ
る
も
の
と
す
る
。

（
防
災
室
）

第
四
条
の
六
　
各
地
方
整
備
局
に
、
そ
れ
ぞ
れ
防
災
室
を
置
く
。

２
　
防
災
室
は
、
次
に
掲
げ
る
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。

一
　
自
然
災
害
又
は
爆
発
そ
の
他
の
人
為
に
よ
る
異
常
な
災
害
に
よ
り
被
害
を
受
け
た
国
土
交
通
省
の
所
掌
に
係

る
公
共
土
木
施
設
の
応
急
復
旧
（
別
表
第
六
に
お
い
て
単
に
「
公
共
土
木
施
設
の
応
急
復
旧
」
と
い
う
。
）
及

び
国
土
交
通
省
の
所
掌
に
係
る
公
共
土
木
施
設
に
係
る
被
害
の
予
防
の
た
め
の
土
木
工
事
の
計
画
に
関
す
る
調

整
に
関
す
る
こ
と
。

二
　
国
土
交
通
省
の
所
掌
に
係
る
公
共
土
木
施
設
（
港
湾
、
港
湾
に
係
る
海
岸
、
水
道
、
下
水
道
及
び
公
園
を
除

く
。
）
に
係
る
公
共
土
木
施
設
災
害
復
旧
事
業
費
国
庫
負
担
法
第
七
条
の
規
定
に
基
づ
く
災
害
復
旧
事
業
費
の

決
定
に
関
す
る
こ
と
。

三
　
災
害
対
策
基
本
法
（
昭
和
三
十
六
年
法
律
第
二
百
二
十
三
号
）
の
規
定
に
よ
る
防
災
業
務
計
画
の
策
定
、
大

規
模
地
震
対
策
特
別
措
置
法
（
昭
和
五
十
三
年
法
律
第
七
十
三
号
）
の
規
定
に
よ
る
地
震
防
災
強
化
計
画
の
策

定
、
南
海
ト
ラ
フ
地
震
に
係
る
地
震
防
災
対
策
の
推
進
に
関
す
る
特
別
措
置
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第
九
十
二

号
）
の
規
定
に
よ
る
南
海
ト
ラ
フ
地
震
防
災
対
策
推
進
計
画
の
策
定
及
び
日
本
海
溝
・
千
島
海
溝
周
辺
海
溝
型

地
震
に
係
る
地
震
防
災
対
策
の
推
進
に
関
す
る
特
別
措
置
法
（
平
成
十
六
年
法
律
第
二
十
七
号
）
の
規
定
に
よ

る
日
本
海
溝
・
千
島
海
溝
周
辺
海
溝
型
地
震
防
災
対
策
推
進
計
画
の
策
定
に
関
す
る
事
務
の
総
括
に
関
す
る
こ

と
（
災
害
対
策
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
室
の
所
掌
に
属
す
る
も
の
を
除
く
。
）
。

（
災
害
対
策
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
室
）

第
四
条
の
七
　
各
地
方
整
備
局
に
、
そ
れ
ぞ
れ
災
害
対
策
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
室
を
置
く
。

２
　
災
害
対
策
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
室
は
、
緊
急
災
害
対
策
派
遣
隊
に
関
す
る
事
務
の
総
括
に
関
す
る
事
務
を
つ
か
さ
ど

る
。

（
総
務
部
の
所
掌
事
務
）

第
五
条
　
総
務
部
は
、
次
に
掲
げ
る
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。
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一
　
機
密
に
関
す
る
こ
と
。

二
　
職
員
の
任
免
、
給
与
、
懲
戒
、
服
務
そ
の
他
の
人
事
並
び
に
教
養
及
び
訓
練
に
関
す
る
こ
と
。

三
　
表
彰
に
関
す
る
こ
と
。

四
　
局
長
の
官
印
及
び
局
印
の
保
管
に
関
す
る
こ
と
。

五
　
公
文
書
類
の
接
受
、
発
送
、
編
集
及
び
保
存
に
関
す
る
こ
と
。

六
　
公
文
書
類
の
審
査
に
関
す
る
こ
と
。

七
　
情
報
の
公
開
に
関
す
る
こ
と
。

八
　
地
方
整
備
局
の
保
有
す
る
個
人
情
報
の
保
護
に
関
す
る
こ
と
。

九
　
機
構
及
び
定
員
に
関
す
る
こ
と
。

十
　
経
費
及
び
収
入
の
予
算
、
決
算
及
び
会
計
並
び
に
会
計
の
監
査
に
関
す
る
こ
と
。

十
一
　
地
方
整
備
局
の
行
う
入
札
及
び
契
約
に
関
す
る
こ
と
（
港
湾
空
港
部
の
所
掌
に
属
す
る
も
の
を
除
く
。
）
。

十
二
　
国
有
財
産
の
管
理
及
び
処
分
並
び
に
物
品
の
管
理
に
関
す
る
こ
と
。

十
三
　
財
政
投
融
資
特
別
会
計
の
特
定
国
有
財
産
整
備
勘
定
及
び
自
動
車
安
全
特
別
会
計
の
空
港
整
備
勘
定
に
属

す
る
国
有
財
産
の
管
理
及
び
処
分
並
び
に
物
品
の
管
理
に
関
す
る
こ
と
。

十
四
　
職
員
の
衛
生
、
医
療
そ
の
他
の
福
利
厚
生
に
関
す
る
こ
と
。

十
五
　
前
各
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
地
方
整
備
局
の
所
掌
事
務
で
他
の
所
掌
に
属
し
な
い
も
の
に
関
す
る
こ

と
。

（
企
画
部
の
所
掌
事
務
）

第
六
条
　
企
画
部
は
、
次
に
掲
げ
る
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。

一
　
土
木
工
事
の
企
画
及
び
立
案
の
総
括
に
関
す
る
こ
と
。

二
　
国
土
交
通
省
の
所
掌
に
係
る
公
共
事
業
の
円
滑
か
つ
計
画
的
な
実
施
を
推
進
す
る
た
め
の
当
該
各
公
共
事
業

（
鉄
道
整
備
事
業
、
港
湾
整
備
事
業
及
び
空
港
整
備
事
業
並
び
に
こ
れ
ら
に
関
連
す
る
も
の
を
除
く
。
第
三
十

条
、
第
七
十
五
条
及
び
第
七
十
六
条
第
七
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
間
の
調
整
に
関
す
る
こ
と
。

三
　
公
共
工
事
に
係
る
評
価
の
適
正
化
に
係
る
技
術
基
準
に
関
す
る
関
係
行
政
機
関
の
事
務
の
連
絡
調
整
に
関
す

る
こ
と
。

四
　
地
方
整
備
局
の
行
う
環
境
影
響
評
価
（
港
湾
空
港
部
の
所
掌
に
属
す
る
も
の
を
除
く
。
第
二
十
七
条
及
び
第

七
十
五
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
関
す
る
審
査
及
び
調
整
に
関
す
る
こ
と
。

五
　
国
土
計
画
そ
の
他
の
国
土
の
利
用
、
開
発
及
び
保
全
に
関
す
る
総
合
的
か
つ
基
本
的
な
政
策
に
係
る
計
画
に

関
す
る
調
査
及
び
関
係
地
方
公
共
団
体
と
の
連
絡
調
整
に
関
す
る
こ
と
（
建
政
部
の
所
掌
に
属
す
る
も
の
を
除

く
。
）
。

六
　
首
都
圏
そ
の
他
の
各
大
都
市
圏
及
び
東
北
地
方
そ
の
他
の
各
地
方
の
そ
れ
ぞ
れ
の
整
備
及
び
開
発
に
関
す
る

総
合
的
な
政
策
に
係
る
計
画
に
関
す
る
調
査
及
び
調
整
に
関
す
る
事
務
の
う
ち
、
国
土
交
通
省
の
所
掌
に
係
る

公
共
事
業
及
び
こ
れ
に
関
連
す
る
公
共
事
業
間
の
調
整
に
関
す
る
こ
と
。

七
　
大
都
市
の
機
能
の
改
善
に
関
す
る
総
合
的
な
政
策
に
係
る
計
画
及
び
方
針
に
関
す
る
調
査
及
び
調
整
に
関
す

る
事
務
の
う
ち
、
国
土
交
通
省
の
所
掌
に
係
る
公
共
事
業
及
び
こ
れ
に
関
連
す
る
公
共
事
業
間
の
調
整
に
関
す

る
こ
と
。

八
　
国
土
の
総
合
的
か
つ
体
系
的
な
利
用
、
開
発
及
び
保
全
を
図
る
観
点
か
ら
の
、
地
方
の
振
興
に
関
す
る
総
合

的
な
政
策
に
係
る
計
画
に
関
す
る
調
査
及
び
調
整
に
関
す
る
事
務
の
う
ち
、
国
土
交
通
省
の
所
掌
に
係
る
公
共

事
業
及
び
こ
れ
に
関
連
す
る
公
共
事
業
間
の
調
整
に
関
す
る
こ
と
。

九
　
豪
雪
地
帯
（
豪
雪
地
帯
対
策
特
別
措
置
法
（
昭
和
三
十
七
年
法
律
第
七
十
三
号
）
第
二
条
第
一
項
に
規
定
す

る
豪
雪
地
帯
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の
雪
害
の
防
除
及
び
振
興
に
関
す
る
総
合
的
な
政
策
に
係
る
計
画
に
関

す
る
調
査
及
び
調
整
に
関
す
る
事
務
の
う
ち
、
国
土
交
通
省
の
所
掌
に
係
る
公
共
事
業
及
び
こ
れ
に
関
連
す
る

公
共
事
業
間
の
調
整
に
関
す
る
こ
と
。

十
　
広
域
に
わ
た
る
河
川
に
関
す
る
計
画
及
び
幹
線
道
路
網
の
計
画
に
関
す
る
調
査
に
関
す
る
こ
と
。

十
一
　
直
轄
事
業
に
係
る
入
札
及
び
契
約
の
制
度
の
技
術
的
事
項
そ
の
他
の
直
轄
事
業
に
関
す
る
技
術
及
び
管
理

の
改
善
に
関
す
る
事
務
で
あ
っ
て
、
二
以
上
の
部
に
共
通
す
る
も
の
に
関
す
る
こ
と
。

十
二
　
直
轄
事
業
（
港
湾
空
港
部
の
所
掌
に
属
す
る
も
の
を
除
く
。
第
十
八
号
並
び
に
第
七
十
八
条
第
一
号
及
び

第
六
号
を
除
き
、
以
下
同
じ
。
）
に
係
る
入
札
及
び
契
約
の
技
術
的
審
査
に
関
す
る
こ
と
。

十
三
　
直
轄
事
業
に
係
る
積
算
基
準
に
関
す
る
こ
と
（
営
繕
部
の
所
掌
に
属
す
る
も
の
を
除
く
。
）
。

十
四
　
直
轄
事
業
の
土
木
工
事
の
検
査
に
関
す
る
こ
と
。

十
五
　
土
木
工
事
用
材
料
の
試
験
（
港
湾
空
港
部
の
所
掌
に
属
す
る
も
の
を
除
く
。
第
七
十
九
条
の
二
第
一
号
に

お
い
て
同
じ
。
）
に
関
す
る
こ
と
。

十
六
　
直
轄
事
業
の
土
木
工
事
（
第
四
条
の
六
第
二
項
第
一
号
、
第
十
八
号
、
第
五
十
五
条
の
三
第
二
項
第
三

号
、
第
七
十
五
条
第
一
号
、
第
七
十
八
条
及
び
第
七
十
九
条
第
二
号
を
除
き
、
以
下
単
に
「
土
木
工
事
」
と
い

う
。
）
の
施
工
方
法
の
研
究
に
関
す
る
こ
と
。

十
七
　
公
共
工
事
に
係
る
土
木
技
術
者
の
養
成
及
び
土
木
技
術
の
向
上
に
関
す
る
こ
と
。

十
八
　
直
轄
事
業
の
土
木
工
事
の
統
計
及
び
報
告
に
関
す
る
こ
と
。

十
九
　
直
轄
事
業
の
建
設
工
事
に
係
る
労
働
力
及
び
資
材
の
需
給
動
向
の
調
査
に
関
す
る
こ
と
。

二
十
　
産
業
廃
棄
物
の
処
理
に
係
る
特
定
施
設
の
整
備
の
促
進
に
関
す
る
法
律
（
平
成
四
年
法
律
第
六
十
二
号
）

に
規
定
す
る
整
備
計
画
並
び
に
特
定
周
辺
整
備
地
区
及
び
施
設
整
備
方
針
の
う
ち
建
設
業
者
の
使
用
に
供
す
る

た
め
の
再
生
処
理
を
行
う
特
定
施
設
以
外
の
特
定
施
設
に
係
る
も
の
に
関
す
る
こ
と
。

二
十
一
　
公
共
工
事
に
係
る
費
用
の
縮
減
に
関
す
る
関
係
行
政
機
関
の
事
務
の
連
絡
調
整
に
関
す
る
こ
と
。

二
十
二
　
直
轄
事
業
に
係
る
建
設
機
械
類
（
電
気
通
信
施
設
（
電
子
機
器
、
自
家
用
電
気
工
作
物
を
含
む
。
以
下

同
じ
。
）
を
除
く
。
以
下
こ
の
条
及
び
第
七
十
九
条
の
二
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
整
備
及
び
運
用
に
関
す
る
こ

と
。

二
十
三
　
直
轄
事
業
に
係
る
機
械
技
能
者
の
養
成
及
び
機
械
技
術
の
向
上
に
関
す
る
こ
と
。

二
十
四
　
地
方
公
共
団
体
に
よ
る
建
設
機
械
類
（
港
湾
空
港
部
の
所
掌
に
属
す
る
も
の
を
除
く
。
第
七
十
九
条
の

二
第
五
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
整
備
に
係
る
助
成
に
関
す
る
こ
と
。

二
十
五
　
建
設
業
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
号
）
の
規
定
に
よ
る
建
設
機
械
施
工
管
理
の
技
術
検
定
に
関
す

る
こ
と
。

二
十
六
　
建
設
機
械
類
に
関
す
る
調
査
及
び
統
計
に
関
す
る
こ
と
。

二
十
七
　
直
轄
事
業
に
係
る
電
気
通
信
施
設
（
以
下
単
に
「
電
気
通
信
施
設
」
と
い
う
。
）
の
整
備
計
画
及
び
調

査
に
関
す
る
こ
と
。

二
十
八
　
電
気
通
信
施
設
の
整
備
の
実
施
計
画
、
施
工
、
監
督
及
び
検
査
に
関
す
る
こ
と
。

二
十
九
　
電
気
通
信
施
設
の
運
営
及
び
保
守
に
関
す
る
こ
と
。

三
十
　
電
気
通
信
施
設
の
整
備
に
関
す
る
設
計
基
準
の
設
定
に
関
す
る
こ
と
。

三
十
一
　
電
気
通
信
施
設
の
使
用
に
係
る
保
安
に
関
す
る
こ
と
。

三
十
二
　
情
報
シ
ス
テ
ム
（
港
湾
空
港
部
の
所
掌
に
属
す
る
も
の
を
除
く
。
第
三
十
六
条
の
二
第
二
項
第
四
号
及

び
第
七
十
九
条
の
三
第
六
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
整
備
及
び
管
理
に
関
す
る
こ
と
。

（
建
政
部
の
所
掌
事
務
）

第
七
条
　
建
政
部
は
、
次
に
掲
げ
る
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。

一
　
土
地
収
用
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
十
九
号
）
に
基
づ
く
事
業
の
認
定
に
関
す
る
処
分
に
関
す
る
こ

と
。

二
　
建
設
業
の
許
可
、
建
設
業
者
の
経
営
事
項
審
査
並
び
に
建
設
業
者
の
指
導
及
び
監
督
に
関
す
る
こ
と
。

三
　
建
設
業
者
団
体
の
指
導
及
び
監
督
に
関
す
る
こ
と
。

四
　
建
設
業
法
に
基
づ
く
建
設
工
事
の
発
注
者
に
対
す
る
勧
告
等
に
関
す
る
こ
と
。

四
の
二
　
建
設
業
法
に
基
づ
く
建
設
資
材
製
造
業
者
等
に
対
す
る
勧
告
等
に
関
す
る
こ
と
。

五
　
建
設
業
法
の
規
定
に
よ
る
技
術
検
定
（
建
設
機
械
施
工
管
理
に
係
る
も
の
を
除
く
。
）
に
関
す
る
こ
と
。

六
　
資
源
の
有
効
な
利
用
の
促
進
に
関
す
る
法
律
（
平
成
三
年
法
律
第
四
十
八
号
）
及
び
産
業
廃
棄
物
の
処
理
に

係
る
特
定
施
設
の
整
備
の
促
進
に
関
す
る
法
律
の
施
行
に
関
す
る
事
務
（
産
業
廃
棄
物
の
処
理
に
係
る
特
定
施

設
の
整
備
の
促
進
に
関
す
る
法
律
に
あ
っ
て
は
、
企
画
部
の
所
掌
に
属
す
る
も
の
を
除
く
。
）
そ
の
他
建
設
業

に
お
け
る
資
源
の
有
効
な
利
用
の
確
保
に
関
す
る
こ
と
。

七
　
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
使
用
の
合
理
化
及
び
非
化
石
エ
ネ
ル
ギ
ー
へ
の
転
換
等
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
五
十
四
年
法

律
第
四
十
九
号
）
及
び
地
球
温
暖
化
対
策
の
推
進
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
年
法
律
第
百
十
七
号
）
の
施
行
に

関
す
る
こ
と
（
河
川
部
及
び
用
地
部
の
所
掌
に
属
す
る
も
の
を
除
く
。
）
。
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七
の
二
　
建
設
業
者
の
労
働
力
の
調
達
に
関
す
る
指
導
に
関
す
る
こ
と
。

八
　
下
請
中
小
企
業
振
興
法
（
昭
和
四
十
五
年
法
律
第
百
四
十
五
号
）
に
基
づ
く
特
定
下
請
連
携
事
業
計
画
、
中

小
企
業
等
経
営
強
化
法
（
平
成
十
一
年
法
律
第
十
八
号
）
に
基
づ
く
社
外
高
度
人
材
活
用
新
事
業
分
野
開
拓
計

画
、
経
営
革
新
計
画
及
び
経
営
力
向
上
計
画
、
中
小
企
業
者
と
農
林
漁
業
者
と
の
連
携
に
よ
る
事
業
活
動
の
促

進
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
年
法
律
第
三
十
八
号
）
に
基
づ
く
農
商
工
等
連
携
事
業
計
画
並
び
に
地
域
資
源

を
活
用
し
た
農
林
漁
業
者
等
に
よ
る
新
事
業
の
創
出
等
及
び
地
域
の
農
林
水
産
物
の
利
用
促
進
に
関
す
る
法
律

（
平
成
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
に
基
づ
く
研
究
開
発
・
成
果
利
用
事
業
計
画
に
関
す
る
こ
と
（
河
川
部

及
び
用
地
部
の
所
掌
に
属
す
る
も
の
を
除
く
。
）
。

九
　
測
量
業
者
の
登
録
、
測
量
業
者
に
対
す
る
助
言
並
び
に
測
量
業
者
に
つ
い
て
の
報
告
徴
収
及
び
検
査
に
関
す

る
こ
と
。

十
　
建
設
コ
ン
サ
ル
タ
ン
ト
の
登
録
に
関
す
る
こ
と
。

十
一
　
地
質
調
査
業
者
の
登
録
に
関
す
る
こ
と
。

十
二
　
宅
地
建
物
取
引
業
の
免
許
及
び
宅
地
建
物
取
引
業
者
の
監
督
に
関
す
る
こ
と
。

十
三
　
不
動
産
特
定
共
同
事
業
の
許
可
、
小
規
模
不
動
産
特
定
共
同
事
業
の
登
録
、
特
例
事
業
及
び
適
格
特
例
投

資
家
限
定
事
業
の
届
出
の
受
理
並
び
に
不
動
産
特
定
共
同
事
業
者
、
小
規
模
不
動
産
特
定
共
同
事
業
者
、
特
例

事
業
者
及
び
適
格
特
例
投
資
家
限
定
事
業
者
の
監
督
に
関
す
る
こ
と
。

十
四
　
マ
ン
シ
ョ
ン
管
理
業
者
及
び
管
理
業
務
主
任
者
の
登
録
及
び
監
督
に
関
す
る
こ
と
。

十
四
の
二
　
住
宅
宿
泊
管
理
業
者
の
登
録
及
び
監
督
に
関
す
る
こ
と
。

十
四
の
三
　
賃
貸
住
宅
管
理
業
者
の
登
録
及
び
監
督
に
関
す
る
こ
と
。

十
四
の
四
　
特
定
転
貸
事
業
者
等
（
賃
貸
住
宅
の
管
理
業
務
等
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
（
令
和
二
年
法
律
第
六

十
号
）
第
二
十
八
条
に
規
定
す
る
特
定
転
貸
事
業
者
等
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の
監
督
に
関
す
る
こ
と
。

十
五
　
建
政
部
の
所
掌
事
務
に
係
る
補
助
金
等
（
補
助
金
等
に
係
る
予
算
の
執
行
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
（
昭

和
三
十
年
法
律
第
百
七
十
九
号
）
第
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
補
助
金
等
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の
交
付
及

び
都
府
県
又
は
市
町
村
に
対
す
る
貸
付
け
に
関
す
る
こ
と
。

十
六
　
首
都
圏
の
近
郊
整
備
地
帯
及
び
都
市
開
発
区
域
の
整
備
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
三
十
三
年
法
律
第
九
十
八

号
）
、
新
住
宅
市
街
地
開
発
法
（
昭
和
三
十
八
年
法
律
第
百
三
十
四
号
）
、
近
畿
圏
の
近
郊
整
備
区
域
及
び
都
市

開
発
区
域
の
整
備
及
び
開
発
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
三
十
九
年
法
律
第
百
四
十
五
号
）
、
新
都
市
基
盤
整
備
法

（
昭
和
四
十
七
年
法
律
第
八
十
六
号
）
及
び
大
都
市
地
域
に
お
け
る
優
良
宅
地
開
発
の
促
進
に
関
す
る
緊
急
措

置
法
（
昭
和
六
十
三
年
法
律
第
四
十
七
号
）
の
施
行
に
関
す
る
こ
と
。

十
七
　
宅
地
開
発
事
業
に
関
す
る
指
導
及
び
助
成
に
関
す
る
こ
と
。

十
八
　
民
間
の
宅
地
造
成
に
関
す
る
調
査
に
関
す
る
こ
と
。

十
九
　
国
土
計
画
そ
の
他
の
国
土
の
利
用
、
開
発
及
び
保
全
に
関
す
る
総
合
的
か
つ
基
本
的
な
政
策
に
係
る
計
画

に
関
す
る
調
査
に
関
す
る
事
務
の
う
ち
、
都
市
計
画
に
関
す
る
こ
と
。

二
十
　
首
都
圏
そ
の
他
の
各
大
都
市
圏
及
び
東
北
地
方
そ
の
他
の
各
地
方
の
そ
れ
ぞ
れ
の
整
備
及
び
開
発
に
関
す

る
総
合
的
な
政
策
に
係
る
計
画
に
関
す
る
調
査
及
び
調
整
そ
の
他
当
該
計
画
の
推
進
に
関
す
る
こ
と
（
企
画
部

の
所
掌
に
属
す
る
も
の
を
除
く
。
）
。

二
十
の
二
　
地
価
の
調
査
に
関
す
る
こ
と
。

二
十
の
三
　
地
価
の
公
示
に
関
す
る
こ
と
。

二
十
の
四
　
不
動
産
鑑
定
業
者
及
び
不
動
産
鑑
定
士
の
登
録
及
び
監
督
に
関
す
る
こ
と
。

二
十
一
　
大
都
市
の
機
能
の
改
善
に
関
す
る
総
合
的
な
政
策
に
係
る
計
画
及
び
方
針
に
関
す
る
調
査
及
び
調
整
そ

の
他
当
該
計
画
及
び
方
針
の
推
進
に
関
す
る
こ
と
（
企
画
部
の
所
掌
に
属
す
る
も
の
を
除
く
。
）
。

二
十
二
　
大
深
度
地
下
の
公
共
的
使
用
に
関
す
る
特
別
措
置
法
（
平
成
十
二
年
法
律
第
八
十
七
号
）
第
七
条
の
規

定
に
よ
る
大
深
度
地
下
使
用
協
議
会
の
庶
務
に
関
す
る
こ
と
。

二
十
三
　
国
土
の
総
合
的
か
つ
体
系
的
な
利
用
、
開
発
及
び
保
全
を
図
る
観
点
か
ら
の
、
地
方
の
振
興
に
関
す
る

総
合
的
な
政
策
に
係
る
計
画
に
関
す
る
調
査
及
び
調
整
そ
の
他
当
該
計
画
の
推
進
に
関
す
る
こ
と
（
企
画
部
の

所
掌
に
属
す
る
も
の
を
除
く
。
）
。

二
十
四
　
豪
雪
地
帯
の
雪
害
の
防
除
及
び
振
興
に
関
す
る
総
合
的
な
政
策
に
係
る
計
画
に
関
す
る
調
査
及
び
調
整

そ
の
他
当
該
計
画
の
推
進
に
関
す
る
こ
と
（
企
画
部
の
所
掌
に
属
す
る
も
の
を
除
く
。
）
。

二
十
五
　
都
市
計
画
及
び
都
市
計
画
事
業
に
関
す
る
こ
と
。

二
十
六
　
景
観
法
（
平
成
十
六
年
法
律
第
百
十
号
）
の
規
定
に
よ
る
良
好
な
景
観
の
形
成
に
関
し
必
要
な
勧
告
、

助
言
又
は
援
助
に
関
す
る
こ
と
（
他
部
の
所
掌
に
属
す
る
も
の
を
除
く
。
）
。

二
十
七
　
宅
地
造
成
及
び
特
定
盛
土
等
等
規
制
法
（
昭
和
三
十
六
年
法
律
第
百
九
十
一
号
）
の
施
行
に
関
す
る
こ

と
。

二
十
八
　
土
地
区
画
整
理
事
業
の
施
行
に
関
す
る
こ
と
並
び
に
土
地
区
画
整
理
事
業
、
市
街
地
再
開
発
事
業
、
防

災
街
区
整
備
事
業
、
住
宅
街
区
整
備
事
業
及
び
流
通
業
務
団
地
造
成
事
業
の
指
導
、
監
督
及
び
助
成
に
関
す
る

こ
と
。

二
十
九
　
民
間
都
市
開
発
の
推
進
に
関
す
る
特
別
措
置
法
（
昭
和
六
十
二
年
法
律
第
六
十
二
号
）
の
規
定
に
よ
る

事
業
用
地
適
正
化
計
画
の
認
定
に
関
す
る
こ
と
。

三
十
　
ま
ち
づ
く
り
に
関
す
る
総
合
的
な
事
業
（
主
と
し
て
住
宅
の
供
給
を
目
的
と
す
る
も
の
を
除
く
。
）
の
指

導
及
び
助
成
に
関
す
る
こ
と
。

三
十
一
　
駐
車
場
の
構
造
及
び
設
備
の
認
定
に
関
す
る
こ
と
。

三
十
二
　
国
が
設
置
す
る
都
市
公
園
そ
の
他
の
公
共
空
地
（
皇
居
外
苑
、
新
宿
御
苑
及
び
京
都
御
苑
を
除
く
。
以

下
「
国
が
設
置
す
る
都
市
公
園
等
」
と
い
う
。
）
に
関
す
る
工
事
の
全
体
計
画
及
び
国
が
設
置
す
る
都
市
公
園

等
の
管
理
並
び
に
皇
居
外
苑
、
新
宿
御
苑
及
び
京
都
御
苑
の
整
備
に
関
す
る
こ
と
。

三
十
三
　
都
市
公
園
の
整
備
及
び
管
理
に
関
す
る
指
導
及
び
監
督
に
関
す
る
こ
と
。

三
十
四
　
都
市
公
園
等
整
備
事
業
及
び
都
市
緑
化
に
関
す
る
事
業
の
指
導
及
び
助
成
に
関
す
る
こ
と
。

三
十
五
　
石
油
コ
ン
ビ
ナ
ー
ト
等
災
害
防
止
法
（
昭
和
五
十
年
法
律
第
八
十
四
号
）
の
規
定
に
よ
る
緑
地
等
の
設

置
に
関
す
る
計
画
の
協
議
に
関
す
る
こ
と
。

三
十
六
　
古
都
（
明
日
香
村
を
含
む
。
以
下
同
じ
。
）
に
お
け
る
歴
史
的
風
土
の
保
存
に
関
す
る
総
合
的
な
政
策

に
係
る
計
画
及
び
方
針
に
関
す
る
調
査
及
び
調
整
そ
の
他
当
該
計
画
及
び
方
針
の
推
進
に
関
す
る
こ
と
。

三
十
七
　
都
市
の
整
備
に
関
す
る
調
査
に
関
す
る
こ
と
。

三
十
八
　
公
営
住
宅
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
百
九
十
三
号
）
、
住
宅
地
区
改
良
法
（
昭
和
三
十
五
年
法
律
第

八
十
四
号
）
、
地
方
住
宅
供
給
公
社
法
（
昭
和
四
十
年
法
律
第
百
二
十
四
号
）
、
農
地
所
有
者
等
賃
貸
住
宅
建
設

融
資
利
子
補
給
臨
時
措
置
法
（
昭
和
四
十
六
年
法
律
第
三
十
二
号
）
、
住
宅
の
品
質
確
保
の
促
進
等
に
関
す
る

法
律
（
平
成
十
一
年
法
律
第
八
十
一
号
）
、
高
齢
者
の
居
住
の
安
定
確
保
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
三
年
法
律

第
二
十
六
号
）
、
マ
ン
シ
ョ
ン
の
建
替
え
等
の
円
滑
化
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
四
年
法
律
第
七
十
八
号
）
及

び
特
定
住
宅
瑕
疵
担
保
責
任
の
履
行
の
確
保
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
九
年
法
律
第
六
十
六
号
）
の
施
行
に

関
す
る
こ
と
。

三
十
九
　
住
宅
（
そ
の
附
帯
施
設
を
含
む
。
）
の
供
給
、
建
設
、
改
良
及
び
管
理
並
び
に
そ
の
居
住
環
境
の
整
備

（
以
下
「
住
宅
の
供
給
等
」
と
い
う
。
）
に
関
す
る
事
業
の
指
導
及
び
助
成
に
関
す
る
こ
と
。

四
十
　
家
賃
債
務
保
証
業
者
の
登
録
に
関
す
る
こ
と
。

四
十
一
　
建
築
基
準
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
一
号
）
、
建
築
士
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
二
号
）

及
び
浄
化
槽
法
（
昭
和
五
十
八
年
法
律
第
四
十
三
号
）
の
施
行
に
関
す
る
こ
と
。

四
十
二
　
建
築
物
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
性
能
の
向
上
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
七
年
法
律
第
五
十
三
号
）
に

基
づ
く
登
録
建
築
物
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
性
能
判
定
機
関
の
登
録
及
び
監
督
に
関
す
る
こ
と
。

四
十
三
　
建
築
物
の
質
の
向
上
そ
の
他
建
築
の
発
達
及
び
改
善
に
関
す
る
事
業
の
指
導
及
び
助
成
に
関
す
る
こ

と
。

四
十
四
　
住
宅
の
供
給
等
並
び
に
建
築
物
の
質
の
向
上
そ
の
他
建
築
の
発
達
及
び
改
善
に
関
す
る
調
査
に
関
す
る

こ
と
。

（
河
川
部
の
所
掌
事
務
）

第
八
条
　
河
川
部
は
、
次
に
掲
げ
る
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。

一
　
河
川
、
水
流
及
び
水
面
（
港
湾
内
の
水
面
を
除
く
。
以
下
こ
の
条
及
び
第
八
十
九
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
（
以

下
「
河
川
等
」
と
い
う
。
）
の
行
政
監
督
に
関
す
る
事
務
の
う
ち
、
都
府
県
知
事
が
一
級
河
川
に
つ
い
て
行
う

水
利
使
用
の
許
可
及
び
工
作
物
の
新
築
、
改
築
又
は
除
却
の
許
可
並
び
に
こ
れ
ら
の
許
可
に
係
る
河
川
法
（
昭

和
三
十
九
年
法
律
第
百
六
十
七
号
）
第
七
十
五
条
の
規
定
に
よ
る
処
分
並
び
に
土
地
の
掘
削
、
盛
土
若
し
く
は

3



切
土
そ
の
他
の
土
地
の
形
状
を
変
更
す
る
行
為
又
は
竹
木
の
植
栽
若
し
く
は
伐
採
の
許
可
に
係
る
認
可
に
関
す

る
こ
と
。

二
　
河
川
等
の
行
政
監
督
に
関
す
る
事
務
の
う
ち
、
都
府
県
知
事
が
二
級
河
川
に
つ
い
て
行
う
水
利
使
用
の
許
可

及
び
当
該
許
可
に
係
る
河
川
法
第
七
十
五
条
の
規
定
に
よ
る
処
分
に
係
る
同
意
に
関
す
る
こ
と
。

三
　
国
土
交
通
大
臣
が
行
う
河
川
の
利
用
、
保
全
そ
の
他
の
管
理
に
関
す
る
事
務
の
う
ち
、
河
川
区
域
そ
の
他
の

区
域
の
指
定
、
水
利
使
用
の
許
可
そ
の
他
の
規
制
、
河
川
台
帳
の
調
製
及
び
保
管
並
び
に
河
川
法
第
九
十
一
条

第
一
項
に
規
定
す
る
廃
川
敷
地
等
の
管
理
に
関
す
る
こ
と
。

四
　
管
理
主
任
技
術
者
の
資
格
の
認
定
に
関
す
る
こ
と
。

五
　
砂
利
採
取
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
七
十
四
号
）
の
規
定
に
よ
る
砂
利
採
取
業
者
（
河
川
に
お
い
て
砂
利

の
採
取
を
行
う
も
の
に
限
る
。
）
の
監
督
に
関
す
る
こ
と
。

六
　
公
有
水
面
（
港
湾
内
の
公
有
水
面
を
除
く
。
第
八
十
八
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
埋
立
て
及
び
干
拓
の
免
許

に
関
す
る
認
可
に
関
す
る
こ
と
。

七
　
運
河
（
港
湾
内
の
運
河
を
除
く
。
第
八
十
八
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
関
す
る
こ
と
。

八
　
砂
防
法
（
明
治
三
十
年
法
律
第
二
十
九
号
）
第
二
条
に
規
定
す
る
土
地
及
び
地
す
べ
り
防
止
区
域
の
指
定
に

関
す
る
調
査
及
び
調
整
に
関
す
る
こ
と
。

九
　
砂
防
法
第
二
条
の
規
定
に
よ
り
指
定
さ
れ
た
土
地
、
地
す
べ
り
防
止
区
域
及
び
急
傾
斜
地
崩
壊
危
険
区
域
内

に
お
け
る
行
為
の
制
限
に
関
す
る
こ
と
。

十
　
国
土
交
通
大
臣
が
行
う
海
岸
（
港
湾
に
係
る
海
岸
を
除
く
。
以
下
こ
の
条
、
第
四
十
四
条
、
第
四
十
七
条
、

第
八
十
八
条
及
び
第
八
十
九
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
管
理
に
関
す
る
事
務
の
う
ち
、
海
岸
保
全
区
域
の
占
用

の
許
可
そ
の
他
の
規
制
並
び
に
海
岸
保
全
区
域
台
帳
の
調
製
及
び
保
管
に
関
す
る
こ
と
。

十
一
　
河
川
部
の
所
掌
事
務
に
係
る
補
助
金
等
の
交
付
に
関
す
る
こ
と
。

十
二
　
河
川
整
備
計
画
に
関
す
る
こ
と
。

十
三
　
河
川
等
、
水
資
源
の
開
発
又
は
利
用
の
た
め
の
施
設
、
砂
防
設
備
、
地
す
べ
り
防
止
施
設
、
ぼ
た
山
崩
壊

防
止
施
設
、
急
傾
斜
地
崩
壊
防
止
施
設
、
雪
崩
防
止
施
設
及
び
海
岸
に
関
す
る
事
業
（
以
下
「
河
川
事
業
等
」

と
い
う
。
）
の
う
ち
地
方
公
共
団
体
が
行
う
事
業
以
外
の
も
の
（
以
下
「
直
轄
河
川
事
業
等
」
と
い
う
。
）
に
関

す
る
工
事
の
実
施
の
全
体
計
画
及
び
そ
の
実
施
計
画
に
関
す
る
こ
と
。

十
四
　
河
川
事
業
等
に
要
す
る
費
用
に
関
す
る
資
料
の
作
成
に
関
す
る
こ
と
。

十
五
　
直
轄
河
川
事
業
等
に
関
す
る
工
事
の
調
査
に
関
す
る
こ
と
。

十
六
　
流
域
に
お
け
る
治
水
及
び
水
利
に
関
す
る
施
策
の
調
査
及
び
調
整
そ
の
他
当
該
施
策
の
推
進
に
関
す
る
こ

と
。

十
七
　
土
砂
災
害
警
戒
区
域
等
に
お
け
る
土
砂
災
害
防
止
対
策
の
推
進
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
二
年
法
律
第
五

十
七
号
）
の
規
定
に
よ
る
基
礎
調
査
の
結
果
の
報
告
、
緊
急
調
査
の
実
施
及
び
避
難
の
た
め
の
立
退
き
の
指
示

等
の
解
除
に
関
す
る
助
言
に
関
す
る
こ
と
。

十
八
　
国
土
交
通
大
臣
が
行
う
海
岸
の
管
理
に
関
す
る
事
務
の
う
ち
、
海
岸
保
全
施
設
と
な
る
砂
浜
の
指
定
及
び

海
岸
保
全
基
本
計
画
の
う
ち
海
岸
保
全
施
設
の
整
備
に
関
す
る
事
項
の
案
の
作
成
に
関
す
る
こ
と
。

十
九
　
地
形
及
び
地
質
そ
の
他
の
状
況
の
測
量
及
び
調
査
に
関
す
る
こ
と
。

二
十
　
水
面
の
維
持
そ
の
他
の
管
理
に
関
す
る
こ
と
。

二
十
一
　
二
級
河
川
に
係
る
河
川
整
備
基
本
方
針
の
同
意
に
関
す
る
こ
と
。

二
十
二
　
指
定
区
間
内
の
一
級
河
川
の
改
良
工
事
に
係
る
認
可
及
び
二
級
河
川
の
改
良
工
事
に
係
る
同
意
に
関
す

る
こ
と
。

二
十
三
　
河
川
事
業
等
の
指
導
、
監
督
及
び
助
成
に
関
す
る
こ
と
。

二
十
四
　
河
川
部
の
所
掌
に
係
る
環
境
の
保
全
に
関
す
る
施
策
の
調
査
及
び
調
整
そ
の
他
当
該
施
策
の
推
進
に
関

す
る
こ
と
。

二
十
五
　
気
象
及
び
雨
雪
量
並
び
に
水
位
、
流
量
、
潮
汐
、
水
質
そ
の
他
の
水
象
に
関
す
る
調
査
及
び
研
究
に
関

す
る
こ
と
。

二
十
六
　
水
道
原
水
水
質
保
全
事
業
の
実
施
の
促
進
に
関
す
る
法
律
（
平
成
六
年
法
律
第
八
号
）
の
施
行
に
関
す

る
こ
と
。

二
十
七
　
直
轄
河
川
事
業
等
に
関
す
る
工
事
の
実
施
の
調
整
に
関
す
る
こ
と
。

二
十
八
　
直
轄
河
川
事
業
等
に
関
す
る
工
事
の
実
施
設
計
、
施
工
及
び
検
査
そ
の
他
の
工
事
管
理
に
関
す
る
こ

と
。

二
十
九
　
河
川
部
所
属
の
事
業
費
を
も
っ
て
す
る
営
繕
に
係
る
工
事
の
設
計
、
施
工
及
び
工
事
管
理
に
関
す
る
こ

と
。

三
十
　
指
定
区
間
外
の
一
級
河
川
に
お
け
る
河
川
管
理
施
設
（
多
目
的
ダ
ム
を
含
む
。
）
の
操
作
規
則
に
関
す
る

こ
と
。

三
十
一
　
国
土
交
通
大
臣
の
管
理
す
る
河
川
に
係
る
多
目
的
ダ
ム
に
係
る
放
流
に
関
す
る
通
知
及
び
一
般
に
周
知

さ
せ
る
た
め
に
必
要
な
措
置
に
関
す
る
こ
と
。

三
十
二
　
ダ
ム
及
び
そ
の
附
帯
施
設
の
工
事
以
外
の
管
理
に
関
す
る
こ
と
。

三
十
三
　
前
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
国
土
交
通
大
臣
の
管
理
に
係
る
河
川
の
維
持
及
び
修
繕
に
関
す
る
こ

と
。

三
十
四
　
洪
水
予
報
、
水
防
警
報
そ
の
他
の
水
防
に
関
す
る
こ
と
。

三
十
五
　
水
道
法
（
昭
和
三
十
二
年
法
律
第
百
七
十
七
号
）
第
五
条
の
三
第
八
項
（
同
条
第
十
項
に
お
い
て
準
用

す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
第
十
三
条
第
一
項
（
同
法
第
三
十
一
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
第
十
四

条
第
五
項
及
び
第
二
十
四
条
の
三
第
二
項
（
同
法
第
三
十
一
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定

に
よ
る
報
告
及
び
届
出
の
受
理
並
び
に
水
道
事
業
及
び
水
道
用
水
供
給
事
業
の
指
導
及
び
助
成
に
関
す
る
こ

と
。

三
十
六
　
下
請
中
小
企
業
振
興
法
に
基
づ
く
特
定
下
請
連
携
事
業
計
画
、
中
小
企
業
等
経
営
強
化
法
に
基
づ
く
社

外
高
度
人
材
活
用
新
事
業
分
野
開
拓
計
画
、
経
営
革
新
計
画
及
び
経
営
力
向
上
計
画
、
中
小
企
業
者
と
農
林
漁

業
者
と
の
連
携
に
よ
る
事
業
活
動
の
促
進
に
関
す
る
法
律
に
基
づ
く
農
商
工
等
連
携
事
業
計
画
並
び
に
地
域
資

源
を
活
用
し
た
農
林
漁
業
者
等
に
よ
る
新
事
業
の
創
出
等
及
び
地
域
の
農
林
水
産
物
の
利
用
促
進
に
関
す
る
法

律
に
基
づ
く
研
究
開
発
・
成
果
利
用
事
業
計
画
に
関
す
る
事
務
の
う
ち
、
水
道
事
業
者
、
水
道
用
水
供
給
事
業

者
、
登
録
水
質
検
査
機
関
及
び
水
道
法
第
三
十
四
条
の
二
第
二
項
の
登
録
を
受
け
た
者
並
び
に
下
水
道
処
理
施

設
維
持
管
理
業
者
及
び
下
水
道
管
路
施
設
維
持
管
理
業
者
に
係
る
も
の
に
関
す
る
こ
と
。

三
十
七
　
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
使
用
の
合
理
化
及
び
非
化
石
エ
ネ
ル
ギ
ー
へ
の
転
換
等
に
関
す
る
法
律
及
び
地
球
温
暖

化
対
策
の
推
進
に
関
す
る
法
律
に
基
づ
く
水
道
及
び
下
水
道
に
係
る
措
置
に
関
す
る
こ
と
。

三
十
八
　
第
三
十
五
号
か
ら
前
号
ま
で
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
水
道
に
関
す
る
こ
と
そ
の
他
人
の
飲
用
に
供
す

る
水
の
利
用
に
関
す
る
こ
と
。

三
十
九
　
下
水
道
処
理
施
設
維
持
管
理
業
者
の
登
録
に
関
す
る
こ
と
。

四
十
　
下
水
道
法
（
昭
和
三
十
三
年
法
律
第
七
十
九
号
）
第
二
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
流
域
別
下
水
道
整
備

総
合
計
画
の
届
出
の
受
理
に
関
す
る
こ
と
。

四
十
一
　
流
域
水
害
対
策
計
画
（
下
水
道
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
の
同
意
に
関
す
る
こ
と
。

四
十
二
　
公
共
下
水
道
、
流
域
下
水
道
及
び
都
市
下
水
路
の
管
理
に
関
す
る
指
導
、
監
督
及
び
助
成
に
関
す
る
こ

と
。

四
十
三
　
地
方
公
共
団
体
そ
の
他
国
土
交
通
省
設
置
法
第
四
条
第
一
項
第
二
十
八
号
の
資
産
等
を
定
め
る
政
令

（
平
成
十
二
年
政
令
第
二
百
九
十
七
号
）
第
二
条
に
規
定
す
る
公
共
的
団
体
（
以
下
「
地
方
公
共
団
体
等
」
と

い
う
。
）
か
ら
の
委
託
に
基
づ
き
、
河
川
事
業
等
（
地
方
整
備
局
が
行
う
も
の
に
限
る
。
）
に
関
連
す
る
建
設
工

事
又
は
建
設
工
事
の
設
計
若
し
く
は
工
事
管
理
を
行
う
こ
と
。

２
　
東
北
地
方
整
備
局
河
川
部
は
、
前
項
各
号
に
掲
げ
る
事
務
の
ほ
か
、
河
川
に
係
る
国
が
設
置
す
る
都
市
公
園
そ

の
他
の
公
共
空
地
に
関
す
る
工
事
の
計
画
（
建
政
部
の
所
掌
に
属
す
る
も
の
を
除
く
。
）
及
び
工
事
の
実
施
に
関

す
る
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。

３
　
中
部
地
方
整
備
局
及
び
近
畿
地
方
整
備
局
の
河
川
部
は
、
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
事
務
の
ほ
か
、
河
川
に
係
る

国
が
設
置
す
る
都
市
公
園
に
関
す
る
工
事
の
計
画
（
建
政
部
の
所
掌
に
属
す
る
も
の
を
除
く
。
）
及
び
工
事
の
実

施
に
関
す
る
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。

（
道
路
部
の
所
掌
事
務
）

第
九
条
　
道
路
部
は
、
次
に
掲
げ
る
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。
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一
　
道
路
の
行
政
監
督
に
関
す
る
こ
と
。

二
　
沿
道
整
備
道
路
の
指
定
に
関
す
る
こ
と
。

三
　
高
速
自
動
車
国
道
（
国
が
そ
の
整
備
を
行
う
も
の
に
限
る
。
）
及
び
一
般
国
道
並
び
に
都
道
府
県
道
及
び
市

町
村
道
（
国
が
そ
の
整
備
又
は
保
全
を
行
う
も
の
に
限
る
。
）
（
以
下
「
直
轄
国
道
等
」
と
い
う
。
）
の
整
備
及

び
保
全
（
除
雪
を
含
む
。
）
以
外
の
管
理
に
関
す
る
こ
と
。

四
　
道
路
の
整
備
、
利
用
、
保
全
そ
の
他
の
管
理
（
こ
れ
に
関
連
す
る
環
境
対
策
及
び
交
通
安
全
対
策
を
含
む
。

以
下
「
道
路
の
整
備
等
」
と
い
う
。
）
に
係
る
補
助
金
等
の
交
付
及
び
都
府
県
若
し
く
は
市
町
村
又
は
地
方
道

路
公
社
に
対
す
る
貸
付
け
に
関
す
る
こ
と
。

五
　
直
轄
国
道
等
に
係
る
道
路
の
整
備
及
び
保
全
（
除
雪
を
含
む
。
）
に
関
す
る
計
画
に
関
す
る
こ
と
。

六
　
共
同
溝
の
整
備
に
関
す
る
こ
と
。

七
　
道
路
の
整
備
等
に
要
す
る
費
用
に
関
す
る
資
料
の
作
成
に
関
す
る
こ
と
。

八
　
直
轄
国
道
等
に
係
る
道
路
の
整
備
等
に
関
す
る
長
期
計
画
に
関
す
る
こ
と
。

九
　
道
路
に
関
す
る
調
査
に
関
す
る
こ
と
。

十
　
道
路
整
備
計
画
に
係
る
報
告
の
受
理
に
関
す
る
こ
と
。

十
一
　
直
轄
国
道
等
に
関
す
る
工
事
の
実
施
の
調
整
に
関
す
る
こ
と
。

十
二
　
直
轄
国
道
等
に
関
す
る
工
事
の
実
施
設
計
、
施
工
及
び
検
査
そ
の
他
の
工
事
管
理
に
関
す
る
こ
と
。

十
三
　
直
轄
国
道
等
の
保
全
（
除
雪
を
含
む
。
）
に
関
す
る
こ
と
。

十
四
　
直
轄
国
道
等
に
係
る
環
境
対
策
及
び
交
通
安
全
対
策
に
関
す
る
こ
と
。

十
五
　
地
域
道
路
（
地
域
住
民
の
日
常
生
活
の
安
全
性
若
し
く
は
利
便
性
の
向
上
又
は
快
適
な
生
活
環
境
の
確
保

を
図
る
た
め
の
道
路
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の
整
備
及
び
保
全
（
除
雪
を
含
む
。
）
に
係
る
調
整
、
指
導
及
び

監
督
に
関
す
る
こ
と
。

十
六
　
指
定
区
間
外
の
一
般
国
道
、
都
府
県
道
及
び
市
町
村
道
の
整
備
及
び
保
全
（
除
雪
を
含
む
。
）
に
係
る
助

成
に
関
す
る
こ
と
。

十
七
　
指
定
区
間
外
の
一
般
国
道
の
新
設
及
び
改
築
の
認
可
に
関
す
る
こ
と
。

十
八
　
地
方
道
路
公
社
の
行
う
業
務
に
関
す
る
こ
と
。

十
九
　
都
府
県
道
若
し
く
は
市
町
村
道
の
道
路
管
理
者
又
は
地
方
道
路
公
社
が
行
う
有
料
道
路
に
関
す
る
事
業

（
指
定
都
市
高
速
道
路
に
係
る
も
の
を
除
く
。
以
下
同
じ
。
）
に
関
す
る
こ
と
。

二
十
　
地
方
公
共
団
体
等
か
ら
の
委
託
に
基
づ
き
、
道
路
の
整
備
等
（
直
轄
国
道
等
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
に

関
連
す
る
建
設
工
事
又
は
建
設
工
事
の
設
計
若
し
く
は
工
事
管
理
を
行
う
こ
と
。

二
十
一
　
他
の
道
路
管
理
者
が
行
う
工
事
又
は
都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
、
土
地
区
画
整
理

法
（
昭
和
二
十
九
年
法
律
第
百
十
九
号
）
そ
の
他
の
法
律
に
基
づ
く
事
業
の
施
行
に
伴
う
直
轄
国
道
等
に
関
す

る
工
事
に
関
す
る
こ
と
。

二
十
二
　
地
方
公
共
団
体
か
ら
の
委
託
に
基
づ
き
、
災
害
が
発
生
し
、
又
は
発
生
す
る
お
そ
れ
が
あ
る
と
き
そ
の

他
の
緊
急
時
に
お
い
て
、
道
路
の
保
全
（
除
雪
を
含
む
。
）
に
係
る
応
急
の
対
策
を
行
う
こ
と
。

二
十
三
　
道
路
部
所
属
の
事
業
費
を
も
っ
て
す
る
営
繕
に
係
る
工
事
の
設
計
、
施
工
及
び
工
事
管
理
に
関
す
る
こ

と
。

２
　
道
路
部
（
東
北
地
方
整
備
局
、
関
東
地
方
整
備
局
、
中
部
地
方
整
備
局
及
び
近
畿
地
方
整
備
局
を
除
く
。
）
は
、

前
項
各
号
に
掲
げ
る
事
務
の
ほ
か
、
国
が
設
置
す
る
都
市
公
園
に
関
す
る
工
事
の
計
画
（
建
政
部
の
所
掌
に
属
す

る
も
の
を
除
く
。
）
及
び
工
事
の
実
施
に
関
す
る
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。

３
　
東
北
地
方
整
備
局
及
び
関
東
地
方
整
備
局
の
道
路
部
は
、
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
事
務
の
ほ
か
、
国
が
設
置
す

る
都
市
公
園
そ
の
他
の
公
共
空
地
に
関
す
る
工
事
の
計
画
（
東
北
地
方
整
備
局
に
あ
っ
て
は
建
政
部
及
び
河
川
部

の
所
掌
に
属
す
る
も
の
を
、
関
東
地
方
整
備
局
に
あ
っ
て
は
建
政
部
の
所
掌
に
属
す
る
も
の
を
除
く
。
）
及
び
工

事
の
実
施
（
東
北
地
方
整
備
局
に
あ
っ
て
は
河
川
部
の
所
掌
に
属
す
る
も
の
を
除
く
。
）
に
関
す
る
事
務
を
つ
か

さ
ど
る
。

４
　
近
畿
地
方
整
備
局
道
路
部
は
、
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
事
務
の
ほ
か
、
国
が
設
置
す
る
都
市
公
園
に
関
す
る
工

事
の
計
画
（
建
政
部
及
び
河
川
部
の
所
掌
に
属
す
る
も
の
を
除
く
。
）
及
び
工
事
の
実
施
（
河
川
部
の
所
掌
に
属

す
る
も
の
を
除
く
。
）
に
関
す
る
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。

（
港
湾
空
港
部
の
所
掌
事
務
）

第
十
条
　
港
湾
空
港
部
は
、
次
に
掲
げ
る
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。

一
　
港
湾
の
整
備
、
利
用
、
保
全
及
び
管
理
に
関
す
る
こ
と
。

二
　
航
路
の
整
備
、
保
全
及
び
管
理
に
関
す
る
こ
と
。

三
　
国
が
行
う
海
洋
の
汚
染
の
防
除
に
関
す
る
業
務
に
関
す
る
こ
と
。

四
　
港
湾
内
の
公
有
水
面
の
埋
立
て
及
び
干
拓
に
関
す
る
こ
と
。

五
　
港
湾
内
の
運
河
に
関
す
る
こ
と
。

六
　
港
湾
に
係
る
海
岸
の
整
備
、
利
用
、
保
全
そ
の
他
の
管
理
に
関
す
る
こ
と
。

七
　
海
洋
汚
染
等
及
び
海
上
災
害
の
防
止
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
四
十
五
年
法
律
第
百
三
十
六
号
）
の
規
定
に
よ

る
油
保
管
施
設
等
の
油
濁
防
止
緊
急
措
置
手
引
書
等
に
関
す
る
こ
と
。

八
　
空
港
法
（
昭
和
三
十
一
年
法
律
第
八
十
号
）
第
二
条
に
規
定
す
る
空
港
そ
の
他
の
飛
行
場
（
以
下
「
空
港

等
」
と
い
う
。
）
に
関
す
る
国
の
直
轄
の
土
木
施
設
の
整
備
及
び
災
害
復
旧
に
関
す
る
こ
と
。

（
営
繕
部
の
所
掌
事
務
）

第
十
一
条
　
営
繕
部
は
、
次
に
掲
げ
る
事
務
（
国
家
機
関
の
建
築
物
の
う
ち
特
に
重
要
な
も
の
に
係
る
も
の
を
除

く
。
）
を
つ
か
さ
ど
る
。

一
　
営
繕
工
事
（
官
公
庁
施
設
の
整
備
（
官
公
庁
施
設
の
建
設
等
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
百
八

十
一
号
）
第
十
条
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
も
の
（
他
部
の
所
掌
に
属
す
る
も
の
を
除
く
。
）
に
限
る
。
）
及
び
委

託
に
基
づ
く
建
築
物
の
営
繕
に
関
す
る
建
設
工
事
又
は
建
設
工
事
の
設
計
若
し
く
は
工
事
管
理
を
い
う
。
以
下

同
じ
。
）
の
企
画
及
び
立
案
に
関
す
る
こ
と
。

二
　
営
繕
工
事
の
設
計
に
関
す
る
こ
と
。

三
　
営
繕
工
事
に
係
る
積
算
に
関
す
る
こ
と
。

四
　
営
繕
工
事
に
関
す
る
設
計
基
準
の
設
定
に
関
す
る
こ
と
。

五
　
営
繕
工
事
の
施
工
の
促
進
、
指
導
、
監
督
及
び
検
査
に
関
す
る
こ
と
。

六
　
営
繕
工
事
の
施
工
方
法
の
調
査
及
び
改
善
に
関
す
る
こ
と
。

七
　
官
公
庁
施
設
に
関
す
る
指
導
及
び
監
督
に
関
す
る
こ
と
。

八
　
既
成
営
繕
工
事
の
引
渡
し
に
関
す
る
こ
と
。

九
　
特
に
重
要
な
営
繕
工
事
及
び
別
表
第
六
に
掲
げ
る
営
繕
事
務
所
の
管
轄
区
域
外
の
営
繕
工
事
の
施
工
に
関
す

る
こ
と
。

（
用
地
部
の
所
掌
事
務
）

第
十
二
条
　
用
地
部
は
、
次
に
掲
げ
る
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。

一
　
土
地
収
用
法
そ
の
他
の
法
律
の
規
定
に
よ
り
、
直
轄
事
業
の
起
業
者
又
は
施
行
者
と
し
て
行
う
土
地
又
は
土

地
に
関
す
る
所
有
権
以
外
の
権
利
（
以
下
「
土
地
等
」
と
い
う
。
）
の
収
用
又
は
使
用
及
び
こ
れ
に
伴
う
地
上

物
件
の
移
転
又
は
引
渡
し
（
以
下
「
移
転
等
」
と
い
う
。
）
に
関
す
る
こ
と
。

二
　
直
轄
事
業
に
係
る
土
地
等
の
評
価
基
準
及
び
損
失
補
償
額
の
算
定
基
準
に
関
す
る
こ
と
。

三
　
直
轄
事
業
に
係
る
公
共
物
の
管
理
に
関
す
る
こ
と
（
他
部
の
所
掌
に
属
す
る
も
の
を
除
く
。
）
。

四
　
公
有
地
の
拡
大
の
推
進
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
四
十
七
年
法
律
第
六
十
六
号
）
第
十
九
条
第
二
項
の
規
定
に

よ
る
土
地
開
発
公
社
に
対
す
る
報
告
徴
収
又
は
立
入
検
査
に
関
す
る
こ
と
。

五
　
補
償
コ
ン
サ
ル
タ
ン
ト
の
登
録
に
関
す
る
こ
と
。

六
　
下
請
中
小
企
業
振
興
法
に
基
づ
く
特
定
下
請
連
携
事
業
計
画
、
中
小
企
業
等
経
営
強
化
法
に
基
づ
く
社
外
高

度
人
材
活
用
新
事
業
分
野
開
拓
計
画
、
経
営
革
新
計
画
及
び
経
営
力
向
上
計
画
、
中
小
企
業
者
と
農
林
漁
業
者

と
の
連
携
に
よ
る
事
業
活
動
の
促
進
に
関
す
る
法
律
に
基
づ
く
農
商
工
等
連
携
事
業
計
画
並
び
に
地
域
資
源
を

活
用
し
た
農
林
漁
業
者
等
に
よ
る
新
事
業
の
創
出
等
及
び
地
域
の
農
林
水
産
物
の
利
用
促
進
に
関
す
る
法
律
に

基
づ
く
研
究
開
発
・
成
果
利
用
事
業
計
画
に
関
す
る
事
務
の
う
ち
、
補
償
コ
ン
サ
ル
タ
ン
ト
に
係
る
も
の
に
関

す
る
こ
と
。

七
　
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
使
用
の
合
理
化
及
び
非
化
石
エ
ネ
ル
ギ
ー
へ
の
転
換
等
に
関
す
る
法
律
及
び
地
球
温
暖
化
対

策
の
推
進
に
関
す
る
法
律
の
施
行
に
関
す
る
事
務
の
う
ち
、
補
償
コ
ン
サ
ル
タ
ン
ト
に
係
る
も
の
に
関
す
る
こ

と
。
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八
　
直
轄
事
業
に
係
る
土
地
等
の
買
収
及
び
寄
附
並
び
に
こ
れ
に
伴
う
地
上
物
件
の
移
転
等
に
関
す
る
こ
と
。

九
　
前
号
に
掲
げ
る
事
務
に
伴
う
損
失
補
償
に
関
す
る
こ
と
。

十
　
直
轄
事
業
に
係
る
土
地
又
は
建
物
の
借
入
れ
に
関
す
る
こ
と
。

十
一
　
直
轄
事
業
に
係
る
工
事
及
び
調
査
に
よ
り
第
三
者
に
与
え
た
損
害
の
賠
償
又
は
補
償
に
関
す
る
こ
と
。

十
二
　
地
籍
調
査
に
関
す
る
関
係
行
政
機
関
と
の
連
絡
調
整
に
関
す
る
こ
と
。

十
三
　
国
土
調
査
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
二
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
地
籍
調
査
の
基
礎
と

す
る
た
め
に
行
う
土
地
及
び
水
面
の
測
量
の
実
施
並
び
に
同
法
第
十
九
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
る
国
土
交
通
大

臣
の
指
定
に
関
す
る
連
絡
調
整
に
関
す
る
こ
と
。

十
四
　
国
土
調
査
法
第
二
十
三
条
の
四
の
規
定
に
よ
る
必
要
な
情
報
及
び
資
料
の
提
供
、
国
土
調
査
の
実
施
に
関

す
る
助
言
を
行
う
者
の
派
遣
又
は
あ
っ
せ
ん
そ
の
他
必
要
な
援
助
に
関
す
る
こ
と
（
地
籍
調
査
に
係
る
も
の
に

限
る
。
）
。

十
五
　
復
興
法
第
二
十
条
第
一
項
及
び
東
日
本
大
震
災
復
興
特
別
区
域
法
（
平
成
二
十
三
年
法
律
第
百
二
十
二

号
）
第
五
十
六
条
第
一
項
に
規
定
す
る
国
土
交
通
省
が
行
う
地
籍
調
査
に
関
す
る
こ
と
。

十
六
　
所
有
者
不
明
土
地
の
利
用
の
円
滑
化
等
（
所
有
者
不
明
土
地
の
利
用
の
円
滑
化
等
に
関
す
る
特
別
措
置
法

（
平
成
三
十
年
法
律
第
四
十
九
号
）
第
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
所
有
者
不
明
土
地
の
利
用
の
円
滑
化
等
を
い

う
。
第
六
十
四
条
の
二
第
二
項
第
二
号
及
び
第
百
三
十
二
条
第
十
一
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
図
る
た
め
の
施

策
に
関
す
る
調
査
及
び
調
整
そ
の
他
当
該
施
策
の
推
進
に
関
す
る
こ
と
。

（
総
括
調
整
官
）

第
十
三
条
　
総
務
部
に
、
総
括
調
整
官
二
人
を
置
く
。

２
　
総
括
調
整
官
は
、
命
を
受
け
て
、
総
務
部
の
所
掌
事
務
に
関
す
る
重
要
事
項
に
係
る
も
の
を
総
括
整
理
す
る
。

（
調
査
官
）

第
十
四
条
　
総
務
部
に
、
調
査
官
一
人
を
置
く
。

２
　
近
畿
地
方
整
備
局
に
お
い
て
は
、
前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
総
務
部
に
、
調
査
官
二
人
を
置
く
。

３
　
調
査
官
は
、
命
を
受
け
て
、
総
務
部
の
所
掌
事
務
の
一
部
を
整
理
す
る
。

（
人
事
計
画
官
）

第
十
五
条
　
総
務
部
に
、
人
事
計
画
官
一
人
を
置
く
。

２
　
人
事
計
画
官
は
、
職
員
管
理
に
係
る
企
画
及
び
立
案
に
関
す
る
事
務
を
整
理
す
る
。

（
人
事
企
画
官
）

第
十
六
条
　
総
務
部
に
、
人
事
企
画
官
一
人
を
置
く
。

２
　
人
事
企
画
官
は
、
命
を
受
け
て
、
総
務
部
の
所
掌
事
務
に
関
す
る
機
密
、
職
員
の
人
事
並
び
に
教
養
及
び
訓
練

並
び
に
定
員
に
関
す
る
特
定
事
項
に
つ
い
て
の
企
画
及
び
立
案
に
参
画
す
る
。

第
十
七
条
　
削
除

第
十
八
条
　
削
除

（
予
算
調
整
官
）

第
十
九
条
　
総
務
部
に
、
予
算
調
整
官
一
人
を
置
く
。

２
　
予
算
調
整
官
は
、
命
を
受
け
て
、
経
費
及
び
収
入
の
予
算
に
関
す
る
専
門
的
事
項
に
つ
い
て
の
調
整
及
び
指
導

に
関
す
る
事
務
（
経
理
調
達
課
の
所
掌
に
属
す
る
も
の
を
除
く
。
）
を
整
理
す
る
。

第
二
十
条
　
削
除

（
契
約
管
理
官
）

第
二
十
一
条
　
総
務
部
に
、
契
約
管
理
官
二
人
を
置
く
。

２
　
契
約
管
理
官
は
、
地
方
整
備
局
の
行
う
入
札
及
び
契
約
に
係
る
企
画
及
び
立
案
、
調
整
並
び
に
苦
情
の
処
理
に

関
す
る
事
務
（
港
湾
空
港
部
の
所
掌
に
属
す
る
も
の
を
除
く
。
）
を
整
理
す
る
。

（
財
産
管
理
官
）

第
二
十
二
条
　
関
東
地
方
整
備
局
の
総
務
部
に
、
財
産
管
理
官
一
人
を
置
く
。

２
　
財
産
管
理
官
は
、
国
有
財
産
の
管
理
及
び
処
分
並
び
に
財
政
投
融
資
特
別
会
計
の
特
定
国
有
財
産
整
備
勘
定
に

属
す
る
国
有
財
産
の
管
理
及
び
処
分
に
係
る
企
画
及
び
立
案
並
び
に
調
整
に
関
す
る
事
務
（
経
理
調
達
課
の
所
掌

に
属
す
る
も
の
を
除
く
。
）
を
整
理
す
る
。

（
福
利
厚
生
官
）

第
二
十
三
条
　
総
務
部
に
、
福
利
厚
生
官
一
人
を
置
く
。

２
　
福
利
厚
生
官
は
、
職
員
の
福
利
厚
生
に
係
る
企
画
及
び
立
案
に
関
す
る
事
務
を
整
理
す
る
。

（
企
画
調
整
官
）

第
二
十
四
条
　
企
画
部
（
北
陸
地
方
整
備
局
、
近
畿
地
方
整
備
局
及
び
四
国
地
方
整
備
局
を
除
く
。
）
に
、
企
画
調

整
官
一
人
を
置
く
。

２
　
企
画
調
整
官
は
、
命
を
受
け
て
、
企
画
部
の
所
掌
事
務
に
関
す
る
重
要
事
項
に
係
る
も
の
を
整
理
す
る
。

（
企
画
調
査
官
）

第
二
十
五
条
　
北
陸
地
方
整
備
局
、
近
畿
地
方
整
備
局
及
び
四
国
地
方
整
備
局
の
企
画
部
に
、
企
画
調
査
官
一
人
を

置
く
。

２
　
企
画
調
査
官
は
、
命
を
受
け
て
、
企
画
部
の
所
掌
事
務
の
一
部
を
整
理
す
る
。

（
技
術
企
画
官
）

第
二
十
六
条
　
企
画
部
に
、
技
術
企
画
官
一
人
を
置
く
。

２
　
技
術
企
画
官
は
、
命
を
受
け
て
、
企
画
部
の
所
掌
事
務
に
関
す
る
技
術
に
関
す
る
重
要
事
項
に
つ
い
て
の
企
画

及
び
立
案
並
び
に
調
整
に
関
す
る
事
務
を
整
理
す
る
。

（
環
境
調
整
官
）

第
二
十
七
条
　
企
画
部
に
、
環
境
調
整
官
一
人
を
置
く
。

２
　
環
境
調
整
官
は
、
次
に
掲
げ
る
事
務
を
整
理
す
る
。

一
　
地
方
整
備
局
の
行
う
環
境
影
響
評
価
に
関
す
る
審
査
、
調
整
及
び
技
術
の
改
善
に
関
す
る
こ
と
。

二
　
良
好
な
景
観
の
形
成
に
資
す
る
土
木
工
事
の
施
工
方
法
及
び
土
木
工
事
の
実
施
に
よ
り
形
成
さ
れ
る
景
観
の

評
価
に
関
す
る
企
画
及
び
立
案
の
総
括
に
関
す
る
こ
と
。

（
技
術
調
整
管
理
官
）

第
二
十
八
条
　
企
画
部
に
、
技
術
調
整
管
理
官
一
人
を
置
く
。

２
　
技
術
調
整
管
理
官
は
、
命
を
受
け
て
、
直
轄
事
業
に
関
す
る
技
術
及
び
管
理
の
う
ち
二
以
上
の
部
に
共
通
す
る

も
の
並
び
に
技
術
に
関
す
る
重
要
事
項
の
調
整
に
関
す
る
事
務
を
整
理
す
る
。

３
　
東
北
地
方
整
備
局
及
び
四
国
地
方
整
備
局
の
技
術
調
整
管
理
官
は
、
前
項
各
号
に
掲
げ
る
事
務
の
ほ
か
、
次
に

掲
げ
る
事
務
を
整
理
す
る
。

一
　
直
轄
事
業
に
関
す
る
技
術
及
び
管
理
の
改
善
に
関
す
る
事
務
の
う
ち
、
土
木
工
事
の
適
正
な
施
工
の
確
保
そ

の
他
の
土
木
工
事
の
施
工
に
係
る
品
質
確
保
に
関
す
る
も
の
で
あ
っ
て
、
二
以
上
の
部
に
共
通
す
る
も
の
に
関

す
る
こ
と
。

二
　
直
轄
事
業
に
係
る
土
木
施
工
に
関
す
る
安
全
管
理
に
係
る
企
画
及
び
立
案
並
び
に
調
整
に
関
す
る
こ
と
。

（
技
術
開
発
調
整
官
）

第
二
十
九
条
　
企
画
部
に
、
技
術
開
発
調
整
官
一
人
を
置
く
。

２
　
技
術
開
発
調
整
官
は
、
地
方
整
備
局
の
行
う
入
札
及
び
契
約
に
係
る
審
査
、
企
画
及
び
立
案
、
調
整
並
び
に
苦

情
の
処
理
に
関
す
る
事
務
の
う
ち
技
術
的
事
項
に
係
る
も
の
（
港
湾
空
港
部
の
所
掌
に
属
す
る
も
の
を
除
く
。
）

並
び
に
直
轄
事
業
に
関
す
る
技
術
に
関
す
る
研
究
及
び
開
発
に
つ
い
て
の
企
画
及
び
立
案
並
び
に
調
整
に
関
す
る

事
務
（
建
設
情
報
・
施
工
高
度
化
技
術
調
整
官
が
整
理
す
る
も
の
を
除
き
、
関
東
地
方
整
備
局
に
あ
っ
て
は
電
気

情
報
技
術
高
度
化
調
整
官
が
整
理
す
る
も
の
を
除
く
。
）
を
整
理
す
る
。

（
事
業
調
整
官
）

第
三
十
条
　
企
画
部
（
東
北
地
方
整
備
局
を
除
く
。
）
に
、
事
業
調
整
官
一
人
を
置
く
。

２
　
事
業
調
整
官
は
、
国
土
交
通
省
の
所
掌
に
係
る
公
共
事
業
の
円
滑
か
つ
計
画
的
な
実
施
を
推
進
す
る
た
め
の
当

該
各
公
共
事
業
間
の
調
整
に
関
す
る
事
務
に
関
す
る
こ
と
並
び
に
第
六
条
第
五
号
か
ら
第
九
号
ま
で
に
掲
げ
る
事

務
の
う
ち
調
査
に
関
す
る
も
の
を
整
理
す
る
。

（
工
事
品
質
調
整
官
）

第
三
十
一
条
　
企
画
部
（
東
北
地
方
整
備
局
及
び
四
国
地
方
整
備
局
を
除
く
。
）
に
、
工
事
品
質
調
整
官
一
人
を
置

く
。

２
　
工
事
品
質
調
整
官
は
、
次
に
掲
げ
る
事
務
を
整
理
す
る
。
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一
　
直
轄
事
業
に
関
す
る
技
術
及
び
管
理
の
改
善
に
関
す
る
事
務
の
う
ち
、
土
木
工
事
の
適
正
な
施
工
の
確
保
そ

の
他
の
土
木
工
事
の
施
工
に
係
る
品
質
確
保
に
関
す
る
も
の
で
あ
っ
て
、
二
以
上
の
部
に
共
通
す
る
も
の
に
関

す
る
こ
と
。

二
　
直
轄
事
業
に
係
る
土
木
施
工
に
関
す
る
安
全
管
理
に
係
る
企
画
及
び
立
案
並
び
に
調
整
に
関
す
る
こ
と
。

三
　
公
共
工
事
に
係
る
土
木
技
術
者
の
養
成
に
関
す
る
事
務
（
建
設
情
報
・
施
工
高
度
化
技
術
調
整
官
が
整
理
す

る
も
の
を
除
き
、
関
東
地
方
整
備
局
に
あ
っ
て
は
電
気
情
報
技
術
高
度
化
調
整
官
が
整
理
す
る
も
の
を
除
く
。
）

及
び
土
木
技
術
の
向
上
に
関
す
る
事
務
に
関
す
る
こ
と
。

（
震
災
対
策
調
整
官
）

第
三
十
二
条
　
東
北
地
方
整
備
局
の
企
画
部
に
、
震
災
対
策
調
整
官
一
人
を
置
く
。

２
　
震
災
対
策
調
整
官
は
、
命
を
受
け
て
、
企
画
部
の
所
掌
事
務
の
う
ち
東
日
本
大
震
災
対
策
に
係
る
調
査
、
企
画

及
び
調
整
に
関
す
る
事
務
を
整
理
す
る
。

（
震
災
伝
承
推
進
官
）

第
三
十
三
条
　
東
北
地
方
整
備
局
の
企
画
部
に
、
震
災
伝
承
推
進
官
一
人
を
置
く
。

２
　
震
災
伝
承
推
進
官
は
、
命
を
受
け
て
、
企
画
部
の
所
掌
事
務
の
う
ち
東
日
本
大
震
災
か
ら
得
ら
れ
た
教
訓
の
伝

承
に
係
る
調
査
、
企
画
及
び
調
整
に
関
す
る
事
務
を
整
理
す
る
。

（
総
括
技
術
検
査
官
）

第
三
十
四
条
　
企
画
部
に
、
総
括
技
術
検
査
官
一
人
を
置
く
。

２
　
総
括
技
術
検
査
官
は
、
直
轄
事
業
に
係
る
検
査
（
営
繕
部
の
所
掌
に
属
す
る
も
の
を
除
く
。
次
条
第
二
項
に
お

い
て
同
じ
。
）
を
行
い
、
及
び
技
術
検
査
官
の
行
う
事
務
を
統
括
す
る
。

（
技
術
検
査
官
）

第
三
十
五
条
　
企
画
部
に
、
各
地
方
整
備
局
を
通
じ
て
技
術
検
査
官
七
十
人
（
う
ち
三
十
七
人
は
、
関
係
の
あ
る
他

の
職
を
占
め
る
者
を
も
っ
て
充
て
ら
れ
る
も
の
と
す
る
。
）
以
内
を
置
く
。
た
だ
し
、
一
の
地
方
整
備
局
に
置
か

れ
る
技
術
検
査
官
は
十
人
以
内
と
す
る
。

２
　
技
術
検
査
官
は
、
直
轄
事
業
に
係
る
検
査
並
び
に
入
札
及
び
契
約
の
技
術
的
審
査
に
関
す
る
事
務
を
行
う
。

（
建
設
情
報
・
施
工
高
度
化
技
術
調
整
官
）

第
三
十
六
条
　
企
画
部
に
、
建
設
情
報
・
施
工
高
度
化
技
術
調
整
官
一
人
を
置
く
。

２
　
建
設
情
報
・
施
工
高
度
化
技
術
調
整
官
は
、
次
に
掲
げ
る
事
務
を
整
理
す
る
。

一
　
直
轄
事
業
に
関
す
る
技
術
及
び
管
理
の
改
善
に
関
す
る
事
務
の
う
ち
、
生
産
性
の
向
上
に
関
す
る
技
術
の
普

及
に
関
す
る
事
務
で
あ
っ
て
、
二
以
上
の
部
に
共
通
す
る
も
の
に
関
す
る
こ
と
。

二
　
直
轄
事
業
に
関
す
る
技
術
に
関
す
る
研
究
及
び
開
発
に
つ
い
て
の
企
画
及
び
立
案
並
び
に
調
整
の
う
ち
、
生

産
性
の
向
上
に
関
す
る
こ
と
。

三
　
公
共
事
業
に
係
る
土
木
技
術
者
及
び
直
轄
事
業
に
係
る
機
械
技
能
者
の
養
成
に
関
す
る
事
務
の
う
ち
、
生
産

性
の
向
上
に
関
す
る
こ
と
。

四
　
直
轄
事
業
の
機
械
技
術
の
向
上
に
係
る
企
画
及
び
立
案
並
び
に
調
整
に
関
す
る
こ
と
。

（
電
気
情
報
技
術
高
度
化
調
整
官
）

第
三
十
六
条
の
二
　
関
東
地
方
整
備
局
の
企
画
部
に
、
電
気
情
報
技
術
高
度
化
調
整
官
一
人
を
置
く
。

２
　
電
気
情
報
技
術
高
度
化
調
整
官
は
、
次
に
掲
げ
る
事
務
を
整
理
す
る
。

一
　
直
轄
事
業
に
関
す
る
技
術
及
び
管
理
の
改
善
に
関
す
る
事
務
の
う
ち
、
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
使
用
の
合
理
化
に
関

す
る
事
務
で
あ
っ
て
、
二
以
上
の
部
に
共
通
す
る
も
の
に
関
す
る
こ
と
。

二
　
直
轄
事
業
に
関
す
る
技
術
に
関
す
る
研
究
及
び
開
発
に
つ
い
て
の
企
画
及
び
立
案
並
び
に
調
整
の
う
ち
、
エ

ネ
ル
ギ
ー
の
使
用
の
合
理
化
に
関
す
る
こ
と
。

三
　
公
共
事
業
に
係
る
土
木
技
術
者
の
養
成
に
関
す
る
こ
と
の
う
ち
、
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
使
用
の
合
理
化
に
関
す
る

こ
と
。

四
　
電
気
通
信
施
設
の
整
備
計
画
並
び
に
情
報
シ
ス
テ
ム
の
整
備
及
び
管
理
に
係
る
企
画
及
び
立
案
並
び
に
調
整

に
関
す
る
こ
と
。

（
事
業
認
定
調
整
官
）

第
三
十
七
条
　
建
政
部
（
北
陸
地
方
整
備
局
及
び
四
国
地
方
整
備
局
を
除
く
。
）
に
、
事
業
認
定
調
整
官
一
人
を
置

く
。

２
　
事
業
認
定
調
整
官
は
、
命
を
受
け
て
、
土
地
収
用
法
に
基
づ
く
事
業
の
認
定
に
関
す
る
処
分
に
関
す
る
事
務
で

重
要
事
項
に
関
す
る
も
の
を
整
理
す
る
。

（
建
設
産
業
調
整
官
）

第
三
十
八
条
　
建
政
部
に
、
建
設
産
業
調
整
官
一
人
を
置
く
。

２
　
建
設
産
業
調
整
官
は
、
命
を
受
け
て
、
建
設
産
業
に
関
す
る
重
要
事
項
に
つ
い
て
の
企
画
及
び
立
案
、
調
整
並

び
に
指
導
に
関
す
る
事
務
（
不
動
産
業
適
正
化
推
進
官
が
整
理
す
る
も
の
を
除
き
、
東
北
地
方
整
備
局
、
関
東
地

方
整
備
局
、
北
陸
地
方
整
備
局
、
中
部
地
方
整
備
局
、
近
畿
地
方
整
備
局
、
中
国
地
方
整
備
局
及
び
九
州
地
方
整

備
局
に
あ
っ
て
は
、
建
設
業
適
正
契
約
推
進
官
が
整
理
す
る
も
の
を
除
く
。
）
を
整
理
す
る
。

（
建
設
業
適
正
契
約
推
進
官
）

第
三
十
八
条
の
二
　
建
政
部
に
、
建
設
業
適
正
契
約
推
進
官
一
人
を
置
く
。

２
　
建
設
業
適
正
契
約
推
進
官
は
、
命
を
受
け
て
、
建
設
工
事
の
請
負
契
約
の
適
正
化
に
関
す
る
事
務
の
う
ち
、
建

設
業
者
の
指
導
及
び
監
督
に
関
す
る
事
務
並
び
に
建
設
業
法
に
基
づ
く
建
設
工
事
の
発
注
者
に
対
す
る
勧
告
等
に

関
す
る
事
務
で
重
要
事
項
に
関
す
る
も
の
を
整
理
す
る
。

（
不
動
産
業
適
正
化
推
進
官
）

第
三
十
八
条
の
三
　
建
政
部
に
、
不
動
産
業
適
正
化
推
進
官
一
人
を
置
く
。

２
　
不
動
産
業
適
正
化
推
進
官
は
、
命
を
受
け
て
、
宅
地
建
物
取
引
業
者
、
マ
ン
シ
ョ
ン
管
理
業
者
、
住
宅
宿
泊
管

理
業
者
、
賃
貸
住
宅
管
理
業
者
及
び
特
定
転
貸
事
業
者
等
の
監
督
に
関
す
る
事
務
で
重
要
事
項
に
関
す
る
も
の
を

整
理
す
る
。

（
土
地
市
場
監
視
官
）

第
三
十
八
条
の
四
　
関
東
地
方
整
備
局
、
中
部
地
方
整
備
局
及
び
九
州
地
方
整
備
局
の
建
政
部
に
、
土
地
市
場
監
視

官
一
人
を
置
く
。

２
　
土
地
市
場
監
視
官
は
、
命
を
受
け
て
、
地
価
の
調
査
及
び
公
示
並
び
に
不
動
産
鑑
定
業
者
及
び
不
動
産
鑑
定
士

の
登
録
及
び
監
督
に
関
す
る
事
務
で
重
要
事
項
に
関
す
る
も
の
を
整
理
す
る
。

（
都
市
調
整
官
）

第
三
十
九
条
　
建
政
部
に
、
都
市
調
整
官
一
人
を
置
く
。

２
　
都
市
調
整
官
は
、
命
を
受
け
て
、
都
市
計
画
、
土
地
区
画
整
理
事
業
、
市
街
地
再
開
発
事
業
、
都
市
公
園
そ
の

他
の
都
市
の
整
備
、
開
発
及
び
保
全
に
関
す
る
事
務
（
防
災
街
区
整
備
事
業
に
関
す
る
も
の
及
び
住
宅
調
整
官
が

整
理
す
る
も
の
を
除
き
、
関
東
地
方
整
備
局
、
中
部
地
方
整
備
局
、
近
畿
地
方
整
備
局
及
び
九
州
地
方
整
備
局
に

あ
っ
て
は
公
園
調
整
官
が
整
理
す
る
も
の
を
除
く
。
）
、
防
災
街
区
整
備
事
業
（
都
市
計
画
に
お
い
て
定
め
ら
れ
た

防
災
都
市
施
設
（
密
集
市
街
地
に
お
け
る
防
災
街
区
の
整
備
の
促
進
に
関
す
る
法
律
（
平
成
九
年
法
律
第
四
十
九

号
）
第
三
十
条
に
規
定
す
る
防
災
都
市
施
設
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の
整
備
を
伴
う
も
の
に
限
る
。
）
の
助
成
及

び
監
督
に
関
す
る
事
務
並
び
に
第
七
条
第
十
九
号
、
第
二
十
号
、
第
二
十
一
号
か
ら
第
二
十
四
号
ま
で
及
び
第
二

十
七
号
に
掲
げ
る
事
務
で
重
要
事
項
に
関
す
る
も
の
を
整
理
す
る
。

（
公
園
調
整
官
）

第
四
十
条
　
関
東
地
方
整
備
局
、
中
部
地
方
整
備
局
、
近
畿
地
方
整
備
局
及
び
九
州
地
方
整
備
局
の
建
政
部
に
、
公

園
調
整
官
一
人
を
置
く
。

２
　
公
園
調
整
官
は
、
命
を
受
け
て
、
都
市
公
園
そ
の
他
の
公
共
空
地
及
び
都
市
緑
化
に
関
す
る
事
務
並
び
に
古
都

に
お
け
る
歴
史
的
風
土
の
保
存
に
関
す
る
事
務
で
重
要
事
項
に
関
す
る
も
の
を
整
理
す
る
。

（
住
宅
調
整
官
）

第
四
十
一
条
　
建
政
部
に
、
住
宅
調
整
官
一
人
を
置
く
。

２
　
住
宅
調
整
官
は
、
命
を
受
け
て
、
宅
地
、
住
宅
、
建
築
及
び
市
街
地
再
開
発
事
業
（
個
人
施
行
者
、
市
街
地
再

開
発
組
合
、
防
災
街
区
計
画
整
備
組
合
及
び
地
方
住
宅
供
給
公
社
が
施
行
す
る
も
の
（
都
市
計
画
に
お
い
て
定
め

ら
れ
た
重
要
な
公
共
施
設
の
整
備
を
伴
う
も
の
を
除
く
。
）
に
限
る
。
）
に
関
す
る
事
務
（
第
七
条
第
二
十
七
号
に

掲
げ
る
事
務
を
除
く
。
）
並
び
に
防
災
街
区
整
備
事
業
に
関
す
る
事
務
（
都
市
調
整
官
が
整
理
す
る
も
の
を
除
く

。
）
で
重
要
事
項
に
関
す
る
も
の
を
整
理
す
る
。

第
四
十
二
条
　
削
除
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（
河
川
調
査
官
）

第
四
十
三
条
　
河
川
部
に
、
河
川
調
査
官
一
人
を
置
く
。

２
　
河
川
調
査
官
は
、
命
を
受
け
て
、
河
川
部
の
所
掌
事
務
の
一
部
を
整
理
す
る
。

（
水
政
調
整
官
）

第
四
十
四
条
　
河
川
部
に
、
水
政
調
整
官
一
人
を
置
く
。

２
　
水
政
調
整
官
は
、
国
土
交
通
大
臣
が
行
う
河
川
の
利
用
、
保
全
そ
の
他
の
管
理
に
関
す
る
規
制
に
係
る
調
整
並

び
に
河
川
等
、
水
資
源
の
開
発
又
は
利
用
の
た
め
の
施
設
、
砂
防
設
備
、
地
す
べ
り
防
止
施
設
、
急
傾
斜
地
崩
壊

防
止
施
設
及
び
海
岸
に
係
る
争
訟
に
関
す
る
連
絡
調
整
に
関
す
る
事
務
を
整
理
す
る
。

（
地
域
河
川
調
整
官
）

第
四
十
五
条
　
河
川
部
に
、
地
域
河
川
調
整
官
一
人
を
置
く
。

２
　
地
域
河
川
調
整
官
は
、
河
川
事
業
等
の
指
導
、
監
督
及
び
助
成
に
関
す
る
事
務
（
東
北
地
方
整
備
局
、
近
畿
地

方
整
備
局
、
中
国
地
方
整
備
局
及
び
九
州
地
方
整
備
局
に
あ
っ
て
は
、
河
川
保
全
管
理
官
が
整
理
す
る
も
の
を
除

き
、
関
東
地
方
整
備
局
及
び
中
部
地
方
整
備
局
に
あ
っ
て
は
、
総
合
土
砂
管
理
官
及
び
河
川
保
全
管
理
官
が
整
理

す
る
も
の
を
除
く
。
）
並
び
に
地
方
公
共
団
体
が
作
成
す
る
河
川
整
備
基
本
方
針
及
び
河
川
整
備
計
画
に
関
す
る

事
務
を
整
理
す
る
。

（
総
合
土
砂
管
理
官
）

第
四
十
五
条
の
二
　
関
東
地
方
整
備
局
及
び
中
部
地
方
整
備
局
の
河
川
部
に
、
総
合
土
砂
管
理
官
一
人
を
置
く
。

２
　
総
合
土
砂
管
理
官
は
、
河
川
等
、
水
資
源
の
開
発
又
は
利
用
の
た
め
の
施
設
、
砂
防
設
備
、
地
す
べ
り
防
止
施

設
、
ぼ
た
山
崩
壊
防
止
施
設
、
急
傾
斜
地
崩
壊
防
止
施
設
、
雪
崩
防
止
施
設
及
び
海
岸
に
係
る
総
合
的
な
土
砂
の

管
理
に
関
す
る
企
画
及
び
立
案
、
調
整
、
指
導
並
び
に
監
督
に
関
す
る
事
務
を
整
理
す
る
。

第
四
十
六
条
　
削
除

（
河
川
情
報
管
理
官
）

第
四
十
七
条
　
河
川
部
に
、
河
川
情
報
管
理
官
一
人
を
置
く
。

２
　
河
川
情
報
管
理
官
は
、
河
川
等
、
水
資
源
の
開
発
又
は
利
用
の
た
め
の
施
設
、
砂
防
設
備
、
地
す
べ
り
防
止
施

設
及
び
海
岸
に
係
る
気
象
、
水
位
及
び
地
形
に
関
す
る
情
報
そ
の
他
の
情
報
の
収
集
、
処
理
及
び
提
供
に
関
す
る

事
務
を
整
理
す
る
。

第
四
十
七
条
の
二
　
削
除

（
低
潮
線
保
全
官
）

第
四
十
七
条
の
三
　
関
東
地
方
整
備
局
及
び
九
州
地
方
整
備
局
の
河
川
部
に
、
低
潮
線
保
全
官
一
人
を
置
く
。

２
　
低
潮
線
保
全
官
は
、
低
潮
線
保
全
区
域
（
港
湾
内
の
低
潮
線
保
全
区
域
を
除
く
。
第
八
十
八
条
及
び
第
九
十
三

条
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
お
け
る
低
潮
線
の
保
全
に
関
す
る
企
画
及
び
立
案
、
調
整
、
指
導
並
び
に
監
督
に
関
す

る
事
務
を
整
理
す
る
。

（
河
川
保
全
管
理
官
）

第
四
十
七
条
の
四
　
河
川
部
（
北
陸
地
方
整
備
局
及
び
四
国
地
方
整
備
局
を
除
く
。
）
に
、
河
川
保
全
管
理
官
一
人

を
置
く
。

２
　
河
川
保
全
管
理
官
は
、
河
川
の
保
全
そ
の
他
の
管
理
に
関
す
る
企
画
及
び
立
案
、
調
整
、
指
導
並
び
に
監
督
に

関
す
る
事
務
（
水
政
調
整
官
が
整
理
す
る
も
の
を
除
き
、
関
東
地
方
整
備
局
及
び
中
部
地
方
整
備
局
に
あ
っ
て

は
、
総
合
土
砂
管
理
官
が
整
理
す
る
も
の
を
除
く
。
）
を
整
理
す
る
。

（
広
域
水
管
理
官
）

第
四
十
八
条
　
河
川
部
に
、
広
域
水
管
理
官
一
人
を
置
く
。

２
　
広
域
水
管
理
官
は
、
複
数
の
河
川
管
理
施
設
の
操
作
の
調
整
並
び
に
河
川
法
第
二
十
六
条
の
許
可
に
係
る
複
数

の
工
作
物
の
操
作
の
調
整
に
係
る
技
術
的
審
査
に
関
す
る
事
務
を
整
理
す
る
。

（
河
川
保
全
専
門
官
）

第
四
十
八
条
の
二
　
河
川
部
に
、
河
川
保
全
専
門
官
二
人
（
う
ち
一
人
は
、
関
係
の
あ
る
他
の
職
を
占
め
る
者
を
も

っ
て
充
て
ら
れ
る
も
の
と
す
る
。
）
以
内
を
置
く
。

２
　
河
川
保
全
専
門
官
は
、
河
川
の
保
全
そ
の
他
の
管
理
に
関
す
る
事
務
の
う
ち
、
河
川
管
理
施
設
等
（
河
川
管
理

施
設
及
び
河
川
法
第
二
十
六
条
第
一
項
の
許
可
を
受
け
て
設
置
さ
れ
る
工
作
物
を
い
う
。
）
の
維
持
又
は
修
繕
に

関
す
る
調
整
、
指
導
及
び
監
督
に
関
す
る
事
務
を
行
う
。

（
水
災
害
対
策
専
門
官
）

第
四
十
八
条
の
三
　
河
川
部
に
、
水
災
害
対
策
専
門
官
一
人
を
置
く
。

２
　
水
災
害
対
策
専
門
官
は
、
水
防
に
関
す
る
事
務
の
う
ち
、
洪
水
及
び
高
潮
並
び
に
そ
れ
ら
の
氾
濫
か
ら
の
円
滑

か
つ
迅
速
な
避
難
の
確
保
を
図
る
た
め
の
対
策
に
関
す
る
事
務
を
行
う
。

（
上
下
水
道
調
整
官
）

第
四
十
八
条
の
四
　
河
川
部
に
、
上
下
水
道
調
整
官
一
人
を
置
く
。

２
　
上
下
水
道
調
整
官
は
、
命
を
受
け
て
、
水
道
及
び
下
水
道
に
関
す
る
事
務
で
重
要
事
項
に
関
す
る
も
の
を
整
理

す
る
。

（
道
路
企
画
官
）

第
四
十
九
条
　
関
東
地
方
整
備
局
及
び
近
畿
地
方
整
備
局
の
道
路
部
に
、
道
路
企
画
官
一
人
を
置
く
。

２
　
道
路
企
画
官
は
、
命
を
受
け
て
、
道
路
部
の
所
掌
事
務
に
関
す
る
重
要
事
項
に
係
る
も
の
を
整
理
す
る
。

（
道
路
調
査
官
）

第
五
十
条
　
道
路
部
（
関
東
地
方
整
備
局
及
び
近
畿
地
方
整
備
局
を
除
く
。
）
に
、
道
路
調
査
官
一
人
を
置
く
。

２
　
道
路
調
査
官
は
、
命
を
受
け
て
、
道
路
部
の
所
掌
事
務
の
一
部
を
整
理
す
る
。

（
路
政
調
整
官
）

第
五
十
一
条
　
道
路
部
に
、
路
政
調
整
官
一
人
を
置
く
。

２
　
路
政
調
整
官
は
、
道
路
の
占
用
そ
の
他
道
路
の
利
用
に
関
す
る
調
整
及
び
道
路
に
係
る
争
訟
に
関
す
る
連
絡
調

整
に
関
す
る
事
務
を
整
理
す
る
。

（
交
通
拠
点
調
整
官
）

第
五
十
一
条
の
二
　
関
東
地
方
整
備
局
の
道
路
部
に
、
交
通
拠
点
調
整
官
一
人
を
置
く
。

２
　
交
通
拠
点
調
整
官
は
、
命
を
受
け
て
、
道
路
部
の
所
掌
事
務
の
う
ち
、
道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八

十
号
）
第
二
条
第
二
項
第
八
号
に
規
定
す
る
特
定
車
両
停
留
施
設
そ
の
他
の
複
数
の
交
通
手
段
の
間
を
結
節
す
る

機
能
を
有
す
る
道
路
の
附
属
物
（
直
轄
国
道
等
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
の
整
備
、
利
用
そ
の
他
の
管
理
（
保
全

（
除
雪
を
含
む
。
）
を
除
く
。
）
に
関
す
る
重
要
事
項
に
つ
い
て
の
企
画
及
び
立
案
並
び
に
調
整
に
関
す
る
事
務
を

整
理
す
る
（
路
政
調
整
官
及
び
道
路
情
報
管
理
官
が
整
理
す
る
も
の
を
除
く
。
）
。

（
地
域
道
路
調
整
官
）

第
五
十
二
条
　
道
路
部
に
、
地
域
道
路
調
整
官
一
人
を
置
く
。

２
　
地
域
道
路
調
整
官
は
、
命
を
受
け
て
、
次
に
掲
げ
る
事
務
（
東
北
地
方
整
備
局
、
関
東
地
方
整
備
局
、
中
部
地

方
整
備
局
、
近
畿
地
方
整
備
局
及
び
中
国
地
方
整
備
局
に
あ
っ
て
は
、
第
二
号
に
掲
げ
る
事
務
の
う
ち
高
度
な
技

術
を
要
す
る
も
の
に
係
る
も
の
を
除
く
。
）
を
整
理
す
る
。

一
　
地
域
道
路
の
整
備
に
係
る
専
門
的
事
項
の
調
整
、
指
導
及
び
監
督
に
関
す
る
こ
と
。

二
　
直
轄
国
道
等
に
係
る
特
に
重
要
な
道
路
の
工
事
の
実
施
に
係
る
企
画
及
び
立
案
並
び
に
調
整
に
関
す
る
こ
と

（
交
通
拠
点
調
整
官
及
び
道
路
保
全
企
画
官
が
整
理
す
る
も
の
を
除
く
。
）
。

（
特
定
道
路
工
事
対
策
官
）

第
五
十
三
条
　
道
路
部
（
北
陸
地
方
整
備
局
、
四
国
地
方
整
備
局
及
び
九
州
地
方
整
備
局
を
除
く
。
）
に
、
特
定
道

路
工
事
対
策
官
一
人
を
置
く
。

２
　
特
定
道
路
工
事
対
策
官
は
、
命
を
受
け
て
、
前
条
第
二
項
第
二
号
に
掲
げ
る
事
務
の
う
ち
高
度
な
技
術
を
要
す

る
も
の
に
係
る
も
の
を
整
理
す
る
。

（
道
路
情
報
管
理
官
）

第
五
十
四
条
　
道
路
部
に
、
道
路
情
報
管
理
官
一
人
を
置
く
。

２
　
道
路
情
報
管
理
官
は
、
道
路
に
係
る
構
造
、
工
事
及
び
交
通
状
況
に
関
す
る
情
報
そ
の
他
の
情
報
の
収
集
、
処

理
及
び
提
供
に
関
す
る
事
務
を
整
理
す
る
（
高
規
格
道
路
管
制
官
の
所
掌
に
属
す
る
も
の
を
除
く
。
）
。

（
道
路
保
全
企
画
官
）

第
五
十
四
条
の
二
　
道
路
部
に
、
道
路
保
全
企
画
官
一
人
を
置
く
。

２
　
道
路
保
全
企
画
官
は
、
命
を
受
け
て
、
直
轄
国
道
等
の
保
全
（
除
雪
を
含
む
。
）
に
関
す
る
事
務
並
び
に
地
域

道
路
の
保
全
（
除
雪
を
含
む
。
）
に
係
る
調
整
、
指
導
及
び
監
督
に
関
す
る
事
務
で
重
要
事
項
に
関
す
る
も
の
を

整
理
す
る
。
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（
高
規
格
道
路
管
制
官
）

第
五
十
四
条
の
三
　
道
路
部
（
関
東
地
方
整
備
局
、
北
陸
地
方
整
備
局
及
び
四
国
地
方
整
備
局
を
除
く
。
）
に
、
高

規
格
道
路
管
制
官
一
人
を
置
く
。

２
　
高
規
格
道
路
管
制
官
は
、
高
規
格
幹
線
道
路
に
係
る
交
通
状
況
に
関
す
る
情
報
そ
の
他
の
情
報
の
収
集
、
処
理

及
び
提
供
に
関
す
る
事
務
を
整
理
す
る
。

（
道
路
構
造
保
全
官
）

第
五
十
四
条
の
四
　
道
路
部
に
、
各
地
方
整
備
局
を
通
じ
て
道
路
構
造
保
全
官
六
十
二
人
（
う
ち
四
十
六
人
は
、
関

係
の
あ
る
他
の
職
を
占
め
る
者
を
も
っ
て
充
て
ら
れ
る
も
の
と
す
る
。
）
以
内
を
置
く
。
た
だ
し
、
一
の
地
方
整

備
局
に
置
か
れ
る
道
路
構
造
保
全
官
は
十
七
人
以
内
と
す
る
。

２
　
道
路
構
造
保
全
官
は
、
直
轄
国
道
等
の
構
造
の
保
全
（
除
雪
を
含
む
。
）
に
関
す
る
事
務
並
び
に
地
域
道
路
の

構
造
の
保
全
（
除
雪
を
含
む
。
）
に
係
る
調
整
、
指
導
及
び
監
督
に
関
す
る
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。

（
港
湾
空
港
企
画
官
）

第
五
十
五
条
　
港
湾
空
港
部
に
、
港
湾
空
港
企
画
官
一
人
を
置
く
。

２
　
港
湾
空
港
企
画
官
は
、
命
を
受
け
て
、
港
湾
空
港
部
の
所
掌
事
務
に
関
す
る
重
要
事
項
に
つ
い
て
の
企
画
及
び

立
案
並
び
に
調
整
に
関
す
る
事
務
を
整
理
す
る
。

（
計
画
企
画
官
）

第
五
十
五
条
の
二
　
港
湾
空
港
部
に
、
計
画
企
画
官
一
人
を
置
く
。

２
　
計
画
企
画
官
は
、
命
を
受
け
て
、
次
に
掲
げ
る
事
務
を
整
理
す
る
。

一
　
港
湾
、
航
路
及
び
港
湾
に
係
る
海
岸
（
以
下
「
港
湾
等
」
と
い
う
。
）
に
関
す
る
施
設
の
整
備
及
び
保
全
に

関
す
る
計
画
に
関
す
る
こ
と
。

二
　
国
が
行
う
海
洋
の
汚
染
の
防
除
に
関
す
る
業
務
に
係
る
船
舶
及
び
機
器
の
整
備
に
関
す
る
計
画
に
関
す
る
こ

と
。

三
　
空
港
等
に
関
す
る
国
の
直
轄
の
土
木
施
設
の
整
備
に
関
す
る
事
務
の
う
ち
工
事
に
関
す
る
計
画
に
関
す
る
こ

と
。

四
　
港
湾
等
並
び
に
空
港
等
に
関
す
る
国
の
直
轄
の
土
木
施
設
に
係
る
状
況
、
気
象
、
水
位
及
び
地
形
に
関
す
る

情
報
そ
の
他
の
情
報
の
収
集
、
処
理
及
び
提
供
に
関
す
る
こ
と
。

五
　
港
湾
空
港
部
の
所
掌
事
務
の
う
ち
、
沿
岸
域
に
お
け
る
災
害
の
防
止
に
関
す
る
重
要
事
項
に
つ
い
て
の
企
画

及
び
立
案
並
び
に
調
整
に
関
す
る
こ
と
。

（
事
業
計
画
官
）

第
五
十
五
条
の
三
　
港
湾
空
港
部
に
、
事
業
計
画
官
一
人
を
置
く
。

２
　
事
業
計
画
官
は
、
命
を
受
け
て
、
次
に
掲
げ
る
事
務
を
整
理
す
る
。

一
　
港
湾
空
港
部
の
所
掌
事
務
に
関
す
る
国
の
直
轄
の
事
業
の
事
業
計
画
に
関
す
る
企
画
及
び
立
案
並
び
に
関
係

行
政
機
関
そ
の
他
の
関
係
者
と
の
連
絡
調
整
に
関
す
る
こ
と
。

二
　
港
湾
空
港
部
の
所
掌
事
務
に
関
す
る
国
の
直
轄
の
事
業
に
つ
い
て
の
入
札
及
び
契
約
に
係
る
企
画
及
び
立

案
、
調
整
並
び
に
苦
情
の
処
理
に
関
す
る
事
務
の
う
ち
技
術
的
事
項
に
係
る
こ
と
。

三
　
港
湾
空
港
部
の
所
掌
事
務
に
関
す
る
国
の
直
轄
の
事
業
に
関
す
る
技
術
及
び
管
理
の
改
善
に
関
す
る
事
務
の

う
ち
土
木
工
事
の
適
正
な
施
工
の
確
保
に
関
す
る
こ
と
。

（
技
術
審
査
官
）

第
五
十
五
条
の
四
　
港
湾
空
港
部
に
、
技
術
審
査
官
一
人
を
置
く
。

２
　
技
術
審
査
官
は
、
命
を
受
け
て
、
次
に
掲
げ
る
事
務
を
整
理
す
る
。

一
　
港
湾
空
港
部
の
所
掌
事
務
に
関
す
る
技
術
の
開
発
に
関
す
る
企
画
及
び
立
案
並
び
に
評
価
に
関
す
る
こ
と
。

二
　
港
湾
空
港
部
の
所
掌
事
務
に
関
す
る
国
の
直
轄
の
事
業
に
つ
い
て
の
入
札
及
び
契
約
に
係
る
審
査
に
関
す
る

事
務
の
う
ち
技
術
的
事
項
に
係
る
こ
と
。

三
　
港
湾
等
の
整
備
及
び
保
全
に
関
す
る
工
事
の
検
査
（
工
事
の
監
査
を
含
む
。
以
下
こ
の
条
、
第
百
八
条
、
第

百
九
条
、
第
百
十
条
、
第
百
十
三
条
及
び
第
百
十
四
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
関
す
る
こ
と
。

四
　
国
が
行
う
海
洋
の
汚
染
の
防
除
に
関
す
る
業
務
に
係
る
工
事
の
検
査
に
関
す
る
こ
と
。

五
　
空
港
等
に
関
す
る
国
の
直
轄
の
土
木
施
設
の
整
備
及
び
災
害
復
旧
に
関
す
る
工
事
の
検
査
に
関
す
る
こ
と
。

（
港
湾
危
機
管
理
官
）

第
五
十
五
条
の
五
　
港
湾
空
港
部
に
、
港
湾
危
機
管
理
官
一
人
を
置
く
。

２
　
港
湾
危
機
管
理
官
は
、
命
を
受
け
て
、
港
湾
空
港
部
の
所
掌
に
係
る
危
機
管
理
に
関
す
る
事
務
の
う
ち
重
要
事

項
に
つ
い
て
の
企
画
及
び
立
案
並
び
に
調
整
に
関
す
る
も
の
（
関
東
地
方
整
備
局
、
中
部
地
方
整
備
局
、
近
畿
地

方
整
備
局
及
び
九
州
地
方
整
備
局
に
あ
っ
て
は
、
事
業
継
続
計
画
官
の
所
掌
に
属
す
る
も
の
を
除
く
。
）
を
整
理

す
る
。

３
　
東
北
地
方
整
備
局
、
中
部
地
方
整
備
局
、
中
国
地
方
整
備
局
及
び
四
国
地
方
整
備
局
の
港
湾
危
機
管
理
官
は
、

前
項
に
規
定
す
る
事
務
の
ほ
か
、
港
湾
保
安
管
理
官
の
所
掌
に
属
す
る
も
の
を
整
理
す
る
。

（
統
括
港
湾
保
安
管
理
官
）

第
五
十
五
条
の
六
　
関
東
地
方
整
備
局
、
北
陸
地
方
整
備
局
、
近
畿
地
方
整
備
局
及
び
九
州
地
方
整
備
局
の
港
湾
空

港
部
に
、
統
括
港
湾
保
安
管
理
官
一
人
を
置
く
。

２
　
統
括
港
湾
管
理
官
は
、
港
湾
保
安
管
理
官
の
所
掌
に
属
す
る
事
務
を
統
括
す
る
。

（
港
湾
保
安
管
理
官
）

第
五
十
五
条
の
七
　
港
湾
空
港
部
に
、
各
地
方
整
備
局
を
通
じ
て
港
湾
保
安
管
理
官
十
六
人
（
関
係
の
あ
る
他
の
職

を
占
め
る
者
を
も
っ
て
充
て
ら
れ
る
も
の
と
す
る
。
）
以
内
を
置
く
。

２
　
港
湾
保
安
管
理
官
は
、
命
を
受
け
て
、
港
湾
の
保
安
の
確
保
に
関
す
る
事
務
を
行
う
。

（
事
業
継
続
計
画
官
）

第
五
十
五
条
の
八
　
関
東
地
方
整
備
局
、
中
部
地
方
整
備
局
、
近
畿
地
方
整
備
局
及
び
九
州
地
方
整
備
局
の
港
湾
空

港
部
に
、
事
業
継
続
計
画
官
一
人
を
置
く
。

２
　
事
業
継
続
計
画
官
は
、
港
湾
空
港
部
の
所
掌
事
務
に
関
す
る
事
業
継
続
計
画
に
関
す
る
事
務
を
整
理
す
る
。

（
港
湾
情
報
化
推
進
官
）

第
五
十
五
条
の
九
　
港
湾
空
港
部
に
、
港
湾
情
報
化
推
進
官
一
人
を
置
く
。

２
　
港
湾
情
報
化
推
進
官
は
、
命
を
受
け
て
、
港
湾
空
港
部
の
所
掌
事
務
に
関
す
る
港
湾
等
の
整
備
、
利
用
、
保
全

及
び
管
理
に
関
す
る
情
報
化
に
関
す
る
企
画
及
び
立
案
並
び
に
調
整
に
関
す
る
事
務
を
整
理
す
る
。

（
港
湾
高
度
利
用
調
整
官
）

第
五
十
五
条
の
十
　
港
湾
空
港
部
に
、
港
湾
高
度
利
用
調
整
官
一
人
を
置
く
。

２
　
港
湾
高
度
利
用
調
整
官
は
、
命
を
受
け
て
、
港
湾
空
港
部
の
所
掌
事
務
に
関
す
る
港
湾
及
び
港
湾
に
係
る
海
岸

の
利
用
に
関
す
る
事
務
の
う
ち
重
要
事
項
に
つ
い
て
の
企
画
及
び
立
案
並
び
に
調
整
に
関
す
る
も
の
（
港
湾
情
報

化
推
進
官
の
所
掌
に
属
す
る
も
の
を
除
く
。
）
を
整
理
す
る
。

（
港
政
調
整
官
）

第
五
十
五
条
の
十
一
　
港
湾
空
港
部
に
、
港
政
調
整
官
一
人
を
置
く
。

２
　
港
政
調
整
官
は
、
命
を
受
け
て
、
港
湾
空
港
部
の
所
掌
事
務
に
関
す
る
港
湾
等
に
関
す
る
管
理
そ
の
他
の
特
定

事
項
に
つ
い
て
の
関
係
行
政
機
関
そ
の
他
の
関
係
者
と
の
連
絡
調
整
並
び
に
港
湾
空
港
部
の
所
掌
に
属
す
る
港
湾

等
及
び
空
港
等
に
係
る
争
訟
に
関
す
る
連
絡
調
整
に
関
す
る
事
務
を
整
理
す
る
。

（
品
質
検
査
官
）

第
五
十
五
条
の
十
二
　
港
湾
空
港
部
に
、
品
質
検
査
官
一
人
を
置
く
。

２
　
品
質
検
査
官
は
、
次
に
掲
げ
る
工
事
に
関
す
る
検
査
を
行
う
（
関
東
地
方
整
備
局
に
あ
っ
て
は
、
特
定
離
島
港

湾
計
画
課
及
び
首
都
圏
臨
海
防
災
セ
ン
タ
ー
の
所
掌
に
属
す
る
も
の
を
除
き
、
近
畿
地
方
整
備
局
に
あ
っ
て
は
、

近
畿
圏
臨
海
防
災
セ
ン
タ
ー
の
所
掌
に
属
す
る
も
の
を
除
く
。
）
。

一
　
港
湾
等
の
整
備
及
び
保
全
に
関
す
る
工
事

二
　
国
が
行
う
海
洋
の
汚
染
の
防
除
に
関
す
る
業
務
に
係
る
工
事

三
　
空
港
等
に
関
す
る
国
の
直
轄
の
土
木
施
設
の
整
備
及
び
災
害
復
旧
に
関
す
る
工
事

（
東
京
国
際
空
港
対
策
官
）

第
五
十
五
条
の
十
三
　
関
東
地
方
整
備
局
の
港
湾
空
港
部
に
、
東
京
国
際
空
港
対
策
官
一
人
を
置
く
。

２
　
東
京
国
際
空
港
対
策
官
は
、
命
を
受
け
て
、
東
京
国
際
空
港
に
関
す
る
国
の
直
轄
の
土
木
施
設
の
整
備
及
び
災

害
復
旧
に
関
す
る
事
務
で
重
要
事
項
に
関
す
る
も
の
を
整
理
す
る
。

9



（
補
償
管
理
官
）

第
五
十
五
条
の
十
四
　
関
東
地
方
整
備
局
及
び
近
畿
地
方
整
備
局
の
港
湾
空
港
部
に
、
補
償
管
理
官
一
人
を
置
く
。

２
　
補
償
管
理
官
は
、
命
を
受
け
て
、
港
湾
空
港
部
の
所
掌
事
務
に
関
す
る
漁
業
補
償
そ
の
他
の
損
失
の
補
償
に
係

る
重
要
事
項
に
つ
い
て
の
企
画
及
び
立
案
並
び
に
調
整
に
関
す
る
事
務
を
整
理
す
る
。

（
土
砂
処
分
管
理
官
）

第
五
十
五
条
の
十
五
　
北
陸
地
方
整
備
局
、
中
部
地
方
整
備
局
、
近
畿
地
方
整
備
局
及
び
九
州
地
方
整
備
局
の
港
湾

空
港
部
に
、
土
砂
処
分
管
理
官
一
人
を
置
く
。

２
　
土
砂
処
分
管
理
官
は
、
命
を
受
け
て
、
港
湾
空
港
部
の
所
掌
事
務
に
関
す
る
国
の
直
轄
工
事
に
伴
い
発
生
す
る

土
砂
の
処
分
に
関
す
る
特
定
事
項
に
つ
い
て
の
企
画
及
び
立
案
並
び
に
関
係
行
政
機
関
そ
の
他
の
関
係
者
と
の
連

絡
調
整
に
関
す
る
事
務
を
整
理
す
る
。

（
営
繕
特
別
事
業
管
理
官
）

第
五
十
六
条
　
関
東
地
方
整
備
局
の
営
繕
部
に
、
営
繕
特
別
事
業
管
理
官
一
人
を
置
く
。

２
　
営
繕
特
別
事
業
管
理
官
は
、
営
繕
部
の
所
掌
事
務
の
う
ち
、
国
家
機
関
の
建
築
物
及
び
そ
の
附
帯
施
設
の
移
転

そ
の
他
の
再
配
置
に
関
す
る
事
務
を
整
理
す
る
。

（
営
繕
調
査
官
）

第
五
十
七
条
　
営
繕
部
に
、
営
繕
調
査
官
一
人
を
置
く
。

２
　
営
繕
調
査
官
は
、
命
を
受
け
て
、
営
繕
部
の
所
掌
事
務
の
一
部
を
整
理
す
る
。

（
営
繕
調
整
官
）

第
五
十
八
条
　
関
東
地
方
整
備
局
の
営
繕
部
に
、
営
繕
調
整
官
一
人
を
置
く
。

２
　
営
繕
調
整
官
は
、
命
を
受
け
て
、
営
繕
部
の
所
掌
事
務
に
関
す
る
重
要
事
項
に
つ
い
て
の
調
整
に
関
す
る
事
務

を
整
理
す
る
。

（
営
繕
品
質
管
理
官
）

第
五
十
八
条
の
二
　
営
繕
部
（
北
陸
地
方
整
備
局
及
び
四
国
地
方
整
備
局
を
除
く
。
）
に
、
営
繕
品
質
管
理
官
一
人

を
置
く
。

２
　
営
繕
品
質
管
理
官
は
、
命
を
受
け
て
、
次
に
掲
げ
る
事
務
を
整
理
す
る
。

一
　
営
繕
工
事
に
係
る
入
札
及
び
契
約
の
制
度
の
技
術
的
事
項
に
関
す
る
事
務
で
高
度
な
技
術
を
要
す
る
も
の
に

係
る
企
画
及
び
立
案
並
び
に
調
整
に
関
す
る
こ
と
。

二
　
営
繕
工
事
に
係
る
積
算
基
準
に
関
す
る
企
画
及
び
立
案
並
び
に
調
整
に
関
す
る
こ
と
。

（
設
備
技
術
対
策
官
）

第
五
十
九
条
　
営
繕
部
（
北
陸
地
方
整
備
局
及
び
四
国
地
方
整
備
局
を
除
く
。
）
に
、
設
備
技
術
対
策
官
一
人
を
置

く
。

２
　
設
備
技
術
対
策
官
は
、
命
を
受
け
て
、
次
に
掲
げ
る
事
務
を
整
理
す
る
。

一
　
営
繕
工
事
の
う
ち
設
備
工
事
に
関
す
る
事
務
で
高
度
な
技
術
を
要
す
る
も
の
に
係
る
企
画
及
び
立
案
並
び
に

調
整
に
関
す
る
こ
と
。

二
　
営
繕
工
事
に
関
す
る
事
務
の
う
ち
、
環
境
対
策
の
企
画
及
び
立
案
並
び
に
調
整
に
関
す
る
こ
と
。

（
官
庁
施
設
管
理
官
）

第
六
十
条
　
営
繕
部
に
、
官
庁
施
設
管
理
官
一
人
を
置
く
。

２
　
官
庁
施
設
管
理
官
は
、
命
を
受
け
て
、
国
家
機
関
の
建
築
物
の
保
全
に
関
す
る
企
画
及
び
立
案
、
調
整
並
び
に

指
導
に
関
す
る
事
務
を
整
理
す
る
。

（
官
庁
施
設
防
災
対
策
官
）

第
六
十
条
の
二
　
営
繕
部
に
、
官
庁
施
設
防
災
対
策
官
一
人
を
置
く
。

２
　
官
庁
施
設
防
災
対
策
官
は
、
命
を
受
け
て
、
営
繕
工
事
に
関
す
る
事
務
の
う
ち
、
防
災
対
策
に
関
す
る
特
定
事

項
に
つ
い
て
の
企
画
及
び
立
案
並
び
に
調
整
に
関
す
る
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。

（
営
繕
設
計
審
査
官
）

第
六
十
一
条
　
営
繕
部
（
関
東
地
方
整
備
局
及
び
四
国
地
方
整
備
局
を
除
く
。
）
に
営
繕
設
計
審
査
官
二
人
以
内
を
、

関
東
地
方
整
備
局
の
営
繕
部
に
営
繕
設
計
審
査
官
四
人
以
内
を
、
四
国
地
方
整
備
局
の
営
繕
部
に
営
繕
設
計
審
査

官
一
人
を
置
く
。

２
　
営
繕
設
計
審
査
官
は
、
命
を
受
け
て
、
重
要
な
営
繕
工
事
の
設
計
及
び
積
算
の
審
査
に
関
す
る
事
務
を
分
掌
す

る
。

（
用
地
調
整
官
）

第
六
十
二
条
　
用
地
部
に
、
用
地
調
整
官
一
人
を
置
く
。

２
　
用
地
調
整
官
は
、
命
を
受
け
て
、
用
地
部
の
所
掌
事
務
に
関
す
る
重
要
事
項
に
係
る
も
の
を
整
理
す
る
。

（
用
地
調
査
官
）

第
六
十
三
条
　
用
地
部
に
、
用
地
調
査
官
一
人
を
置
く
。

２
　
用
地
調
査
官
は
、
命
を
受
け
て
、
用
地
部
の
所
掌
事
務
の
一
部
を
整
理
す
る
。

（
用
地
計
画
官
）

第
六
十
四
条
　
用
地
部
に
、
用
地
計
画
官
一
人
を
置
く
。

２
　
用
地
計
画
官
は
、
直
轄
事
業
の
起
業
者
又
は
施
行
者
と
し
て
行
う
土
地
等
の
収
用
又
は
使
用
及
び
こ
れ
に
伴
う

地
上
物
件
の
移
転
等
並
び
に
公
共
用
地
の
取
得
に
関
す
る
争
訟
に
関
す
る
事
務
を
整
理
す
る
。

（
用
地
補
償
・
土
地
調
整
管
理
官
）

第
六
十
四
条
の
二
　
用
地
部
に
、
用
地
補
償
・
土
地
調
整
管
理
官
一
人
を
置
く
。

２
　
用
地
補
償
・
土
地
調
整
管
理
官
は
、
命
を
受
け
て
、
次
に
掲
げ
る
事
務
を
整
理
す
る
。

一
　
直
轄
事
業
に
係
る
土
地
等
の
買
収
及
び
寄
附
並
び
に
こ
れ
に
伴
う
地
上
物
件
の
移
転
等
に
伴
う
損
失
補
償
に

係
る
重
要
事
項
に
つ
い
て
の
企
画
及
び
立
案
並
び
に
調
整
に
関
す
る
こ
と
。

二
　
所
有
者
不
明
土
地
の
利
用
の
円
滑
化
等
を
図
る
た
め
の
施
策
に
関
す
る
調
査
及
び
調
整
そ
の
他
当
該
施
策
の

推
進
に
関
す
る
事
務
で
重
要
事
項
に
関
す
る
こ
と
。

（
総
務
部
に
置
く
課
等
）

第
六
十
五
条
　
総
務
部
に
、
次
の
六
課
を
置
く
。

人
事
課

総
務
課

会
計
課

契
約
課

経
理
調
達
課

厚
生
課

（
人
事
課
の
所
掌
事
務
）

第
六
十
六
条
　
人
事
課
は
、
次
に
掲
げ
る
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。

一
　
機
密
に
関
す
る
こ
と
。

二
　
職
員
の
任
免
、
給
与
、
懲
戒
、
服
務
そ
の
他
の
人
事
並
び
に
教
養
及
び
訓
練
に
関
す
る
こ
と
（
厚
生
課
の
所

掌
に
属
す
る
も
の
を
除
く
。
）
。

三
　
表
彰
に
関
す
る
こ
と
。

第
六
十
七
条
及
び
第
六
十
八
条
　
削
除

（
総
務
課
の
所
掌
事
務
）

第
六
十
九
条
　
総
務
課
は
、
次
に
掲
げ
る
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。

一
　
局
長
の
官
印
及
び
局
印
の
保
管
に
関
す
る
こ
と
。

二
　
公
文
書
類
の
接
受
、
発
送
、
編
集
及
び
保
存
に
関
す
る
こ
と
。

三
　
公
文
書
類
の
審
査
及
び
進
達
に
関
す
る
こ
と
。

四
　
情
報
の
公
開
に
関
す
る
こ
と
。

五
　
地
方
整
備
局
の
保
有
す
る
個
人
情
報
の
保
護
に
関
す
る
こ
と
。

六
　
機
構
及
び
定
員
に
関
す
る
こ
と
。

七
　
庁
内
の
管
理
に
関
す
る
こ
と
。

八
　
地
方
整
備
局
の
事
務
所
の
う
ち
河
川
国
道
事
務
所
、
砂
防
国
道
事
務
所
、
復
興
事
務
所
、
河
川
事
務
所
、
砂

防
事
務
所
、
ダ
ム
砂
防
事
務
所
、
ダ
ム
工
事
事
務
所
、
総
合
開
発
工
事
事
務
所
、
導
水
工
事
事
務
所
、
調
節
池

工
事
事
務
所
、
ダ
ム
再
編
工
事
事
務
所
、
国
道
事
務
所
、
公
園
事
務
所
、
営
繕
事
務
所
、
技
術
事
務
所
、
ダ
ム

統
合
管
理
事
務
所
、
広
域
ダ
ム
管
理
事
務
所
、
管
理
所
及
び
道
路
メ
ン
テ
ナ
ン
ス
セ
ン
タ
ー
（
以
下
「
河
川
国
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道
事
務
所
等
」
と
い
う
。
）
の
事
務
に
係
る
法
令
等
の
遵
守
に
関
す
る
事
務
そ
の
他
の
河
川
国
道
事
務
所
等
の

事
務
の
運
営
の
指
導
及
び
改
善
に
関
す
る
こ
と
。

九
　
前
各
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
地
方
整
備
局
の
所
掌
事
務
で
他
の
所
掌
に
属
し
な
い
も
の
に
関
す
る
こ

と
。

（
会
計
課
の
所
掌
事
務
）

第
七
十
条
　
会
計
課
は
、
経
費
及
び
収
入
の
予
算
、
決
算
及
び
会
計
並
び
に
会
計
の
監
査
に
関
す
る
事
務
（
経
理
調

達
課
の
所
掌
に
属
す
る
も
の
を
除
く
。
）
を
つ
か
さ
ど
る
。

（
契
約
課
の
所
掌
事
務
）

第
七
十
一
条
　
契
約
課
は
、
次
に
掲
げ
る
事
務
（
経
理
調
達
課
の
所
掌
に
属
す
る
も
の
を
除
く
。
）
を
つ
か
さ
ど
る
。

一
　
地
方
整
備
局
の
行
う
入
札
及
び
契
約
に
関
す
る
こ
と
（
港
湾
空
港
部
の
所
掌
に
属
す
る
も
の
を
除
く
。
）
。

二
　
国
有
財
産
の
管
理
及
び
処
分
並
び
に
物
品
の
管
理
に
関
す
る
こ
と
。

三
　
財
政
投
融
資
特
別
会
計
の
特
定
国
有
財
産
整
備
勘
定
に
属
す
る
国
有
財
産
の
管
理
及
び
処
分
並
び
に
物
品
の

管
理
に
関
す
る
こ
と
。

（
経
理
調
達
課
の
所
掌
事
務
）

第
七
十
二
条
　
経
理
調
達
課
は
、
次
に
掲
げ
る
事
務
（
港
湾
空
港
関
係
事
務
に
関
す
る
こ
と
に
限
る
。
）
を
つ
か
さ

ど
る
。

一
　
経
費
及
び
収
入
の
予
算
、
決
算
及
び
会
計
並
び
に
会
計
の
監
査
に
関
す
る
こ
と
。

二
　
地
方
整
備
局
の
行
う
入
札
及
び
契
約
に
関
す
る
こ
と
（
港
湾
空
港
部
の
所
掌
に
属
す
る
も
の
を
除
く
。
）
。

三
　
国
有
財
産
の
管
理
及
び
処
分
並
び
に
物
品
の
管
理
に
関
す
る
こ
と
。

四
　
自
動
車
安
全
特
別
会
計
の
空
港
整
備
勘
定
に
属
す
る
国
有
財
産
の
管
理
及
び
処
分
並
び
に
物
品
の
管
理
に
関

す
る
こ
と
。

五
　
営
繕
に
関
す
る
こ
と
（
港
湾
空
港
部
の
所
掌
に
属
す
る
も
の
を
除
く
。
）
。

（
厚
生
課
の
所
掌
事
務
）

第
七
十
三
条
　
厚
生
課
は
、
次
に
掲
げ
る
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。

一
　
職
員
の
衛
生
、
医
療
そ
の
他
の
福
利
厚
生
に
関
す
る
こ
と
。

二
　
職
員
（
国
土
交
通
省
所
管
の
独
立
行
政
法
人
の
職
員
を
含
む
。
）
に
貸
与
す
る
宿
舎
に
関
す
る
こ
と
。

三
　
非
常
勤
職
員
の
賃
金
そ
の
他
の
勤
務
条
件
に
関
す
る
こ
と
。

四
　
職
員
の
災
害
補
償
に
関
す
る
こ
と
。

五
　
公
務
の
執
行
に
よ
り
第
三
者
が
死
亡
し
、
負
傷
し
、
又
は
疾
病
に
か
か
っ
た
場
合
に
お
け
る
損
害
の
賠
償
又

は
補
償
に
関
す
る
こ
と
。

六
　
職
員
の
団
体
に
関
す
る
こ
と
。

（
企
画
部
に
置
く
課
）

第
七
十
四
条
　
企
画
部
に
、
次
に
掲
げ
る
課
を
置
く
。

企
画
課

広
域
計
画
課

技
術
管
理
課

技
術
調
査
課
（
関
東
地
方
整
備
局
及
び
近
畿
地
方
整
備
局
に
限
る
。
）

施
工
企
画
課

情
報
通
信
技
術
課

（
企
画
課
の
所
掌
事
務
）

第
七
十
五
条
　
企
画
課
は
、
次
に
掲
げ
る
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。

一
　
土
木
工
事
の
企
画
及
び
立
案
の
総
括
に
関
す
る
こ
と
。

二
　
国
土
交
通
省
の
所
掌
に
係
る
公
共
事
業
の
円
滑
か
つ
計
画
的
な
実
施
を
推
進
す
る
た
め
の
当
該
各
公
共
事
業

間
の
調
整
に
関
す
る
こ
と
（
広
域
計
画
課
の
所
掌
に
属
す
る
も
の
を
除
く
。
）
。

三
　
公
共
工
事
に
係
る
評
価
の
適
正
化
に
係
る
技
術
基
準
に
関
す
る
関
係
行
政
機
関
の
事
務
の
連
絡
調
整
に
関
す

る
こ
と
。

四
　
地
方
整
備
局
の
行
う
環
境
影
響
評
価
に
関
す
る
審
査
及
び
調
整
に
関
す
る
こ
と
。

（
広
域
計
画
課
の
所
掌
事
務
）

第
七
十
六
条
　
広
域
計
画
課
は
、
次
に
掲
げ
る
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。

一
　
国
土
計
画
そ
の
他
の
国
土
の
利
用
、
開
発
及
び
保
全
に
関
す
る
総
合
的
か
つ
基
本
的
な
政
策
に
係
る
計
画
に

関
す
る
調
査
及
び
関
係
地
方
公
共
団
体
と
の
連
絡
調
整
に
関
す
る
こ
と
（
建
政
部
の
所
掌
に
属
す
る
も
の
を
除

く
。
）
。

二
　
首
都
圏
そ
の
他
の
各
大
都
市
圏
及
び
東
北
地
方
そ
の
他
の
各
地
方
の
そ
れ
ぞ
れ
の
整
備
及
び
開
発
に
関
す
る

総
合
的
な
政
策
に
係
る
計
画
に
関
す
る
調
査
及
び
調
整
に
関
す
る
事
務
の
う
ち
、
国
土
交
通
省
の
所
掌
に
係
る

公
共
事
業
及
び
こ
れ
に
関
連
す
る
公
共
事
業
間
の
調
整
に
関
す
る
こ
と
。

三
　
大
都
市
の
機
能
の
改
善
に
関
す
る
総
合
的
な
政
策
に
係
る
計
画
及
び
方
針
に
関
す
る
調
査
及
び
調
整
に
関
す

る
事
務
の
う
ち
、
国
土
交
通
省
の
所
掌
に
係
る
公
共
事
業
及
び
こ
れ
に
関
連
す
る
公
共
事
業
間
の
調
整
に
関
す

る
こ
と
。

四
　
国
土
の
総
合
的
か
つ
体
系
的
な
利
用
、
開
発
及
び
保
全
を
図
る
観
点
か
ら
の
、
地
方
の
振
興
に
関
す
る
総
合

的
な
政
策
に
係
る
計
画
に
関
す
る
調
査
及
び
調
整
に
関
す
る
事
務
の
う
ち
、
国
土
交
通
省
の
所
掌
に
係
る
公
共

事
業
及
び
こ
れ
に
関
連
す
る
公
共
事
業
間
の
調
整
に
関
す
る
こ
と
。

五
　
豪
雪
地
帯
の
雪
害
の
防
除
及
び
振
興
に
関
す
る
総
合
的
な
政
策
に
係
る
計
画
に
関
す
る
調
査
及
び
調
整
に
関

す
る
事
務
の
う
ち
、
国
土
交
通
省
の
所
掌
に
係
る
公
共
事
業
及
び
こ
れ
に
関
連
す
る
公
共
事
業
間
の
調
整
に
関

す
る
こ
と
。

六
　
広
域
に
わ
た
る
河
川
に
関
す
る
計
画
及
び
幹
線
道
路
網
の
計
画
に
関
す
る
調
査
に
関
す
る
こ
と
。

七
　
国
土
交
通
省
の
所
掌
に
係
る
公
共
事
業
の
円
滑
か
つ
計
画
的
な
実
施
を
推
進
す
る
た
め
の
当
該
各
公
共
事
業

間
の
調
整
に
関
す
る
計
画
に
関
す
る
こ
と
。

第
七
十
七
条
　
削
除

（
技
術
管
理
課
の
所
掌
事
務
）

第
七
十
八
条
　
技
術
管
理
課
は
、
次
に
掲
げ
る
事
務
（
関
東
地
方
整
備
局
及
び
近
畿
地
方
整
備
局
に
あ
っ
て
は
、
第

一
号
に
掲
げ
る
事
務
の
う
ち
土
木
工
事
の
建
設
残
土
そ
の
他
の
副
産
物
の
利
用
及
び
処
理
に
係
る
調
査
及
び
連
絡

に
関
す
る
も
の
、
第
五
号
に
掲
げ
る
事
務
の
う
ち
公
共
工
事
に
係
る
土
木
技
術
者
の
養
成
に
関
す
る
も
の
並
び
に

第
六
号
か
ら
第
八
号
ま
で
に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
。
）
を
つ
か
さ
ど
る
。

一
　
直
轄
事
業
に
係
る
入
札
及
び
契
約
の
制
度
の
技
術
的
事
項
そ
の
他
の
直
轄
事
業
に
関
す
る
技
術
及
び
管
理
の

改
善
に
関
す
る
事
務
で
あ
っ
て
、
二
以
上
の
部
に
共
通
す
る
も
の
に
関
す
る
こ
と
。

二
　
直
轄
事
業
に
係
る
入
札
及
び
契
約
の
技
術
的
審
査
に
関
す
る
こ
と
。

三
　
直
轄
事
業
に
係
る
積
算
基
準
に
関
す
る
こ
と
（
営
繕
部
の
所
掌
に
属
す
る
も
の
を
除
く
。
）
。

四
　
直
轄
事
業
の
土
木
工
事
の
検
査
に
関
す
る
こ
と
。

五
　
公
共
工
事
に
係
る
土
木
技
術
者
の
養
成
及
び
土
木
技
術
の
向
上
に
関
す
る
こ
と
。

六
　
直
轄
事
業
の
土
木
工
事
の
統
計
及
び
報
告
に
関
す
る
こ
と
。

七
　
直
轄
事
業
の
建
設
工
事
に
係
る
労
働
力
及
び
資
材
の
需
給
動
向
の
調
査
に
関
す
る
こ
と
。

八
　
産
業
廃
棄
物
の
処
理
に
係
る
特
定
施
設
の
整
備
の
促
進
に
関
す
る
法
律
に
規
定
す
る
整
備
計
画
並
び
に
特
定

周
辺
整
備
地
区
及
び
施
設
整
備
方
針
の
う
ち
建
設
業
者
の
使
用
に
供
す
る
た
め
の
再
生
処
理
を
行
う
特
定
施
設

以
外
の
特
定
施
設
に
係
る
も
の
に
関
す
る
こ
と
。

九
　
公
共
工
事
に
係
る
費
用
の
縮
減
に
関
す
る
関
係
行
政
機
関
の
事
務
の
連
絡
調
整
に
関
す
る
こ
と
。

（
技
術
調
査
課
の
所
掌
事
務
）

第
七
十
九
条
　
技
術
調
査
課
は
、
次
に
掲
げ
る
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。

一
　
前
条
第
六
号
か
ら
第
八
号
ま
で
に
掲
げ
る
事
務
に
関
す
る
こ
と
。

二
　
土
木
工
事
の
建
設
残
土
そ
の
他
の
副
産
物
の
利
用
及
び
処
理
に
係
る
調
査
及
び
連
絡
に
関
す
る
こ
と
。

三
　
公
共
工
事
に
係
る
土
木
技
術
者
の
養
成
に
関
す
る
こ
と
。

（
施
工
企
画
課
の
所
掌
事
務
）

第
七
十
九
条
の
二
　
施
工
企
画
課
は
、
次
に
掲
げ
る
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。

一
　
土
木
工
事
用
材
料
の
試
験
に
関
す
る
こ
と
。

二
　
土
木
工
事
の
施
工
方
法
の
研
究
に
関
す
る
こ
と
。
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三
　
直
轄
事
業
に
係
る
建
設
機
械
類
の
整
備
及
び
運
用
に
関
す
る
こ
と
。

四
　
直
轄
事
業
に
係
る
機
械
技
能
者
の
養
成
及
び
機
械
技
術
の
向
上
に
関
す
る
こ
と
。

五
　
地
方
公
共
団
体
に
よ
る
建
設
機
械
類
の
整
備
に
係
る
助
成
に
関
す
る
こ
と
。

六
　
建
設
業
法
の
規
定
に
よ
る
建
設
機
械
施
工
管
理
の
技
術
検
定
に
関
す
る
こ
と
。

七
　
建
設
機
械
類
に
関
す
る
調
査
及
び
統
計
に
関
す
る
こ
と
。

（
情
報
通
信
技
術
課
の
所
掌
事
務
）

第
七
十
九
条
の
三
　
情
報
通
信
技
術
課
は
、
次
に
掲
げ
る
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。

一
　
電
気
通
信
施
設
の
整
備
計
画
及
び
調
査
に
関
す
る
こ
と
。

二
　
電
気
通
信
施
設
の
整
備
の
実
施
計
画
、
施
工
、
監
督
及
び
検
査
に
関
す
る
こ
と
。

三
　
電
気
通
信
施
設
の
運
営
及
び
保
守
に
関
す
る
こ
と
。

四
　
電
気
通
信
施
設
の
整
備
に
関
す
る
設
計
基
準
の
設
定
に
関
す
る
こ
と
。

五
　
電
気
通
信
施
設
の
使
用
に
係
る
保
安
に
関
す
る
こ
と
。

六
　
情
報
シ
ス
テ
ム
の
整
備
及
び
管
理
に
関
す
る
こ
と
。

（
建
政
部
に
置
く
課
等
）

第
八
十
条
　
建
政
部
に
、
次
に
掲
げ
る
課
及
び
セ
ン
タ
ー
を
置
く
。

計
画
・
建
設
産
業
課
（
北
陸
地
方
整
備
局
及
び
四
国
地
方
整
備
局
に
限
る
。
）

計
画
管
理
課
（
北
陸
地
方
整
備
局
及
び
四
国
地
方
整
備
局
を
除
く
。
）

建
設
産
業
課
（
東
北
地
方
整
備
局
、
中
部
地
方
整
備
局
、
中
国
地
方
整
備
局
及
び
九
州
地
方
整
備
局
に
限
る
。
）

建
設
産
業
第
一
課
（
関
東
地
方
整
備
局
及
び
近
畿
地
方
整
備
局
に
限
る
。
）

建
設
産
業
第
二
課
（
関
東
地
方
整
備
局
及
び
近
畿
地
方
整
備
局
に
限
る
。
）

都
市
・
住
宅
整
備
課
（
東
北
地
方
整
備
局
、
北
陸
地
方
整
備
局
、
中
国
地
方
整
備
局
及
び
四
国
地
方
整
備
局
に

限
る
。
）

都
市
整
備
課
（
関
東
地
方
整
備
局
、
中
部
地
方
整
備
局
、
近
畿
地
方
整
備
局
及
び
九
州
地
方
整
備
局
に
限
る
。
）

住
宅
整
備
課
（
関
東
地
方
整
備
局
、
中
部
地
方
整
備
局
、
近
畿
地
方
整
備
局
及
び
九
州
地
方
整
備
局
に
限
る
。
）

建
築
安
全
課
（
関
東
地
方
整
備
局
及
び
近
畿
地
方
整
備
局
に
限
る
。
）

公
園
利
活
用
推
進
セ
ン
タ
ー
（
関
東
地
方
整
備
局
に
限
る
。
）

（
計
画
・
建
設
産
業
課
の
所
掌
事
務
）

第
八
十
一
条
　
計
画
・
建
設
産
業
課
は
、
次
に
掲
げ
る
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。

一
　
建
政
部
の
所
掌
事
務
に
関
す
る
連
絡
調
整
に
関
す
る
こ
と
。

二
　
土
地
収
用
法
に
基
づ
く
事
業
の
認
定
に
関
す
る
処
分
に
関
す
る
こ
と
。

三
　
建
設
業
の
許
可
、
建
設
業
者
の
経
営
事
項
審
査
並
び
に
建
設
業
者
の
指
導
及
び
監
督
に
関
す
る
こ
と
。

四
　
建
設
業
者
団
体
の
指
導
及
び
監
督
に
関
す
る
こ
と
。

五
　
建
設
業
法
に
基
づ
く
建
設
工
事
の
発
注
者
に
対
す
る
勧
告
等
に
関
す
る
こ
と
。

五
の
二
　
建
設
業
法
に
基
づ
く
建
設
資
材
製
造
業
者
等
に
対
す
る
勧
告
等
に
関
す
る
こ
と
。

六
　
建
設
業
法
の
規
定
に
よ
る
技
術
検
定
（
建
設
機
械
施
工
管
理
に
係
る
も
の
を
除
く
。
）
及
び
浄
化
槽
設
備
士

に
関
す
る
こ
と
。

七
　
資
源
の
有
効
な
利
用
の
促
進
に
関
す
る
法
律
及
び
産
業
廃
棄
物
の
処
理
に
係
る
特
定
施
設
の
整
備
の
促
進
に

関
す
る
法
律
の
施
行
に
関
す
る
事
務
（
産
業
廃
棄
物
の
処
理
に
係
る
特
定
施
設
の
整
備
の
促
進
に
関
す
る
法
律

に
あ
っ
て
は
、
企
画
部
の
所
掌
に
属
す
る
も
の
を
除
く
。
）
そ
の
他
建
設
業
に
お
け
る
資
源
の
有
効
な
利
用
の

確
保
に
関
す
る
こ
と
。

七
の
二
　
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
使
用
の
合
理
化
及
び
非
化
石
エ
ネ
ル
ギ
ー
へ
の
転
換
等
に
関
す
る
法
律
及
び
地
球
温
暖

化
対
策
の
推
進
に
関
す
る
法
律
の
施
行
に
関
す
る
こ
と
（
河
川
部
及
び
用
地
部
並
び
に
都
市
・
住
宅
整
備
課
の

所
掌
に
属
す
る
も
の
を
除
く
。
）
。

七
の
三
　
建
設
業
者
の
労
働
力
の
調
達
に
関
す
る
指
導
に
関
す
る
こ
と
。

八
　
下
請
中
小
企
業
振
興
法
に
基
づ
く
特
定
下
請
連
携
事
業
計
画
、
中
小
企
業
等
経
営
強
化
法
に
基
づ
く
社
外
高

度
人
材
活
用
新
事
業
分
野
開
拓
計
画
、
経
営
革
新
計
画
及
び
経
営
力
向
上
計
画
、
中
小
企
業
者
と
農
林
漁
業
者

と
の
連
携
に
よ
る
事
業
活
動
の
促
進
に
関
す
る
法
律
に
基
づ
く
農
商
工
等
連
携
事
業
計
画
並
び
に
地
域
資
源
を

活
用
し
た
農
林
漁
業
者
等
に
よ
る
新
事
業
の
創
出
等
及
び
地
域
の
農
林
水
産
物
の
利
用
促
進
に
関
す
る
法
律
に

基
づ
く
研
究
開
発
・
成
果
利
用
事
業
計
画
に
関
す
る
こ
と
（
河
川
部
及
び
用
地
部
の
所
掌
に
属
す
る
も
の
を
除

く
。
）
。

九
　
測
量
業
者
の
登
録
、
測
量
業
者
に
対
す
る
助
言
並
び
に
測
量
業
者
に
つ
い
て
の
報
告
徴
収
及
び
検
査
に
関
す

る
こ
と
。

十
　
建
設
コ
ン
サ
ル
タ
ン
ト
の
登
録
に
関
す
る
こ
と
。

十
一
　
地
質
調
査
業
者
の
登
録
に
関
す
る
こ
と
。

十
二
　
宅
地
建
物
取
引
業
の
免
許
及
び
宅
地
建
物
取
引
業
者
の
監
督
に
関
す
る
こ
と
。

十
三
　
不
動
産
特
定
共
同
事
業
の
許
可
、
小
規
模
不
動
産
特
定
共
同
事
業
の
登
録
、
特
例
事
業
及
び
適
格
特
例
投

資
家
限
定
事
業
の
届
出
の
受
理
並
び
に
不
動
産
特
定
共
同
事
業
者
、
小
規
模
不
動
産
特
定
共
同
事
業
者
、
特
例

事
業
者
及
び
適
格
特
例
投
資
家
限
定
事
業
者
の
監
督
に
関
す
る
こ
と
。

十
三
の
二
　
マ
ン
シ
ョ
ン
管
理
業
者
及
び
管
理
業
務
主
任
者
の
登
録
及
び
監
督
に
関
す
る
こ
と
。

十
三
の
三
　
住
宅
宿
泊
管
理
業
者
の
登
録
及
び
監
督
に
関
す
る
こ
と
。

十
三
の
四
　
賃
貸
住
宅
管
理
業
者
の
登
録
及
び
監
督
に
関
す
る
こ
と
。

十
三
の
五
　
特
定
転
貸
事
業
者
等
の
監
督
に
関
す
る
こ
と
。

十
三
の
六
　
特
定
住
宅
瑕
疵
担
保
責
任
の
履
行
の
確
保
等
に
関
す
る
法
律
第
二
章
（
第
六
条
第
二
項
第
三
号
を
除

く
。
）
及
び
第
三
章
（
第
十
四
条
第
二
項
第
三
号
を
除
く
。
）
の
規
定
に
よ
る
届
出
の
受
理
、
確
認
及
び
承
認
に

関
す
る
こ
と
。

十
四
　
建
政
部
の
所
掌
事
務
に
係
る
補
助
金
等
の
交
付
及
び
都
府
県
又
は
市
町
村
に
対
す
る
貸
付
け
に
関
す
る
こ

と
。

十
五
　
国
土
計
画
そ
の
他
の
国
土
の
利
用
、
開
発
及
び
保
全
に
関
す
る
総
合
的
か
つ
基
本
的
な
政
策
に
係
る
計
画

に
関
す
る
調
査
に
関
す
る
事
務
の
う
ち
、
都
市
計
画
に
関
す
る
こ
と
。

十
六
　
首
都
圏
そ
の
他
の
各
大
都
市
圏
及
び
東
北
地
方
そ
の
他
の
各
地
方
の
そ
れ
ぞ
れ
の
整
備
及
び
開
発
に
関
す

る
総
合
的
な
政
策
に
係
る
計
画
に
関
す
る
調
査
及
び
調
整
そ
の
他
当
該
計
画
の
推
進
に
関
す
る
こ
と
（
企
画
部

の
所
掌
に
属
す
る
も
の
を
除
く
。
）
。

十
六
の
二
　
地
価
の
調
査
に
関
す
る
こ
と
。

十
六
の
三
　
地
価
の
公
示
に
関
す
る
こ
と
。

十
六
の
四
　
不
動
産
鑑
定
業
者
及
び
不
動
産
鑑
定
士
の
登
録
及
び
監
督
に
関
す
る
こ
と
。

十
七
　
大
都
市
の
機
能
の
改
善
に
関
す
る
総
合
的
な
政
策
に
係
る
計
画
及
び
方
針
に
関
す
る
調
査
及
び
調
整
そ
の

他
当
該
計
画
及
び
方
針
の
推
進
に
関
す
る
こ
と
（
企
画
部
の
所
掌
に
属
す
る
も
の
を
除
く
。
）
。

十
八
　
国
土
の
総
合
的
か
つ
体
系
的
な
利
用
、
開
発
及
び
保
全
を
図
る
観
点
か
ら
の
、
地
方
の
振
興
に
関
す
る
総

合
的
な
政
策
に
係
る
計
画
に
関
す
る
調
査
及
び
調
整
そ
の
他
当
該
計
画
の
推
進
に
関
す
る
こ
と
（
企
画
部
の
所

掌
に
属
す
る
も
の
を
除
く
。
）
。

十
九
　
豪
雪
地
帯
の
雪
害
の
防
除
及
び
振
興
に
関
す
る
総
合
的
な
政
策
に
係
る
計
画
に
関
す
る
調
査
及
び
調
整
そ

の
他
当
該
計
画
の
推
進
に
関
す
る
こ
と
（
企
画
部
の
所
掌
に
属
す
る
も
の
を
除
く
。
）
。

二
十
　
都
市
計
画
及
び
都
市
計
画
事
業
に
関
す
る
こ
と
（
都
市
・
住
宅
整
備
課
の
所
掌
に
属
す
る
も
の
を
除
く
。
）

。
二
十
一
　
景
観
法
の
規
定
に
よ
る
良
好
な
景
観
の
形
成
に
関
し
必
要
な
勧
告
、
助
言
又
は
援
助
に
関
す
る
こ
と

（
他
部
及
び
都
市
・
住
宅
整
備
課
の
所
掌
に
属
す
る
も
の
を
除
く
。
）
。

二
十
二
　
宅
地
造
成
及
び
特
定
盛
土
等
規
制
法
の
施
行
に
関
す
る
こ
と
（
都
市
・
住
宅
整
備
課
の
所
掌
に
属
す
る

も
の
を
除
く
。
）
。

二
十
三
　
民
間
都
市
開
発
の
推
進
に
関
す
る
特
別
措
置
法
の
規
定
に
よ
る
事
業
用
地
適
正
化
計
画
の
認
定
に
関
す

る
こ
と
。

二
十
四
　
古
都
に
お
け
る
歴
史
的
風
土
の
保
存
に
関
す
る
総
合
的
な
政
策
に
係
る
計
画
及
び
方
針
に
関
す
る
調
査

及
び
調
整
に
関
す
る
こ
と
（
都
市
・
住
宅
整
備
課
の
所
掌
に
属
す
る
も
の
を
除
く
。
）
。

二
十
五
　
前
各
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
建
政
部
の
所
掌
事
務
で
他
の
所
掌
に
属
し
な
い
も
の
に
関
す
る
こ

と
。
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（
計
画
管
理
課
の
所
掌
事
務
）

第
八
十
二
条
　
計
画
管
理
課
は
、
次
に
掲
げ
る
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。

一
　
前
条
第
一
号
、
第
二
号
、
第
十
四
号
か
ら
第
十
六
号
ま
で
、
第
十
七
号
か
ら
第
十
九
号
ま
で
及
び
第
二
十
三

号
に
掲
げ
る
事
務
に
関
す
る
こ
と
。

二
　
大
深
度
地
下
の
公
共
的
使
用
に
関
す
る
特
別
措
置
法
第
七
条
の
規
定
に
よ
る
大
深
度
地
下
使
用
協
議
会
の
庶

務
に
関
す
る
こ
と
（
東
北
地
方
整
備
局
、
中
国
地
方
整
備
局
及
び
九
州
地
方
整
備
局
を
除
く
。
）
。

三
　
都
市
計
画
及
び
都
市
計
画
事
業
に
関
す
る
こ
と
（
関
東
地
方
整
備
局
に
あ
っ
て
は
、
都
市
整
備
課
及
び
公
園

利
活
用
推
進
セ
ン
タ
ー
の
所
掌
に
属
す
る
も
の
を
、
中
部
地
方
整
備
局
、
近
畿
地
方
整
備
局
及
び
九
州
地
方
整

備
局
に
あ
っ
て
は
、
都
市
整
備
課
の
所
掌
に
属
す
る
も
の
を
、
東
北
地
方
整
備
局
及
び
中
国
地
方
整
備
局
に
あ

っ
て
は
、
都
市
・
住
宅
整
備
課
の
所
掌
に
属
す
る
も
の
を
除
く
。
）
。

四
　
景
観
法
の
規
定
に
よ
る
良
好
な
景
観
の
形
成
に
関
し
必
要
な
勧
告
、
助
言
又
は
援
助
に
関
す
る
こ
と
（
関
東

地
方
整
備
局
に
あ
っ
て
は
、
他
部
並
び
に
都
市
整
備
課
、
住
宅
整
備
課
、
建
築
安
全
課
及
び
公
園
利
活
用
推
進

セ
ン
タ
ー
の
所
掌
に
属
す
る
も
の
を
、
近
畿
地
方
整
備
局
に
あ
っ
て
は
、
他
部
並
び
に
都
市
整
備
課
、
住
宅
整

備
課
及
び
建
築
安
全
課
の
所
掌
に
属
す
る
も
の
を
、
中
部
地
方
整
備
局
及
び
九
州
地
方
整
備
局
に
あ
っ
て
は
、

他
部
並
び
に
都
市
整
備
課
及
び
住
宅
整
備
課
の
所
掌
に
属
す
る
も
の
を
、
東
北
地
方
整
備
局
及
び
中
国
地
方
整

備
局
に
あ
っ
て
は
、
他
部
及
び
都
市
・
住
宅
整
備
課
の
所
掌
に
属
す
る
も
の
を
除
く
。
）
。

五
　
宅
地
造
成
及
び
特
定
盛
土
等
規
制
法
の
施
行
に
関
す
る
こ
と
（
関
東
地
方
整
備
局
、
中
部
地
方
整
備
局
、
近

畿
地
方
整
備
局
及
び
九
州
地
方
整
備
局
に
あ
っ
て
は
、
都
市
整
備
課
の
所
掌
に
属
す
る
も
の
を
、
東
北
地
方
整

備
局
及
び
中
国
地
方
整
備
局
に
あ
っ
て
は
、
都
市
・
住
宅
整
備
課
の
所
掌
に
属
す
る
も
の
を
除
く
。
）
。

六
　
古
都
に
お
け
る
歴
史
的
風
土
の
保
存
に
関
す
る
総
合
的
な
政
策
に
係
る
計
画
及
び
方
針
に
関
す
る
調
査
及
び

調
整
に
関
す
る
こ
と
（
関
東
地
方
整
備
局
に
あ
っ
て
は
、
公
園
利
活
用
推
進
セ
ン
タ
ー
の
所
掌
に
属
す
る
も
の

を
、
中
部
地
方
整
備
局
、
近
畿
地
方
整
備
局
及
び
九
州
地
方
整
備
局
に
あ
っ
て
は
、
都
市
整
備
課
の
所
掌
に
属

す
る
も
の
を
、
東
北
地
方
整
備
局
及
び
中
国
地
方
整
備
局
に
あ
っ
て
は
、
都
市
・
住
宅
整
備
課
の
所
掌
に
属
す

る
も
の
を
除
く
。
）
。

七
　
前
各
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
建
政
部
の
所
掌
事
務
で
他
の
所
掌
に
属
し
な
い
も
の
に
関
す
る
こ
と
。

（
建
設
産
業
課
の
所
掌
事
務
）

第
八
十
三
条
　
建
設
産
業
課
は
、
次
に
掲
げ
る
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。

一
　
第
八
十
一
条
第
三
号
か
ら
第
七
号
ま
で
、
第
七
号
の
三
か
ら
第
十
三
号
の
六
ま
で
及
び
第
十
六
号
の
二
か
ら

第
十
六
号
の
四
ま
で
に
掲
げ
る
事
務
に
関
す
る
こ
と
。

二
　
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
使
用
の
合
理
化
及
び
非
化
石
エ
ネ
ル
ギ
ー
へ
の
転
換
等
に
関
す
る
法
律
及
び
地
球
温
暖
化
対

策
の
推
進
に
関
す
る
法
律
の
施
行
に
関
す
る
こ
と
（
河
川
部
及
び
用
地
部
の
所
掌
に
属
す
る
も
の
を
除
き
、
中

部
地
方
整
備
局
及
び
九
州
地
方
整
備
局
に
あ
っ
て
は
、
住
宅
整
備
課
の
所
掌
に
属
す
る
も
の
を
、
東
北
地
方
整

備
局
及
び
中
国
地
方
整
備
局
に
あ
っ
て
は
、
都
市
・
住
宅
整
備
課
の
所
掌
に
属
す
る
も
の
を
除
く
。
）
。

（
建
設
産
業
第
一
課
の
所
掌
事
務
）

第
八
十
三
条
の
二
　
建
設
産
業
第
一
課
は
、
次
に
掲
げ
る
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。

一
　
第
八
十
一
条
第
三
号
か
ら
第
七
号
ま
で
及
び
第
七
号
の
三
に
掲
げ
る
事
務
に
関
す
る
こ
と
。

二
　
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
使
用
の
合
理
化
及
び
非
化
石
エ
ネ
ル
ギ
ー
へ
の
転
換
等
に
関
す
る
法
律
及
び
地
球
温
暖
化
対

策
の
推
進
に
関
す
る
法
律
の
施
行
に
関
す
る
事
務
の
う
ち
、
建
設
業
者
に
係
る
も
の
に
関
す
る
こ
と
（
河
川
部

及
び
住
宅
整
備
課
の
所
掌
に
属
す
る
も
の
を
除
く
。
）
。

三
　
下
請
中
小
企
業
振
興
法
に
基
づ
く
特
定
下
請
連
携
事
業
計
画
、
中
小
企
業
等
経
営
強
化
法
に
基
づ
く
社
外
高

度
人
材
活
用
新
事
業
分
野
開
拓
計
画
、
経
営
革
新
計
画
及
び
経
営
力
向
上
計
画
、
中
小
企
業
者
と
農
林
漁
業
者

と
の
連
携
に
よ
る
事
業
活
動
の
促
進
に
関
す
る
法
律
に
基
づ
く
農
商
工
等
連
携
事
業
計
画
並
び
に
地
域
資
源
を

活
用
し
た
農
林
漁
業
者
等
に
よ
る
新
事
業
の
創
出
等
及
び
地
域
の
農
林
水
産
物
の
利
用
促
進
に
関
す
る
法
律
に

基
づ
く
研
究
開
発
・
成
果
利
用
事
業
計
画
に
関
す
る
事
務
の
う
ち
、
建
設
業
者
に
係
る
も
の
に
関
す
る
こ
と
。

四
　
特
定
住
宅
瑕
疵
担
保
責
任
の
履
行
の
確
保
等
に
関
す
る
法
律
第
二
章
（
第
六
条
第
二
項
第
三
号
を
除
く
。
）

の
規
定
に
よ
る
届
出
の
受
理
、
確
認
及
び
承
認
に
関
す
る
こ
と
。

（
建
設
産
業
第
二
課
の
所
掌
事
務
）

第
八
十
三
条
の
三
　
建
設
産
業
第
二
課
は
、
次
に
掲
げ
る
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。

一
　
第
八
十
一
条
第
九
号
か
ら
第
十
三
号
の
五
ま
で
及
び
第
十
六
号
の
二
か
ら
第
十
六
号
の
四
ま
で
に
掲
げ
る
事

務
に
関
す
る
こ
と
。

二
　
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
使
用
の
合
理
化
及
び
非
化
石
エ
ネ
ル
ギ
ー
へ
の
転
換
等
に
関
す
る
法
律
及
び
地
球
温
暖
化
対

策
の
推
進
に
関
す
る
法
律
の
施
行
に
関
す
る
こ
と
（
河
川
部
及
び
用
地
部
並
び
に
建
設
産
業
第
一
課
及
び
住
宅

整
備
課
の
所
掌
に
属
す
る
も
の
を
除
く
。
）
。

三
　
下
請
中
小
企
業
振
興
法
に
基
づ
く
特
定
下
請
連
携
事
業
計
画
、
中
小
企
業
等
経
営
強
化
法
に
基
づ
く
社
外
高

度
人
材
活
用
新
事
業
分
野
開
拓
計
画
、
経
営
革
新
計
画
及
び
経
営
力
向
上
計
画
、
中
小
企
業
者
と
農
林
漁
業
者

と
の
連
携
に
よ
る
事
業
活
動
の
促
進
に
関
す
る
法
律
に
基
づ
く
農
商
工
等
連
携
事
業
計
画
並
び
に
地
域
資
源
を

活
用
し
た
農
林
漁
業
者
等
に
よ
る
新
事
業
の
創
出
等
及
び
地
域
の
農
林
水
産
物
の
利
用
促
進
に
関
す
る
法
律
に

基
づ
く
研
究
開
発
・
成
果
利
用
事
業
計
画
に
関
す
る
こ
と
（
河
川
部
及
び
用
地
部
並
び
に
建
設
産
業
第
一
課
の

所
掌
に
属
す
る
も
の
を
除
く
。
）
。

四
　
特
定
住
宅
瑕
疵
担
保
責
任
の
履
行
の
確
保
等
に
関
す
る
法
律
第
三
章
（
第
十
四
条
第
二
項
第
三
号
を
除
く
。
）

の
規
定
に
よ
る
届
出
の
受
理
、
確
認
及
び
承
認
に
関
す
る
こ
と
。

（
都
市
・
住
宅
整
備
課
の
所
掌
事
務
）

第
八
十
四
条
　
都
市
・
住
宅
整
備
課
は
、
次
に
掲
げ
る
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。

一
　
首
都
圏
の
近
郊
整
備
地
帯
及
び
都
市
開
発
区
域
の
整
備
に
関
す
る
法
律
、
新
住
宅
市
街
地
開
発
法
、
近
畿
圏

の
近
郊
整
備
区
域
及
び
都
市
開
発
区
域
の
整
備
及
び
開
発
に
関
す
る
法
律
、
新
都
市
基
盤
整
備
法
及
び
大
都
市

地
域
に
お
け
る
優
良
宅
地
開
発
の
促
進
に
関
す
る
緊
急
措
置
法
の
施
行
に
関
す
る
こ
と
。

二
　
宅
地
開
発
事
業
に
関
す
る
指
導
及
び
助
成
に
関
す
る
こ
と
。

三
　
民
間
の
宅
地
造
成
に
関
す
る
調
査
に
関
す
る
こ
と
。

四
　
都
市
計
画
及
び
都
市
計
画
事
業
に
関
す
る
事
務
の
う
ち
、
都
市
計
画
の
同
意
又
は
都
市
計
画
事
業
の
認
可
に

関
す
る
技
術
的
審
査
そ
の
他
の
技
術
的
事
項
及
び
助
成
に
関
す
る
こ
と
。

五
　
景
観
法
の
規
定
に
よ
る
良
好
な
景
観
の
形
成
に
関
し
必
要
な
勧
告
、
助
言
又
は
援
助
に
関
す
る
事
務
の
う

ち
、
技
術
的
事
項
及
び
助
成
に
関
す
る
こ
と
（
他
部
の
所
掌
に
属
す
る
も
の
を
除
く
。
）
。

六
　
宅
地
造
成
及
び
特
定
盛
土
等
規
制
法
の
施
行
に
関
す
る
事
務
の
う
ち
、
技
術
的
事
項
に
関
す
る
こ
と
。

七
　
土
地
区
画
整
理
事
業
の
施
行
に
関
す
る
こ
と
並
び
に
土
地
区
画
整
理
事
業
、
市
街
地
再
開
発
事
業
、
防
災
街

区
整
備
事
業
、
住
宅
街
区
整
備
事
業
及
び
流
通
業
務
団
地
造
成
事
業
の
指
導
、
監
督
及
び
助
成
に
関
す
る
こ

と
。

八
　
ま
ち
づ
く
り
に
関
す
る
総
合
的
な
事
業
（
主
と
し
て
住
宅
の
供
給
を
目
的
と
す
る
も
の
を
除
く
。
）
の
指
導

及
び
助
成
に
関
す
る
こ
と
。

九
　
駐
車
場
の
構
造
及
び
設
備
の
認
定
に
関
す
る
こ
と
。

十
　
国
が
設
置
す
る
都
市
公
園
等
に
関
す
る
工
事
の
全
体
計
画
及
び
国
が
設
置
す
る
都
市
公
園
等
の
管
理
並
び
に

皇
居
外
苑
、
新
宿
御
苑
及
び
京
都
御
苑
の
整
備
に
関
す
る
こ
と
。

十
一
　
都
市
公
園
の
整
備
及
び
管
理
に
関
す
る
指
導
及
び
監
督
に
関
す
る
こ
と
。

十
二
　
都
市
公
園
等
整
備
事
業
及
び
都
市
緑
化
に
関
す
る
事
業
の
指
導
及
び
助
成
に
関
す
る
こ
と
。

十
三
　
石
油
コ
ン
ビ
ナ
ー
ト
等
災
害
防
止
法
の
規
定
に
よ
る
緑
地
等
の
設
置
に
関
す
る
計
画
の
協
議
に
関
す
る
こ

と
。

十
四
　
古
都
に
お
け
る
歴
史
的
風
土
の
保
存
に
関
す
る
総
合
的
な
政
策
に
係
る
計
画
及
び
方
針
に
関
す
る
技
術
的

事
項
の
調
査
及
び
調
整
そ
の
他
当
該
計
画
及
び
方
針
の
推
進
に
関
す
る
こ
と
。

十
五
　
都
市
の
整
備
に
関
す
る
調
査
に
関
す
る
こ
と
。

十
六
　
公
営
住
宅
法
、
住
宅
地
区
改
良
法
、
地
方
住
宅
供
給
公
社
法
、
農
地
所
有
者
等
賃
貸
住
宅
建
設
融
資
利
子

補
給
臨
時
措
置
法
、
住
宅
の
品
質
確
保
の
促
進
等
に
関
す
る
法
律
、
高
齢
者
の
居
住
の
安
定
確
保
に
関
す
る
法

律
及
び
マ
ン
シ
ョ
ン
の
建
替
え
等
の
円
滑
化
に
関
す
る
法
律
の
施
行
に
関
す
る
こ
と
。

十
七
　
特
定
住
宅
瑕
疵
担
保
責
任
の
履
行
の
確
保
等
に
関
す
る
法
律
の
施
行
に
関
す
る
こ
と
（
北
陸
地
方
整
備
局

及
び
四
国
地
方
整
備
局
に
あ
っ
て
は
、
計
画
・
建
設
産
業
課
の
所
掌
に
属
す
る
も
の
を
、
東
北
地
方
整
備
局
及

び
中
国
地
方
整
備
局
に
あ
っ
て
は
、
建
設
産
業
課
の
所
掌
に
属
す
る
も
の
を
除
く
。
）
。

十
八
　
住
宅
の
供
給
等
に
関
す
る
事
業
の
指
導
及
び
助
成
に
関
す
る
こ
と
。
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十
九
　
家
賃
債
務
保
証
業
者
の
登
録
に
関
す
る
こ
と
。

二
十
　
建
築
基
準
法
、
建
築
士
法
及
び
浄
化
槽
法
の
施
行
に
関
す
る
こ
と
（
浄
化
槽
設
備
士
に
関
す
る
も
の
を
除

く
。
）
。

二
十
一
　
建
築
物
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
性
能
の
向
上
等
に
関
す
る
法
律
に
基
づ
く
登
録
建
築
物
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費

性
能
判
定
機
関
の
登
録
及
び
監
督
に
関
す
る
こ
と
。

二
十
二
　
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
使
用
の
合
理
化
及
び
非
化
石
エ
ネ
ル
ギ
ー
へ
の
転
換
等
に
関
す
る
法
律
及
び
地
球
温
暖

化
対
策
の
推
進
に
関
す
る
法
律
に
基
づ
く
建
築
士
に
係
る
措
置
に
関
す
る
こ
と
。

二
十
三
　
建
築
物
の
質
の
向
上
そ
の
他
建
築
の
発
達
及
び
改
善
に
関
す
る
事
業
の
指
導
及
び
助
成
に
関
す
る
こ

と
。

二
十
四
　
住
宅
の
供
給
等
並
び
に
建
築
物
の
質
の
向
上
そ
の
他
建
築
の
発
達
及
び
改
善
に
関
す
る
調
査
に
関
す
る

こ
と
。

（
都
市
整
備
課
の
所
掌
事
務
）

第
八
十
五
条
　
都
市
整
備
課
は
、
前
条
第
四
号
（
関
東
地
方
整
備
局
に
あ
っ
て
は
、
公
園
利
活
用
推
進
セ
ン
タ
ー
の

所
掌
に
属
す
る
も
の
を
除
く
。
）
、
第
五
号
（
関
東
地
方
整
備
局
に
あ
っ
て
は
、
住
宅
整
備
課
、
建
築
安
全
課
及
び

公
園
利
活
用
推
進
セ
ン
タ
ー
の
所
掌
に
属
す
る
も
の
を
、
近
畿
地
方
整
備
局
に
あ
っ
て
は
、
住
宅
整
備
課
及
び
建

築
安
全
課
の
所
掌
に
属
す
る
も
の
を
、
中
部
地
方
整
備
局
及
び
九
州
地
方
整
備
局
に
あ
っ
て
は
、
住
宅
整
備
課
の

所
掌
に
属
す
る
も
の
を
除
く
。
）
、
第
六
号
か
ら
第
九
号
ま
で
（
第
七
号
（
防
災
街
区
整
備
事
業
に
関
す
る
も
の
を

除
く
。
）
に
あ
っ
て
は
、
住
宅
整
備
課
の
所
掌
に
属
す
る
も
の
を
除
く
。
）
及
び
第
十
五
号
に
掲
げ
る
事
務
並
び
に

防
災
街
区
整
備
事
業
（
都
市
計
画
に
お
い
て
定
め
ら
れ
た
防
災
都
市
施
設
の
整
備
を
伴
う
も
の
に
限
る
。
）
の
助

成
及
び
監
督
に
関
す
る
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。

２
　
中
部
地
方
整
備
局
、
近
畿
地
方
整
備
局
及
び
九
州
地
方
整
備
局
の
都
市
整
備
課
は
、
前
項
に
規
定
す
る
事
務
の

ほ
か
、
前
条
第
十
号
か
ら
第
十
四
号
ま
で
に
掲
げ
る
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。

（
住
宅
整
備
課
の
所
掌
事
務
）

第
八
十
六
条
　
住
宅
整
備
課
は
、
第
八
十
四
条
第
一
号
か
ら
第
三
号
ま
で
、
第
七
号
（
個
人
施
行
者
、
市
街
地
再
開

発
組
合
、
防
災
街
区
計
画
整
備
組
合
及
び
地
方
住
宅
供
給
公
社
が
施
行
す
る
市
街
地
再
開
発
事
業
（
都
市
計
画
に

お
い
て
定
め
ら
れ
た
重
要
な
公
共
施
設
の
整
備
を
伴
う
も
の
を
除
く
。
）
に
関
す
る
も
の
並
び
に
防
災
街
区
整
備

事
業
に
関
す
る
も
の
（
都
市
整
備
課
の
所
掌
に
属
す
る
も
の
を
除
く
。
）
に
限
る
。
）
、
第
十
六
号
（
関
東
地
方
整

備
局
及
び
近
畿
地
方
整
備
局
に
あ
っ
て
は
、
建
築
安
全
課
の
所
掌
に
属
す
る
も
の
を
除
く
。
）
、
第
十
八
号
、
第
十

九
号
、
第
二
十
一
号
か
ら
第
二
十
三
号
ま
で
（
関
東
地
方
整
備
局
及
び
近
畿
地
方
整
備
局
に
あ
っ
て
は
、
建
築
安

全
課
の
所
掌
に
属
す
る
も
の
を
除
く
。
）
及
び
第
二
十
四
号
（
関
東
地
方
整
備
局
及
び
近
畿
地
方
整
備
局
に
あ
っ

て
は
、
建
築
安
全
課
の
所
掌
に
属
す
る
も
の
を
除
く
。
）
に
掲
げ
る
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。

２
　
中
部
地
方
整
備
局
及
び
九
州
地
方
整
備
局
の
住
宅
整
備
課
は
、
前
項
に
規
定
す
る
事
務
の
ほ
か
、
第
八
十
四
条

第
二
十
号
及
び
特
定
住
宅
瑕
疵
担
保
責
任
の
履
行
の
確
保
等
に
関
す
る
法
律
の
施
行
に
関
す
る
事
務
（
建
設
産
業

課
の
所
掌
に
属
す
る
も
の
を
除
く
。
）
を
つ
か
さ
ど
る
。

（
建
築
安
全
課
の
所
掌
事
務
）

第
八
十
六
条
の
二
　
建
築
安
全
課
は
、
次
に
掲
げ
る
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。

一
　
第
八
十
四
条
第
十
六
号
（
住
宅
の
品
質
確
保
の
促
進
等
に
関
す
る
法
律
の
施
行
に
関
す
る
こ
と
に
限
る
。
）
、

第
二
十
号
、
第
二
十
三
号
（
建
築
物
に
関
す
る
事
故
の
再
発
防
止
対
策
及
び
建
築
物
防
災
対
策
に
係
る
も
の
に

限
る
。
）
及
び
第
二
十
四
号
（
建
築
基
準
法
又
は
こ
れ
に
基
づ
く
命
令
に
係
る
違
反
建
築
物
、
建
築
物
に
関
す

る
事
故
及
び
そ
の
再
発
防
止
対
策
並
び
に
建
築
物
防
災
対
策
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
に
掲
げ
る
事
務
に
関
す

る
こ
と
。

二
　
特
定
住
宅
瑕
疵
担
保
責
任
の
履
行
の
確
保
等
に
関
す
る
法
律
の
施
行
に
関
す
る
こ
と
（
建
設
産
業
第
一
課
及

び
建
設
産
業
第
二
課
の
所
掌
に
属
す
る
も
の
を
除
く
。
）
。

（
公
園
利
活
用
推
進
セ
ン
タ
ー
の
所
掌
事
務
）

第
八
十
六
条
の
三
　
公
園
利
活
用
推
進
セ
ン
タ
ー
は
、
第
八
十
四
条
第
四
号
及
び
第
五
号
（
公
園
、
緑
地
、
広
場
、

墓
園
そ
の
他
の
公
共
空
地
に
関
す
る
も
の
に
限
る
。
）
並
び
に
第
十
号
か
ら
第
十
四
号
ま
で
に
掲
げ
る
事
務
を
つ

か
さ
ど
る
。

（
河
川
部
に
置
く
課
等
）

第
八
十
七
条
　
河
川
部
に
、
次
に
掲
げ
る
課
及
び
セ
ン
タ
ー
を
置
く
。

水
政
課

河
川
計
画
課

地
域
河
川
課

河
川
環
境
課
（
北
陸
地
方
整
備
局
及
び
四
国
地
方
整
備
局
を
除
く
。
）

河
川
工
事
課

河
川
管
理
課

水
災
害
予
報
セ
ン
タ
ー

水
災
害
対
策
セ
ン
タ
ー
（
関
東
地
方
整
備
局
、
北
陸
地
方
整
備
局
、
中
部
地
方
整
備
局
及
び
中
国
地
方
整
備
局

に
限
る
。
）

（
水
政
課
の
所
掌
事
務
）

第
八
十
八
条
　
水
政
課
は
、
次
に
掲
げ
る
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。

一
　
河
川
等
の
行
政
監
督
に
関
す
る
事
務
の
う
ち
、
都
府
県
知
事
が
一
級
河
川
に
つ
い
て
行
う
水
利
使
用
の
許
可

及
び
工
作
物
の
新
築
、
改
築
又
は
除
却
の
許
可
並
び
に
こ
れ
ら
の
許
可
に
係
る
河
川
法
第
七
十
五
条
の
規
定
に

よ
る
処
分
並
び
に
土
地
の
掘
削
、
盛
土
若
し
く
は
切
土
そ
の
他
の
土
地
の
形
状
を
変
更
す
る
行
為
又
は
竹
木
の

植
栽
若
し
く
は
伐
採
の
許
可
に
係
る
認
可
に
関
す
る
こ
と
。

二
　
河
川
等
の
行
政
監
督
に
関
す
る
事
務
の
う
ち
、
都
府
県
知
事
が
二
級
河
川
に
つ
い
て
行
う
水
利
使
用
の
許
可

及
び
当
該
許
可
に
係
る
河
川
法
第
七
十
五
条
の
規
定
に
よ
る
処
分
に
係
る
同
意
に
関
す
る
こ
と
。

三
　
国
土
交
通
大
臣
が
行
う
河
川
の
利
用
、
保
全
そ
の
他
の
管
理
に
関
す
る
事
務
の
う
ち
、
河
川
区
域
そ
の
他
の

区
域
の
指
定
、
水
利
使
用
の
許
可
そ
の
他
の
規
制
、
河
川
台
帳
の
調
製
及
び
保
管
並
び
に
河
川
法
第
九
十
一
条

第
一
項
に
規
定
す
る
廃
川
敷
地
等
の
管
理
に
関
す
る
こ
と
。

四
　
特
定
都
市
河
川
浸
水
被
害
対
策
法
（
平
成
十
五
年
法
律
第
七
十
七
号
）
第
八
条
第
三
項
に
規
定
す
る
河
川
管

理
者
の
管
理
す
る
雨
水
貯
留
浸
透
施
設
の
区
域
の
公
示
に
関
す
る
こ
と
。

五
　
管
理
主
任
技
術
者
の
資
格
の
認
定
に
関
す
る
こ
と
。

六
　
砂
利
採
取
法
の
規
定
に
よ
る
砂
利
採
取
業
者
（
河
川
に
お
い
て
砂
利
の
採
取
を
行
う
も
の
に
限
る
。
）
の
監

督
に
関
す
る
こ
と
。

七
　
低
潮
線
保
全
区
域
に
お
け
る
低
潮
線
の
保
全
に
関
す
る
こ
と
（
河
川
管
理
課
の
所
掌
に
属
す
る
も
の
を
除

く
。
）
。

八
　
流
域
に
お
け
る
水
利
に
関
す
る
施
策
の
う
ち
、
水
利
用
の
合
理
化
及
び
水
管
理
の
適
正
化
に
係
る
も
の
（
水

利
使
用
の
許
可
に
関
連
す
る
も
の
に
限
る
。
）
の
調
査
及
び
調
整
そ
の
他
当
該
施
策
の
推
進
に
関
す
る
こ
と
。

九
　
公
有
水
面
の
埋
立
て
及
び
干
拓
の
免
許
に
関
す
る
認
可
に
関
す
る
こ
と
。

十
　
運
河
に
関
す
る
こ
と
。

十
一
　
砂
防
法
第
二
条
に
規
定
す
る
土
地
及
び
地
す
べ
り
防
止
区
域
の
指
定
に
関
す
る
調
査
及
び
調
整
に
関
す
る

事
務
の
う
ち
、
行
為
の
制
限
に
関
す
る
こ
と
。

十
二
　
砂
防
法
第
二
条
の
規
定
に
よ
り
指
定
さ
れ
た
土
地
、
地
す
べ
り
防
止
区
域
及
び
急
傾
斜
地
崩
壊
危
険
区
域

内
に
お
け
る
行
為
の
制
限
に
関
す
る
こ
と
。

十
三
　
国
土
交
通
大
臣
が
行
う
海
岸
の
管
理
に
関
す
る
事
務
の
う
ち
、
海
岸
保
全
区
域
の
占
用
の
許
可
そ
の
他
の

規
制
並
び
に
海
岸
保
全
区
域
台
帳
の
調
製
及
び
保
管
に
関
す
る
こ
と
。

十
四
　
河
川
部
の
所
掌
事
務
に
係
る
補
助
金
等
の
交
付
に
関
す
る
こ
と
。

十
五
　
下
請
中
小
企
業
振
興
法
に
基
づ
く
特
定
下
請
連
携
事
業
計
画
、
中
小
企
業
等
経
営
強
化
法
に
基
づ
く
社
外

高
度
人
材
活
用
新
事
業
分
野
開
拓
計
画
、
経
営
革
新
計
画
及
び
経
営
力
向
上
計
画
、
中
小
企
業
者
と
農
林
漁
業

者
と
の
連
携
に
よ
る
事
業
活
動
の
促
進
に
関
す
る
法
律
に
基
づ
く
農
商
工
等
連
携
事
業
計
画
並
び
に
地
域
資
源

を
活
用
し
た
農
林
漁
業
者
等
に
よ
る
新
事
業
の
創
出
等
及
び
地
域
の
農
林
水
産
物
の
利
用
促
進
に
関
す
る
法
律

に
基
づ
く
研
究
開
発
・
成
果
利
用
事
業
計
画
に
関
す
る
事
務
の
う
ち
、
水
道
事
業
者
、
水
道
用
水
供
給
事
業

者
、
登
録
水
質
検
査
機
関
及
び
水
道
法
第
三
十
四
条
の
二
第
二
項
の
登
録
を
受
け
た
者
並
び
に
下
水
道
処
理
施

設
維
持
管
理
業
者
及
び
下
水
道
管
路
施
設
維
持
管
理
業
者
に
係
る
も
の
に
関
す
る
こ
と
。
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十
六
　
下
水
道
処
理
施
設
維
持
管
理
業
者
の
登
録
に
関
す
る
こ
と
。

（
河
川
計
画
課
の
所
掌
事
務
）

第
八
十
九
条
　
河
川
計
画
課
は
、
次
に
掲
げ
る
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。

一
　
河
川
整
備
計
画
に
関
す
る
こ
と
（
地
域
河
川
課
の
所
掌
に
属
す
る
も
の
を
除
く
。
）
。

二
　
直
轄
河
川
事
業
等
及
び
地
方
公
共
団
体
等
か
ら
の
委
託
に
基
づ
く
河
川
事
業
等
に
関
す
る
建
設
工
事
又
は
建

設
工
事
の
設
計
若
し
く
は
工
事
管
理
（
河
川
管
理
課
の
行
う
も
の
を
除
く
。
）
（
以
下
「
直
轄
河
川
関
係
事
業

等
」
と
い
う
。
）
に
関
す
る
工
事
の
実
施
の
全
体
計
画
及
び
そ
の
実
施
計
画
に
関
す
る
こ
と
（
東
北
地
方
整
備

局
、
関
東
地
方
整
備
局
、
中
部
地
方
整
備
局
、
近
畿
地
方
整
備
局
、
中
国
地
方
整
備
局
及
び
九
州
地
方
整
備
局

に
あ
っ
て
は
、
河
川
環
境
課
の
所
掌
に
属
す
る
も
の
を
除
く
。
）
。

三
　
砂
防
法
第
二
条
に
規
定
す
る
土
地
及
び
地
す
べ
り
防
止
区
域
の
指
定
に
関
す
る
調
査
及
び
調
整
に
関
す
る
こ

と
（
水
政
課
の
所
掌
に
属
す
る
も
の
を
除
く
。
）
。

四
　
河
川
事
業
等
に
要
す
る
費
用
に
関
す
る
資
料
の
作
成
に
関
す
る
こ
と
（
他
課
の
所
掌
に
属
す
る
も
の
を
除

く
。
）
。

五
　
直
轄
河
川
関
係
事
業
等
に
関
す
る
工
事
の
調
査
に
関
す
る
こ
と
。

六
　
流
域
に
お
け
る
治
水
及
び
水
利
に
関
す
る
施
策
の
調
査
及
び
調
整
そ
の
他
当
該
施
策
の
推
進
に
関
す
る
こ
と

（
他
課
の
所
掌
に
属
す
る
も
の
を
除
く
。
）
。

七
　
土
砂
災
害
警
戒
区
域
等
に
お
け
る
土
砂
災
害
防
止
対
策
の
推
進
に
関
す
る
法
律
の
規
定
に
よ
る
基
礎
調
査
の

結
果
の
報
告
、
緊
急
調
査
の
実
施
及
び
避
難
の
た
め
の
立
退
き
の
指
示
等
の
解
除
に
関
す
る
助
言
に
関
す
る
こ

と
。

八
　
国
土
交
通
大
臣
が
行
う
海
岸
の
管
理
に
関
す
る
事
務
の
う
ち
、
海
岸
保
全
施
設
と
な
る
砂
浜
の
指
定
及
び
海

岸
保
全
基
本
計
画
の
う
ち
海
岸
保
全
施
設
の
整
備
に
関
す
る
事
項
の
案
の
作
成
に
関
す
る
こ
と
。

九
　
地
形
及
び
地
質
そ
の
他
の
状
況
の
測
量
及
び
調
査
に
関
す
る
こ
と
。

十
　
水
面
の
維
持
そ
の
他
の
管
理
に
関
す
る
こ
と
（
水
政
課
及
び
河
川
管
理
課
の
所
掌
に
属
す
る
も
の
を
除
く
。
）

。

２
　
北
陸
地
方
整
備
局
及
び
四
国
地
方
整
備
局
の
河
川
計
画
課
は
、
前
項
各
号
に
掲
げ
る
事
務
の
ほ
か
、
第
九
十
一

条
第
二
号
に
掲
げ
る
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。

３
　
東
北
地
方
整
備
局
の
河
川
計
画
課
は
、
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
事
務
の
ほ
か
、
河
川
に
係
る
国
が
設
置
す
る
都

市
公
園
そ
の
他
の
公
共
空
地
に
関
す
る
工
事
の
計
画
（
建
政
部
の
所
掌
に
属
す
る
も
の
を
除
く
。
）
に
関
す
る
事

務
を
つ
か
さ
ど
る
。

４
　
中
部
地
方
整
備
局
及
び
近
畿
地
方
整
備
局
の
河
川
計
画
課
は
、
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
事
務
の
ほ
か
、
河
川
に

係
る
国
が
設
置
す
る
都
市
公
園
に
関
す
る
工
事
の
計
画
（
建
政
部
の
所
掌
に
属
す
る
も
の
を
除
く
。
）
に
関
す
る

事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。

（
地
域
河
川
課
の
所
掌
事
務
）

第
九
十
条
　
地
域
河
川
課
は
、
次
に
掲
げ
る
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。

一
　
二
級
河
川
に
係
る
河
川
整
備
基
本
方
針
の
同
意
に
関
す
る
こ
と
。

二
　
指
定
区
間
内
の
一
級
河
川
に
係
る
河
川
整
備
計
画
の
認
可
に
関
す
る
こ
と
。

三
　
二
級
河
川
に
係
る
河
川
整
備
計
画
の
同
意
に
関
す
る
こ
と
。

四
　
流
域
水
害
対
策
計
画
の
同
意
に
関
す
る
こ
と
。

五
　
指
定
区
間
内
の
一
級
河
川
の
改
良
工
事
に
係
る
認
可
及
び
二
級
河
川
の
改
良
工
事
に
係
る
同
意
に
関
す
る
こ

と
。

六
　
河
川
事
業
等
の
指
導
、
監
督
及
び
助
成
に
関
す
る
こ
と
。

七
　
雨
水
出
水
浸
水
想
定
区
域
及
び
高
潮
浸
水
想
定
区
域
並
び
に
津
波
浸
水
想
定
に
関
す
る
こ
と
。

八
　
水
道
法
第
五
条
の
三
第
八
項
（
同
条
第
十
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
第
十
三
条
第
一
項
（
同

法
第
三
十
一
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
第
十
四
条
第
五
項
及
び
第
二
十
四
条
の
三
第
二
項
（
同

法
第
三
十
一
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
る
報
告
及
び
届
出
の
受
理
並
び
に
水
道
事

業
及
び
水
道
用
水
供
給
事
業
の
指
導
及
び
助
成
に
関
す
る
こ
と
。

九
　
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
使
用
の
合
理
化
及
び
非
化
石
エ
ネ
ル
ギ
ー
へ
の
転
換
等
に
関
す
る
法
律
及
び
地
球
温
暖
化
対

策
の
推
進
に
関
す
る
法
律
に
基
づ
く
水
道
及
び
下
水
道
に
係
る
措
置
に
関
す
る
こ
と
。

十
　
第
八
号
及
び
前
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
水
道
に
関
す
る
こ
と
そ
の
他
人
の
飲
用
に
供
す
る
水
の
利
用
に

関
す
る
こ
と
。

十
一
　
下
水
道
法
第
二
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
流
域
別
下
水
道
整
備
総
合
計
画
の
届
出
の
受
理
に
関
す
る
こ

と
。

十
二
　
公
共
下
水
道
、
流
域
下
水
道
及
び
都
市
下
水
路
の
管
理
に
関
す
る
指
導
、
監
督
及
び
助
成
に
関
す
る
こ

と
。

（
河
川
環
境
課
の
所
掌
事
務
）

第
九
十
一
条
　
河
川
環
境
課
は
、
次
に
掲
げ
る
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。

一
　
直
轄
河
川
関
係
事
業
等
に
関
す
る
工
事
の
実
施
の
全
体
計
画
に
関
す
る
事
務
の
う
ち
、
ダ
ム
、
河
口

ぜ
き堰

、
湖

沼
水
位
調
節
施
設
及
び
流
況
調
整
河
川
（
流
水
の
状
況
を
改
善
す
る
た
め
二
以
上
の
河
川
を
連
絡
す
る
河
川
を

い
う
。
）
並
び
に
河
川
環
境
整
備
に
関
す
る
も
の
並
び
に
そ
の
事
務
に
係
る
連
絡
調
整
に
関
す
る
こ
と
。

二
　
河
川
部
の
所
掌
に
係
る
環
境
の
保
全
に
関
す
る
施
策
の
調
査
及
び
調
整
そ
の
他
当
該
施
策
の
推
進
に
関
す
る

こ
と
。

三
　
水
利
使
用
の
許
可
及
び
河
川
法
第
二
十
三
条
の
二
の
登
録
に
関
す
る
事
務
の
う
ち
、
技
術
的
審
査
に
関
す
る

こ
と
。

四
　
気
象
及
び
雨
雪
量
並
び
に
水
位
、
流
量
、
潮
汐
、
水
質
そ
の
他
の
水
象
に
関
す
る
調
査
及
び
研
究
に
関
す
る

こ
と
（
水
災
害
予
報
セ
ン
タ
ー
の
所
掌
に
属
す
る
も
の
を
除
く
。
）
。

五
　
水
道
原
水
水
質
保
全
事
業
の
実
施
の
促
進
に
関
す
る
法
律
の
施
行
に
関
す
る
こ
と
。

（
河
川
工
事
課
の
所
掌
事
務
）

第
九
十
二
条
　
河
川
工
事
課
は
、
次
に
掲
げ
る
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。

一
　
直
轄
河
川
関
係
事
業
等
に
関
す
る
工
事
（
河
川
の
修
繕
並
び
に
ダ
ム
及
び
そ
の
附
帯
施
設
の
修
繕
及
び
災
害

復
旧
を
除
く
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
実
施
の
調
整
に
関
す
る
こ
と
。

二
　
国
土
交
通
大
臣
の
管
理
に
係
る
河
川
及
び
砂
防
設
備
の
災
害
復
旧
に
要
す
る
費
用
の
要
求
に
関
す
る
資
料
の

作
成
に
関
す
る
こ
と
。

三
　
直
轄
河
川
関
係
事
業
等
に
関
す
る
工
事
の
実
施
設
計
、
施
工
及
び
検
査
そ
の
他
の
工
事
管
理
に
関
す
る
こ

と
。

四
　
河
川
部
所
属
の
事
業
費
を
も
っ
て
す
る
営
繕
に
係
る
工
事
の
設
計
、
施
工
及
び
工
事
管
理
に
関
す
る
こ
と
。

２
　
東
北
地
方
整
備
局
の
河
川
工
事
課
は
、
前
項
各
号
に
掲
げ
る
事
務
の
ほ
か
、
河
川
に
係
る
国
が
設
置
す
る
都
市

公
園
そ
の
他
の
公
共
空
地
に
関
す
る
工
事
の
実
施
に
関
す
る
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。

３
　
中
部
地
方
整
備
局
及
び
近
畿
地
方
整
備
局
の
河
川
工
事
課
は
、
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
事
務
の
ほ
か
、
河
川
に

係
る
国
が
設
置
す
る
都
市
公
園
に
関
す
る
工
事
の
実
施
に
関
す
る
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。

（
河
川
管
理
課
の
所
掌
事
務
）

第
九
十
三
条
　
河
川
管
理
課
は
、
次
に
掲
げ
る
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。

一
　
指
定
区
間
外
の
一
級
河
川
に
お
け
る
河
川
管
理
施
設
（
多
目
的
ダ
ム
を
含
む
。
）
の
操
作
規
則
に
関
す
る
こ

と
。

二
　
国
土
交
通
大
臣
の
管
理
す
る
河
川
に
係
る
多
目
的
ダ
ム
に
係
る
放
流
に
関
す
る
通
知
及
び
一
般
に
周
知
さ
せ

る
た
め
に
必
要
な
措
置
に
関
す
る
こ
と
。

三
　
ダ
ム
及
び
そ
の
附
帯
施
設
の
工
事
（
修
繕
及
び
災
害
復
旧
を
除
く
。
）
以
外
の
管
理
に
関
す
る
こ
と
。

四
　
前
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
国
土
交
通
大
臣
の
管
理
に
係
る
河
川
の
維
持
及
び
修
繕
に
関
す
る
こ
と
。

五
　
第
八
十
八
条
第
一
号
に
掲
げ
る
事
務
（
水
利
使
用
の
許
可
に
係
る
も
の
を
除
く
。
）
、
同
条
第
三
号
に
掲
げ
る

事
務
の
う
ち
規
制
（
水
利
使
用
の
許
可
及
び
河
川
法
第
二
十
三
条
の
二
の
登
録
を
除
く
。
）
に
係
る
も
の
及
び

同
条
第
十
三
号
に
掲
げ
る
事
務
の
う
ち
海
岸
保
全
区
域
の
占
用
の
許
可
そ
の
他
の
規
制
に
係
る
も
の
に
関
す
る

事
務
に
関
し
、
技
術
的
審
査
に
関
す
る
こ
と
。

六
　
低
潮
線
保
全
区
域
に
お
け
る
低
潮
線
の
保
全
に
関
す
る
事
務
の
う
ち
技
術
に
関
す
る
こ
と
。

七
　
地
方
公
共
団
体
等
か
ら
の
委
託
に
基
づ
き
、
第
三
号
及
び
第
四
号
に
掲
げ
る
事
務
に
関
連
す
る
建
設
工
事
又

は
建
設
工
事
の
設
計
若
し
く
は
工
事
管
理
を
行
う
こ
と
。
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２
　
北
陸
地
方
整
備
局
及
び
四
国
地
方
整
備
局
の
河
川
管
理
課
は
、
前
項
各
号
に
掲
げ
る
事
務
の
ほ
か
、
第
九
十
一

条
第
三
号
か
ら
第
五
号
ま
で
に
掲
げ
る
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。

（
水
災
害
予
報
セ
ン
タ
ー
の
所
掌
事
務
）

第
九
十
四
条
　
水
災
害
予
報
セ
ン
タ
ー
は
、
次
に
掲
げ
る
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。

一
　
洪
水
予
報
及
び
水
防
警
報
に
関
す
る
こ
と
。

二
　
気
象
及
び
雨
雪
量
並
び
に
水
位
、
流
量
、
潮
汐
、
水
質
そ
の
他
の
水
象
に
関
す
る
調
査
及
び
研
究
の
う
ち
水

災
害
予
報
に
関
す
る
こ
と
。

２
　
東
北
地
方
整
備
局
、
近
畿
地
方
整
備
局
、
四
国
地
方
整
備
局
及
び
九
州
地
方
整
備
局
の
水
災
害
予
報
セ
ン
タ
ー

は
、
前
項
に
掲
げ
る
事
務
の
ほ
か
、
次
条
に
規
定
す
る
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。

（
水
災
害
対
策
セ
ン
タ
ー
の
所
掌
事
務
）

第
九
十
四
条
の
二
　
水
災
害
対
策
セ
ン
タ
ー
は
、
洪
水
浸
水
想
定
区
域
に
関
す
る
事
務
そ
の
他
の
水
防
に
関
す
る
事

務
（
洪
水
予
報
及
び
水
防
警
報
に
関
す
る
も
の
並
び
に
地
域
河
川
課
の
所
掌
に
属
す
る
も
の
を
除
く
。
）
を
つ
か

さ
ど
る
。

（
道
路
部
に
置
く
課
）

第
九
十
五
条
　
道
路
部
に
、
次
に
掲
げ
る
課
を
置
く
。

路
政
課

道
路
計
画
課
（
北
陸
地
方
整
備
局
、
中
部
地
方
整
備
局
、
中
国
地
方
整
備
局
及
び
四
国
地
方
整
備
局
に
限
る
。
）

道
路
計
画
第
一
課
（
東
北
地
方
整
備
局
、
関
東
地
方
整
備
局
、
近
畿
地
方
整
備
局
及
び
九
州
地
方
整
備
局
に
限

る
。
）

道
路
計
画
第
二
課
（
東
北
地
方
整
備
局
、
関
東
地
方
整
備
局
、
近
畿
地
方
整
備
局
及
び
九
州
地
方
整
備
局
に
限

る
。
）

地
域
道
路
課

計
画
調
整
課
（
関
東
地
方
整
備
局
、
中
部
地
方
整
備
局
及
び
近
畿
地
方
整
備
局
に
限
る
。
）

道
路
工
事
課

道
路
管
理
課

交
通
対
策
課

（
路
政
課
の
所
掌
事
務
）

第
九
十
六
条
　
路
政
課
は
、
次
に
掲
げ
る
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。

一
　
道
路
の
行
政
監
督
に
関
す
る
こ
と
。

二
　
沿
道
整
備
道
路
の
指
定
に
関
す
る
こ
と
。

三
　
直
轄
国
道
等
の
整
備
及
び
保
全
（
除
雪
を
含
む
。
）
以
外
の
管
理
に
関
す
る
こ
と
。

四
　
道
路
の
整
備
等
に
係
る
補
助
金
等
の
交
付
に
関
す
る
事
務
及
び
都
府
県
若
し
く
は
市
町
村
又
は
地
方
道
路
公

社
に
対
す
る
貸
付
け
に
関
す
る
こ
と
。

五
　
地
方
道
路
公
社
の
行
う
業
務
に
関
す
る
こ
と
（
地
域
道
路
課
の
所
掌
に
属
す
る
も
の
を
除
く
。
）
。

六
　
都
府
県
道
若
し
く
は
市
町
村
道
の
道
路
管
理
者
又
は
地
方
道
路
公
社
が
行
う
有
料
道
路
に
関
す
る
事
業
に
関

す
る
事
務
の
う
ち
、
料
金
の
審
査
に
関
す
る
こ
と
。

（
道
路
計
画
課
の
所
掌
事
務
）

第
九
十
七
条
　
道
路
計
画
課
は
、
次
に
掲
げ
る
事
務
（
中
部
地
方
整
備
局
に
あ
っ
て
は
、
第
一
号
に
掲
げ
る
事
務
の

う
ち
大
規
模
な
直
轄
国
道
等
（
高
速
自
動
車
国
道
を
除
く
。
）
に
係
る
も
の
及
び
第
五
号
に
掲
げ
る
も
の
を
除
く

。
）
を
つ
か
さ
ど
る
。

一
　
直
轄
国
道
等
に
係
る
道
路
の
整
備
及
び
保
全
（
除
雪
を
含
む
。
）
に
関
す
る
計
画
に
関
す
る
こ
と
。

二
　
道
路
の
整
備
等
に
要
す
る
費
用
に
関
す
る
資
料
の
作
成
に
関
す
る
こ
と
（
災
害
復
旧
に
係
る
も
の
及
び
地
域

道
路
課
の
所
掌
に
属
す
る
も
の
を
除
く
。
）
。

三
　
道
路
に
関
す
る
調
査
に
関
す
る
こ
と
。

四
　
道
路
整
備
計
画
に
係
る
報
告
の
受
理
に
関
す
る
こ
と
。

五
　
直
轄
国
道
等
に
係
る
環
境
対
策
に
関
す
る
こ
と
。

２
　
北
陸
地
方
整
備
局
、
中
国
地
方
整
備
局
及
び
四
国
地
方
整
備
局
の
道
路
計
画
課
は
、
前
項
各
号
に
掲
げ
る
事
務

の
ほ
か
、
国
が
設
置
す
る
都
市
公
園
に
関
す
る
工
事
の
計
画
（
建
政
部
の
所
掌
に
属
す
る
も
の
を
除
く
。
）
に
関

す
る
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。

（
道
路
計
画
第
一
課
の
所
掌
事
務
）

第
九
十
八
条
　
道
路
計
画
第
一
課
は
、
前
条
第
一
項
第
一
号
に
掲
げ
る
事
務
の
う
ち
大
規
模
な
直
轄
国
道
等
（
高
速

自
動
車
国
道
を
除
く
。
）
に
係
る
も
の
以
外
の
も
の
及
び
第
二
号
か
ら
第
四
号
ま
で
に
掲
げ
る
事
務
を
つ
か
さ
ど

る
。

２
　
東
北
地
方
整
備
局
及
び
九
州
地
方
整
備
局
の
道
路
計
画
第
一
課
は
、
前
項
に
掲
げ
る
事
務
の
ほ
か
、
前
条
第
一

項
第
一
号
に
掲
げ
る
事
務
の
う
ち
大
規
模
な
直
轄
国
道
等
に
係
る
も
の
及
び
第
五
号
に
掲
げ
る
事
務
を
つ
か
さ
ど

る
。

３
　
東
北
地
方
整
備
局
の
道
路
計
画
第
一
課
は
、
前
二
項
に
掲
げ
る
事
務
の
ほ
か
、
国
が
設
置
す
る
都
市
公
園
そ
の

他
の
公
共
空
地
に
関
す
る
工
事
の
計
画
（
建
政
部
及
び
河
川
部
の
所
掌
に
属
す
る
も
の
を
除
く
。
）
に
関
す
る
事

務
を
つ
か
さ
ど
る
。

４
　
関
東
地
方
整
備
局
の
道
路
計
画
第
一
課
は
、
第
一
項
に
掲
げ
る
事
務
の
ほ
か
、
国
が
設
置
す
る
都
市
公
園
そ
の

他
の
公
共
空
地
に
関
す
る
工
事
の
計
画
（
建
政
部
の
所
掌
に
属
す
る
も
の
を
除
く
。
）
に
関
す
る
事
務
を
つ
か
さ

ど
る
。

５
　
近
畿
地
方
整
備
局
の
道
路
計
画
第
一
課
は
、
第
一
項
に
掲
げ
る
事
務
の
ほ
か
、
国
が
設
置
す
る
都
市
公
園
に
関

す
る
工
事
の
計
画
（
建
政
部
及
び
河
川
部
の
所
掌
に
属
す
る
も
の
を
除
く
。
）
に
関
す
る
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。

６
　
九
州
地
方
整
備
局
の
道
路
計
画
第
一
課
は
、
第
一
項
及
び
第
二
項
に
掲
げ
る
事
務
の
ほ
か
、
国
が
設
置
す
る
都

市
公
園
に
関
す
る
工
事
の
計
画
（
建
政
部
の
所
掌
に
属
す
る
も
の
を
除
く
。
）
に
関
す
る
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。

（
道
路
計
画
第
二
課
の
所
掌
事
務
）

第
九
十
九
条
　
道
路
計
画
第
二
課
は
、
次
に
掲
げ
る
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。

一
　
直
轄
国
道
等
に
係
る
道
路
の
整
備
等
に
関
す
る
長
期
計
画
に
関
す
る
こ
と
。

二
　
前
号
に
掲
げ
る
事
務
に
関
す
る
調
査
に
関
す
る
こ
と
。

三
　
道
路
の
構
造
の
調
査
に
関
す
る
こ
と
。

（
地
域
道
路
課
の
所
掌
事
務
）

第
百
条
　
地
域
道
路
課
は
、
次
に
掲
げ
る
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。

一
　
地
域
道
路
の
整
備
及
び
保
全
（
除
雪
を
含
む
。
）
に
係
る
調
整
、
指
導
及
び
監
督
に
関
す
る
こ
と
（
路
政
課

の
所
掌
に
属
す
る
も
の
を
除
く
。
）
。

二
　
指
定
区
間
外
の
一
般
国
道
、
都
府
県
道
及
び
市
町
村
道
の
整
備
及
び
保
全
（
除
雪
を
含
む
。
）
に
係
る
助
成

に
関
す
る
こ
と
。

三
　
指
定
区
間
外
の
一
般
国
道
の
新
設
及
び
改
築
の
認
可
に
関
す
る
こ
と
。

四
　
都
府
県
道
若
し
く
は
市
町
村
道
の
道
路
管
理
者
又
は
地
方
道
路
公
社
が
行
う
有
料
道
路
に
関
す
る
事
業
に
関

す
る
こ
と
。

五
　
地
方
道
路
公
社
の
定
款
の
認
可
に
関
す
る
事
務
の
う
ち
道
路
の
整
備
に
関
す
る
基
本
計
画
の
審
査
に
関
す
る

こ
と
並
び
に
地
方
道
路
公
社
の
予
算
、
事
業
計
画
及
び
資
金
計
画
に
関
す
る
指
導
に
関
す
る
こ
と
。

２
　
北
陸
地
方
整
備
局
、
中
部
地
方
整
備
局
、
中
国
地
方
整
備
局
及
び
四
国
地
方
整
備
局
の
地
域
道
路
課
は
、
前
項

各
号
に
掲
げ
る
事
務
の
ほ
か
、
前
条
各
号
に
掲
げ
る
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。

（
計
画
調
整
課
の
所
掌
事
務
）

第
百
一
条
　
計
画
調
整
課
は
、
大
規
模
な
直
轄
国
道
等
（
高
速
自
動
車
国
道
を
除
く
。
）
に
関
す
る
道
路
の
整
備
及

び
保
全
（
除
雪
を
含
む
。
）
に
関
す
る
計
画
に
関
す
る
事
務
及
び
第
九
十
七
条
第
一
項
第
五
号
に
掲
げ
る
事
務
を

つ
か
さ
ど
る
。

（
道
路
工
事
課
の
所
掌
事
務
）

第
百
二
条
　
道
路
工
事
課
は
、
次
に
掲
げ
る
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。

一
　
直
轄
国
道
等
に
関
す
る
工
事
（
道
路
管
理
課
の
所
掌
に
属
す
る
も
の
を
除
く
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同

じ
。
）
の
実
施
の
調
整
に
関
す
る
こ
と
。

二
　
直
轄
国
道
等
に
関
す
る
工
事
の
実
施
設
計
、
施
工
及
び
検
査
そ
の
他
の
工
事
管
理
に
関
す
る
こ
と
。

三
　
地
方
公
共
団
体
等
か
ら
の
委
託
に
基
づ
き
、
道
路
の
整
備
等
に
関
連
す
る
建
設
工
事
又
は
建
設
工
事
の
設
計

若
し
く
は
工
事
管
理
を
行
う
こ
と
（
道
路
管
理
課
の
所
掌
に
属
す
る
も
の
を
除
く
。
）
。

四
　
道
路
部
所
属
の
事
業
費
を
も
っ
て
す
る
営
繕
に
係
る
工
事
の
設
計
、
施
工
及
び
工
事
管
理
に
関
す
る
こ
と
。
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２
　
道
路
工
事
課
（
東
北
地
方
整
備
局
、
関
東
地
方
整
備
局
及
び
中
部
地
方
整
備
局
を
除
く
。
）
は
、
前
項
各
号
に

掲
げ
る
事
務
の
ほ
か
、
国
が
設
置
す
る
都
市
公
園
に
関
す
る
工
事
の
実
施
（
近
畿
地
方
整
備
局
に
あ
っ
て
は
、
河

川
部
の
所
掌
に
属
す
る
も
の
を
除
く
。
）
に
関
す
る
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。

３
　
東
北
地
方
整
備
局
及
び
関
東
地
方
整
備
局
の
道
路
工
事
課
は
、
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
事
務
の
ほ
か
、
国
が
設

置
す
る
都
市
公
園
そ
の
他
の
公
共
空
地
に
関
す
る
工
事
の
実
施
（
東
北
地
方
整
備
局
に
あ
っ
て
は
河
川
部
の
所
掌

に
属
す
る
も
の
を
除
く
。
）
を
つ
か
さ
ど
る
。

（
道
路
管
理
課
の
所
掌
事
務
）

第
百
三
条
　
道
路
管
理
課
は
、
次
に
掲
げ
る
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。

一
　
直
轄
国
道
等
の
保
全
（
除
雪
を
含
む
。
）
に
関
す
る
こ
と
（
路
政
課
の
所
掌
に
属
す
る
も
の
を
除
く
。
）
。

二
　
共
同
溝
の
整
備
に
関
す
る
こ
と
。

三
　
地
方
公
共
団
体
等
か
ら
の
委
託
に
基
づ
き
、
道
路
の
保
全
（
除
雪
を
含
む
。
）
、
交
通
安
全
対
策
及
び
共
同
溝

の
整
備
に
関
連
す
る
建
設
工
事
又
は
建
設
工
事
の
設
計
若
し
く
は
工
事
管
理
を
行
う
こ
と
。

四
　
他
の
道
路
管
理
者
が
行
う
工
事
又
は
都
市
計
画
法
、
土
地
区
画
整
理
法
そ
の
他
の
法
律
に
基
づ
く
事
業
の
施

行
に
伴
う
直
轄
国
道
等
に
関
す
る
工
事
に
関
す
る
こ
と
。

五
　
地
方
公
共
団
体
か
ら
の
委
託
に
基
づ
き
、
災
害
が
発
生
し
、
又
は
発
生
す
る
お
そ
れ
が
あ
る
と
き
そ
の
他
の

緊
急
時
に
お
い
て
、
道
路
の
保
全
（
除
雪
を
含
む
。
）
に
係
る
応
急
の
対
策
を
行
う
こ
と
。

六
　
直
轄
国
道
等
の
整
備
及
び
保
全
（
除
雪
を
含
む
。
）
以
外
の
管
理
に
係
る
事
務
の
う
ち
、
技
術
的
審
査
に
関

す
る
こ
と
（
交
通
対
策
課
の
所
掌
に
属
す
る
も
の
を
除
く
。
）
。

（
交
通
対
策
課
の
所
掌
事
務
）

第
百
四
条
　
交
通
対
策
課
は
、
次
に
掲
げ
る
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。

一
　
直
轄
国
道
等
に
係
る
交
通
安
全
対
策
に
関
す
る
こ
と
。

二
　
直
轄
国
道
等
の
整
備
及
び
保
全
（
除
雪
を
含
む
。
）
以
外
の
管
理
の
う
ち
、
通
行
の
規
制
に
係
る
も
の
に
関

す
る
技
術
的
審
査
に
関
す
る
こ
と
。

第
百
五
条
　
削
除

（
港
湾
空
港
部
に
置
く
課
等
）

第
百
六
条
　
港
湾
空
港
部
に
、
次
に
掲
げ
る
課
、
室
及
び
セ
ン
タ
ー
を
置
く
。

港
政
課

港
湾
管
理
課

港
湾
計
画
課

港
湾
事
業
企
画
課

港
湾
空
港
整
備
・
補
償
課
（
関
東
地
方
整
備
局
及
び
九
州
地
方
整
備
局
を
除
く
。
）

港
湾
整
備
・
補
償
課
（
関
東
地
方
整
備
局
及
び
九
州
地
方
整
備
局
に
限
る
。
）

空
港
整
備
課
（
関
東
地
方
整
備
局
及
び
九
州
地
方
整
備
局
に
限
る
。
）

海
洋
環
境
・
技
術
課

港
湾
空
港
防
災
・
危
機
管
理
課

特
定
離
島
港
湾
計
画
課
（
関
東
地
方
整
備
局
に
限
る
。
）

ク
ル
ー
ズ
振
興
・
港
湾
物
流
企
画
室

工
事
安
全
推
進
室

品
質
確
保
室

首
都
圏
臨
海
防
災
セ
ン
タ
ー
（
関
東
地
方
整
備
局
に
限
る
。
）

近
畿
圏
臨
海
防
災
セ
ン
タ
ー
（
近
畿
地
方
整
備
局
に
限
る
。
）

（
港
政
課
の
所
掌
事
務
）

第
百
七
条
　
港
政
課
は
、
次
に
掲
げ
る
事
務
を
つ
か
さ
ど
る

一
　
港
湾
空
港
部
の
所
掌
事
務
に
関
す
る
総
合
調
整
に
関
す
る
こ
と
。

二
　
港
湾
の
利
用
に
関
す
る
こ
と
（
港
湾
計
画
課
及
び
ク
ル
ー
ズ
振
興
・
港
湾
物
流
企
画
室
（
関
東
地
方
整
備
局

に
あ
っ
て
は
、
港
湾
計
画
課
、
特
定
離
島
港
湾
計
画
課
及
び
ク
ル
ー
ズ
振
興
・
港
湾
物
流
企
画
室
）
の
所
掌
に

属
す
る
も
の
を
除
く
。
）
。

三
　
地
方
整
備
局
の
事
務
所
の
う
ち
港
湾
事
務
所
、
特
定
離
島
港
湾
事
務
所
、
港
湾
・
空
港
整
備
事
務
所
、
空
港

整
備
事
務
所
、
航
路
事
務
所
及
び
港
湾
空
港
技
術
調
査
事
務
所
（
以
下
「
港
湾
事
務
所
等
」
と
い
う
。
）
の
事

務
に
係
る
法
令
等
の
遵
守
に
関
す
る
事
務
そ
の
他
の
港
湾
事
務
所
等
の
事
務
の
運
営
の
指
導
及
び
改
善
に
関
す

る
こ
と
。

四
　
前
各
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
港
湾
空
港
部
の
所
掌
事
務
で
他
の
所
掌
に
属
し
な
い
も
の
に
関
す
る
こ

と
。

（
港
湾
管
理
課
の
所
掌
事
務
）

第
百
七
条
の
二
　
港
湾
管
理
課
は
、
次
に
掲
げ
る
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。

一
　
港
湾
及
び
港
湾
に
係
る
海
岸
の
整
備
及
び
保
全
に
関
す
る
助
成
及
び
監
督
に
関
す
る
こ
と
（
技
術
的
審
査
に

関
す
る
こ
と
を
除
く
。
）
。

二
　
港
湾
（
特
定
離
島
港
湾
施
設
（
排
他
的
経
済
水
域
及
び
大
陸
棚
の
保
全
及
び
利
用
の
促
進
の
た
め
の
低
潮
線

の
保
全
及
び
拠
点
施
設
の
整
備
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
二
年
法
律
第
四
十
一
号
）
第
八
条
に
規
定
す
る

特
定
離
島
港
湾
施
設
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の
存
す
る
港
湾
を
除
く
。
）
及
び
航
路
の
管
理
に
関
す
る
こ
と

（
保
安
の
確
保
に
関
す
る
こ
と
並
び
に
港
湾
計
画
課
、
海
洋
環
境
・
技
術
課
及
び
ク
ル
ー
ズ
振
興
・
港
湾
物
流

企
画
室
（
関
東
地
方
整
備
局
に
あ
っ
て
は
、
港
湾
計
画
課
、
海
洋
環
境
・
技
術
課
、
ク
ル
ー
ズ
振
興
・
港
湾
物

流
企
画
室
及
び
首
都
圏
臨
海
防
災
セ
ン
タ
ー
、
近
畿
地
方
整
備
局
に
あ
っ
て
は
、
港
湾
計
画
課
、
海
洋
環
境
・

技
術
課
、
ク
ル
ー
ズ
振
興
・
港
湾
物
流
企
画
室
及
び
近
畿
圏
臨
海
防
災
セ
ン
タ
ー
）
の
所
掌
に
属
す
る
も
の
を

除
く
。
）
。

三
　
港
湾
内
の
公
有
水
面
の
埋
立
て
及
び
干
拓
の
認
可
に
関
す
る
こ
と
。

四
　
港
湾
内
の
運
河
に
関
す
る
こ
と
。

五
　
国
土
交
通
大
臣
が
行
う
港
湾
に
係
る
海
岸
の
管
理
に
関
す
る
事
務
の
う
ち
、
海
岸
保
全
区
域
の
占
用
の
許
可

そ
の
他
の
規
制
及
び
監
督
処
分
に
関
す
る
こ
と
。

六
　
港
湾
施
設
（
港
湾
法
第
五
十
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
港
湾
管
理
者
に
貸
し
付
け
、
又
は
管
理
を
委
託
さ

れ
た
も
の
に
限
る
。
）
の
管
理
に
関
す
る
監
査
に
関
す
る
こ
と
。

（
港
湾
計
画
課
の
所
掌
事
務
）

第
百
八
条
　
港
湾
計
画
課
は
、
次
に
掲
げ
る
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。

一
　
港
湾
（
特
定
離
島
港
湾
施
設
の
存
す
る
港
湾
を
除
く
。
）
の
整
備
、
利
用
、
保
全
及
び
管
理
並
び
に
航
路
の

整
備
及
び
保
全
に
関
す
る
計
画
に
関
す
る
こ
と
（
災
害
（
地
盤
変
動
及
び
鉱
害
を
含
む
。
以
下
第
百
十
三
条
第

五
号
、
第
百
十
四
条
第
二
号
及
び
第
百
四
十
八
条
の
七
第
二
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
防
止
に
関
す
る
も
の
並

び
に
海
洋
環
境
・
技
術
課
及
び
ク
ル
ー
ズ
振
興
・
港
湾
物
流
企
画
室
の
所
掌
に
属
す
る
も
の
を
除
く
。
）
。

二
　
港
湾
及
び
航
路
の
整
備
、
保
全
及
び
管
理
に
関
す
る
事
業
の
事
業
計
画
に
関
す
る
こ
と
（
関
東
地
方
整
備
局

に
あ
っ
て
は
、
特
定
離
島
港
湾
計
画
課
の
所
掌
に
属
す
る
も
の
を
除
く
。
）
。

三
　
港
湾
内
の
公
有
水
面
の
埋
立
て
及
び
干
拓
に
関
す
る
技
術
的
審
査
に
関
す
る
こ
と
。

四
　
港
湾
に
係
る
海
岸
の
整
備
、
利
用
、
保
全
そ
の
他
の
管
理
に
関
す
る
こ
と
（
工
事
の
検
査
の
執
行
に
関
す
る

こ
と
並
び
に
港
湾
管
理
課
及
び
港
湾
事
業
企
画
課
の
所
掌
に
属
す
る
も
の
を
除
く
。
）
。

五
　
港
湾
空
港
部
の
所
掌
事
務
に
関
す
る
事
業
評
価
に
関
す
る
こ
と
（
関
東
地
方
整
備
局
に
あ
っ
て
は
、
特
定
離

島
港
湾
計
画
課
の
所
掌
に
属
す
る
も
の
を
除
く
。
）
。

（
港
湾
事
業
企
画
課
の
所
掌
事
務
）

第
百
九
条
　
港
湾
事
業
企
画
課
は
、
次
に
掲
げ
る
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。

一
　
港
湾
等
の
整
備
及
び
保
全
に
関
す
る
工
事
の
実
施
に
関
す
る
こ
と
（
関
東
地
方
整
備
局
に
あ
っ
て
は
、
特
定

離
島
港
湾
計
画
課
及
び
首
都
圏
臨
海
防
災
セ
ン
タ
ー
の
所
掌
に
属
す
る
も
の
を
除
き
、
近
畿
地
方
整
備
局
に
あ

っ
て
は
、
近
畿
圏
臨
海
防
災
セ
ン
タ
ー
の
所
掌
に
属
す
る
も
の
を
除
く
。
）
。

二
　
港
湾
及
び
港
湾
に
係
る
海
岸
の
整
備
及
び
保
全
に
関
す
る
助
成
及
び
監
督
に
関
す
る
技
術
的
審
査
に
関
す
る

こ
と
。

三
　
港
湾
に
係
る
海
岸
の
整
備
及
び
保
全
に
関
す
る
工
事
の
工
程
管
理
、
検
査
（
工
事
の
検
査
の
執
行
に
関
す
る

こ
と
を
除
く
。
）
及
び
指
導
に
関
す
る
こ
と
。
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四
　
港
湾
の
施
設
及
び
航
路
の
改
良
及
び
維
持
に
関
す
る
工
事
に
関
す
る
試
験
、
研
究
及
び
技
術
の
開
発
並
び
に

技
術
の
指
導
及
び
成
果
の
普
及
に
関
す
る
こ
と
（
関
東
地
方
整
備
局
に
あ
っ
て
は
、
特
定
離
島
港
湾
計
画
課
の

所
掌
に
属
す
る
も
の
を
除
く
。
）
。

五
　
港
湾
空
港
部
所
属
の
事
業
費
を
も
っ
て
す
る
営
繕
に
係
る
工
事
の
設
計
、
施
工
及
び
工
事
管
理
に
関
す
る
こ

と
（
関
東
地
方
整
備
局
に
あ
っ
て
は
、
特
定
離
島
港
湾
計
画
課
の
所
掌
に
属
す
る
も
の
を
除
く
。
）
。

六
　
港
湾
空
港
部
所
管
の
情
報
シ
ス
テ
ム
に
関
す
る
こ
と
。

（
港
湾
空
港
整
備
・
補
償
課
の
所
掌
事
務
）

第
百
十
条
　
港
湾
空
港
整
備
・
補
償
課
は
、
次
に
掲
げ
る
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。

一
　
港
湾
及
び
航
路
の
整
備
及
び
保
全
に
関
す
る
工
事
の
工
程
管
理
、
検
査
（
工
事
の
検
査
の
執
行
に
関
す
る
こ

と
を
除
く
。
）
及
び
指
導
に
関
す
る
こ
と
（
海
洋
環
境
・
技
術
課
（
関
東
地
方
整
備
局
に
あ
っ
て
は
、
海
洋
環

境
・
技
術
課
、
特
定
離
島
港
湾
計
画
課
及
び
首
都
圏
臨
海
防
災
セ
ン
タ
ー
、
近
畿
地
方
整
備
局
に
あ
っ
て
は
、

海
洋
環
境
・
技
術
課
及
び
近
畿
圏
臨
海
防
災
セ
ン
タ
ー
）
の
所
掌
に
属
す
る
も
の
を
除
く
。
）
。

二
　
空
港
等
に
関
す
る
国
の
直
轄
の
土
木
施
設
の
整
備
及
び
災
害
復
旧
に
関
す
る
こ
と
（
工
事
の
検
査
の
執
行
に

関
す
る
こ
と
を
除
く
。
）
。

三
　
土
地
収
用
法
そ
の
他
の
法
律
の
規
定
に
よ
り
、
地
方
整
備
局
長
が
起
業
者
又
は
施
行
者
と
し
て
行
う
港
湾
空

港
部
の
所
掌
事
務
に
関
す
る
土
地
等
の
収
用
又
は
使
用
及
び
こ
れ
に
伴
う
地
上
物
件
の
移
転
等
に
関
す
る
こ
と

（
関
東
地
方
整
備
局
に
あ
っ
て
は
、
特
定
離
島
港
湾
計
画
課
の
所
掌
に
属
す
る
も
の
を
除
く
。
）
。

四
　
港
湾
空
港
部
の
所
掌
事
務
に
関
す
る
土
地
等
の
買
収
及
び
寄
附
並
び
に
こ
れ
に
伴
う
地
上
物
件
の
移
転
等
に

関
す
る
こ
と
（
関
東
地
方
整
備
局
に
あ
っ
て
は
、
特
定
離
島
港
湾
計
画
課
の
所
掌
に
属
す
る
も
の
を
除
く
。
）
。

五
　
港
湾
空
港
部
の
所
掌
事
務
に
関
す
る
土
地
又
は
建
物
の
借
入
れ
に
関
す
る
こ
と
（
関
東
地
方
整
備
局
に
あ
っ

て
は
、
特
定
離
島
港
湾
計
画
課
の
所
掌
に
属
す
る
も
の
を
除
く
。
）
。

六
　
港
湾
空
港
部
の
所
掌
事
務
に
関
す
る
漁
業
補
償
そ
の
他
の
損
失
の
補
償
に
関
す
る
こ
と
（
関
東
地
方
整
備
局

に
あ
っ
て
は
、
特
定
離
島
港
湾
計
画
課
の
所
掌
に
属
す
る
も
の
を
除
く
。
）
。

（
港
湾
整
備
・
補
償
課
の
所
掌
事
務
）

第
百
十
一
条
　
港
湾
整
備
・
補
償
課
は
、
前
条
第
一
号
及
び
第
三
号
か
ら
第
六
号
ま
で
に
掲
げ
る
事
務
を
つ
か
さ
ど

る
。

（
空
港
整
備
課
の
所
掌
事
務
）

第
百
十
二
条
　
空
港
整
備
課
は
、
第
百
十
条
第
二
号
に
掲
げ
る
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。

（
海
洋
環
境
・
技
術
課
の
所
掌
事
務
）

第
百
十
三
条
　
海
洋
環
境
・
技
術
課
は
、
次
に
掲
げ
る
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。

一
　
港
湾
の
環
境
の
整
備
及
び
保
全
並
び
に
航
路
の
環
境
の
保
全
に
関
す
る
計
画
（
廃
棄
物
処
理
施
設
に
関
す
る

も
の
を
含
む
。
）
に
関
す
る
こ
と
（
関
東
地
方
整
備
局
に
あ
っ
て
は
、
特
定
離
島
港
湾
計
画
課
の
所
掌
に
属
す

る
も
の
を
除
く
。
）
。

二
　
港
湾
の
環
境
の
整
備
及
び
保
全
に
関
す
る
工
事
の
検
査
（
工
事
の
検
査
の
執
行
に
関
す
る
こ
と
を
除
く
。
）

に
関
す
る
こ
と
（
関
東
地
方
整
備
局
に
あ
っ
て
は
、
特
定
離
島
港
湾
計
画
課
及
び
首
都
圏
臨
海
防
災
セ
ン
タ
ー

の
所
掌
に
属
す
る
も
の
を
除
き
、
近
畿
地
方
整
備
局
に
あ
っ
て
は
、
近
畿
圏
臨
海
防
災
セ
ン
タ
ー
の
所
掌
に
属

す
る
も
の
を
除
く
。
）
。

三
　
港
湾
及
び
航
路
の
保
全
及
び
管
理
に
関
す
る
事
務
（
促
進
区
域
内
海
域
（
海
洋
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
発
電

設
備
の
整
備
に
係
る
海
域
の
利
用
の
促
進
に
関
す
る
法
律
第
十
条
第
一
項
に
規
定
す
る
促
進
区
域
内
海
域
を
い

う
。
以
下
同
じ
。
）
の
保
全
及
び
管
理
に
関
す
る
も
の
に
限
る
。
）
の
う
ち
、
技
術
的
事
項
に
関
す
る
こ
と
。

四
　
国
が
行
う
海
洋
の
汚
染
の
防
除
に
関
す
る
業
務
に
関
す
る
こ
と
（
工
事
の
検
査
の
執
行
に
関
す
る
こ
と
及
び

港
湾
空
港
防
災
・
危
機
管
理
課
の
所
掌
に
属
す
る
も
の
を
除
く
。
）
。

五
　
港
湾
等
の
工
事
に
伴
い
発
生
す
る
土
砂
、
汚
泥
そ
の
他
の
不
要
物
の
有
効
な
利
用
の
確
保
に
関
す
る
こ
と
。

六
　
港
湾
空
港
部
の
所
掌
事
務
（
関
東
地
方
整
備
局
に
あ
っ
て
は
、
特
定
離
島
港
湾
計
画
課
の
所
掌
に
属
す
る
も

の
を
除
く
。
）
に
関
す
る
試
験
、
研
究
及
び
技
術
の
開
発
並
び
に
技
術
の
指
導
及
び
成
果
の
普
及
に
関
す
る
こ

と
（
港
湾
等
に
関
す
る
災
害
の
防
止
に
関
す
る
こ
と
及
び
港
湾
事
業
企
画
課
の
所
掌
に
属
す
る
も
の
（
関
東
地

方
整
備
局
に
あ
っ
て
は
、
港
湾
等
に
関
す
る
災
害
の
防
止
に
関
す
る
こ
と
並
び
に
港
湾
事
業
企
画
課
及
び
首
都

圏
臨
海
防
災
セ
ン
タ
ー
の
所
掌
に
属
す
る
も
の
、
近
畿
地
方
整
備
局
に
あ
っ
て
は
、
港
湾
等
に
関
す
る
災
害
の

防
止
に
関
す
る
こ
と
並
び
に
港
湾
事
業
企
画
課
及
び
近
畿
圏
臨
海
防
災
セ
ン
タ
ー
の
所
掌
に
属
す
る
も
の
）
を

除
く
。
）
。

七
　
港
湾
空
港
部
の
所
掌
事
務
に
関
す
る
船
舶
及
び
機
器
の
整
備
及
び
運
用
に
関
す
る
こ
と
（
関
東
地
方
整
備
局

に
あ
っ
て
は
、
特
定
離
島
港
湾
計
画
課
の
所
掌
に
属
す
る
も
の
を
除
く
。
）
。

（
港
湾
空
港
防
災
・
危
機
管
理
課
の
所
掌
事
務
）

第
百
十
四
条
　
港
湾
空
港
防
災
・
危
機
管
理
課
は
、
次
に
掲
げ
る
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。

一
　
港
湾
及
び
航
路
の
保
安
の
確
保
に
関
す
る
こ
と
（
関
東
地
方
整
備
局
に
あ
っ
て
は
、
特
定
離
島
港
湾
計
画
課

の
所
掌
に
属
す
る
も
の
を
除
く
。
）
。

二
　
港
湾
（
特
定
離
島
港
湾
施
設
の
存
す
る
港
湾
を
除
く
。
）
及
び
航
路
に
関
す
る
災
害
の
防
止
に
関
す
る
こ
と

（
工
事
の
検
査
の
執
行
に
関
す
る
こ
と
並
び
に
他
課
及
び
工
事
安
全
推
進
室
（
関
東
地
方
整
備
局
に
あ
っ
て
は
、

他
課
、
工
事
安
全
推
進
室
及
び
首
都
圏
臨
海
防
災
セ
ン
タ
ー
、
近
畿
地
方
整
備
局
に
あ
っ
て
は
、
他
課
、
工
事

安
全
推
進
室
及
び
近
畿
圏
臨
海
防
災
セ
ン
タ
ー
）
の
所
掌
に
属
す
る
も
の
を
除
く
。
）
。

三
　
事
案
の
発
生
時
に
お
け
る
国
が
行
う
海
洋
の
汚
染
の
防
除
に
関
す
る
業
務
の
用
に
供
す
る
船
舶
に
対
す
る
指

示
、
関
係
行
政
機
関
そ
の
他
の
関
係
者
と
の
連
絡
調
整
そ
の
他
の
初
動
措
置
に
関
す
る
こ
と
。

四
　
海
洋
汚
染
等
及
び
海
上
災
害
の
防
止
に
関
す
る
法
律
の
規
定
に
よ
る
油
保
管
施
設
等
の
油
濁
防
止
緊
急
措
置

手
引
書
等
に
関
す
る
こ
と
。

五
　
港
湾
空
港
部
の
所
掌
事
務
に
関
す
る
危
機
管
理
に
関
す
る
事
務
の
総
括
に
関
す
る
こ
と
。

（
特
定
離
島
港
湾
計
画
課
の
所
掌
事
務
）

第
百
十
五
条
　
特
定
離
島
港
湾
計
画
課
は
、
特
定
離
島
港
湾
施
設
の
存
す
る
港
湾
の
整
備
、
利
用
、
保
全
及
び
管
理

に
関
す
る
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。

（
ク
ル
ー
ズ
振
興
・
港
湾
物
流
企
画
室
の
所
掌
事
務
）

第
百
十
六
条
　
ク
ル
ー
ズ
振
興
・
港
湾
物
流
企
画
室
は
、
次
に
掲
げ
る
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。

一
　
埠
頭
の
管
理
運
営
の
高
度
化
に
関
す
る
企
画
及
び
立
案
並
び
に
調
整
に
関
す
る
こ
と
。

二
　
ク
ル
ー
ズ
の
振
興
に
関
す
る
企
画
及
び
立
案
並
び
に
調
整
に
関
す
る
こ
と
。

三
　
港
湾
に
関
す
る
物
流
の
効
率
化
、
円
滑
化
及
び
適
正
化
に
関
す
る
企
画
及
び
立
案
並
び
に
調
整
に
関
す
る
こ

と
。

四
　
港
湾
に
関
す
る
地
域
の
振
興
に
関
す
る
企
画
及
び
立
案
並
び
に
調
整
に
関
す
る
こ
と
。

（
工
事
安
全
推
進
室
の
所
掌
事
務
）

第
百
十
六
条
の
二
　
工
事
安
全
推
進
室
は
、
港
湾
空
港
部
の
所
掌
事
務
に
関
す
る
工
事
の
安
全
の
管
理
及
び
指
導
に

関
す
る
事
務
（
関
東
地
方
整
備
局
に
あ
っ
て
は
、
特
定
離
島
港
湾
計
画
課
及
び
首
都
圏
臨
海
防
災
セ
ン
タ
ー
の
所

掌
に
属
す
る
も
の
を
除
き
、
近
畿
地
方
整
備
局
に
あ
っ
て
は
、
近
畿
圏
臨
海
防
災
セ
ン
タ
ー
の
所
掌
に
属
す
る
も

の
を
除
く
。
）
を
つ
か
さ
ど
る
。

（
品
質
確
保
室
の
所
掌
事
務
）

第
百
十
六
条
の
三
　
品
質
確
保
室
は
、
次
に
掲
げ
る
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。

一
　
港
湾
空
港
部
の
所
掌
事
務
に
関
す
る
国
の
直
轄
の
事
業
に
つ
い
て
の
入
札
及
び
契
約
の
技
術
的
審
査
に
関
す

る
こ
と
（
関
東
地
方
整
備
局
に
あ
っ
て
は
、
特
定
離
島
港
湾
計
画
課
の
所
掌
に
属
す
る
も
の
を
除
く
。
）
。

二
　
港
湾
空
港
部
の
所
掌
事
務
に
関
す
る
監
査
に
関
す
る
こ
と
（
港
湾
管
理
課
の
所
掌
に
属
す
る
も
の
を
除
く
。
）

。

（
首
都
圏
臨
海
防
災
セ
ン
タ
ー
及
び
近
畿
圏
臨
海
防
災
セ
ン
タ
ー
の
所
掌
事
務
）

第
百
十
七
条
　
首
都
圏
臨
海
防
災
セ
ン
タ
ー
及
び
近
畿
圏
臨
海
防
災
セ
ン
タ
ー
は
、
次
に
掲
げ
る
事
務
を
つ
か
さ
ど

る
。

一
　
港
湾
空
港
部
の
所
掌
事
務
に
関
す
る
広
域
的
な
災
害
応
急
対
策
に
係
る
施
設
に
関
す
る
こ
と
。

二
　
港
湾
空
港
部
の
所
掌
事
務
に
関
す
る
広
域
的
な
災
害
防
止
対
策
に
関
す
る
試
験
、
研
究
及
び
技
術
の
開
発
並

び
に
技
術
の
指
導
及
び
成
果
の
普
及
に
関
す
る
こ
と
。

（
営
繕
部
に
置
く
課
等
）

第
百
十
八
条
　
営
繕
部
に
、
次
に
掲
げ
る
課
及
び
室
を
置
く
。
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計
画
課

調
整
課
（
北
陸
地
方
整
備
局
及
び
四
国
地
方
整
備
局
を
除
く
。
）

整
備
課

営
繕
技
術
管
理
課
（
関
東
地
方
整
備
局
に
限
る
。
）

技
術
・
評
価
課

保
全
指
導
・
監
督
室

（
計
画
課
の
所
掌
事
務
）

第
百
十
九
条
　
計
画
課
は
、
次
に
掲
げ
る
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。

一
　
営
繕
部
の
所
掌
事
務
に
関
す
る
調
整
に
関
す
る
こ
と
。

二
　
営
繕
工
事
の
企
画
及
び
立
案
並
び
に
連
絡
に
関
す
る
こ
と
（
東
北
地
方
整
備
局
、
関
東
地
方
整
備
局
、
中
部

地
方
整
備
局
、
近
畿
地
方
整
備
局
、
中
国
地
方
整
備
局
及
び
九
州
地
方
整
備
局
に
あ
っ
て
は
、
調
整
課
の
所
掌

に
属
す
る
も
の
を
除
く
。
）
。

三
　
既
成
営
繕
工
事
の
引
渡
し
に
関
す
る
こ
と
。

四
　
前
三
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
営
繕
部
の
所
掌
事
務
で
他
の
所
掌
に
属
し
な
い
も
の
に
関
す
る
こ
と
。

２
　
北
陸
地
方
整
備
局
及
び
四
国
地
方
整
備
局
の
計
画
課
は
、
前
項
各
号
に
掲
げ
る
事
務
の
ほ
か
、
次
条
各
号
に
掲

げ
る
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。

（
調
整
課
の
所
掌
事
務
）

第
百
二
十
条
　
調
整
課
は
、
次
に
掲
げ
る
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。

一
　
国
家
機
関
の
二
以
上
の
建
築
物
の
あ
る
一
定
の
地
域
内
に
お
い
て
行
う
営
繕
工
事
に
関
す
る
総
合
的
な
計
画

の
企
画
及
び
立
案
並
び
に
調
整
に
関
す
る
こ
と
。

二
　
営
繕
工
事
に
関
す
る
事
務
の
う
ち
、
環
境
対
策
の
企
画
及
び
立
案
並
び
に
調
整
に
関
す
る
こ
と
。

三
　
官
公
庁
施
設
に
関
す
る
指
導
及
び
監
督
に
関
す
る
こ
と
（
官
公
庁
施
設
の
建
設
等
に
関
す
る
法
律
第
十
三
条

第
三
項
に
規
定
す
る
指
導
に
関
す
る
こ
と
を
除
く
。
）
。

第
百
二
十
一
条
　
削
除

（
整
備
課
の
所
掌
事
務
）

第
百
二
十
二
条
　
整
備
課
は
、
次
に
掲
げ
る
事
務
（
関
東
地
方
整
備
局
に
あ
っ
て
は
、
第
二
号
に
掲
げ
る
事
務
の
う

ち
営
繕
工
事
に
係
る
積
算
基
準
に
関
す
る
も
の
及
び
第
三
号
に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
。
）
を
つ
か
さ
ど
る
。

一
　
営
繕
工
事
の
設
計
に
関
す
る
こ
と
。

二
　
営
繕
工
事
に
係
る
積
算
に
関
す
る
こ
と
。

三
　
営
繕
工
事
に
関
す
る
設
計
基
準
の
設
定
に
関
す
る
こ
と
。

（
営
繕
技
術
管
理
課
の
所
掌
事
務
）

第
百
二
十
三
条
　
営
繕
技
術
管
理
課
は
、
次
に
掲
げ
る
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。

一
　
営
繕
工
事
に
係
る
積
算
基
準
に
関
す
る
こ
と
。

二
　
前
条
第
三
号
に
掲
げ
る
事
務
に
関
す
る
こ
と
。

第
百
二
十
四
条
　
削
除

（
技
術
・
評
価
課
の
所
掌
事
務
）

第
百
二
十
五
条
　
技
術
・
評
価
課
は
、
次
に
掲
げ
る
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。

一
　
営
繕
工
事
に
係
る
入
札
及
び
契
約
の
制
度
の
技
術
的
事
項
の
企
画
及
び
立
案
に
関
す
る
こ
と
。

二
　
営
繕
工
事
に
関
す
る
事
務
の
う
ち
、
官
公
庁
施
設
の
評
価
に
関
す
る
こ
と
。

三
　
営
繕
工
事
の
施
工
の
促
進
、
指
導
、
監
督
及
び
検
査
に
関
す
る
こ
と
。

四
　
営
繕
工
事
の
施
工
方
法
の
調
査
及
び
改
善
に
関
す
る
こ
と
。

第
百
二
十
六
条
か
ら
第
百
二
十
九
条
ま
で
　
削
除

（
保
全
指
導
・
監
督
室
）

第
百
三
十
条
　
保
全
指
導
・
監
督
室
は
、
次
に
掲
げ
る
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。

一
　
官
公
庁
施
設
の
建
設
等
に
関
す
る
法
律
第
十
三
条
第
三
項
に
規
定
す
る
指
導
（
指
導
の
実
施
（
別
表
第
六
に

お
い
て
「
実
地
指
導
」
と
い
う
。
）
に
あ
っ
て
は
、
別
表
第
六
に
掲
げ
る
営
繕
事
務
所
の
管
轄
区
域
外
に
係
る

も
の
に
限
る
。
）
に
関
す
る
こ
と
。

二
　
特
に
重
要
な
営
繕
工
事
及
び
別
表
第
六
に
掲
げ
る
営
繕
事
務
所
の
管
轄
区
域
外
の
営
繕
工
事
の
施
工
に
関
す

る
こ
と
。

（
用
地
部
に
置
く
課
）

第
百
三
十
一
条
　
用
地
部
に
、
次
の
三
課
を
置
く
。

用
地
企
画
課

用
地
補
償
課

用
地
対
策
課

（
用
地
企
画
課
の
所
掌
事
務
）

第
百
三
十
二
条
　
用
地
企
画
課
は
、
次
に
掲
げ
る
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。

一
　
直
轄
事
業
に
係
る
土
地
等
の
買
収
及
び
寄
附
並
び
に
地
上
物
件
の
移
転
等
並
び
に
こ
れ
ら
に
伴
う
損
失
補
償

に
関
す
る
事
務
の
総
括
に
関
す
る
こ
と
。

二
　
用
地
部
の
所
掌
事
務
に
関
す
る
関
係
行
政
機
関
そ
の
他
の
関
係
者
と
の
連
絡
調
整
に
関
す
る
こ
と
（
用
地
補

償
課
の
所
掌
に
属
す
る
も
の
を
除
く
。
）
。

三
　
土
地
収
用
法
そ
の
他
の
法
律
の
規
定
に
よ
り
、
直
轄
事
業
の
起
業
者
又
は
施
行
者
と
し
て
行
う
土
地
等
の
収

用
又
は
使
用
及
び
こ
れ
に
伴
う
地
上
物
件
の
移
転
等
に
関
す
る
こ
と
（
用
地
補
償
課
の
所
掌
に
属
す
る
も
の
を

除
く
。
）
。

四
　
直
轄
事
業
の
起
業
者
又
は
施
行
者
と
し
て
行
う
土
地
等
の
収
用
又
は
使
用
並
び
に
直
轄
事
業
に
係
る
土
地
等

の
買
収
及
び
寄
附
並
び
に
こ
れ
ら
に
伴
う
地
上
物
件
の
移
転
等
に
関
す
る
総
合
的
な
工
程
管
理
に
関
す
る
計
画

の
企
画
及
び
立
案
に
関
す
る
こ
と
。

五
　
公
有
地
の
拡
大
の
推
進
に
関
す
る
法
律
第
十
九
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
土
地
開
発
公
社
に
対
す
る
報
告
徴

収
又
は
立
入
検
査
に
関
す
る
こ
と
。

六
　
補
償
コ
ン
サ
ル
タ
ン
ト
の
登
録
に
関
す
る
こ
と
。

七
　
下
請
中
小
企
業
振
興
法
に
基
づ
く
特
定
下
請
連
携
事
業
計
画
、
中
小
企
業
等
経
営
強
化
法
に
基
づ
く
社
外
高

度
人
材
活
用
新
事
業
分
野
開
拓
計
画
、
経
営
革
新
計
画
及
び
経
営
力
向
上
計
画
、
中
小
企
業
者
と
農
林
漁
業
者

と
の
連
携
に
よ
る
事
業
活
動
の
促
進
に
関
す
る
法
律
に
基
づ
く
農
商
工
等
連
携
事
業
計
画
並
び
に
地
域
資
源
を

活
用
し
た
農
林
漁
業
者
等
に
よ
る
新
事
業
の
創
出
等
及
び
地
域
の
農
林
水
産
物
の
利
用
促
進
に
関
す
る
法
律
に

基
づ
く
研
究
開
発
・
成
果
利
用
事
業
計
画
に
関
す
る
事
務
の
う
ち
、
補
償
コ
ン
サ
ル
タ
ン
ト
に
係
る
も
の
に
関

す
る
こ
と
。

八
　
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
使
用
の
合
理
化
及
び
非
化
石
エ
ネ
ル
ギ
ー
へ
の
転
換
等
に
関
す
る
法
律
及
び
地
球
温
暖
化
対

策
の
推
進
に
関
す
る
法
律
の
施
行
に
関
す
る
事
務
の
う
ち
、
補
償
コ
ン
サ
ル
タ
ン
ト
に
係
る
も
の
に
関
す
る
こ

と
。

九
　
地
籍
調
査
に
関
す
る
関
係
行
政
機
関
と
の
連
絡
調
整
に
関
す
る
こ
と
。

十
　
国
土
調
査
法
第
二
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
地
籍
調
査
の
基
礎
と
す
る
た
め
に
行
う
土
地
及
び
水
面
の
測
量

の
実
施
並
び
に
同
法
第
十
九
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
る
国
土
交
通
大
臣
の
指
定
に
関
す
る
連
絡
調
整
に
関
す
る

こ
と
。

十
一
　
国
土
調
査
法
第
二
十
三
条
の
四
の
規
定
に
よ
る
必
要
な
情
報
及
び
資
料
の
提
供
、
国
土
調
査
の
実
施
に
関

す
る
助
言
を
行
う
者
の
派
遣
又
は
あ
っ
せ
ん
そ
の
他
必
要
な
援
助
に
関
す
る
こ
と
（
地
籍
調
査
に
係
る
も
の
に

限
る
。
）
。

十
二
　
復
興
法
第
二
十
条
第
一
項
及
び
東
日
本
大
震
災
復
興
特
別
区
域
法
第
五
十
六
条
第
一
項
に
規
定
す
る
国
土

交
通
省
が
行
う
地
籍
調
査
に
関
す
る
こ
と
。

十
三
　
所
有
者
不
明
土
地
の
利
用
の
円
滑
化
等
を
図
る
た
め
の
施
策
に
関
す
る
調
査
及
び
調
整
そ
の
他
当
該
施
策

の
推
進
に
関
す
る
こ
と
。

十
四
　
前
各
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
用
地
部
の
所
掌
事
務
で
他
の
所
掌
に
属
し
な
い
も
の
に
関
す
る
こ
と
。

（
用
地
補
償
課
の
所
掌
事
務
）

第
百
三
十
三
条
　
用
地
補
償
課
は
、
次
に
掲
げ
る
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。

一
　
適
正
な
用
地
補
償
の
確
保
に
関
す
る
関
係
行
政
機
関
そ
の
他
の
関
係
者
と
の
連
絡
調
整
に
関
す
る
こ
と
。

二
　
直
轄
事
業
に
係
る
土
地
等
の
評
価
基
準
及
び
損
失
補
償
額
の
算
定
基
準
に
関
す
る
こ
と
。
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三
　
直
轄
事
業
に
係
る
土
地
等
の
買
収
及
び
寄
附
並
び
に
こ
れ
に
伴
う
地
上
物
件
の
移
転
等
に
伴
う
損
失
補
償
に

係
る
審
査
に
関
す
る
こ
と
。

四
　
直
轄
事
業
に
係
る
土
地
等
の
買
収
及
び
寄
附
並
び
に
こ
れ
に
伴
う
地
上
物
件
の
移
転
等
に
伴
う
損
失
補
償
に

関
す
る
事
務
の
う
ち
、
特
殊
な
損
失
補
償
に
関
す
る
こ
と
。

五
　
直
轄
事
業
の
起
業
者
又
は
施
行
者
と
し
て
行
う
土
地
等
の
収
用
、
使
用
及
び
買
収
並
び
に
こ
れ
に
伴
う
地
上

物
件
の
移
転
等
に
伴
い
生
活
の
基
礎
を
失
う
こ
と
と
な
る
者
の
生
活
再
建
に
関
す
る
こ
と
。

六
　
直
轄
事
業
に
係
る
工
事
及
び
調
査
に
よ
り
第
三
者
に
与
え
た
損
害
の
賠
償
又
は
補
償
に
関
す
る
こ
と
。

（
用
地
対
策
課
の
所
掌
事
務
）

第
百
三
十
四
条
　
用
地
対
策
課
は
、
次
に
掲
げ
る
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。

一
　
直
轄
事
業
に
係
る
公
共
物
の
管
理
に
関
す
る
こ
と
（
他
部
の
所
掌
に
属
す
る
も
の
を
除
く
。
）
。

二
　
直
轄
事
業
に
係
る
土
地
等
の
買
収
及
び
寄
附
並
び
に
こ
れ
に
伴
う
地
上
物
件
の
移
転
等
に
関
す
る
こ
と
。

三
　
前
号
に
掲
げ
る
事
務
に
伴
う
損
失
補
償
に
関
す
る
こ
と
（
用
地
補
償
課
の
所
掌
に
属
す
る
も
の
を
除
く
。
）
。

四
　
直
轄
事
業
に
係
る
土
地
又
は
建
物
の
借
入
れ
に
関
す
る
こ
と
。

第
百
三
十
五
条
　
削
除

（
建
設
専
門
官
）

第
百
三
十
六
条
　
地
方
整
備
局
を
通
じ
て
建
設
専
門
官
千
七
十
七
人
以
内
を
置
く
。

２
　
建
設
専
門
官
は
、
命
を
受
け
て
、
地
方
整
備
局
の
所
掌
事
務
に
関
す
る
専
門
の
行
政
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。

（
統
括
建
設
管
理
官
）

第
百
三
十
六
条
の
二
　
地
方
整
備
局
を
通
じ
て
統
括
建
設
管
理
官
三
人
を
置
く
。

２
　
統
括
建
設
管
理
官
は
、
命
を
受
け
て
、
先
任
建
設
管
理
官
の
所
掌
に
属
す
る
事
務
を
統
括
す
る
。

（
先
任
建
設
管
理
官
）

第
百
三
十
六
条
の
三
　
地
方
整
備
局
を
通
じ
て
先
任
建
設
管
理
官
九
十
三
人
以
内
を
置
く
。

２
　
先
任
建
設
管
理
官
は
、
命
を
受
け
て
、
港
湾
空
港
部
の
所
掌
事
務
の
う
ち
、
建
設
に
関
す
る
事
務
で
特
定
事
項

に
関
す
る
も
の
を
つ
か
さ
ど
る
。

（
営
繕
技
術
専
門
官
）

第
百
三
十
七
条
　
地
方
整
備
局
を
通
じ
て
営
繕
技
術
専
門
官
四
十
七
人
以
内
を
置
く
。

２
　
営
繕
技
術
専
門
官
は
、
命
を
受
け
て
、
営
繕
部
の
所
掌
事
務
に
関
す
る
技
術
に
関
す
る
専
門
的
事
項
に
当
た

る
。

（
保
全
指
導
・
監
督
官
）

第
百
三
十
八
条
　
地
方
整
備
局
を
通
じ
て
保
全
指
導
・
監
督
官
六
十
二
人
以
内
を
置
く
。

２
　
保
全
指
導
・
監
督
官
は
、
命
を
受
け
て
、
次
に
掲
げ
る
事
務
に
当
た
る
。

一
　
官
公
庁
施
設
の
建
設
等
に
関
す
る
法
律
第
十
三
条
第
三
項
に
規
定
す
る
指
導
に
関
す
る
こ
と
。

二
　
営
繕
工
事
の
施
工
の
指
揮
監
督
に
関
す
る
こ
と
。

（
用
地
官
）

第
百
三
十
九
条
　
地
方
整
備
局
を
通
じ
て
用
地
官
二
十
三
人
以
内
を
置
く
。

２
　
用
地
官
は
、
命
を
受
け
て
、
直
轄
工
事
（
港
湾
空
港
部
の
所
掌
に
属
す
る
も
の
を
除
く
。
第
百
四
十
二
条
か
ら

第
百
四
十
五
条
ま
で
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
伴
う
土
地
等
の
収
用
、
使
用
及
び
買
収
並
び
に
地
上
物
件
の
移
転
等

並
び
に
こ
れ
ら
に
伴
う
損
失
補
償
に
関
す
る
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。

（
事
務
所
の
名
称
、
位
置
、
管
轄
区
域
及
び
所
掌
事
務
）

第
百
四
十
条
　
地
方
整
備
局
の
事
務
所
の
う
ち
河
川
国
道
事
務
所
等
の
名
称
、
位
置
、
管
轄
区
域
及
び
所
掌
事
務
は

別
表
第
六
の
と
お
り
と
す
る
。

２
　
前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
地
方
整
備
局
長
は
、
国
土
交
通
大
臣
の
承
認
を
得
て
、
河
川
国
道
事
務
所
等
の

分
掌
す
る
事
務
で
、
一
の
河
川
国
道
事
務
所
等
を
し
て
当
該
河
川
国
道
事
務
所
等
の
所
掌
事
務
に
係
る
工
事
の
施

行
上
密
接
な
関
連
の
あ
る
工
事
で
他
の
河
川
国
道
事
務
所
等
の
所
掌
事
務
に
係
る
も
の
を
行
わ
せ
る
こ
と
が
で
き

る
。

３
　
第
一
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
地
方
整
備
局
長
は
、
国
土
交
通
大
臣
の
承
認
を
得
て
、
河
川
国
道
事
務
所
等

に
対
し
て
、
そ
の
管
轄
区
域
及
び
所
掌
事
務
の
定
め
に
か
か
わ
ら
ず
、
復
興
法
及
び
震
災
復
旧
代
行
法
に
基
づ
く

事
務
を
分
掌
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。

４
　
国
土
交
通
大
臣
は
、
第
一
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
大
規
模
な
自
然
災
害
の
発
生
に
よ
り
緊
急
に
砂
防
工
事

そ
の
他
の
事
務
を
行
う
必
要
が
あ
る
と
き
は
、
河
川
国
道
事
務
所
等
に
対
し
て
、
そ
の
管
轄
区
域
及
び
所
掌
事
務

の
定
め
に
か
か
わ
ら
ず
当
該
事
務
を
行
わ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。

５
　
地
方
整
備
局
の
事
務
所
の
う
ち
港
湾
事
務
所
、
特
定
離
島
港
湾
事
務
所
、
港
湾
・
空
港
整
備
事
務
所
及
び
空
港

整
備
事
務
所
の
名
称
、
位
置
及
び
管
轄
区
域
は
、
別
表
第
七
の
と
お
り
と
す
る
。
た
だ
し
、
促
進
区
域
内
海
域
に

関
す
る
事
務
を
分
掌
す
る
港
湾
事
務
所
及
び
港
湾
・
空
港
整
備
事
務
所
の
名
称
及
び
管
轄
す
る
海
洋
再
生
可
能
エ

ネ
ル
ギ
ー
発
電
設
備
整
備
促
進
区
域
は
、
別
表
第
八
の
と
お
り
と
し
、
開
発
保
全
航
路
に
関
す
る
事
務
を
分
掌
す

る
港
湾
事
務
所
及
び
港
湾
・
空
港
整
備
事
務
所
の
名
称
及
び
管
轄
す
る
開
発
保
全
航
路
は
、
別
表
第
九
の
と
お
り

と
し
、
緊
急
確
保
航
路
に
関
す
る
事
務
を
分
掌
す
る
港
湾
事
務
所
及
び
港
湾
・
空
港
整
備
事
務
所
の
名
称
及
び
管

轄
す
る
緊
急
確
保
航
路
は
、
別
表
第
十
の
と
お
り
と
し
、
海
洋
汚
染
防
除
業
務
を
分
掌
す
る
港
湾
事
務
所
及
び
港

湾
・
空
港
整
備
事
務
所
の
名
称
及
び
当
該
事
業
に
係
る
管
轄
区
域
は
、
別
表
第
十
一
の
と
お
り
と
す
る
。

６
　
地
方
整
備
局
の
事
務
所
の
う
ち
航
路
事
務
所
の
名
称
、
位
置
、
管
轄
す
る
開
発
保
全
航
路
及
び
緊
急
確
保
航
路

並
び
に
海
洋
汚
染
防
除
業
務
に
係
る
管
轄
区
域
は
、
別
表
第
十
二
の
と
お
り
と
す
る
。

７
　
国
土
交
通
大
臣
は
、
前
二
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
海
洋
汚
染
防
除
業
務
そ
の
他
の
事
務
の
円
滑
な
遂
行
の

た
め
特
に
必
要
が
あ
る
と
き
は
、
港
湾
事
務
所
、
特
定
離
島
港
湾
事
務
所
、
港
湾
・
空
港
整
備
事
務
所
及
び
航
路

事
務
所
に
対
し
て
、
そ
の
管
轄
区
域
の
定
め
に
か
か
わ
ら
ず
当
該
事
務
を
行
わ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。

８
　
地
方
整
備
局
の
事
務
所
の
う
ち
港
湾
空
港
技
術
調
査
事
務
所
の
名
称
、
位
置
及
び
管
轄
区
域
は
、
別
表
第
十
三

の
と
お
り
と
す
る
。

９
　
港
湾
事
務
所
等
の
所
掌
事
務
は
、
地
方
整
備
局
長
が
定
め
る
。

（
事
務
所
の
内
部
組
織
）

第
百
四
十
一
条
　
河
川
国
道
事
務
所
等
及
び
港
湾
事
務
所
等
で
必
要
の
あ
る
も
の
に
、
地
方
整
備
局
長
が
、
国
土
交

通
大
臣
の
承
認
を
得
て
、
副
所
長
二
人
以
内
を
置
く
こ
と
が
で
き
る
。

２
　
河
川
国
道
事
務
所
等
及
び
港
湾
事
務
所
等
の
う
ち
、
国
土
交
通
大
臣
が
別
に
指
定
す
る
も
の
に
は
、
前
項
の
規

定
に
か
か
わ
ら
ず
、
副
所
長
三
人
又
は
四
人
を
置
く
。

３
　
副
所
長
は
、
所
長
を
助
け
、
河
川
国
道
事
務
所
等
及
び
港
湾
事
務
所
等
の
事
務
を
整
理
す
る
。

４
　
河
川
国
道
事
務
所
等
及
び
港
湾
事
務
所
等
の
う
ち
、
別
表
第
十
四
の
上
欄
に
掲
げ
る
も
の
に
は
、
そ
れ
ぞ
れ
同

表
の
下
欄
に
掲
げ
る
課
を
置
く
。

５
　
前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
必
要
が
あ
る
と
き
は
、
地
方
整
備
局
長
が
、
国
土
交
通
大
臣
の
承
認
を
得
て
、

別
表
第
十
四
の
下
欄
に
掲
げ
る
課
に
代
え
、
又
は
こ
れ
に
加
え
て
同
欄
に
掲
げ
る
課
以
外
の
課
又
は
室
を
置
く
こ

と
が
で
き
る
。

６
　
河
川
国
道
事
務
所
等
及
び
港
湾
事
務
所
等
の
課
及
び
室
の
所
掌
事
務
は
、
地
方
整
備
局
長
が
、
国
土
交
通
大
臣

の
承
認
を
得
て
定
め
る
。

７
　
第
一
項
か
ら
第
五
項
ま
で
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
港
湾
事
務
所
等
の
内
部
組
織
は
、
地
方
整
備
局
長
が
定
め

る
。

（
契
約
事
務
管
理
官
）

第
百
四
十
二
条
　
河
川
国
道
事
務
所
等
を
通
じ
て
契
約
事
務
管
理
官
七
十
二
人
以
内
を
置
く
。

２
　
契
約
事
務
管
理
官
は
、
命
を
受
け
て
、
直
轄
工
事
の
入
札
及
び
契
約
に
関
す
る
調
査
、
調
整
及
び
苦
情
の
処
理

に
関
す
る
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。

（
用
地
対
策
官
）

第
百
四
十
三
条
　
河
川
国
道
事
務
所
等
を
通
じ
て
用
地
対
策
官
七
十
五
人
以
内
を
置
く
。

２
　
用
地
対
策
官
は
、
命
を
受
け
て
、
直
轄
工
事
に
伴
う
土
地
等
の
収
用
、
使
用
及
び
買
収
並
び
に
地
上
物
件
の
移

転
等
並
び
に
こ
れ
に
伴
う
損
失
補
償
に
係
る
調
査
及
び
連
絡
調
整
に
関
す
る
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。

（
工
事
品
質
管
理
官
）

第
百
四
十
四
条
　
河
川
国
道
事
務
所
等
を
通
じ
て
工
事
品
質
管
理
官
六
十
一
人
以
内
を
置
く
。

２
　
工
事
品
質
管
理
官
は
、
命
を
受
け
て
、
直
轄
工
事
の
入
札
及
び
契
約
に
関
す
る
審
査
、
調
整
及
び
苦
情
の
処
理

に
関
す
る
事
務
の
う
ち
技
術
的
事
項
に
係
る
も
の
並
び
に
直
轄
工
事
の
実
施
に
係
る
適
正
な
施
工
の
確
保
そ
の
他

の
土
木
工
事
の
施
工
に
係
る
品
質
確
保
に
関
す
る
調
査
、
調
整
及
び
指
導
に
関
す
る
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。
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（
事
業
対
策
官
）

第
百
四
十
五
条
　
河
川
国
道
事
務
所
等
を
通
じ
て
事
業
対
策
官
百
二
十
一
人
以
内
を
置
く
。

２
　
事
業
対
策
官
は
、
命
を
受
け
て
、
直
轄
工
事
の
実
施
に
関
す
る
調
査
及
び
連
絡
調
整
に
関
す
る
事
務
を
つ
か
さ

ど
る
（
工
事
品
質
管
理
官
を
置
く
河
川
国
道
事
務
所
等
に
あ
っ
て
は
、
工
事
品
質
管
理
官
が
つ
か
さ
ど
る
事
務
を

除
く
。
）
。

（
総
括
地
域
防
災
調
整
官
）

第
百
四
十
五
条
の
二
　
河
川
国
道
事
務
所
等
を
通
じ
て
総
括
地
域
防
災
調
整
官
十
七
人
を
置
く
。

２
　
総
括
地
域
防
災
調
整
官
は
、
命
を
受
け
て
、
河
川
国
道
事
務
所
等
の
所
掌
事
務
に
関
す
る
防
災
に
関
す
る
事
務

の
う
ち
特
定
事
項
に
関
す
る
事
務
を
つ
か
さ
ど
り
、
及
び
地
域
防
災
調
整
官
の
つ
か
さ
ど
る
事
務
を
統
括
す
る
。

（
地
域
防
災
調
整
官
）

第
百
四
十
五
条
の
三
　
河
川
国
道
事
務
所
等
を
通
じ
て
地
域
防
災
調
整
官
四
十
六
人
以
内
を
置
く
。

２
　
地
域
防
災
調
整
官
は
、
命
を
受
け
て
、
河
川
国
道
事
務
所
等
の
所
掌
事
務
に
関
す
る
防
災
に
関
す
る
事
務
の
う

ち
特
定
事
項
に
関
す
る
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。

（
総
括
保
全
対
策
官
）

第
百
四
十
五
条
の
四
　
河
川
国
道
事
務
所
等
を
通
じ
て
総
括
保
全
対
策
官
四
十
六
人
を
置
く
。

２
　
総
括
保
全
対
策
官
は
、
命
を
受
け
て
、
河
川
国
道
事
務
所
等
の
所
掌
事
務
に
関
す
る
公
共
土
木
施
設
（
公
園
を

除
く
。
）
の
保
全
及
び
利
用
に
関
す
る
事
務
の
う
ち
特
定
事
項
に
関
す
る
事
務
を
つ
か
さ
ど
り
、
及
び
保
全
対
策

官
の
つ
か
さ
ど
る
事
務
を
統
括
す
る
。

（
電
気
情
報
技
術
調
整
官
）

第
百
四
十
五
条
の
五
　
河
川
国
道
事
務
所
等
を
通
じ
て
電
気
情
報
技
術
調
整
官
七
人
以
内
を
置
く
。

２
　
電
気
情
報
技
術
調
整
官
は
、
命
を
受
け
て
、
河
川
国
道
事
務
所
等
の
所
掌
事
務
に
関
す
る
電
気
通
信
施
設
の
整

備
及
び
管
理
並
び
に
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
使
用
の
合
理
化
に
関
す
る
事
務
の
う
ち
、
特
定
事
項
に
関
す
る
事
務
を
つ
か

さ
ど
る
。

（
保
全
対
策
官
）

第
百
四
十
六
条
　
河
川
国
道
事
務
所
等
を
通
じ
て
保
全
対
策
官
百
七
十
三
人
以
内
を
置
く
。

２
　
保
全
対
策
官
は
、
命
を
受
け
て
、
河
川
国
道
事
務
所
等
の
所
掌
事
務
に
関
す
る
公
共
土
木
施
設
（
公
園
を
除

く
。
）
の
保
全
及
び
利
用
に
関
す
る
事
務
の
う
ち
特
定
事
項
に
関
す
る
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。

（
占
用
調
整
管
理
官
）

第
百
四
十
六
条
の
二
　
河
川
国
道
事
務
所
等
を
通
じ
て
占
用
調
整
管
理
官
五
十
九
人
以
内
を
置
く
。

２
　
占
用
調
整
管
理
官
は
、
命
を
受
け
て
、
河
川
国
道
事
務
所
等
の
所
掌
事
務
に
関
す
る
河
川
及
び
道
路
の
占
用
、

利
用
及
び
保
全
並
び
に
沿
道
区
域
に
関
す
る
事
務
の
う
ち
特
定
事
項
に
関
す
る
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。

第
百
四
十
七
条
　
削
除

（
技
術
開
発
対
策
官
）

第
百
四
十
八
条
　
技
術
事
務
所
を
通
じ
て
技
術
開
発
対
策
官
二
人
以
内
を
置
く
。

２
　
技
術
開
発
対
策
官
は
、
命
を
受
け
て
、
土
木
工
事
の
施
工
技
術
の
改
善
に
関
す
る
調
査
及
び
試
験
施
工
に
関
す

る
も
の
の
う
ち
、
特
定
事
項
に
関
す
る
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。

第
百
四
十
八
条
の
二
　
削
除

（
構
造
物
維
持
管
理
官
）

第
百
四
十
八
条
の
二
の
二
　
技
術
事
務
所
を
通
じ
て
構
造
物
維
持
管
理
官
二
人
以
内
を
置
く
。

２
　
構
造
物
維
持
管
理
官
は
、
命
を
受
け
て
、
技
術
事
務
所
の
所
掌
事
務
に
関
す
る
公
共
土
木
施
設
の
維
持
管
理
に

関
す
る
事
務
の
う
ち
特
定
事
項
に
関
す
る
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。

（
雪
害
対
策
官
）

第
百
四
十
八
条
の
二
の
三
　
技
術
事
務
所
を
通
じ
て
雪
害
対
策
官
一
人
を
置
く
。

２
　
雪
害
対
策
官
は
、
命
を
受
け
て
、
技
術
事
務
所
の
所
掌
事
務
に
関
す
る
雪
害
対
策
に
関
す
る
事
務
の
う
ち
特
定

事
項
に
関
す
る
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。

（
地
震
津
波
対
策
官
）

第
百
四
十
八
条
の
二
の
四
　
技
術
事
務
所
を
通
じ
て
地
震
津
波
対
策
官
一
人
を
置
く
。

２
　
地
震
津
波
対
策
官
は
、
命
を
受
け
て
、
技
術
事
務
所
の
所
掌
事
務
に
関
す
る
地
震
及
び
津
波
の
対
策
に
関
す
る

事
務
の
う
ち
特
定
事
項
に
関
す
る
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。

（
総
括
技
術
情
報
管
理
官
）

第
百
四
十
八
条
の
三
　
技
術
事
務
所
を
通
じ
て
総
括
技
術
情
報
管
理
官
八
人
以
内
を
置
く
。

２
　
総
括
技
術
情
報
管
理
官
は
、
命
を
受
け
て
、
土
木
技
術
（
企
画
部
、
建
政
部
、
河
川
部
及
び
道
路
部
の
所
掌
に

関
す
る
も
の
に
限
る
。
次
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
関
す
る
情
報
の
収
集
及
び
管
理
に
関
す
る
事
務
の
う
ち
特
定

事
項
に
関
す
る
事
務
を
つ
か
さ
ど
り
、
並
び
に
技
術
情
報
管
理
官
の
つ
か
さ
ど
る
事
務
を
統
括
す
る
。

（
技
術
情
報
管
理
官
）

第
百
四
十
八
条
の
三
の
二
　
技
術
事
務
所
を
通
じ
て
技
術
情
報
管
理
官
十
六
人
以
内
を
置
く
。

２
　
技
術
情
報
管
理
官
は
、
命
を
受
け
て
、
土
木
技
術
に
関
す
る
情
報
の
収
集
及
び
管
理
に
関
す
る
事
務
の
う
ち
特

定
事
項
に
関
す
る
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。

（
契
約
調
整
官
）

第
百
四
十
八
条
の
四
　
港
湾
事
務
所
等
を
通
じ
て
契
約
調
整
官
四
人
以
内
を
置
く
。

２
　
契
約
調
整
官
は
、
命
を
受
け
て
、
港
湾
事
務
所
等
の
所
掌
事
務
に
関
す
る
入
札
及
び
契
約
に
係
る
調
整
及
び
苦

情
の
処
理
に
関
す
る
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。

（
補
償
調
整
官
）

第
百
四
十
八
条
の
五
　
港
湾
事
務
所
等
を
通
じ
て
補
償
調
整
官
四
十
五
人
以
内
を
置
く
。

２
　
補
償
調
整
官
は
、
命
を
受
け
て
、
港
湾
事
務
所
等
の
所
掌
事
務
に
関
す
る
補
償
に
係
る
調
査
及
び
連
絡
調
整
に

関
す
る
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。

（
沿
岸
防
災
対
策
官
）

第
百
四
十
八
条
の
六
　
港
湾
事
務
所
等
を
通
じ
て
沿
岸
防
災
対
策
官
三
十
九
人
以
内
を
置
く
。

２
　
沿
岸
防
災
対
策
官
は
、
命
を
受
け
て
、
港
湾
等
に
関
す
る
災
害
の
防
止
に
関
す
る
調
査
、
調
整
及
び
指
導
に
関

す
る
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。

（
海
洋
利
用
調
整
官
）

第
百
四
十
八
条
の
七
　
港
湾
事
務
所
等
を
通
じ
て
海
洋
利
用
調
整
官
六
人
以
内
を
置
く
。

２
　
海
洋
利
用
調
整
官
は
、
命
を
受
け
て
、
促
進
区
域
内
海
域
の
保
全
及
び
管
理
に
関
す
る
事
務
の
う
ち
特
定
事
項

に
関
す
る
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。

（
建
設
監
督
官
）

第
百
四
十
九
条
　
地
方
整
備
局
長
は
、
河
川
国
道
事
務
所
等
の
所
掌
事
務
の
う
ち
工
事
の
施
工
又
は
調
査
の
実
施
を

監
督
さ
せ
る
た
め
、
国
土
交
通
大
臣
の
承
認
を
得
て
、
所
要
の
河
川
国
道
事
務
所
等
に
、
建
設
監
督
官
を
置
く
こ

と
が
で
き
る
。

（
出
張
所
）

第
百
五
十
条
　
地
方
整
備
局
長
は
、
地
方
整
備
局
の
所
掌
事
務
の
一
部
を
分
掌
さ
せ
る
た
め
、
国
土
交
通
大
臣
の
承

認
を
得
て
、
所
要
の
地
に
、
地
方
整
備
局
の
出
張
所
を
設
置
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

２
　
地
方
整
備
局
長
は
、
河
川
国
道
事
務
所
等
の
所
掌
事
務
の
一
部
を
分
掌
さ
せ
る
た
め
、
国
土
交
通
大
臣
の
承
認

を
得
て
、
所
要
の
地
に
、
当
該
河
川
国
道
事
務
所
等
の
出
張
所
（
支
所
を
含
む
。
）
を
設
置
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
雑
則
）

第
百
五
十
一
条
　
こ
の
省
令
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
地
方
整
備
局
に
関
し
必
要
な
事
項
は
、
地
方
整
備
局
長
が
定

め
る
。附

　
則

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
中
央
省
庁
等
改
革
推
進
本
部
令
（
次
条
に
お
い
て
「
本
部
令
」
と
い
う
。
）
は
、
内
閣
法
の
一
部
を

改
正
す
る
法
律
（
平
成
十
一
年
法
律
第
八
十
八
号
）
の
施
行
の
日
（
平
成
十
三
年
一
月
六
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

（
こ
の
本
部
令
の
効
力
）

第
二
条
　
こ
の
本
部
令
は
、
そ
の
施
行
の
日
に
、
地
方
整
備
局
組
織
規
則
（
平
成
十
三
年
国
土
交
通
省
令
第
二
十
一

号
）
と
な
る
も
の
と
す
る
。
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（
総
務
部
の
所
掌
事
務
の
特
例
）

第
二
条
の
二
　
総
務
部
は
、
第
五
条
各
号
に
掲
げ
る
事
務
の
ほ
か
、
当
分
の
間
、
国
土
交
通
省
の
所
管
に
係
る
一
般

社
団
法
人
及
び
一
般
財
団
法
人
に
関
す
る
法
律
及
び
公
益
社
団
法
人
及
び
公
益
財
団
法
人
の
認
定
等
に
関
す
る
法

律
の
施
行
に
伴
う
関
係
法
律
の
整
備
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
八
年
法
律
第
五
十
号
）
第
四
十
二
条
第
二
項
に

規
定
す
る
特
例
民
法
法
人
（
附
則
第
七
条
の
二
に
お
い
て
単
に
「
特
例
民
法
法
人
」
と
い
う
。
）
の
監
督
に
関
す

る
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。

（
企
画
部
の
所
掌
事
務
の
特
例
）

第
三
条
　
企
画
部
は
、
第
六
条
各
号
に
掲
げ
る
事
務
の
ほ
か
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
日
ま
で
の
間
、
そ
れ
ぞ
れ

同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
事
務
（
北
海
道
の
区
域
に
係
る
も
の
を
除
く
。
）
を
つ
か
さ
ど
る
。

期
限

事
務

令
和
七

年
三
月

三
十
一

日

振
興
山
村
（
山
村
振
興
法
（
昭
和
四
十
年
法
律
第
六
十
四
号
）
第
七
条
第
一
項
に
規
定
す
る
振
興
山

村
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の
振
興
に
関
す
る
総
合
的
な
政
策
に
係
る
計
画
に
関
す
る
調
査
及
び
調
整

に
関
す
る
事
務
の
う
ち
、
国
土
交
通
省
の
所
掌
に
係
る
公
共
事
業
及
び
こ
れ
に
関
連
す
る
公
共
事
業

間
の
調
整
に
関
す
る
こ
と
。

半
島
振
興
対
策
実
施
地
域
（
半
島
振
興
法
（
昭
和
六
十
年
法
律
第
六
十
三
号
）
第
二
条
第
一
項
に
規

定
す
る
半
島
振
興
対
策
実
施
地
域
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の
振
興
に
関
す
る
総
合
的
な
政
策
に
係
る

計
画
に
関
す
る
調
査
及
び
調
整
に
関
す
る
事
務
の
う
ち
、
国
土
交
通
省
の
所
掌
に
係
る
公
共
事
業
及

び
こ
れ
に
関
連
す
る
公
共
事
業
間
の
調
整
に
関
す
る
こ
と
。

令
和
九

年
三
月

三
十
一

日

特
殊
土
壌
地
帯
（
特
殊
土
壌
地
帯
災
害
防
除
及
び
振
興
臨
時
措
置
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
九
十

六
号
）
第
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
特
殊
土
壌
地
帯
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の
災
害
の
防
除
及
び
振

興
に
関
す
る
総
合
的
な
政
策
に
係
る
計
画
に
関
す
る
調
査
及
び
調
整
に
関
す
る
事
務
の
う
ち
、
国
土

交
通
省
の
所
掌
に
係
る
公
共
事
業
及
び
こ
れ
に
関
連
す
る
公
共
事
業
間
の
調
整
に
関
す
る
こ
と
。

令
和
十

五
年
三

月
三
十

一
日

離
島
振
興
対
策
実
施
地
域
（
離
島
振
興
法
（
昭
和
二
十
八
年
法
律
第
七
十
二
号
）
第
二
条
第
一
項
に

規
定
す
る
離
島
振
興
対
策
実
施
地
域
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の
振
興
に
関
す
る
総
合
的
な
政
策
に
係

る
計
画
に
関
す
る
調
査
及
び
調
整
に
関
す
る
事
務
の
う
ち
、
国
土
交
通
省
の
所
掌
に
係
る
公
共
事
業

及
び
こ
れ
に
関
連
す
る
公
共
事
業
間
の
調
整
に
関
す
る
こ
と
。

（
建
政
部
の
所
掌
事
務
の
特
例
）

第
四
条
　
建
政
部
は
、
第
七
条
各
号
に
掲
げ
る
事
務
の
ほ
か
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
日
ま
で
の
間
、
そ
れ
ぞ
れ

同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
事
務
（
北
海
道
の
区
域
に
係
る
も
の
を
除
く
。
）
を
つ
か
さ
ど
る
。

期
限

事
務

令
和
七
年
三

月
三
十
一
日

振
興
山
村
の
振
興
に
関
す
る
総
合
的
な
政
策
に
係
る
計
画
に
関
す
る
調
査
及
び
調
整
そ
の
他
当
該

計
画
の
推
進
に
関
す
る
事
務
（
企
画
部
の
所
掌
に
属
す
る
も
の
を
除
く
。
）

半
島
振
興
対
策
実
施
地
域
の
振
興
に
関
す
る
総
合
的
な
政
策
に
係
る
計
画
に
関
す
る
調
査
及
び
調

整
そ
の
他
当
該
計
画
の
推
進
に
関
す
る
事
務
（
企
画
部
の
所
掌
に
属
す
る
も
の
を
除
く
。
）

令
和
九
年
三

月
三
十
一
日

特
殊
土
壌
地
帯
の
災
害
の
防
除
及
び
振
興
に
関
す
る
総
合
的
な
政
策
に
係
る
計
画
に
関
す
る
調
査

及
び
調
整
そ
の
他
当
該
計
画
の
推
進
に
関
す
る
事
務
（
企
画
部
の
所
掌
に
属
す
る
も
の
を
除
く
。
）

令
和
十
五
年

三
月
三
十
一

日

離
島
振
興
対
策
実
施
地
域
の
振
興
に
関
す
る
総
合
的
な
政
策
に
係
る
計
画
に
関
す
る
調
査
及
び
調

整
そ
の
他
当
該
計
画
の
推
進
に
関
す
る
事
務
（
企
画
部
の
所
掌
に
属
す
る
も
の
を
除
く
。
）

２
　
建
政
部
は
、
第
七
条
各
号
及
び
前
項
に
掲
げ
る
事
務
の
ほ
か
、
消
費
税
の
円
滑
か
つ
適
正
な
転
嫁
の
確
保
の
た

め
の
消
費
税
の
転
嫁
を
阻
害
す
る
行
為
の
是
正
等
に
関
す
る
特
別
措
置
法
（
平
成
二
十
五
年
法
律
第
四
十
一
号
）

が
そ
の
効
力
を
有
す
る
間
、
同
法
の
施
行
に
関
す
る
事
務
（
用
地
部
の
所
掌
に
属
す
る
も
の
を
除
く
。
）
を
つ
か

さ
ど
る
。

（
用
地
部
の
所
掌
事
務
の
特
例
）

第
五
条
　
用
地
部
は
、
第
十
二
条
各
号
に
掲
げ
る
事
務
の
ほ
か
、
消
費
税
の
円
滑
か
つ
適
正
な
転
嫁
の
確
保
の
た
め

の
消
費
税
の
転
嫁
を
阻
害
す
る
行
為
の
是
正
等
に
関
す
る
特
別
措
置
法
が
そ
の
効
力
を
有
す
る
間
、
同
法
の
施
行

に
関
す
る
事
務
（
補
償
コ
ン
サ
ル
タ
ン
ト
に
関
す
る
も
の
に
限
る
。
）
を
つ
か
さ
ど
る
。

（
事
業
調
整
官
の
職
務
の
特
例
）

第
六
条
　
事
業
調
整
官
は
、
第
三
十
条
第
二
項
に
規
定
す
る
事
務
の
ほ
か
、
附
則
第
三
条
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
日

ま
で
の
間
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
事
務
（
北
海
道
の
区
域
に
係
る
も
の
を
除
く
。
）
の
う
ち
調
査
に

関
す
る
も
の
を
整
理
す
る
。

（
都
市
調
整
官
の
職
務
の
特
例
）

第
七
条
　
都
市
調
整
官
は
、
第
三
十
九
条
第
二
項
に
規
定
す
る
事
務
の
ほ
か
、
附
則
第
四
条
第
一
項
の
表
の
上
欄
に

掲
げ
る
日
ま
で
の
間
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
事
務
（
北
海
道
の
区
域
に
係
る
も
の
を
除
く
。
）
で
重

要
事
項
に
関
す
る
も
の
を
整
理
す
る
。

（
総
務
部
総
務
課
の
所
掌
事
務
の
特
例
）

第
八
条
　
総
務
部
総
務
課
は
、
第
六
十
九
条
各
号
に
掲
げ
る
事
務
の
ほ
か
、
当
分
の
間
、
国
土
交
通
省
の
所
管
に
係

る
特
例
民
法
法
人
の
監
督
に
関
す
る
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。

（
広
域
計
画
課
の
所
掌
事
務
の
特
例
）

第
九
条
　
広
域
計
画
課
は
、
第
七
十
六
条
各
号
に
掲
げ
る
事
務
の
ほ
か
、
附
則
第
三
条
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
日
ま

で
の
間
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
事
務
（
北
海
道
の
区
域
に
係
る
も
の
を
除
く
。
）
を
つ
か
さ
ど
る
。

（
計
画
・
建
設
産
業
課
の
所
掌
事
務
の
特
例
）

第
十
条
　
計
画
・
建
設
産
業
課
は
、
第
八
十
一
条
各
号
に
掲
げ
る
事
務
の
ほ
か
、
附
則
第
四
条
第
一
項
の
表
の
上
欄

に
掲
げ
る
日
ま
で
の
間
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
事
務
（
北
海
道
の
区
域
に
係
る
も
の
を
除
く
。
）
を

つ
か
さ
ど
る
。

２
　
計
画
・
建
設
産
業
課
は
、
第
八
十
一
条
各
号
及
び
前
項
に
掲
げ
る
事
務
の
ほ
か
、
消
費
税
の
円
滑
か
つ
適
正
な

転
嫁
の
確
保
の
た
め
の
消
費
税
の
転
嫁
を
阻
害
す
る
行
為
の
是
正
等
に
関
す
る
特
別
措
置
法
が
そ
の
効
力
を
有
す

る
間
、
同
法
の
施
行
に
関
す
る
事
務
（
用
地
部
の
所
掌
に
属
す
る
も
の
を
除
く
。
）
を
つ
か
さ
ど
る
。

（
計
画
管
理
課
の
所
掌
事
務
の
特
例
）

第
十
一
条
　
計
画
管
理
課
は
、
第
八
十
二
条
各
号
に
掲
げ
る
事
務
の
ほ
か
、
附
則
第
四
条
第
一
項
の
表
の
上
欄
に
掲

げ
る
日
ま
で
の
間
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
事
務
（
北
海
道
の
区
域
に
係
る
も
の
を
除
く
。
）
を
つ
か

さ
ど
る
。

（
建
設
産
業
課
の
所
掌
事
務
の
特
例
）

第
十
二
条
　
建
設
産
業
課
は
、
第
八
十
三
条
各
号
に
掲
げ
る
事
務
の
ほ
か
、
消
費
税
の
円
滑
か
つ
適
正
な
転
嫁
の
確

保
の
た
め
の
消
費
税
の
転
嫁
を
阻
害
す
る
行
為
の
是
正
等
に
関
す
る
特
別
措
置
法
が
そ
の
効
力
を
有
す
る
間
、
同

法
の
施
行
に
関
す
る
事
務
（
用
地
部
の
所
掌
に
属
す
る
も
の
を
除
く
。
）
を
つ
か
さ
ど
る
。

（
建
設
産
業
第
二
課
の
所
掌
事
務
の
特
例
）

第
十
三
条
　
建
設
産
業
第
二
課
は
、
第
八
十
三
条
の
三
各
号
に
掲
げ
る
事
務
の
ほ
か
、
消
費
税
の
円
滑
か
つ
適
正
な

転
嫁
の
確
保
の
た
め
の
消
費
税
の
転
嫁
を
阻
害
す
る
行
為
の
是
正
等
に
関
す
る
特
別
措
置
法
が
そ
の
効
力
を
有
す

る
間
、
同
法
の
施
行
に
関
す
る
事
務
（
用
地
部
及
び
建
設
産
業
第
一
課
の
所
掌
に
属
す
る
も
の
を
除
く
。
）
を
つ

か
さ
ど
る
。

（
用
地
企
画
課
の
所
掌
事
務
の
特
例
）

第
十
四
条
　
用
地
企
画
課
は
、
第
百
三
十
二
条
各
号
に
掲
げ
る
事
務
の
ほ
か
、
消
費
税
の
円
滑
か
つ
適
正
な
転
嫁
の

確
保
の
た
め
の
消
費
税
の
転
嫁
を
阻
害
す
る
行
為
の
是
正
等
に
関
す
る
特
別
措
置
法
が
そ
の
効
力
を
有
す
る
間
、

同
法
の
施
行
に
関
す
る
事
務
（
補
償
コ
ン
サ
ル
タ
ン
ト
に
関
す
る
も
の
に
限
る
。
）
を
つ
か
さ
ど
る
。

（
震
災
対
策
調
整
官
の
設
置
期
間
の
特
例
）

第
十
五
条
　
第
三
十
二
条
の
震
災
対
策
調
整
官
は
、
令
和
八
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
置
か
れ
る
も
の
と
す
る
。

（
建
設
専
門
官
の
設
置
期
間
の
特
例
）

第
十
六
条
　
第
百
三
十
六
条
の
建
設
専
門
官
の
う
ち
三
十
人
は
、
令
和
七
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
置
か
れ
る
も
の
と

す
る
。

２
　
第
百
三
十
六
条
の
建
設
専
門
官
（
前
二
項
に
規
定
す
る
も
の
を
除
く
。
）
の
う
ち
十
四
人
は
、
令
和
八
年
三
月

三
十
一
日
ま
で
置
か
れ
る
も
の
と
す
る
。

３
　
第
百
三
十
六
条
の
建
設
専
門
官
（
前
三
項
に
規
定
す
る
も
の
を
除
く
。
）
の
う
ち
二
人
は
、
令
和
九
年
三
月
三

十
一
日
ま
で
置
か
れ
る
も
の
と
す
る
。
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４
　
第
百
三
十
六
条
の
建
設
専
門
官
（
前
四
項
に
規
定
す
る
も
の
を
除
く
。
）
の
う
ち
三
人
は
、
令
和
十
二
年
三
月

三
十
一
日
ま
で
置
か
れ
る
も
の
と
す
る
。

（
用
地
官
の
設
置
期
間
の
特
例
）

第
十
七
条
　
第
百
三
十
九
条
の
用
地
官
の
う
ち
一
人
は
、
令
和
七
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
置
か
れ
る
も
の
と
す
る
。

（
用
地
対
策
官
の
設
置
期
間
の
特
例
）

第
十
七
条
の
二
　
第
百
四
十
三
条
の
用
地
対
策
官
の
う
ち
二
人
は
、
令
和
七
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
置
か
れ
る
も
の

と
す
る
。

２
　
第
百
四
十
三
条
の
用
地
対
策
官
（
前
二
項
に
規
定
す
る
も
の
を
除
く
。
）
の
う
ち
一
人
は
、
令
和
八
年
三
月
三

十
一
日
ま
で
置
か
れ
る
も
の
と
す
る
。

（
事
業
対
策
官
の
設
置
期
間
の
特
例
）

第
十
七
条
の
三
　
第
百
四
十
五
条
の
事
業
対
策
官
の
う
ち
一
人
は
、
令
和
七
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
置
か
れ
る
も
の

と
す
る
。

２
　
第
百
四
十
五
条
の
事
業
対
策
官
（
前
項
に
規
定
す
る
も
の
を
除
く
。
）
の
う
ち
一
人
は
、
令
和
八
年
三
月
三
十

一
日
ま
で
置
か
れ
る
も
の
と
す
る
。

（
地
域
防
災
調
整
官
の
設
置
期
間
の
特
例
）

第
十
七
条
の
四
　
第
百
四
十
五
条
の
三
の
地
域
防
災
調
整
官
の
う
ち
一
人
は
、
令
和
八
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
置
か

れ
る
も
の
と
す
る
。

第
十
八
条
　
削
除

第
十
九
条
　
削
除

第
二
十
条
　
削
除

（
広
島
西
部
山
系
砂
防
事
務
所
の
設
置
期
間
の
特
例
）

第
二
十
一
条
　
中
国
地
方
整
備
局
広
島
西
部
山
系
砂
防
事
務
所
は
、
令
和
八
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
置
か
れ
る
も
の

と
す
る
。

（
宮
城
南
部
復
興
事
務
所
の
設
置
期
間
の
特
例
）

第
二
十
二
条
　
東
北
地
方
整
備
局
宮
城
南
部
復
興
事
務
所
は
、
令
和
七
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
置
か
れ
る
も
の
と
す

る
。

（
久
慈
川
緊
急
治
水
対
策
河
川
事
務
所
の
設
置
期
間
の
特
例
）

第
二
十
三
条
　
関
東
地
方
整
備
局
久
慈
川
緊
急
治
水
対
策
河
川
事
務
所
は
、
令
和
七
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
置
か
れ

る
も
の
と
す
る
。

第
二
十
四
条
　
削
除

（
八
代
復
興
事
務
所
の
設
置
期
間
の
特
例
）

第
二
十
五
条
　
九
州
地
方
整
備
局
八
代
復
興
事
務
所
は
、
令
和
八
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
置
か
れ
る
も
の
と
す
る
。

（
能
登
復
興
事
務
所
に
係
る
特
例
）

第
二
十
六
条
　
北
陸
地
方
整
備
局
能
登
復
興
事
務
所
は
、
令
和
十
一
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
置
か
れ
る
も
の
と
す

る
。

２
　
所
長
、
総
務
課
長
及
び
工
務
課
長
は
、
関
係
の
あ
る
他
の
職
を
占
め
る
者
を
も
っ
て
充
て
ら
れ
る
も
の
と
す

る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
二
年
一
二
月
二
二
日
中
央
省
庁
等
改
革
推
進
本
部
令
第
一
一
四
号
）

こ
の
中
央
省
庁
等
改
革
推
進
本
部
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
三
年
三
月
二
九
日
国
土
交
通
省
令
第
六
九
号
）

こ
の
省
令
は
、
平
成
十
三
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
第
一
条
中
地
方
整
備
局
組
織
規
則
別
表
第

四
の
改
正
規
定
（
「
大
宮
市
」
を
「
さ
い
た
ま
市
」
に
改
め
る
部
分
に
限
る
。
）
は
平
成
十
三
年
五
月
一
日
か
ら
、

第
二
条
の
規
定
は
平
成
十
三
年
十
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
三
年
六
月
二
六
日
国
土
交
通
省
令
第
一
〇
二
号
）

こ
の
省
令
は
、
水
防
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
十
三
年
法
律
第
四
十
六
号
）
の
施
行
の
日
（
平
成
十

三
年
七
月
三
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
三
年
八
月
三
日
国
土
交
通
省
令
第
一
一
五
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
法
の
施
行
の
日
（
平
成
十
三
年
八
月
五
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
三
年
一
二
月
二
八
日
国
土
交
通
省
令
第
一
五
五
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
四
年
三
月
二
九
日
国
土
交
通
省
令
第
三
〇
号
）
　
抄

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
四
年
四
月
一
日
国
土
交
通
省
令
第
四
四
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
四
年
九
月
一
八
日
国
土
交
通
省
令
第
一
〇
〇
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
平
成
十
四
年
十
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
四
年
一
二
月
一
七
日
国
土
交
通
省
令
第
一
一
六
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
法
の
施
行
の
日
（
平
成
十
四
年
十
二
月
十
八
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
五
年
三
月
七
日
国
土
交
通
省
令
第
一
五
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
使
用
の
合
理
化
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
の
日

（
平
成
十
五
年
四
月
一
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
五
年
三
月
三
一
日
国
土
交
通
省
令
第
四
〇
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
五
年
四
月
一
日
国
土
交
通
省
令
第
五
四
号
）

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

第
二
条
　
こ
の
省
令
の
施
行
前
に
法
令
の
規
定
に
よ
り
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
前
の
地
方
整
備
局
組
織
規
則
第
百
四

十
条
第
一
項
又
は
第
三
項
、
第
五
項
、
第
六
項
若
し
く
は
第
七
項
に
規
定
す
る
工
事
事
務
所
等
又
は
港
湾
工
事
事

務
所
、
港
湾
空
港
工
事
事
務
所
、
空
港
工
事
事
務
所
、
航
路
工
事
事
務
所
若
し
く
は
港
湾
空
港
技
術
調
査
事
務
所

が
し
た
許
可
そ
の
他
の
処
分
又
は
契
約
そ
の
他
の
行
為
（
以
下
「
処
分
等
」
と
い
う
。
）
は
、
こ
の
省
令
に
よ
る

改
正
後
の
地
方
整
備
局
組
織
規
則
第
百
四
十
条
第
一
項
又
は
第
八
項
に
規
定
す
る
相
当
の
河
川
国
道
事
務
所
等
又

は
港
湾
事
務
所
等
が
し
た
処
分
等
と
み
な
す
。

附
　
則
　
（
平
成
一
五
年
七
月
二
四
日
国
土
交
通
省
令
第
八
五
号
）

こ
の
省
令
は
、
東
南
海
・
南
海
地
震
に
係
る
地
震
防
災
対
策
の
推
進
に
関
す
る
特
別
措
置
法
（
平
成
十
四
年
法

律
第
九
十
二
号
）
の
施
行
の
日
（
平
成
十
五
年
七
月
二
十
五
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
五
年
一
二
月
一
八
日
国
土
交
通
省
令
第
一
一
六
号
）

こ
の
省
令
は
、
密
集
市
街
地
に
お
け
る
防
災
街
区
の
整
備
の
促
進
に
関
す
る
法
律
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律

の
施
行
の
日
（
平
成
十
五
年
十
二
月
十
九
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
六
年
二
月
一
三
日
国
土
交
通
省
令
第
三
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
六
年
四
月
一
日
国
土
交
通
省
令
第
四
五
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
六
年
五
月
一
四
日
国
土
交
通
省
令
第
六
四
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
法
の
施
行
の
日
（
平
成
十
六
年
五
月
十
五
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
六
年
六
月
一
八
日
国
土
交
通
省
令
第
七
〇
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
平
成
十
六
年
七
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
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附
　
則
　
（
平
成
一
六
年
七
月
三
〇
日
国
土
交
通
省
令
第
八
二
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
平
成
十
六
年
八
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
七
年
三
月
三
一
日
国
土
交
通
省
令
第
三
六
号
）

こ
の
省
令
は
、
平
成
十
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
附
則
第
三
条
の
表
の
改
正
規
定
及
び
附
則

第
四
条
の
表
の
改
正
規
定
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
七
年
四
月
一
三
日
国
土
交
通
省
令
第
五
一
号
）

こ
の
省
令
は
、
中
小
企
業
経
営
革
新
支
援
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
七
年
五
月
二
五
日
国
土
交
通
省
令
第
五
八
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
景
観
法
附
則
た
だ
し
書
に
規
定
す
る
規
定
の
施
行
の
日
（
平
成
十
七
年
六
月
一
日
）
か
ら

施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
七
年
五
月
二
七
日
国
土
交
通
省
令
第
五
九
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
建
築
物
の
安
全
性
及
び
市
街
地
の
防
災
機
能
の
確
保
等
を
図
る
た
め
の
建
築
基
準
法
等
の

一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
の
日
（
平
成
十
七
年
六
月
一
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
七
年
六
月
一
日
国
土
交
通
省
令
第
六
二
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
水
防
法
及
び
土
砂
災
害
警
戒
区
域
等
に
お
け
る
土
砂
災
害
防
止
対
策
の
推
進
に
関
す
る
法

律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
の
日
（
平
成
十
七
年
七
月
一
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
七
年
九
月
一
日
国
土
交
通
省
令
第
八
九
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
平
成
十
八
年
三
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
八
年
三
月
三
一
日
国
土
交
通
省
令
第
三
八
号
）

こ
の
省
令
は
、
平
成
十
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
九
年
三
月
二
八
日
国
土
交
通
省
令
第
一
八
号
）

こ
の
省
令
は
、
平
成
十
九
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
九
年
三
月
三
一
日
国
土
交
通
省
令
第
三
九
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
九
年
四
月
一
日
国
土
交
通
省
令
第
五
二
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
九
年
七
月
一
三
日
国
土
交
通
省
令
第
七
一
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
〇
年
三
月
三
一
日
国
土
交
通
省
令
第
二
三
号
）

こ
の
省
令
は
、
平
成
二
十
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
第
二
条
の
規
定
は
平
成
二
十
年
十
月
一
日

か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
〇
年
四
月
一
日
国
土
交
通
省
令
第
三
一
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
平
成
二
十
年
十
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
〇
年
五
月
一
三
日
国
土
交
通
省
令
第
三
五
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
〇
年
六
月
一
八
日
国
土
交
通
省
令
第
四
四
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
〇
年
七
月
一
八
日
国
土
交
通
省
令
第
六
四
号
）

こ
の
省
令
は
、
中
小
企
業
者
と
農
林
漁
業
者
と
の
連
携
に
よ
る
事
業
活
動
の
促
進
に
関
す
る
法
律
の
施
行
の
日

（
平
成
二
十
年
七
月
二
十
一
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
〇
年
九
月
三
〇
日
国
土
交
通
省
令
第
八
〇
号
）

こ
の
省
令
は
、
平
成
二
十
年
十
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
〇
年
一
〇
月
二
八
日
国
土
交
通
省
令
第
八
七
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
〇
年
一
二
月
一
日
国
土
交
通
省
令
第
九
七
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
一
年
三
月
三
〇
日
国
土
交
通
省
令
第
一
六
号
）

こ
の
省
令
は
、
国
家
公
務
員
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
附
則
第
一
条
第
三
号
に
掲
げ
る
規
定
の
施
行
の
日

（
平
成
二
十
一
年
四
月
一
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
一
年
三
月
三
一
日
国
土
交
通
省
令
第
一
九
号
）

こ
の
省
令
は
、
平
成
二
十
一
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
第
二
条
の
規
定
は
、
平
成
二
十
一
年
十

月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
一
年
六
月
二
二
日
国
土
交
通
省
令
第
四
一
号
）

こ
の
省
令
は
、
我
が
国
に
お
け
る
産
業
活
動
の
革
新
等
を
図
る
た
め
の
産
業
活
力
再
生
特
別
措
置
法
等
の
一
部

を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
の
日
（
平
成
二
十
一
年
六
月
二
十
二
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
一
年
六
月
二
四
日
国
土
交
通
省
令
第
四
二
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
二
年
四
月
一
日
国
土
交
通
省
令
第
二
三
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
二
年
七
月
一
日
国
土
交
通
省
令
第
三
九
号
）

こ
の
省
令
は
、
平
成
二
十
二
年
七
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
三
年
二
月
二
八
日
国
土
交
通
省
令
第
九
号
）

こ
の
省
令
は
、
地
域
資
源
を
活
用
し
た
農
林
漁
業
者
等
に
よ
る
新
事
業
の
創
出
等
及
び
地
域
の
農
林
水
産
物
の

利
用
促
進
に
関
す
る
法
律
附
則
第
一
条
た
だ
し
書
に
規
定
す
る
規
定
の
施
行
の
日
（
平
成
二
十
三
年
三
月
一
日
）

か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
三
年
三
月
三
一
日
国
土
交
通
省
令
第
二
三
号
）

こ
の
省
令
は
、
平
成
二
十
三
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
第
八
条
及
び
第
八
十
九
条
の
改
正
規
定

並
び
に
別
表
第
一
の
改
正
規
定
（
「
飯
田
市
山
本
三
千
六
百
四
十
三
番
一
」
を
「
飯
田
市
山
本
三
千
七
百
六
十
二

番
二
」
に
改
め
、
「
同
市
上
村
百
三
十
八
番
十
四
ま
で
」
の
下
に
「
及
び
同
市
南
信
濃
八
重
河
内
千
三
十
七
番
三

か
ら
同
市
南
信
濃
八
重
河
内
九
百
二
番
八
ま
で
」
を
加
え
る
部
分
及
び
地
方
道
路
公
社
が
行
う
有
料
道
路
に
関
す

る
事
業
に
関
す
る
事
務
の
項
を
削
る
部
分
を
除
く
。
）
は
、
平
成
二
十
三
年
五
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
三
年
四
月
二
九
日
国
土
交
通
省
令
第
三
八
号
）

こ
の
省
令
は
、
東
日
本
大
震
災
に
よ
る
被
害
を
受
け
た
公
共
土
木
施
設
の
災
害
復
旧
事
業
等
に
係
る
工
事
の
国

等
に
よ
る
代
行
に
関
す
る
法
律
の
施
行
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
三
年
五
月
三
〇
日
国
土
交
通
省
令
第
四
三
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
排
他
的
経
済
水
域
及
び
大
陸
棚
の
保
全
及
び
利
用
の
促
進
の
た
め
の
低
潮
線
の
保
全
及
び

拠
点
施
設
の
整
備
等
に
関
す
る
法
律
附
則
第
一
条
た
だ
し
書
に
規
定
す
る
規
定
の
施
行
の
日
（
平
成
二
十
三
年
六

月
一
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
三
年
九
月
三
〇
日
国
土
交
通
省
令
第
七
三
号
）

こ
の
省
令
は
、
平
成
二
十
三
年
十
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
三
年
一
〇
月
七
日
国
土
交
通
省
令
第
七
五
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
三
年
一
二
月
二
二
日
国
土
交
通
省
令
第
九
六
号
）

こ
の
省
令
は
、
東
日
本
大
震
災
復
興
特
別
区
域
法
附
則
第
一
条
本
文
の
政
令
で
定
め
る
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
四
年
三
月
三
〇
日
国
土
交
通
省
令
第
三
二
号
）
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こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
四
年
四
月
六
日
国
土
交
通
省
令
第
四
六
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
別
表
第
五
近
畿
地
方
整
備
局
の
項
の
改
正
規
定
（
「
豊

中
市
」
を
「
大
阪
市
」
に
改
め
る
部
分
を
除
く
。
）
は
、
平
成
二
十
四
年
七
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
四
年
六
月
二
七
日
国
土
交
通
省
令
第
六
〇
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
五
年
四
月
一
日
国
土
交
通
省
令
第
二
五
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
五
年
五
月
一
六
日
国
土
交
通
省
令
第
四
一
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
五
年
七
月
九
日
国
土
交
通
省
令
第
六
〇
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
五
年
八
月
一
九
日
国
土
交
通
省
令
第
六
八
号
）

こ
の
省
令
は
、
平
成
二
十
五
年
八
月
二
十
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
五
年
九
月
二
〇
日
国
土
交
通
省
令
第
七
九
号
）

こ
の
省
令
は
、
小
規
模
企
業
の
事
業
活
動
の
活
性
化
の
た
め
の
中
小
企
業
基
本
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
等
の

法
律
（
平
成
二
十
五
年
法
律
第
五
十
七
号
）
の
施
行
の
日
（
平
成
二
十
五
年
九
月
二
十
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
五
年
一
〇
月
一
日
国
土
交
通
省
令
第
八
六
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
五
年
一
二
月
一
一
日
国
土
交
通
省
令
第
九
八
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
水
防
法
及
び
河
川
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
一
部
の
施
行
の
日
（
平
成
二
十
五
年
十

二
月
十
一
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
五
年
一
二
月
二
七
日
国
土
交
通
省
令
第
一
〇
二
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
六
年
一
月
一
五
日
国
土
交
通
省
令
第
二
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
六
年
一
月
一
七
日
国
土
交
通
省
令
第
三
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
使
用
の
合
理
化
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
等
の
法
律
の
施
行
の

日
（
平
成
二
十
六
年
四
月
一
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
六
年
一
月
二
〇
日
国
土
交
通
省
令
第
四
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
六
年
三
月
二
六
日
国
土
交
通
省
令
第
二
六
号
）

こ
の
省
令
は
、
平
成
二
十
六
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
六
年
一
一
月
二
八
日
国
土
交
通
省
令
第
九
〇
号
）

こ
の
省
令
は
、
マ
ン
シ
ョ
ン
の
建
替
え
の
円
滑
化
等
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
の
日

（
平
成
二
十
六
年
十
二
月
二
十
四
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
七
年
一
月
一
六
日
国
土
交
通
省
令
第
二
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
土
砂
災
害
警
戒
区
域
等
に
お
け
る
土
砂
災
害
防
止
対
策
の
推
進
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を

改
正
す
る
法
律
の
施
行
の
日
（
平
成
二
十
七
年
一
月
十
八
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
七
年
一
月
三
〇
日
国
土
交
通
省
令
第
六
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
地
域
の
自
主
性
及
び
自
立
性
を
高
め
る
た
め
の
改
革
の
推
進
を
図
る
た
め
の
関
係
法
律
の

整
備
に
関
す
る
法
律
の
施
行
の
日
（
平
成
二
十
七
年
四
月
一
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
七
年
三
月
三
一
日
国
土
交
通
省
令
第
二
四
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
七
年
四
月
一
〇
日
国
土
交
通
省
令
第
三
二
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
七
年
七
月
一
七
日
国
土
交
通
省
令
第
五
四
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
水
防
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
の
日
（
平
成
二
十
七
年
七
月
十
九
日
）
か
ら

施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
七
年
八
月
二
〇
日
国
土
交
通
省
令
第
六
〇
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
八
年
三
月
三
一
日
国
土
交
通
省
令
第
三
四
号
）

こ
の
省
令
は
、
平
成
二
十
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
八
年
三
月
三
一
日
国
土
交
通
省
令
第
三
八
号
）

こ
の
省
令
は
、
平
成
二
十
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
八
年
六
月
三
〇
日
国
土
交
通
省
令
第
五
三
号
）

こ
の
省
令
は
、
中
小
企
業
の
新
た
な
事
業
活
動
の
促
進
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
の
日

か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
八
年
六
月
三
〇
日
国
土
交
通
省
令
第
五
四
号
）

こ
の
省
令
は
、
平
成
二
十
八
年
七
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
八
年
一
一
月
三
〇
日
国
土
交
通
省
令
第
八
〇
号
）
　
抄

こ
の
省
令
は
、
建
築
物
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
性
能
の
向
上
に
関
す
る
法
律
の
一
部
の
施
行
の
日
（
平
成
二
十
九

年
四
月
一
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
九
年
三
月
三
一
日
国
土
交
通
省
令
第
二
五
号
）

こ
の
省
令
は
、
平
成
二
十
九
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
九
年
六
月
一
四
日
国
土
交
通
省
令
第
三
六
号
）

こ
の
省
令
は
、
水
防
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
の
日
（
平
成
二
十
九
年
六
月
十
九
日
）
か
ら
施
行

す
る
。附

　
則
　
（
平
成
二
九
年
七
月
七
日
国
土
交
通
省
令
第
四
三
号
）
　
抄

１
　
こ
の
省
令
は
、
港
湾
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
の
日
（
平
成
二
十
九
年
七
月
八
日
）
か
ら
施
行
す

る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
九
年
九
月
二
九
日
国
土
交
通
省
令
第
五
七
号
）

こ
の
省
令
は
、
平
成
二
十
九
年
十
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
九
年
一
〇
月
二
七
日
国
土
交
通
省
令
第
六
五
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
法
の
施
行
の
日
（
平
成
三
十
年
六
月
十
五
日
）
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
次
条
か
ら
附

則
第
四
条
ま
で
の
規
定
は
、
平
成
三
十
年
三
月
十
五
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
九
年
一
一
月
二
九
日
国
土
交
通
省
令
第
六
八
号
）

こ
の
省
令
は
、
平
成
二
十
九
年
十
二
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
三
〇
年
二
月
九
日
国
土
交
通
省
令
第
七
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
三
〇
年
三
月
三
一
日
国
土
交
通
省
令
第
二
九
号
）

こ
の
省
令
は
、
平
成
三
十
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
三
〇
年
七
月
六
日
国
土
交
通
省
令
第
五
六
号
）

こ
の
省
令
は
、
産
業
競
争
力
強
化
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
三
〇
年
一
一
月
九
日
国
土
交
通
省
令
第
八
三
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
法
の
施
行
の
日
（
平
成
三
十
年
十
一
月
十
五
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
三
一
年
三
月
二
九
日
国
土
交
通
省
令
第
二
一
号
）
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こ
の
省
令
は
、
平
成
三
十
一
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
令
和
元
年
七
月
一
二
日
国
土
交
通
省
令
第
二
四
号
）

こ
の
省
令
は
、
中
小
企
業
の
事
業
活
動
の
継
続
に
資
す
る
た
め
の
中
小
企
業
等
経
営
強
化
法
等
の
一
部
を
改
正

す
る
法
律
の
施
行
の
日
（
令
和
元
年
七
月
十
六
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
令
和
元
年
一
二
月
二
七
日
国
土
交
通
省
令
第
五
一
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
令
和
二
年
三
月
三
一
日
国
土
交
通
省
令
第
三
一
号
）

こ
の
省
令
は
、
令
和
二
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
令
和
二
年
三
月
三
一
日
国
土
交
通
省
令
第
三
七
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
令
和
二
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
令
和
二
年
六
月
一
九
日
国
土
交
通
省
令
第
五
六
号
）

こ
の
省
令
は
、
令
和
二
年
七
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
令
和
二
年
七
月
二
八
日
国
土
交
通
省
令
第
六
五
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
令
和
二
年
八
月
三
一
日
国
土
交
通
省
令
第
七
〇
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
建
設
業
法
及
び
公
共
工
事
の
入
札
及
び
契
約
の
適
正
化
の
促
進
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を

改
正
す
る
法
律
附
則
第
一
条
た
だ
し
書
に
規
定
す
る
規
定
の
施
行
の
日
（
令
和
三
年
四
月
一
日
。
次
条
に
お
い
て

「
一
部
施
行
日
」
と
い
う
。
）
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
令
和
二
年
九
月
三
〇
日
国
土
交
通
省
令
第
八
一
号
）

こ
の
省
令
は
、
令
和
二
年
十
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
令
和
二
年
一
〇
月
一
六
日
国
土
交
通
省
令
第
八
三
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
法
附
則
第
一
条
第
二
号
に
掲
げ
る
規
定
の
施
行
の
日
（
令
和
二
年
十
二
月
十
五
日
）
か
ら

施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
令
和
三
年
三
月
三
一
日
国
土
交
通
省
令
第
二
〇
号
）

こ
の
省
令
は
、
令
和
三
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
令
和
三
年
四
月
二
一
日
国
土
交
通
省
令
第
三
四
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
賃
貸
住
宅
の
管
理
業
務
等
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
（
次
条
に
お
い
て
「
法
」
と
い
う
。
）

の
施
行
の
日
（
令
和
三
年
六
月
十
五
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
令
和
三
年
七
月
一
四
日
国
土
交
通
省
令
第
四
八
号
）

こ
の
省
令
は
、
特
定
都
市
河
川
浸
水
被
害
対
策
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
附
則
第
一
条
第
二
号
に
掲
げ
る

規
定
の
施
行
の
日
（
令
和
三
年
七
月
十
五
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
令
和
三
年
九
月
三
〇
日
国
土
交
通
省
令
第
六
〇
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
令
和
三
年
一
〇
月
二
九
日
国
土
交
通
省
令
第
六
九
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
特
定
都
市
河
川
浸
水
被
害
対
策
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
の
日
（
令
和
三
年
十
一

月
一
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
令
和
四
年
三
月
三
一
日
国
土
交
通
省
令
第
二
二
号
）

こ
の
省
令
は
、
令
和
四
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
令
和
四
年
三
月
三
一
日
国
土
交
通
省
令
第
二
三
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
令
和
四
年
六
月
三
〇
日
国
土
交
通
省
令
第
五
四
号
）

こ
の
省
令
は
、
令
和
四
年
七
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
令
和
四
年
一
〇
月
五
日
国
土
交
通
省
令
第
七
二
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
令
和
四
年
一
一
月
一
日
国
土
交
通
省
令
第
七
五
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
所
有
者
不
明
土
地
の
利
用
の
円
滑
化
等
に
関
す
る
特
別
措
置
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
令

和
四
年
法
律
第
三
十
八
号
）
の
施
行
の
日
（
令
和
四
年
十
一
月
一
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
令
和
四
年
一
一
月
二
八
日
国
土
交
通
省
令
第
八
三
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
令
和
五
年
三
月
三
一
日
国
土
交
通
省
令
第
二
二
号
）

こ
の
省
令
は
、
令
和
五
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
令
和
五
年
三
月
三
一
日
国
土
交
通
省
令
第
三
〇
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
宅
地
造
成
等
規
制
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
の
日
（
令
和
五
年
五
月
二
十
六
日
）
か

ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
令
和
五
年
九
月
二
五
日
国
土
交
通
省
令
第
七
五
号
）

こ
の
省
令
は
、
脱
炭
素
社
会
の
実
現
に
資
す
る
た
め
の
建
築
物
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
性
能
の
向
上
に
関
す
る
法

律
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
附
則
第
一
条
第
四
号
に
掲
げ
る
規
定
の
施
行
の
日
（
令
和
六
年
四
月
一
日
）
か
ら

施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
令
和
五
年
一
〇
月
一
三
日
国
土
交
通
省
令
第
八
四
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
令
和
六
年
二
月
一
六
日
国
土
交
通
省
令
第
一
一
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
令
和
六
年
三
月
二
九
日
国
土
交
通
省
令
第
三
三
号
）

こ
の
省
令
は
、
令
和
六
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

別
表
第
一
（
第
一
条
関
係
）

事
務

地方整備局

区
域

一
　
河
川
、
水
流
及
び
水
面
（
港
湾
内
の
水
面
を
除
く
。
以
下
こ
の
表

に
お
い
て
同
じ
。
）
の
整
備
、
利
用
、
保
全
そ
の
他
の
管
理
並
び
に
水
資

源
の
開
発
又
は
利
用
の
た
め
の
施
設
の
整
備
及
び
管
理
に
関
す
る
事
務

で
あ
っ
て
、
指
定
区
間
外
の
一
級
河
川
に
係
る
次
に
掲
げ
る
も
の

イ
　
国
土
交
通
大
臣
が
河
川
管
理
者
と
し
て
行
う
事
務

ロ
　
河
川
法
施
行
令
（
昭
和
四
十
年
政
令
第
十
四
号
）
第
三
十
二
条
第

三
号
に
規
定
す
る
事
務

ハ
　
河
川
法
第
七
十
八
条
第
一
項
に
規
定
す
る
事
務

ニ
　
砂
利
採
取
法
第
三
十
三
条
の
規
定
に
よ
る
報
告
の
徴
収
及
び
同
法

第
三
十
四
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
立
入
り
、
物
件
の
検
査
又
は
質
問

に
関
す
る
事
務

ホ
　
水
道
原
水
水
質
保
全
事
業
の
実
施
の
促
進
に
関
す
る
法
律
の
施
行

に
関
す
る
事
務

ヘ
　
特
定
多
目
的
ダ
ム
法
（
昭
和
三
十
二
年
法
律
第
三
十
五
号
）
第
三

十
一
条
の
規
定
に
よ
る
多
目
的
ダ
ム
の
操
作
規
則
の
策
定
並
び
に
同
法

第
三
十
二
条
の
規
定
に
よ
る
関
係
都
府
県
知
事
等
へ
の
通
知
及
び
一
般

に
周
知
さ
せ
る
た
め
の
必
要
な
措
置
に
関
す
る
事
務

関東地方整備局

富
士
川
水
系
に
属
す
る
河
川
の

流
域
の
う
ち
、
静
岡
県
内
の
区

域
（
上
欄
第
二
号
及
び
第
四
号

に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
。
）

　

那
須
岳
の
う
ち
、
福
島
県
内
の

区
域
（
上
欄
第
二
号
ロ
に
掲
げ

る
も
の
に
限
る
。
）

北陸地方整

荒
川
水
系
（
新
潟
県
・
山
形

県
）
に
属
す
る
河
川
の
流
域
の

う
ち
、
山
形
県
内
の
区
域
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二
　
砂
防
に
関
す
る
事
務
で
あ
っ
て
、
次
に
掲
げ
る
も
の

イ
　
国
土
交
通
大
臣
が
行
う
砂
防
設
備
に
関
す
る
管
理
、
工
事
の
施
行

又
は
維
持
に
関
す
る
事
務
（
ロ
に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
。
）

ロ
　
砂
防
工
事
に
関
す
る
調
査
（
火
山
噴
火
対
策
に
資
す
る
も
の
に
限

る
。
）
に
関
す
る
事
務

三
　
地
す
べ
り
に
よ
る
災
害
の
防
止
に
関
す
る
事
務
で
あ
っ
て
、
国
土

交
通
大
臣
が
施
行
す
る
地
す
べ
り
防
止
工
事
に
係
る
も
の

四
　
土
砂
災
害
警
戒
区
域
等
に
お
け
る
土
砂
災
害
防
止
対
策
の
推
進
に

関
す
る
法
律
の
規
定
に
よ
る
基
礎
調
査
の
結
果
の
報
告
、
緊
急
調
査
の

実
施
及
び
避
難
の
た
め
の
立
退
き
の
指
示
等
の
解
除
に
関
す
る
助
言
に

関
す
る
事
務

五
　
水
防
に
関
す
る
事
務
で
あ
っ
て
、
水
防
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律

第
百
九
十
三
号
）
第
十
条
第
二
項
、
第
十
三
条
第
一
項
、
第
十
四
条
第

一
項
、
第
四
項
及
び
第
五
項
、
第
十
五
条
の
九
第
一
項
、
第
十
六
条
第

一
項
及
び
第
二
項
、
第
二
十
七
条
第
二
項
、
第
四
十
七
条
第
一
項
並
び

に
第
四
十
八
条
に
規
定
す
る
も
の

六
　
流
域
に
お
け
る
治
水
及
び
水
利
に
関
す
る
施
策
の
調
査
及
び
調
整

そ
の
他
当
該
施
策
の
推
進
に
関
す
る
事
務

備局

阿
賀
野
川
水
系
に
属
す
る
河
川

の
流
域
の
う
ち
、
福
島
県
内
の

区
域
（
吾
妻
山
及
び
安
達
太
良

山
に
あ
っ
て
は
、
上
欄
第
二
号

ロ
及
び
第
四
号
に
掲
げ
る
も
の

を
除
く
。
）

信
濃
川
水
系
に
属
す
る
河
川
の

流
域
の
う
ち
、
長
野
県
内
の
区

域
（
浅
間
山
に
あ
っ
て
は
、
上

欄
第
二
号
及
び
第
四
号
、
草
津

白
根
山
に
あ
っ
て
は
、
上
欄
第

二
号
ロ
に
掲
げ
る
も
の
を
除

く
。
）

　

姫
川
水
系
に
属
す
る
河
川
の
流

域
の
う
ち
、
長
野
県
内
の
区
域

　

神
通
川
水
系
に
属
す
る
河
川
の

流
域
の
う
ち
、
岐
阜
県
内
の

区
域

中部地方整備局

天
竜
川
水
系
、
矢
作
川
水
系
及

び
木
曽
川
水
系
に
属
す
る
河
川

の
流
域
の
う
ち
、
長
野
県
内
の

区
域

富
士
山
の
う
ち
、
山
梨
県
内
の

区
域
（
上
欄
第
二
号
に
掲
げ
る

も
の
に
限
る
。
）

近畿地方整備局

淀
川
水
系
及
び
新
宮
川
水
系
に

属
す
る
河
川
の
流
域
の
う
ち
、

三
重
県
内
の
区
域

一
　
河
川
、
水
流
及
び
水
面
の
整
備
、
利
用
、
保
全
そ
の
他
の
管
理
並

び
に
水
資
源
の
開
発
又
は
利
用
の
た
め
の
施
設
の
整
備
及
び
管
理
に
関

す
る
事
務
で
あ
っ
て
、
指
定
区
間
内
の
一
級
河
川
に
係
る
次
に
掲
げ
る

も
の

イ
　
河
川
法
第
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
河
川
の
台
帳
を
調
製
し
、

こ
れ
を
保
管
す
る
事
務

ロ
　
河
川
法
第
十
六
条
の
四
第
二
項
並
び
に
河
川
法
施
行
令
第
十
条
の

八
第
一
項
及
び
第
四
項
に
規
定
す
る
事
務

ハ
　
河
川
法
第
十
六
条
の
五
第
二
項
並
び
に
河
川
法
施
行
令
第
十
条
の

九
第
一
項
及
び
第
四
項
に
規
定
す
る
事
務

関東地方整備局

久
慈
川
水
系
及
び
那
珂
川
水
系

に
属
す
る
河
川
の
流
域
の
う

ち
、
福
島
県
内
の
区
域

　

富
士
川
水
系
に
属
す
る
河
川
の

流
域
の
う
ち
、
静
岡
県
内
の
区

ニ
　
河
川
法
施
行
令
第
二
条
第
一
項
第
三
号
に
規
定
す
る
水
利
使
用

（
以
下
「
特
定
水
利
使
用
」
と
い
う
。
）
に
関
す
る
事
務

ホ
　
河
川
法
施
行
令
第
二
条
第
一
項
第
八
号
に
規
定
す
る
事
務

ヘ
　
河
川
法
施
行
令
第
三
十
二
条
第
三
号
に
規
定
す
る
事
務

ト
　
河
川
法
第
五
十
二
条
及
び
第
五
十
三
条
第
三
項
に
規
定
す
る
事
務

チ
　
河
川
法
施
行
令
第
四
十
五
条
第
四
号
か
ら
第
六
号
ま
で
に
規
定
す

る
処
分
に
係
る
河
川
法
第
七
十
九
条
第
一
項
に
規
定
す
る
事
務

リ
　
イ
か
ら
ヘ
ま
で
に
係
る
河
川
法
第
七
十
八
条
第
一
項
に
規
定
す
る

事
務

ヌ
　
水
防
に
関
す
る
事
務
で
あ
っ
て
、
水
防
法
第
四
十
七
条
第
一
項
及

び
第
四
十
八
条
に
規
定
す
る
も
の

ル
　
流
域
に
お
け
る
治
水
及
び
水
利
に
関
す
る
施
策
の
調
査
及
び
調
整

そ
の
他
当
該
施
策
の
推
進
に
関
す
る
事
務

二
　
土
砂
災
害
警
戒
区
域
等
に
お
け
る
土
砂
災
害
防
止
対
策
の
推
進
に

関
す
る
法
律
の
規
定
に
よ
る
基
礎
調
査
の
結
果
の
報
告
、
緊
急
調
査
の

実
施
及
び
避
難
の
た
め
の
立
退
き
の
指
示
等
の
解
除
に
関
す
る
助
言
に

関
す
る
事
務

域
（
上
欄
第
二
号
に
掲
げ
る
も

の
を
除
く
。
）

北陸地方整備局

荒
川
水
系
（
新
潟
県
・
山
形

県
）
に
属
す
る
河
川
の
流
域
の

う
ち
、
山
形
県
内
の
区
域

　

阿
賀
野
川
水
系
に
属
す
る
河
川

の
流
域
の
う
ち
、
福
島
県
内
の

区
域

　

阿
賀
野
川
水
系
及
び
信
濃
川
水

系
に
属
す
る
河
川
の
流
域
の
う

ち
、
群
馬
県
内
の
区
域

　

信
濃
川
水
系
、
関
川
水
系
及
び

姫
川
水
系
に
属
す
る
河
川
の
流

域
の
う
ち
、
長
野
県
内
の
区
域

　

神
通
川
水
系
及
び
庄
川
水
系
に

属
す
る
河
川
の
流
域
の
う
ち
、

岐
阜
県
内
の
区
域

中部地方整備局

天
竜
川
水
系
、
矢
作
川
水
系
及

び
木
曽
川
水
系
に
属
す
る
河
川

の
流
域
の
う
ち
、
長
野
県
内
の

区
域

　

木
曽
川
水
系
に
属
す
る
河
川
の

流
域
の
う
ち
、
滋
賀
県
内
の

区
域

　

雲
出
川
水
系
に
属
す
る
河
川
の

流
域
の
う
ち
、
奈
良
県
内
の

区
域

近畿地方整備局

淀
川
水
系
及
び
新
宮
川
水
系
に

属
す
る
河
川
の
流
域
の
う
ち
、

三
重
県
内
の
区
域

　

九
頭
竜
川
水
系
に
属
す
る
河
川

の
流
域
の
う
ち
、
岐
阜
県
内
の

区
域
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一
　
河
川
、
水
流
及
び
水
面
の
整
備
、
利
用
、
保
全
そ
の
他
の
管
理
並

び
に
水
資
源
の
開
発
又
は
利
用
の
た
め
の
施
設
の
整
備
及
び
管
理
に
関

す
る
事
務
で
あ
っ
て
、
二
級
河
川
に
係
る
次
に
掲
げ
る
も
の

イ
　
河
川
法
第
七
十
九
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
河
川
整
備
基
本
方
針

の
策
定
に
係
る
同
意
に
関
す
る
事
務

ロ
　
河
川
法
第
七
十
九
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
特
定
水
利
使
用
に
関

す
る
処
分
に
係
る
同
意
に
関
す
る
事
務

ハ
　
ロ
に
係
る
河
川
法
第
七
十
八
条
第
一
項
に
規
定
す
る
事
務

二
　
土
砂
災
害
警
戒
区
域
等
に
お
け
る
土
砂
災
害
防
止
対
策
の
推
進
に

関
す
る
法
律
の
規
定
に
よ
る
基
礎
調
査
の
結
果
の
報
告
、
緊
急
調
査
の

実
施
及
び
避
難
の
た
め
の
立
退
き
の
指
示
等
の
解
除
に
関
す
る
助
言
に

関
す
る
事
務

東北地方整備局

鮫
川
水
系
に
属
す
る
河
川
の
流

域
の
う
ち
、
茨
城
県
内
の
区
域

関東地方整備局

里
根
川
水
系
に
属
す
る
河
川
の

流
域
の
う
ち
、
福
島
県
内
の

区
域

　

酒
匂
川
水
系
に
属
す
る
河
川
の

流
域
の
う
ち
、
静
岡
県
内
の

区
域

　

千
歳
川
水
系
に
属
す
る
河
川
の

流
域
の
う
ち
、
静
岡
県
内
の

区
域

北陸地方整備局

大
聖
寺
川
水
系
に
属
す
る
河
川

の
流
域
の
う
ち
、
福
井
県
内
の

区
域

道
路
の
整
備
、
利
用
、
保
全
そ
の
他
の
管
理
（
こ
れ
に
関
連
す
る
環
境

対
策
及
び
交
通
安
全
対
策
を
含
む
。
）
に
関
す
る
事
務
で
あ
っ
て
、
道
路

管
理
者
で
あ
る
国
土
交
通
大
臣
の
権
限
に
係
る
も
の

東北地方整備局

一
般
国
道
六
号
の
う
ち
、
北
茨

城
市
平
潟
町
字
経
塚
六
百
四
十

七
番
一
か
ら
同
市
平
潟
町
字
経

塚
六
四
六
番
一
ま
で
の
区
間

関東地方整備局

一
般
国
道
四
号
の
う
ち
、
栃
木

県
境
か
ら
福
島
県
西
白
河
郡
西

郷
村
大
字
小
田
倉
字
ナ
メ
ラ
フ

チ
一
番
ま
で
の
区
間

　

　

一
般
国
道
十
七
号
の
う
ち
、
新

潟
県
南
魚
沼
郡
湯
沢
町
大
字
三

国
四
百
七
十
二
番
一
か
ら
同
町

大
字
三
国
字
三
国
山
四
百
七
十

二
番
十
七
ま
で
の
区
間

　

北陸地方整備局

一
般
国
道
八
号
の
う
ち
、
福
井

県
あ
わ
ら
市
牛
ノ
谷
六
十
二
字

堺
谷
三
十
五
番
か
ら
同
市
牛
ノ

谷
八
字
大
堂
ケ
市
二
番
三
ま
で

の
区
間

　

　

一
般
国
道
十
八
号
の
う
ち
、
長

野
県
上
水
内
郡
信
濃
町
大
字
野

尻
字
赤
川
三
千
百
八
十
五
番
九

か
ら
同
町
大
字
野
尻
字
赤
川
三

千
六
百
二
十
一
番
五
ま
で
の

区
間

一
般
国
道
四
十
一
号
の
う
ち
、

飛
騨
市
谷
字
落
合
無
番
地
か
ら

同
市
谷
字
落
合
百
三
十
二
番
一

ま
で
の
区
間

中部地方整備局

一
般
国
道
二
十
五
号
の
う
ち
、

三
重
県
境
か
ら
奈
良
市
針
町
二

百
四
十
五
番
一
ま
で
の
区
間

一
般
国
道
四
十
一
号
の
う
ち
、

富
山
市
東
猪
谷
字
杉
山
割
八
番

二
か
ら
同
市
東
猪
谷
字
杉
山
割

八
番
四
ま
で
の
区
間

　

　

一
般
国
道
五
十
二
号
の
う
ち
、

静
岡
県
境
か
ら
山
梨
県
南
巨
摩

郡
南
部
町
大
字
万
沢
字
境
川
官

有
無
番
地
ま
で
の
区
間

　

近畿地方整備局

一
般
国
道
一
号
の
う
ち
、
滋
賀

県
境
か
ら
亀
山
市
関
町
坂
下
字

鈴
鹿
山
六
百
二
十
二
番
一
ま
で

の
区
間

　

　

一
般
国
道
九
号
の
う
ち
、
鳥
取

県
岩
美
郡
岩
美
町
大
字
蒲
生
字

御
祝
谷
か
ら
同
町
大
字
蒲
生
字
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煤
掃
口
千
九
百
十
二
番
ま
で
の

区
間

一
般
国
道
四
十
二
号
の
う
ち
、

和
歌
山
県
境
か
ら
三
重
県
南
牟

婁
郡
紀
宝
町
成
川
字
渡
シ
ノ
上

八
百
十
九
番
六
ま
で
の
区
間
及

び
和
歌
山
県
境
か
ら
三
重
県
南

牟
婁
郡
紀
宝
町
鵜
殿
字
上
地
百

三
十
三
番
を
経
て
同
町
成
川
字

耳
切
三
番
二
ま
で
の
区
間

　

中国地方整備局

一
般
国
道
二
号
の
う
ち
、
岡
山

県
境
か
ら
兵
庫
県
赤
穂
郡
上
郡

町
梨
ヶ
原
字
西
坂
千
百
四
十
七

番
二
十
一
ま
で
の
区
間

　

　

一
般
国
道
二
十
九
号
の
う
ち
、

鳥
取
県
境
か
ら
宍
粟
市
波
賀
町

戸
倉
字
坂
ノ
谷
百
六
十
七
番
二

ま
で
の
区
間

　

　

中
国
横
断
自
動
車
道
姫
路
鳥
取

線
の
う
ち
、
岡
山
県
境
か
ら
兵

庫
県
佐
用
郡
佐
用
町
口
長
谷
字

申
山
二
百
十
九
番
百
五
十
五
ま

で
の
区
間
（
上
欄
に
掲
げ
る
事

務
の
う
ち
、
高
速
自
動
車
国
道

法
（
昭
和
三
十
二
年
法
律
第
七

十
九
号
）
第
六
条
に
規
定
す
る

改
築
に
関
す
る
事
務
を
除
く
。
）

道
路
の
整
備
、
利
用
、
保
全
そ
の
他
の
管
理
（
こ
れ
に
関
連
す
る
環
境

対
策
及
び
交
通
安
全
対
策
を
含
む
。
）
に
関
す
る
事
務
で
あ
っ
て
、
次
に

掲
げ
る
も
の

一
　
道
路
管
理
者
で
あ
る
国
土
交
通
大
臣
の
権
限
に
係
る
も
の
に
関
す

る
こ
と
。

二
　
幹
線
道
路
の
沿
道
の
整
備
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
五
十
五
年
法
律

第
三
十
四
号
）
第
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
同
意
す
る
こ
と
。

中部地方整備局

一
般
国
道
十
九
号
の
う
ち
、
長

野
県
木
曽
郡
南
木
曽
町
田
立
三

十
二
番
一
か
ら
塩
尻
市
大
字
広

丘
高
出
字
和
手
千
五
百
四
十
三

番
二
ま
で
の
区
間

　

一
般
国
道
百
五
十
三
号
の
う

ち
、
長
野
県
下
伊
那
郡
根
羽
村

五
千
五
百
十
二
番
一
か
ら
飯
田

市
鼎
東
鼎
百
三
十
六
番
六
ま
で

の
区
間

　

一
般
国
道
百
五
十
八
号
の
う

ち
、
大
野
市
東
市
布
弐
〇
字
阪

ノ
谷
一
番
一
か
ら
同
市
東
市
布

弐
壱
字
鮭
ヶ
洞
一
番
一
ま
で
の

区
間

　

一
般
国
道
四
百
七
十
四
号
の
う

ち
、
飯
田
市
山
本
三
千
七
百
六

十
二
番
二
か
ら
同
市
上
村
百
三

十
八
番
十
四
ま
で
及
び
同
市
南

信
濃
八
重
河
内
千
三
十
七
番
三

か
ら
同
市
南
信
濃
八
重
河
内
九

百
二
番
八
ま
で
の
区
間

道
路
の
整
備
、
利
用
、
保
全
そ
の
他
の
管
理
（
こ
れ
に
関
連
す
る
環
境

対
策
及
び
交
通
安
全
対
策
を
含
む
。
）
に
関
す
る
事
務
で
あ
っ
て
、
道
路

法
第
二
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
国
土
交
通
大
臣
が
道
路
管
理
者

に
代
わ
っ
て
行
う
同
法
第
十
二
条
本
文
及
び
第
十
三
条
第
三
項
に
規
定

す
る
工
事
並
び
に
道
路
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
七
年
政
令
第
四
百
七
十

九
号
）
第
四
条
及
び
第
六
条
に
規
定
す
る
権
限
に
係
る
も
の
　

北陸地方整備局

一
般
国
道
二
百
八
十
九
号
の
う

ち
、
福
島
県
南
会
津
郡
只
見
町

大
字
叶
津
字
木
ノ
根
山
国
有
林

山
口
事
業
区
百
二
十
六
林
班
ロ

二
小
班
か
ら
同
町
大
字
叶
津
字

木
ノ
根
山
国
有
林
山
口
事
業
区

百
二
十
六
林
班
イ
小
班
ま
で
の

区
間

中部地方整備局

一
般
国
道
百
五
十
三
号
の
う

ち
、
駒
ヶ
根
市
赤
穂
か
ら
伊
那

市
美
篶
ま
で
の
区
間

近畿地方整備局

一
般
国
道
四
百
十
七
号
の
う

ち
、
岐
阜
県
揖
斐
郡
揖
斐
川
町

塚
奥
山
か
ら
同
町
塚
ま
で
の

区
間

一
般
国
道
百
六
十
九
号
の
う

ち
、
三
重
県
熊
野
市
紀
和
町
小

森
字
下
ノ
向
イ
か
ら
同
市
紀
和

町
小
森
字
乙
乗
向
キ
ま
で
の

区
間

港
湾
の
整
備
、
利
用
、
保
全
及
び
管
理
に
関
す
る
事
務
、
航
路
の
整
備
、

保
全
及
び
管
理
に
関
す
る
事
務
、
国
が
行
う
海
洋
の
汚
染
の
防
除
に
関

す
る
業
務
に
関
す
る
事
務
、
港
湾
内
の
公
有
水
面
の
埋
立
て
及
び
干
拓

に
関
す
る
事
務
、
港
湾
内
の
運
河
に
関
す
る
事
務
並
び
に
港
湾
に
係
る

海
岸
の
整
備
、
利
用
、
保
全
そ
の
他
の
管
理
に
関
す
る
事
務
で
あ
っ
て
、

次
に
掲
げ
る
も
の

一
　
港
湾
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
十
八
号
）
第
二
条
第
二
項

に
規
定
す
る
地
方
港
湾
に
係
る
事
務

二
　
港
湾
区
域
の
定
の
な
い
港
湾
で
、
港
湾
法
第
五
十
六
条
の
規
定
に

よ
り
都
道
府
県
知
事
が
水
域
を
公
告
し
た
も
の
に
係
る
事
務

中国地方整備局

山
口
県
の
う
ち
下
関
市
（
平
成

十
七
年
二
月
十
二
日
に
お
け
る

旧
豊
浦
郡
菊
川
町
、
豊
田
町
、

豊
浦
町
及
び
豊
北
町
の
区
域
に

限
る
。
）

29



別
表
第
二
（
第
一
条
関
係
）

地

方

整

備
局

海
洋
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
発
電
設
備
整
備
促
進
区
域

東
北
地
方

整
備
局

青
森
県
沖
日
本
海
（
南
側
）
に
係
る
海
洋
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
発
電
設
備
整
備
促
進
区
域

秋
田
県
由
利
本
荘
市
沖
（
北
側
）
に
係
る
海
洋
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
発
電
設
備
整
備
促
進
区
域

秋
田
県
由
利
本
荘
市
沖
（
南
側
）
に
係
る
海
洋
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
発
電
設
備
整
備
促
進
区
域

秋
田
県
八
峰
町
及
び
能
代
市
沖
に
係
る
海
洋
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
発
電
設
備
整
備
促
進
区
域

秋
田
県
能
代
市
、
三
種
町
及
び
男
鹿
市
沖
に
係
る
海
洋
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
発
電
設
備
整
備
促
進

区
域

秋
田
県
男
鹿
市
、
潟
上
市
及
び
秋
田
市
沖
に
係
る
海
洋
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
発
電
設
備
整
備
促
進

区
域

山
形
県
遊
佐
町
沖
に
係
る
海
洋
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
発
電
設
備
整
備
促
進
区
域

関
東
地
方

整
備
局

千
葉
県
銚
子
市
沖
に
係
る
海
洋
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
発
電
設
備
整
備
促
進
区
域

北
陸
地
方

整
備
局

新
潟
県
村
上
市
及
び
胎
内
市
沖
に
係
る
海
洋
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
発
電
設
備
整
備
促
進
区
域

九
州
地
方

整
備
局

長
崎
県
西
海
市
江
島
沖
に
係
る
海
洋
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
発
電
設
備
整
備
促
進
区
域

長
崎
県
五
島
市
沖
に
係
る
海
洋
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
発
電
設
備
整
備
促
進
区
域

別
表
第
三
（
第
一
条
関
係
）

地
方
整
備
局

開
発
保
全
航
路

関
東
地
方
整
備
局

東
京
湾
中
央
航
路

中
部
地
方
整
備
局

中
山
水
道
航
路

中
国
地
方
整
備
局

音
戸
瀬
戸
航
路

四
国
地
方
整
備
局

備
讃
瀬
戸
航
路
　
鼻
栗
瀬
戸
航
路
　
来
島
海
峡
航
路
　
奥
南
航
路
　
船
越
航
路
　
細
木
航
路

九
州
地
方
整
備
局

関
門
航
路
　
蟐
蛾
ノ
瀬
戸
航
路
　
平
戸
瀬
戸
航
路
　
万
関
瀬
戸
航
路
　
本
渡
瀬
戸
航
路

別
表
第
四
（
第
一
条
関
係
）

地

方

整

備

局

緊
急
確
保
航
路

関

東

地

方

整

備

局

東
京
湾
に
係
る
緊
急
確
保
航
路

中

部

地

方

整

備

局

伊
勢
湾
に
係
る
緊
急
確
保
航
路

近

畿

地

方

整

備

局

瀬
戸
内
海
に
係
る
緊
急
確
保
航
路
（
和
歌
山
県
瀬
戸
埼
か
ら
徳
島
県
蒲
生
田
岬
か
ら
一
〇
七
度
四
九
分

七
、
八
〇
〇
メ
ー
ト
ル
の
地
点
ま
で
引
い
た
線
、
同
地
点
か
ら
兵
庫
県
沼
島

東
端
ま
で
引
い
た
線
、

同
地
点
か
ら
真
北
へ
同
県
淡
路
島
ま
で
引
い
た
線
、
同
島
江
井
埼
か
ら
二
六
一
度
三
〇
分
三
八
、
七
五

〇
メ
ー
ト
ル
の
地
点
ま
で
引
い
た
線
、
同
地
点
か
ら
岡
山
県
鹿
久
居
島
鵜
ノ
石
鼻
ま
で
引
い
た
線
、
同

地
点
か
ら
同
県
真
尾
鼻
ま
で
引
い
た
線
及
び
陸
岸
に
よ
り
囲
ま
れ
た
区
域
内
に
存
す
る
も
の
に
限
る
。
）

中

国

地

方

整

備

局

瀬
戸
内
海
に
係
る
緊
急
確
保
航
路
（
広
島
県
阿
伏
兎
観
音
か
ら
同
県
田
島
馬
場
埼
ま
で
引
い
た
線
、
同

島

西
端
か
ら
同
県
横
島

東
端
ま
で
引
い
た
線
、
同
島
小
脇
ノ
鼻
か
ら
同
県
因
島
白
滝
鼻
ま
で
引
い

た
線
、
同
島
奥
山
三
角
点
か
ら
同
県
生
口
島
俵
石
鼻
ま
で
引
い
た
線
、
同
島
婿
戻
ノ
鼻
か
ら
愛
媛
県
大

三
島
多
々
羅
埼
ま
で
引
い
た
線
、
同
島
コ
ー
埼
か
ら
同
県
柏
島

東
端
ま
で
引
い
た
線
、
同
島

西
端

か
ら
同
県
大
下
島
ナ
ブ
チ
鼻
ま
で
引
い
た
線
、
同
地
点
か
ら
同
県
小
大
下
島
明
神
鼻
ま
で
引
い
た
線
、

同
島

西
端
か
ら
同
県
岡
村
島

東
端
ま
で
引
い
た
線
、
同
島
観
音
埼
か
ら
広
島
県
大
崎
下
島
蒲
野
鼻

ま
で
引
い
た
線
、
同
島
大
浜
奥
三
角
点
か
ら
同
県
斎
島

東
端
ま
で
引
い
た
線
、
同
島

西
端
か
ら
愛

媛
県
安
居
島

東
端
ま
で
引
い
た
線
、
同
島

西
端
か
ら
同
県
中
島
歌
埼
ま
で
引
い
た
線
、
同
島
鳶
ノ

鼻
か
ら
同
県
怒
和
島
風
切
鼻
ま
で
引
い
た
線
、
同
島
ア
カ
ジ
ワ
埼
か
ら
同
県
津
和
地
島

東
端
ま
で
引

い
た
線
、
同
島
苅
藻
鼻
か
ら
山
口
県
諸
島

北
端
ま
で
引
い
た
線
、
同
島

南
端
か
ら
同
県
片
島
ト
ッ

ク
リ
鼻
ま
で
引
い
た
線
、
同
地
点
か
ら
同
県
小
水
無
瀬
島

東
端
ま
で
引
い
た
線
、
同
島

西
端
か
ら

愛
媛
県
佐
田
岬
灯
台
か
ら
〇
度
二
七
、
九
〇
〇
メ
ー
ト
ル
の
地
点
ま
で
引
い
た
線
、
同
地
点
か
ら
山
口

県
長
島

西
端
ま
で
引
い
た
線
、
同
島

東
端
か
ら
同
県
千
葉
埼
ま
で
引
い
た
線
及
び
陸
岸
に
よ
り
囲

ま
れ
た
区
域
内
に
存
す
る
も
の
に
限
る
。
）

四

国

地

方

整

備

局

瀬
戸
内
海
に
係
る
緊
急
確
保
航
路
（
徳
島
県
蒲
生
田
岬
か
ら
一
〇
七
度
四
九
分
七
、
八
〇
〇
メ
ー
ト
ル

の
地
点
ま
で
引
い
た
線
、
同
地
点
か
ら
兵
庫
県
沼
島

東
端
ま
で
引
い
た
線
、
同
地
点
か
ら
真
北
へ
同

県
淡
路
島
ま
で
引
い
た
線
、
同
島
江
井
埼
か
ら
二
六
一
度
三
〇
分
三
八
、
七
五
〇
メ
ー
ト
ル
の
地
点
ま

で
引
い
た
線
、
同
地
点
か
ら
岡
山
県
鹿
久
居
島
鵜
ノ
石
鼻
ま
で
引
い
た
線
、
同
地
点
か
ら
同
県
真
尾
鼻

ま
で
引
い
た
線
、
愛
媛
県
佐
田
岬
灯
台
か
ら
〇
度
二
七
、
九
〇
〇
メ
ー
ト
ル
の
地
点
ま
で
引
い
た
線
、

同
地
点
か
ら
山
口
県
小
水
無
瀬
島

西
端
ま
で
引
い
た
線
、
同
島

東
端
か
ら
同
県
片
島
ト
ッ
ク
リ
鼻

ま
で
引
い
た
線
、
同
地
点
か
ら
同
県
諸
島

南
端
ま
で
引
い
た
線
、
同
島

北
端
か
ら
愛
媛
県
津
和
地

島
苅
藻
鼻
ま
で
引
い
た
線
、
同
島

東
端
か
ら
同
県
怒
和
島
ア
カ
ジ
ワ
埼
ま
で
引
い
た
線
、
同
島
風
切

鼻
か
ら
同
県
中
島
鳶
ノ
鼻
ま
で
引
い
た
線
、
同
島
歌
埼
か
ら
同
県
安
居
島

西
端
ま
で
引
い
た
線
、
同

島

東
端
か
ら
広
島
県
斎
島

西
端
ま
で
引
い
た
線
、
同
島

東
端
か
ら
同
県
大
崎
下
島
大
浜
奥
三
角

点
ま
で
引
い
た
線
、
同
島
蒲
野
鼻
か
ら
愛
媛
県
岡
村
島
観
音
埼
ま
で
引
い
た
線
、
同
島

東
端
か
ら
同

県
小
大
下
島

西
端
ま
で
引
い
た
線
、
同
島
明
神
鼻
か
ら
同
県
大
下
島
ナ
ブ
チ
鼻
ま
で
引
い
た
線
、
同

地
点
か
ら
同
県
柏
島

西
端
ま
で
引
い
た
線
、
同
島

東
端
か
ら
同
県
大
三
島
コ
ー
埼
ま
で
引
い
た
線
、

同
島
多
々
羅
埼
か
ら
広
島
県
生
口
島
婿
戻
ノ
鼻
ま
で
引
い
た
線
、
同
島
俵
石
鼻
か
ら
同
県
因
島
奥
山
三

角
点
ま
で
引
い
た
線
、
同
島
白
滝
鼻
か
ら
同
県
横
島
小
脇
ノ
鼻
ま
で
引
い
た
線
、
同
島

東
端
か
ら
同

県
田
島

西
端
ま
で
引
い
た
線
、
同
島
馬
場
埼
か
ら
同
県
阿
伏
兎
観
音
ま
で
引
い
た
線
及
び
陸
岸
に
よ

り
囲
ま
れ
た
区
域
内
に
存
す
る
も
の
に
限
る
。
）

九

州

地

方

整

備

局

瀬
戸
内
海
に
係
る
緊
急
確
保
航
路
（
近
畿
地
方
整
備
局
、
中
国
地
方
整
備
局
及
び
四
国
地
方
整
備
局
の

管
轄
す
る
も
の
以
外
の
も
の
に
限
る
。
）

別
表
第
五
（
第
一
条
関
係
）

地
方

整
備

局

海
面

関
東

地
方

整
備

局

千
葉
県
洲
崎
灯
台
か
ら
神
奈
川
県
剣
崎
灯
台
ま
で
引
い
た
線
及
び
陸
岸
に
よ
り
囲
ま
れ
た
海
面

北
陸

地
方

福
井
県
正
面
崎
東
端
か
ら
三
四
八
度
三
一
分
四
七
、
六
〇
，
四
〇
〇
メ
ー
ト
ル
の
地
点
ま
で
引
い
た
線
、

同
地
点
か
ら
五
七
度
〇
三
分
四
五
、
九
二
，
五
〇
〇
メ
ー
ト
ル
の
地
点
ま
で
引
い
た
線
、
同
地
点
か
ら
三

五
度
三
一
分
一
三
、
四
〇
，
九
〇
〇
メ
ー
ト
ル
の
地
点
ま
で
引
い
た
線
、
同
地
点
か
ら
三
五
四
度
〇
二
分

30



整
備

局

四
一
、
四
二
，
八
〇
〇
メ
ー
ト
ル
の
地
点
ま
で
引
い
た
線
、
同
地
点
か
ら
一
五
度
二
〇
分
二
四
、
九
四
，

〇
〇
〇
メ
ー
ト
ル
の
地
点
ま
で
引
い
た
線
、
同
地
点
か
ら
八
〇
度
二
九
分
二
八
、
一
一
六
，
九
〇
〇
メ
ー

ト
ル
の
地
点
ま
で
引
い
た
線
、
同
地
点
か
ら
三
六
度
三
三
分
〇
五
、
四
一
，
五
〇
〇
メ
ー
ト
ル
の
地
点
ま

で
引
い
た
線
、
同
地
点
か
ら
七
五
度
一
〇
分
〇
一
、
六
六
，
〇
〇
〇
メ
ー
ト
ル
の
地
点
ま
で
引
い
た
線
、

同
地
点
か
ら
山
形
県
鼠
ヶ
関
灯
台
ま
で
引
い
た
線
及
び
陸
岸
に
よ
り
囲
ま
れ
た
海
面

中
部

地
方

整
備

局

愛
知
県
伊
良
湖
岬
灯
台
か
ら
三
重
県
神
島
灯
台
か
ら
一
八
〇
度
二
、
〇
〇
〇
メ
ー
ト
ル
の
地
点
ま
で
引
い

た
線
、
同
地
点
か
ら
同
県
菅
島
灯
台
ま
で
引
い
た
線
、
同
地
点
か
ら
同
県
松
ケ
鼻
ま
で
引
い
た
線
及
び
陸

岸
に
よ
り
囲
ま
れ
た
海
面

近
畿

地
方

整
備

局

和
歌
山
県
瀬
戸
埼
か
ら
徳
島
県
蒲
生
田
岬
か
ら
一
〇
七
度
四
九
分
七
、
八
〇
〇
メ
ー
ト
ル
の
地
点
ま
で
引

い
た
線
、
同
地
点
か
ら
兵
庫
県
沼
島

東
端
ま
で
引
い
た
線
、
同
地
点
か
ら
真
北
へ
同
県
淡
路
島
ま
で
引

い
た
線
、
同
島
江
井
埼
か
ら
二
六
一
度
三
〇
分
三
八
、
七
五
〇
メ
ー
ト
ル
の
地
点
ま
で
引
い
た
線
、
同
地

点
か
ら
岡
山
県
鹿
久
居
島
鵜
ノ
石
鼻
ま
で
引
い
た
線
、
同
地
点
か
ら
同
県
真
尾
鼻
ま
で
引
い
た
線
及
び
陸

岸
に
よ
り
囲
ま
れ
た
海
面

中
国

地
方

整
備

局

広
島
県
阿
伏
兎
観
音
か
ら
同
県
田
島
馬
場
埼
ま
で
引
い
た
線
、
同
島

西
端
か
ら
同
県
横
島

東
端
ま
で

引
い
た
線
、
同
島
小
脇
ノ
鼻
か
ら
同
県
因
島
白
滝
鼻
ま
で
引
い
た
線
、
同
島
奥
山
三
角
点
か
ら
同
県
生
口

島
俵
石
鼻
ま
で
引
い
た
線
、
同
島
婿
戻
ノ
鼻
か
ら
愛
媛
県
大
三
島
多
々
羅
埼
ま
で
引
い
た
線
、
同
島
コ
ー

埼
か
ら
同
県
柏
島

東
端
ま
で
引
い
た
線
、
同
島

西
端
か
ら
同
県
大
下
島
ナ
ブ
チ
鼻
ま
で
引
い
た
線
、

同
地
点
か
ら
同
県
小
大
下
島
明
神
鼻
ま
で
引
い
た
線
、
同
島

西
端
か
ら
同
県
岡
村
島

東
端
ま
で
引
い

た
線
、
同
島
観
音
埼
か
ら
広
島
県
大
崎
下
島
蒲
野
鼻
ま
で
引
い
た
線
、
同
島
大
浜
奥
三
角
点
か
ら
同
県
斎

島

東
端
ま
で
引
い
た
線
、
同
島

西
端
か
ら
愛
媛
県
安
居
島

東
端
ま
で
引
い
た
線
、
同
島

西
端
か

ら
同
県
中
島
歌
埼
ま
で
引
い
た
線
、
同
島
鳶
ノ
鼻
か
ら
同
県
怒
和
島
風
切
鼻
ま
で
引
い
た
線
、
同
島
ア
カ

ジ
ワ
埼
か
ら
同
県
津
和
地
島

東
端
ま
で
引
い
た
線
、
同
島
苅
藻
鼻
か
ら
山
口
県
諸
島

北
端
ま
で
引
い

た
線
、
同
島

南
端
か
ら
同
県
片
島
ト
ッ
ク
リ
鼻
ま
で
引
い
た
線
、
同
地
点
か
ら
同
県
小
水
無
瀬
島

東

端
ま
で
引
い
た
線
、
同
島

西
端
か
ら
愛
媛
県
佐
田
岬
灯
台
か
ら
〇
度
二
七
、
九
〇
〇
メ
ー
ト
ル
の
地
点

ま
で
引
い
た
線
、
同
地
点
か
ら
山
口
県
長
島

西
端
ま
で
引
い
た
線
、
同
島

東
端
か
ら
同
県
千
葉
埼
ま

で
引
い
た
線
及
び
陸
岸
に
よ
り
囲
ま
れ
た
海
面

四
国

地
方

整
備

局

徳
島
県
蒲
生
田
岬
か
ら
一
〇
七
度
四
九
分
七
、
八
〇
〇
メ
ー
ト
ル
の
地
点
ま
で
引
い
た
線
、
同
地
点
か
ら

兵
庫
県
沼
島

東
端
ま
で
引
い
た
線
、
同
地
点
か
ら
真
北
へ
同
県
淡
路
島
ま
で
引
い
た
線
、
兵
庫
県
淡
路

島
江
井
埼
か
ら
二
六
一
度
三
〇
分
三
八
、
七
五
〇
メ
ー
ト
ル
の
地
点
ま
で
引
い
た
線
、
同
地
点
か
ら
岡
山

県
鹿
久
居
島
鵜
ノ
石
鼻
ま
で
引
い
た
線
、
同
地
点
か
ら
同
県
真
尾
鼻
ま
で
引
い
た
線
、
愛
媛
県
佐
田
岬
灯

台
か
ら
〇
度
二
七
、
九
〇
〇
メ
ー
ト
ル
の
地
点
ま
で
引
い
た
線
、
同
地
点
か
ら
山
口
県
小
水
無
瀬
島

西

端
ま
で
引
い
た
線
、
同
島

東
端
か
ら
同
県
片
島
ト
ッ
ク
リ
鼻
ま
で
引
い
た
線
、
同
地
点
か
ら
同
県
諸
島

南
端
ま
で
引
い
た
線
、
同
島

北
端
か
ら
愛
媛
県
津
和
地
島
苅
藻
鼻
ま
で
引
い
た
線
、
同
島

東
端
か

ら
同
県
怒
和
島
ア
カ
ジ
ワ
埼
ま
で
引
い
た
線
、
同
島
風
切
鼻
か
ら
同
県
中
島
鳶
ノ
鼻
ま
で
引
い
た
線
、
同

島
歌
埼
か
ら
同
県
安
居
島

西
端
ま
で
引
い
た
線
、
同
島

東
端
か
ら
広
島
県
斎
島

西
端
ま
で
引
い
た

線
、
同
島

東
端
か
ら
同
県
大
崎
下
島
大
浜
奥
三
角
点
ま
で
引
い
た
線
、
同
島
蒲
野
鼻
か
ら
愛
媛
県
岡
村

島
観
音
埼
ま
で
引
い
た
線
、
同
島

東
端
か
ら
同
県
小
大
下
島

西
端
ま
で
引
い
た
線
、
同
島
明
神
鼻
か

ら
同
県
大
下
島
ナ
ブ
チ
鼻
ま
で
引
い
た
線
、
同
地
点
か
ら
同
県
柏
島

西
端
ま
で
引
い
た
線
、
同
島

東

端
か
ら
同
県
大
三
島
コ
ー
埼
ま
で
引
い
た
線
、
同
島
多
々
羅
埼
か
ら
広
島
県
生
口
島
婿
戻
ノ
鼻
ま
で
引
い

た
線
、
同
島
俵
石
鼻
か
ら
同
県
因
島
奥
山
三
角
点
ま
で
引
い
た
線
、
同
島
白
滝
鼻
か
ら
同
県
横
島
小
脇
ノ

鼻
ま
で
引
い
た
線
、
同
島

東
端
か
ら
同
県
田
島

西
端
ま
で
引
い
た
線
、
同
島
馬
場
埼
か
ら
同
県
阿
伏

兎
観
音
ま
で
引
い
た
線
及
び
陸
岸
に
よ
り
囲
ま
れ
た
海
面

九
州

地
方

山
口
県
千
葉
埼
か
ら
同
県
長
島

東
端
ま
で
引
い
た
線
、
同
島

西
端
か
ら
大
分
県
堅
来
川
口
左
岸
突
端

ま
で
引
い
た
線
、
福
岡
県
鐘
ノ
岬
か
ら
山
口
県
観
音
埼
ま
で
引
い
た
線
及
び
陸
岸
に
よ
り
囲
ま
れ
た
海
面

整
備

局　

鹿
児
島
県
黒
之
浜
港
西
防
波
堤
灯
台
か
ら
一
九
三
度
二
〇
〇
メ
ー
ト
ル
の
地
点
か
ら
同
県
長
島

南
端
ま

で
引
い
た
線
、
同
島
大
埼
か
ら
熊
本
県
築
ノ
島

東
端
ま
で
引
い
た
線
、
同
地
点
か
ら
同
県
片
島
片
島
三

角
点
ま
で
引
い
た
線
、
同
地
点
か
ら
同
県
牛
深
大
島
灯
台
ま
で
引
い
た
線
、
同
地
点
か
ら
同
県
天
草
下
島

魚
貫
埼
ま
で
引
い
た
線
、
同
県
四
季
咲
岬
灯
台
か
ら
長
崎
県
樺
島

南
端
ま
で
引
い
た
線
、
同
地
点
か
ら

同
県
野
母
埼
ま
で
引
い
た
線
及
び
陸
岸
に
よ
り
囲
ま
れ
た
海
面

別
表
第
六
（
第
十
一
条
、
第
百
三
十
条
及
び
第
百
四
十
条
関
係
）

所属地方整備局

名
称

位
置

管
轄
区
域

所
掌
事
務

東北地方整備局

青
森
河

川
国
道

事
務
所

青

森

市

岩
木
川
（
岩
木
川
ダ
ム
統
合
管
理
事

務
所
の
管
轄
区
域
を
除
く
。
）
及
び

馬
淵
川

改
良
工
事
及
び
維
持
修
繕
そ
の
他
の
管
理
並
び

に
洪
水
予
報
、
洪
水
特
別
警
戒
水
位
、
水
防
警

報
そ
の
他
の
水
防
に
関
す
る
事
務

　

　

　

八
甲
田
山
、
岩
木
山
及
び
十
和
田

砂
防
工
事
に
関
す
る
調
査
（
火
山
噴
火
対
策
に

資
す
る
も
の
に
限
る
。
）

　

　

　

青
森
県
下
北
八
戸
沿
岸
、
陸
奥
湾
沿

岸
及
び
津
軽
沿
岸

海
岸
（
港
湾
に
係
る
も
の
を
除
く
。
以
下
こ
の

表
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
保
全
に
関
す
る
調
査

一
般
国
道
四
号
、
七
号
、
四
十
五

号
、
百
一
号
及
び
百
四
号

改
築
及
び
修
繕
工
事
、
維
持
そ
の
他
の
管
理

（
東
北
道
路
メ
ン
テ
ナ
ン
ス
セ
ン
タ
ー
の
所
掌
に

属
す
る
も
の
を
除
く
。
）

一
般
国
道
百
三
号

改
築
工
事

青
森
県
の
地
域
道
路

構
造
の
保
全
（
除
雪
を
含
む
。
）
に
係
る
調
整
、

指
導
及
び
監
督

　

高
瀬
川

河
川
事

務
所

八

戸

市

高
瀬
川

改
良
工
事
及
び
維
持
修
繕
そ
の
他
の
管
理
並
び

に
洪
水
予
報
、
水
防
警
報
そ
の
他
の
水
防
に
関

す
る
事
務

　

　

　

青
森
県
下
北
八
戸
沿
岸

海
岸
の
保
全
に
関
す
る
調
査

　

岩
手
河

川
国
道

事
務
所

盛

岡

市

北
上
川
上
流
（
岩
手
県
境
か
ら
上

流
）
の
う
ち
、
北
上
川
ダ
ム
統
合
管

理
事
務
所
の
管
轄
区
域
を
除
く
区
間

改
良
工
事
及
び
維
持
修
繕
そ
の
他
の
管
理
並
び

に
洪
水
予
報
、
水
防
警
報
そ
の
他
の
水
防
に
関

す
る
事
務

八
幡
平
山
系
（
岩
手
県
内
）

砂
防
工
事

栗
駒
山

砂
防
工
事
に
関
す
る
調
査
（
火
山
噴
火
対
策
に

資
す
る
も
の
に
限
る
。
）

　

　

　

岩
手
県
三
陸
北
沿
岸
及
び
三
陸
南

沿
岸

海
岸
の
保
全
に
関
す
る
調
査
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一
般
国
道
四
号
及
び
四
十
六
号

改
築
及
び
修
繕
工
事
、
維
持
そ
の
他
の
管
理

（
東
北
道
路
メ
ン
テ
ナ
ン
ス
セ
ン
タ
ー
の
所
掌
に

属
す
る
も
の
を
除
く
。
）

岩
手
県
の
地
域
道
路

構
造
の
保
全
（
除
雪
を
含
む
。
）
に
係
る
調
整
、

指
導
及
び
監
督

三
陸
国

道
事
務

所

宮

古

市

一
般
国
道
四
十
五
号

改
築
及
び
修
繕
工
事
、
維
持
そ
の
他
の
管
理

（
東
北
道
路
メ
ン
テ
ナ
ン
ス
セ
ン
タ
ー
の
所
掌
に

属
す
る
も
の
を
除
く
。
）

一
般
国
道
百
六
号

改
築
工
事

岩
手
県
の
地
域
道
路

構
造
の
保
全
（
除
雪
を
含
む
。
）
に
係
る
調
整
、

指
導
及
び
監
督

南
三
陸

沿
岸
国

道
事
務

所

釜

石

市

一
般
国
道
四
十
五
号
及
び
二
百
八
十

三
号

改
築
及
び
修
繕
工
事
、
維
持
そ
の
他
の
管
理

（
東
北
道
路
メ
ン
テ
ナ
ン
ス
セ
ン
タ
ー
の
所
掌
に

属
す
る
も
の
を
除
く
。
）

東
北
横
断
自
動
車
道
釜
石
秋
田
線

改
築
及
び
修
繕
工
事
、
維
持
そ
の
他
の
管
理

（
東
北
道
路
メ
ン
テ
ナ
ン
ス
セ
ン
タ
ー
の
所
掌
に

属
す
る
も
の
を
除
く
。
）

岩
手
県
の
地
域
道
路

構
造
の
保
全
（
除
雪
を
含
む
。
）
に
係
る
調
整
、

指
導
及
び
監
督

仙
台
河

川
国
道

事
務
所

仙

台

市

名
取
川
（
釜
房
ダ
ム
管
理
所
の
管
轄

区
域
を
除
く
。
）
及
び
阿
武
隈
川
下

流
（
宮
城
県
境
か
ら
下
流
）
の
う

ち
、
七
ヶ
宿
ダ
ム
管
理
所
の
管
轄
区

域
を
除
く
区
間

改
良
工
事
及
び
維
持
修
繕
そ
の
他
の
管
理
並
び

に
洪
水
予
報
、
洪
水
特
別
警
戒
水
位
、
水
防
警

報
そ
の
他
の
水
防
に
関
す
る
事
務

　

　

　

宮
城
県
仙
台
湾
沿
岸

海
岸
保
全
施
設
（
港
湾
に
係
る
も
の
を
除
く
。

以
下
こ
の
表
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
関
す
る
工
事

及
び
水
防
警
報

一
般
国
道
四
号
、
六
号
、
四
十
五

号
、
四
十
七
号
、
四
十
八
号
及
び
百

八
号

改
築
及
び
修
繕
工
事
、
維
持
そ
の
他
の
管
理

（
東
北
道
路
メ
ン
テ
ナ
ン
ス
セ
ン
タ
ー
の
所
掌
に

属
す
る
も
の
を
除
く
。
）

一
般
国
道
三
百
九
十
八
号

改
築
工
事

宮
城
県
の
地
域
道
路

構
造
の
保
全
（
除
雪
を
含
む
。
）
に
係
る
調
整
、

指
導
及
び
監
督

宮
城
南

部
復
興

事
務
所

宮

城

県

伊

具

郡

丸

森

町

内
川
、
五
福
谷
川
及
び
新
川

復
興
法
第
五
十
一
条
第
一
項
に
規
定
す
る
特
定

災
害
復
旧
等
河
川
工
事
（
以
下
、
こ
の
表
に
お

い
て
「
特
定
災
害
復
旧
等
河
川
工
事
」
と
い
う

。
）

内
川
流
域

砂
防
工
事

一
般
国
道
三
百
四
十
九
号

復
興
法
第
四
十
六
条
第
一
項
に
規
定
す
る
特
定

災
害
復
旧
等
道
路
工
事
（
以
下
、
こ
の
表
に
お

い
て
「
特
定
災
害
復
旧
等
道
路
工
事
」
と
い
う

。
）

北
上
川

下
流
河

川
事
務

所

石

巻

市

北
上
川
下
流
（
鳴
子
ダ
ム
管
理
所
の

管
轄
区
域
を
除
く
。
）
及
び
鳴
瀬
川

（
鳴
瀬
川
総
合
開
発
工
事
事
務
所
の

管
轄
区
域
を
除
く
。
）

改
良
工
事
及
び
維
持
修
繕
そ
の
他
の
管
理
並
び

に
洪
水
予
報
、
洪
水
特
別
警
戒
水
位
、
水
防
警

報
そ
の
他
の
水
防
に
関
す
る
事
務

鳴
瀬
川

総
合
開

発
工
事

事
務
所

大

崎

市

筒
砂
子
川
鳴
瀬
川
ダ
ム

建
設
工
事

鳴
瀬
川
漆
沢
ダ
ム

改
良
工
事

筒
砂
子
川
鳴
瀬
川
ダ
ム
に
係
る
河
川

管
理

　

秋
田
河

川
国
道

事
務
所

秋

田

市

雄
物
川
下
流
（
秋
田
市
境
か
ら
下

流
）
及
び
子
吉
川
（
鳥
海
ダ
ム
工
事

事
務
所
の
管
轄
区
域
を
除
く
。
）

改
良
工
事
及
び
維
持
修
繕
そ
の
他
の
管
理
並
び

に
洪
水
予
報
、
洪
水
特
別
警
戒
水
位
、
水
防
警

報
そ
の
他
の
水
防
に
関
す
る
事
務

　

　

　

秋
田
県
秋
田
沿
岸

海
岸
の
保
全
に
関
す
る
調
査

　

　

　

一
般
国
道
七
号
、
十
三
号
及
び
四
十

六
号

改
築
及
び
修
繕
工
事
、
維
持
そ
の
他
の
管
理

（
東
北
道
路
メ
ン
テ
ナ
ン
ス
セ
ン
タ
ー
の
所
掌
に

属
す
る
も
の
を
除
く
。
）

　

　

　

日
本
海
沿
岸
東
北
自
動
車
道

改
築
及
び
修
繕
工
事
、
維
持
そ
の
他
の
管
理

（
東
北
道
路
メ
ン
テ
ナ
ン
ス
セ
ン
タ
ー
の
所
掌
に

属
す
る
も
の
を
除
く
。
）

秋
田
県
の
地
域
道
路

構
造
の
保
全
（
除
雪
を
含
む
。
）
に
係
る
調
整
、

指
導
及
び
監
督

　

湯
沢
河

川
国
道

事
務
所

湯

沢

市

雄
物
川
上
流
（
成
瀬
ダ
ム
工
事
事
務

所
及
び
玉
川
ダ
ム
管
理
所
の
管
轄
区

域
を
除
く
。
）

改
良
工
事
及
び
維
持
修
繕
そ
の
他
の
管
理
並
び

に
洪
水
予
報
、
洪
水
特
別
警
戒
水
位
、
水
防
警

報
そ
の
他
の
水
防
に
関
す
る
事
務

　

　

　

八
幡
平
山
系
（
秋
田
県
内
）

砂
防
工
事

　

　

　

秋
田
焼
山
（
八
幡
平
山
系
を
除
く
。
）

砂
防
工
事
に
関
す
る
調
査
（
火
山
噴
火
対
策
に

資
す
る
も
の
に
限
る
。
）

一
般
国
道
十
三
号

改
築
及
び
修
繕
工
事
、
維
持
そ
の
他
の
管
理

（
東
北
道
路
メ
ン
テ
ナ
ン
ス
セ
ン
タ
ー
の
所
掌
に

属
す
る
も
の
を
除
く
。
）

秋
田
県
の
地
域
道
路

構
造
の
保
全
（
除
雪
を
含
む
。
）
に
係
る
調
整
、

指
導
及
び
監
督

　

能
代
河

川
国
道

事
務
所

能

代

市

米
代
川

改
良
工
事
及
び
維
持
修
繕
そ
の
他
の
管
理
並
び

に
洪
水
予
報
、
洪
水
特
別
警
戒
水
位
、
水
防
警

報
そ
の
他
の
水
防
に
関
す
る
事
務

一
般
国
道
七
号

改
築
及
び
修
繕
工
事
、
維
持
そ
の
他
の
管
理

（
東
北
道
路
メ
ン
テ
ナ
ン
ス
セ
ン
タ
ー
の
所
掌
に

属
す
る
も
の
を
除
く
。
）

一
般
国
道
百
五
号

改
築
工
事

　

　

　

日
本
海
沿
岸
東
北
自
動
車
道

改
築
及
び
修
繕
工
事
、
維
持
そ
の
他
の
管
理

（
東
北
道
路
メ
ン
テ
ナ
ン
ス
セ
ン
タ
ー
の
所
掌
に

属
す
る
も
の
を
除
く
。
）

秋
田
県
の
地
域
道
路

構
造
の
保
全
（
除
雪
を
含
む
。
）
に
係
る
調
整
、

指
導
及
び
監
督
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成
瀬
ダ

ム
工
事

事
務
所

秋

田

県

雄

勝

郡

東

成

瀬
村

成
瀬
川
成
瀬
ダ
ム

建
設
工
事

成
瀬
川
成
瀬
ダ
ム
に
係
る
河
川

管
理

鳥
海
ダ

ム
工
事

事
務
所

由

利

本

荘

市

子
吉
川
鳥
海
ダ
ム

建
設
工
事

子
吉
川
鳥
海
ダ
ム
に
係
る
河
川

管
理

　

山
形
河

川
国
道

事
務
所

山

形

市

上
川
上
流
（
／
左
岸
　
村
山
市
大

字
田
沢
字
小
野
原
九
百
七
番
の
六
十

五
地
先
／
右
岸
　
同
市
土
生
田
字
高

橋
千
五
百
十
五
番
の
二
地
先
／
か
ら

上
流
）
の
う
ち
、

上
川
ダ
ム
統
合

管
理
事
務
所
の
管
轄
区
域
を
除
く

区
間

改
良
工
事
及
び
維
持
修
繕
そ
の
他
の
管
理
並
び

に
洪
水
予
報
、
水
防
警
報
そ
の
他
の
水
防
に
関

す
る
事
務

　

　

　

一
般
国
道
十
三
号
、
四
十
七
号
、
四

十
八
号
、
百
十
二
号
及
び
百
十
三
号

改
築
及
び
修
繕
工
事
、
維
持
そ
の
他
の
管
理

（
東
北
道
路
メ
ン
テ
ナ
ン
ス
セ
ン
タ
ー
の
所
掌
に

属
す
る
も
の
を
除
く
。
）

　

　

　

東
北
中
央
自
動
車
道
相
馬
尾
花
沢
線

改
築
及
び
修
繕
工
事
、
維
持
そ
の
他
の
管
理

（
東
北
道
路
メ
ン
テ
ナ
ン
ス
セ
ン
タ
ー
の
所
掌
に

属
す
る
も
の
を
除
く
。
）

山
形
県
の
地
域
道
路

構
造
の
保
全
（
除
雪
を
含
む
。
）
に
係
る
調
整
、

指
導
及
び
監
督

酒
田
河

川
国
道

事
務
所

酒

田

市

上
川
下
流
（
／
左
岸
　
山
形
県

上
郡
戸
沢
村
大
字
古
口
字
土
湯
千
五

百
三
番
三
地
先
／
右
岸
　
同
村
大
字

古
口
字
柏
沢
外
八
国
有
林
百
九
十
七

林
班
く
小
班
地
先
／
か
ら
下
流
）
及

び
赤
川
（
月
山
ダ
ム
管
理
所
の
管
轄

区
域
を
除
く
。
）

改
良
工
事
及
び
維
持
修
繕
そ
の
他
の
管
理
並
び

に
洪
水
予
報
、
洪
水
特
別
警
戒
水
位
、
水
防
警

報
そ
の
他
の
水
防
に
関
す
る
事
務

　

　

　

山
形
県
山
形
沿
岸

海
岸
の
保
全
に
関
す
る
調
査

　

　

　

一
般
国
道
七
号
、
四
十
七
号
及
び
百

十
二
号

改
築
及
び
修
繕
工
事
、
維
持
そ
の
他
の
管
理

（
東
北
道
路
メ
ン
テ
ナ
ン
ス
セ
ン
タ
ー
の
所
掌
に

属
す
る
も
の
を
除
く
。
）

　

　

　

日
本
海
沿
岸
東
北
自
動
車
道

改
築
及
び
修
繕
工
事
、
維
持
そ
の
他
の
管
理

（
東
北
道
路
メ
ン
テ
ナ
ン
ス
セ
ン
タ
ー
の
所
掌
に

属
す
る
も
の
を
除
く
。
）

山
形
県
の
地
域
道
路

構
造
の
保
全
（
除
雪
を
含
む
。
）
に
係
る
調
整
、

指
導
及
び
監
督

新
庄
河

川
事
務

所

新

庄

市

上
川
中
流

改
良
工
事
及
び
維
持
修
繕
そ
の
他
の
管
理
並
び

に
洪
水
予
報
、
水
防
警
報
そ
の
他
の
水
防
に
関

す
る
事
務

上
川
流
域
及
び
赤
川
流
域

砂
防
工
事
及
び
地
す
べ
り
防
止
工
事

蔵
王
山
（

上
川
流
域
を
除
く
。
）

砂
防
工
事
に
関
す
る
調
査
（
火
山
噴
火
対
策
に

資
す
る
も
の
に
限
る
。
）

鳥
海
山

砂
防
工
事
に
関
す
る
調
査
（
火
山
噴
火
対
策
に

資
す
る
も
の
に
限
る
。
）

福
島
河

川
国
道

事
務
所

福

島

市

阿
武
隈
川
上
流
（
三
春
ダ
ム
管
理
所

及
び
摺
上
川
ダ
ム
管
理
所
の
管
轄
区

域
を
除
く
。
）

改
良
工
事
及
び
維
持
修
繕
そ
の
他
の
管
理
並
び

に
洪
水
予
報
、
洪
水
特
別
警
戒
水
位
、
水
防
警

報
そ
の
他
の
水
防
に
関
す
る
事
務

阿
武
隈
川
流
域
（
内
川
流
域
、
蔵
王

山
及
び
那
須
岳
を
除
く
。
）

砂
防
工
事

蔵
王
山
（
阿
武
隈
川
流
域
に
限
る
。
）

及
び
那
須
岳
（
阿
武
隈
川
流
域
に
限

る
。
）

砂
防
工
事
（
砂
防
工
事
に
関
す
る
調
査
（
火
山

噴
火
対
策
に
資
す
る
も
の
に
限
る
。
）
を
除
く
。
）

　

　

　

吾
妻
山
（
阿
武
隈
川
流
域
を
除
く
。
）

及
び
安
達
太
良
山
（
阿
武
隈
川
流
域

を
除
く
。
）

砂
防
工
事
に
関
す
る
調
査
（
火
山
噴
火
対
策
に

資
す
る
も
の
に
限
る
。
）

　

　

　

福
島
県
仙
台
湾
沿
岸
及
び
福
島
沿
岸

海
岸
の
保
全
に
関
す
る
調
査

一
般
国
道
四
号
、
十
三
号
及
び
百
十

五
号

改
築
及
び
修
繕
工
事
、
維
持
そ
の
他
の
管
理

（
東
北
道
路
メ
ン
テ
ナ
ン
ス
セ
ン
タ
ー
の
所
掌
に

属
す
る
も
の
を
除
く
。
）

一
般
国
道
三
百
九
十
九
号

災
害
復
旧
工
事

東
北
中
央
自
動
車
道
相
馬
尾
花
沢
線

改
築
及
び
修
繕
工
事
、
維
持
そ
の
他
の
管
理

（
東
北
道
路
メ
ン
テ
ナ
ン
ス
セ
ン
タ
ー
の
所
掌
に

属
す
る
も
の
を
除
く
。
）

福
島
県
道
浪
江
国
見
線
（
伊
達
崎

橋
）

修
繕
工
事
（
東
北
道
路
メ
ン
テ
ナ
ン
ス
セ
ン
タ

ー
の
所
掌
に
属
す
る
も
の
を
除
く
。
）

福
島
県
の
地
域
道
路

構
造
の
保
全
（
除
雪
を
含
む
。
）
に
係
る
調
整
、

指
導
及
び
監
督

　

郡
山
国

道
事
務

所

郡

山

市

一
般
国
道
四
号
及
び
四
十
九
号

改
築
及
び
修
繕
工
事
、
維
持
そ
の
他
の
管
理

（
東
北
道
路
メ
ン
テ
ナ
ン
ス
セ
ン
タ
ー
の
所
掌
に

属
す
る
も
の
を
除
く
。
）

一
般
国
道
百
二
十
一
号

改
築
工
事

福
島
県
の
地
域
道
路

構
造
の
保
全
（
除
雪
を
含
む
。
）
に
係
る
調
整
、

指
導
及
び
監
督

磐
城
国

道
事
務

所

い

わ

き
市

一
般
国
道
六
号
及
び
四
十
九
号

改
築
及
び
修
繕
工
事
、
維
持
そ
の
他
の
管
理

（
東
北
道
路
メ
ン
テ
ナ
ン
ス
セ
ン
タ
ー
の
所
掌
に

属
す
る
も
の
を
除
く
。
）

福
島
県
の
地
域
道
路

構
造
の
保
全
（
除
雪
を
含
む
。
）
に
係
る
調
整
、

指
導
及
び
監
督

岩
木
川

ダ
ム
統

合
管
理

事
務
所

青

森

県

中

津

軽

郡

西

目

屋

村

岩
木
川
上
流
ダ
ム
群
（
岩
木
川
津
軽

ダ
ム
及
び
浅
瀬
石
川
浅
瀬
石
川
ダ

ム
）

操
作
そ
の
他
の
管
理
の
調
整

岩
木
川
津
軽
ダ
ム
及
び
浅
瀬
石
川
浅

瀬
石
川
ダ
ム

維
持
及
び
管
理
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岩
木
川
津
軽
ダ
ム
及
び
浅
瀬
石
川
浅

瀬
石
川
ダ
ム
に
係
る
河
川

管
理

　

北
上
川

ダ
ム
統

合
管
理

事
務
所

盛

岡

市

北
上
川
上
流
ダ
ム
群
（
北
上
川
四
十

四
田
ダ
ム
、
雫
石
川
御
所
ダ
ム
、
猿

ヶ
石
川
田
瀬
ダ
ム
、
和
賀
川
湯
田
ダ

ム
及
び
胆
沢
川
胆
沢
ダ
ム
）

操
作
そ
の
他
の
管
理
の
調
整

北
上
川
四
十
四
田
ダ
ム
及
び
雫
石
川

御
所
ダ
ム

維
持
、
管
理
及
び
総
合
開
発
事
業
の
調
査

　

　

　

猿
ヶ
石
川
田
瀬
ダ
ム
、
和
賀
川
湯
田

ダ
ム
及
び
胆
沢
川
胆
沢
ダ
ム

維
持
及
び
管
理

　

　

　

北
上
川
四
十
四
田
ダ
ム
、
雫
石
川
御

所
ダ
ム
、
猿
ヶ
石
川
田
瀬
ダ
ム
、
和

賀
川
湯
田
ダ
ム
及
び
胆
沢
川
胆
沢
ダ

ム
に
係
る
河
川

管
理

　

上
川

ダ
ム
統

合
管
理

事
務
所

山

形

県

西

村

山

郡

西

川
町

上
川
上
流
ダ
ム
群
（
置
賜
白
川
白

川
ダ
ム
、
置
賜
野
川
長
井
ダ
ム
及
び

寒
河
江
川
寒
河
江
ダ
ム
）

操
作
そ
の
他
の
管
理
の
調
整

　

　

　

置
賜
白
川
白
川
ダ
ム
、
置
賜
野
川
長

井
ダ
ム
及
び
寒
河
江
川
寒
河
江
ダ
ム

維
持
及
び
管
理

　

　

　

置
賜
白
川
白
川
ダ
ム
、
置
賜
野
川
長

井
ダ
ム
及
び
寒
河
江
川
寒
河
江
ダ
ム

に
係
る
河
川

管
理

　

鳴
子
ダ

ム
管
理

所

大

崎

市

江
合
川
鳴
子
ダ
ム

維
持
及
び
管
理

　

　

　

江
合
川
鳴
子
ダ
ム
に
係
る
河
川

管
理

　

釜
房
ダ

ム
管
理

所

宮

城

県

柴

田

郡

川

崎

町

碁
石
川
釜
房
ダ
ム

維
持
及
び
管
理

　

　

　

碁
石
川
釜
房
ダ
ム
に
係
る
河
川

管
理

　

七
ヶ
宿

ダ
ム
管

理
所

宮

城

県

刈

田

郡

七

ヶ

宿
町

白
石
川
七
ヶ
宿
ダ
ム

維
持
及
び
管
理

　

　

　

白
石
川
七
ヶ
宿
ダ
ム
に
係
る
河
川

管
理

　

玉
川
ダ

ム
管
理

所

仙

北

市

玉
川
玉
川
ダ
ム

維
持
及
び
管
理

　

　

　

玉
川
玉
川
ダ
ム
に
係
る
河
川

管
理

　

　

　

玉
川
玉
川
ダ
ム
に
係
る
水
質
管
理

施
設

維
持
及
び
管
理

　

月
山
ダ

ム
管
理

所

鶴

岡

市

梵
字
川
月
山
ダ
ム

維
持
及
び
管
理

　

　

　

梵
字
川
月
山
ダ
ム
に
係
る
河
川

管
理

　

三
春
ダ

ム
管
理

所

福

島

県

田

村

郡

三

春

町

大
滝
根
川
三
春
ダ
ム

維
持
及
び
管
理

　

　

　

大
滝
根
川
三
春
ダ
ム
に
係
る
河
川

管
理

　

摺
上
川

ダ
ム
管

理
所

福

島

市

摺
上
川
摺
上
川
ダ
ム

維
持
及
び
管
理

　

　

　

摺
上
川
摺
上
川
ダ
ム
に
係
る
河
川

管
理

東
北
技

術
事
務

所

多

賀

城
市

東
北
地
方
整
備
局
の
管
轄
区
域

一
　
土
木
工
事
の
施
工
技
術
の
改
善
に
関
す
る

調
査
及
び
試
験
施
工
（
東
北
道
路
メ
ン
テ
ナ
ン

ス
セ
ン
タ
ー
の
所
掌
に
属
す
る
も
の
を
除
く
。
）

二
　
建
設
機
械
類
（
企
画
部
、
建
政
部
、
河
川

部
及
び
道
路
部
の
所
掌
に
関
す
る
も
の
に
限
る
。

以
下
こ
の
表
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
改
良
に
関
す

る
調
査
及
び
試
験
並
び
に
試
作
及
び
修
理

三
　
土
木
工
事
用
材
料
及
び
水
質
等
の
調
査
及

び
試
験
（
企
画
部
、
建
政
部
、
河
川
部
及
び
道

路
部
の
所
掌
に
関
す
る
も
の
に
限
る
。
以
下
こ

の
表
に
お
い
て
同
じ
。
（
東
北
道
路
メ
ン
テ
ナ
ン

ス
セ
ン
タ
ー
の
所
掌
に
属
す
る
も
の
を
除
く
。
）
）

四
　
土
木
技
術
（
企
画
部
、
建
政
部
、
河
川
部

及
び
道
路
部
の
所
掌
に
関
す
る
も
の
に
限
る
。

以
下
こ
の
表
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
関
す
る
情
報

の
収
集
及
び
管
理
（
東
北
道
路
メ
ン
テ
ナ
ン
ス

セ
ン
タ
ー
の
所
掌
に
属
す
る
も
の
を
除
く
。
）

五
　
建
設
機
械
（
企
画
部
、
建
政
部
、
河
川
部

及
び
道
路
部
の
所
掌
に
関
す
る
も
の
に
限
る
。

以
下
こ
の
表
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
関
す
る
職
員

の
研
修
及
び
そ
の
他
の
職
員
の
研
修
（
研
修
計

画
の
企
画
及
び
立
案
並
び
に
東
北
道
路
メ
ン
テ

ナ
ン
ス
セ
ン
タ
ー
の
所
掌
に
属
す
る
も
の
を
除

く
。
）

六
　
公
共
土
木
施
設
の
応
急
復
旧
に
係
る
建
設

機
械
及
び
資
機
材
の
運
用
に
関
す
る
調
整

七
　
地
域
道
路
の
構
造
の
保
全
（
除
雪
を
含
む

。
）
に
係
る
特
定
事
項
に
つ
い
て
の
調
整
、
指
導

及
び
監
督
（
東
北
道
路
メ
ン
テ
ナ
ン
ス
セ
ン
タ

ー
の
所
掌
に
属
す
る
も
の
を
除
く
。
）
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東
北
道

路
メ
ン

テ
ナ
ン

ス
セ
ン

タ
ー

多

賀

城
市

東
北
地
方
整
備
局
の
管
轄
区
域

一
　
直
轄
国
道
等
の
修
繕
工
事
、
維
持
そ
の
他

の
管
理
（
高
度
な
技
術
を
要
す
る
も
の
に
限
る

。
）

二
　
土
木
工
事
の
施
工
技
術
の
改
善
の
う
ち
、

道
路
の
保
全
（
除
雪
を
含
む
。
）
に
係
る
特
定
事

項
に
つ
い
て
の
調
査
及
び
試
験
施
工

三
　
土
木
工
事
用
材
料
の
う
ち
、
道
路
の
保
全

（
除
雪
を
含
む
。
）
に
係
る
特
定
事
項
に
つ
い
て

の
調
査
及
び
試
験

四
　
土
木
技
術
の
う
ち
、
道
路
の
保
全
（
除
雪

を
含
む
。
）
に
係
る
特
定
事
項
に
つ
い
て
の
情
報

の
収
集
及
び
管
理

五
　
道
路
の
保
全
（
除
雪
を
含
む
。
）
に
係
る
特

定
事
項
に
つ
い
て
の
職
員
の
研
修
（
研
修
計
画

の
企
画
及
び
立
案
を
除
く
。
）

六
　
地
域
道
路
の
構
造
の
保
全
（
除
雪
を
含
む

。
）
に
関
す
る
ト
ン
ネ
ル
、
橋
そ
の
他
の
道
路
を

構
成
す
る
施
設
若
し
く
は
工
作
物
又
は
道
路
の

附
属
物
に
係
る
特
定
事
項
に
つ
い
て
の
調
整
、

指
導
及
び
監
督

　

東
北
国

営
公
園

事
務
所

宮

城

県

柴

田

郡

川

崎

町

国
営
み
ち
の
く
杜
の
湖
畔
公
園

整
備
及
び
維
持
そ
の
他
の
管
理

国
営
追
悼
・
祈
念
施
設

整
備
及
び
維
持
そ
の
他
の
管
理

　

盛
岡
営

繕
事
務

所

盛

岡

市

岩
手
県
、
青
森
県
及
び
秋
田
県

営
繕
工
事
（
特
に
重
要
な
も
の
に
係
る
も
の
を

除
く
。
以
下
こ
の
表
に
お
い
て
同
じ
。
）
及
び
実

地
指
導
（
国
家
機
関
の
建
築
物
の
う
ち
特
に
重

要
な
も
の
に
係
る
も
の
を
除
く
。
以
下
こ
の
表

に
お
い
て
同
じ
。
）

関東地方整備局

常
陸
河

川
国
道

事
務
所

水

戸

市

久
慈
川
及
び
那
珂
川

改
良
工
事
（
久
慈
川
緊
急
治
水
対
策
河
川
事
務

所
の
所
掌
に
属
す
る
も
の
を
除
く
。
）
及
び
維
持

修
繕
そ
の
他
の
管
理
並
び
に
洪
水
予
報
、
洪
水

特
別
警
戒
水
位
、
水
防
警
報
そ
の
他
の
水
防
に

関
す
る
事
務

　

　

　

茨
城
県
茨
城
沿
岸

海
岸
の
保
全
に
関
す
る
調
査

一
般
国
道
六
号
、
五
十
号
及
び
五
十

一
号

改
築
及
び
修
繕
工
事
、
維
持
そ
の
他
の
管
理

（
関
東
道
路
メ
ン
テ
ナ
ン
ス
セ
ン
タ
ー
の
所
掌
に

属
す
る
も
の
を
除
く
。
）

東
関
東
自
動
車
道
水
戸
線

新
設
工
事

茨
城
県
の
地
域
道
路

構
造
の
保
全
（
除
雪
を
含
む
。
）
に
係
る
調
整
、

指
導
及
び
監
督

　

下
館
河

川
事
務

所

筑

西

市

小
貝
川
（
龍
ケ
崎
市
大
字
川
原
代
字

関
九
十
番
地
先
の
東
日
本
旅
客
鉄
道

常
磐
線
鉄
橋
か
ら
上
流
）
及
び
鬼
怒

川
（
守
谷
市
板
戸
井
千
九
百
二
十
一

番
の
二
地
先
の
滝
下
橋
か
ら
上
流
。

鬼
怒
川
ダ
ム
統
合
管
理
事
務
所
の
管

轄
区
域
を
除
く
。
）

改
良
工
事
及
び
維
持
修
繕
そ
の
他
の
管
理
並
び

に
洪
水
予
報
、
水
防
警
報
そ
の
他
の
水
防
に
関

す
る
事
務

霞
ヶ
浦

河
川
事

務
所

潮

来

市

常
陸
利
根
川
（
外
浪
逆
浦
を
含
む
。
）

、
鰐
川
、
北
浦
、
横
利
根
川
及
び
霞

ヶ
浦

改
良
工
事
及
び
維
持
修
繕
そ
の
他
の
管
理
並
び

に
洪
水
予
報
、
洪
水
特
別
警
戒
水
位
、
水
防
警

報
そ
の
他
の
水
防
に
関
す
る
事
務

久
慈
川

緊
急
治

水
対
策

河
川
事

務
所

常

陸

太

田

市

久
慈
川

災
害
復
旧
工
事
及
び
特
定
災
害
復
旧
等
河
川
工

事

　

霞
ヶ
浦

導
水
工

事
事
務

所

土

浦

市

霞
ヶ
浦
導
水
路

建
設
工
事
そ
の
他
の
管
理

　

常
総
国

道
事
務

所

土

浦

市

一
般
国
道
四
百
六
十
八
号

新
設
工
事

　

　

　

一
般
国
道
六
号

改
築
工
事

　

　

　

東
関
東
自
動
車
道
水
戸
線

新
設
、
改
築
及
び
修
繕
工
事
、
維
持
そ
の
他
の

管
理
（
関
東
道
路
メ
ン
テ
ナ
ン
ス
セ
ン
タ
ー
の

所
掌
に
属
す
る
も
の
を
除
く
。
）

茨
城
県
の
地
域
道
路

構
造
の
保
全
（
除
雪
を
含
む
。
）
に
係
る
調
整
、

指
導
及
び
監
督

　

渡
良
瀬

川
河
川

事
務
所

足

利

市

渡
良
瀬
川
（
栃
木
市
藤
岡
町
字
山
合

五
千
八
百
八
十
三
番
地
先
の
東
武
鉄

道
鉄
橋
か
ら
上
流
）

改
良
工
事
及
び
維
持
修
繕
そ
の
他
の
管
理
並
び

に
洪
水
予
報
、
洪
水
特
別
警
戒
水
位
、
水
防
警

報
そ
の
他
の
水
防
に
関
す
る
事
務

　

　

　

渡
良
瀬
川
流
域

砂
防
工
事

　

日
光
砂

防
事
務

所

日

光

市

鬼
怒
川
流
域

砂
防
工
事

　

　

　

那
須
岳

砂
防
工
事
に
関
す
る
調
査
（
火
山
噴
火
対
策
に

資
す
る
も
の
に
限
る
。
）

　

宇
都
宮

国
道
事

務
所

宇

都

宮
市

一
般
国
道
四
号
及
び
五
十
号

改
築
及
び
修
繕
工
事
、
維
持
そ
の
他
の
管
理

（
関
東
道
路
メ
ン
テ
ナ
ン
ス
セ
ン
タ
ー
の
所
掌
に

属
す
る
も
の
を
除
く
。
）

一
般
国
道
百
二
十
一
号

改
築
工
事

栃
木
県
の
地
域
道
路

構
造
の
保
全
（
除
雪
を
含
む
。
）
に
係
る
調
整
、

指
導
及
び
監
督
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高
崎
河

川
国
道

事
務
所

高

崎

市

利
根
川
上
流
（
／
左
岸
　
取
手
市
大

字
取
手
字
中
間
台
乙
の
三
百
二
十
七

番
地
先
／
右
岸
　
我
孫
子
市
北
新
田

十
五
番
地
先
／
か
ら
上
流
）
の
う

ち
、
群
馬
県
佐
波
郡
玉
村
町
大
字
上

福
島
字
上
町
九
百
七
十
四
番
の
一
地

先
の
福
島
橋
上
流
端
か
ら
上
流
の
区

間
（
品
木
ダ
ム
水
質
管
理
所
の
管
轄

区
域
を
除
く
。
）

改
良
工
事
、
維
持
修
繕
そ
の
他
の
管
理
（
利
根

川
ダ
ム
統
合
管
理
事
務
所
の
所
掌
に
属
す
る
も

の
を
除
く
。
）

　

　

　

烏
川

改
良
工
事
及
び
維
持
修
繕
そ
の
他
の
管
理
（
利

根
川
ダ
ム
統
合
管
理
事
務
所
の
所
掌
に
属
す
る

も
の
を
除
く
。
）
並
び
に
洪
水
予
報
、
水
防
警
報

そ
の
他
の
水
防
に
関
す
る
事
務

一
般
国
道
十
七
号
、
十
八
号
及
び
五

十
号

改
築
及
び
修
繕
工
事
、
維
持
そ
の
他
の
管
理

（
関
東
道
路
メ
ン
テ
ナ
ン
ス
セ
ン
タ
ー
の
所
掌
に

属
す
る
も
の
を
除
く
。
）

群
馬
県
の
地
域
道
路

構
造
の
保
全
（
除
雪
を
含
む
。
）
に
係
る
調
整
、

指
導
及
び
監
督

　

利
根
川

水
系
砂

防
事
務

所

渋

川

市

利
根
川
流
域
（
鬼
怒
川
、
渡
良
瀬
川

流
域
及
び
浅
間
山
を
除
く
。
）

砂
防
工
事
及
び
地
す
べ
り
防
止
工
事

浅
間
山

砂
防
工
事

草
津
白
根
山
（
利
根
川
流
域
を
除

く
。
）

砂
防
工
事
に
関
す
る
調
査
（
火
山
噴
火
対
策
に

資
す
る
も
の
に
限
る
。
）

利
根
川

上
流
河

川
事
務

所

久

喜

市

利
根
川
上
流
の
う
ち
、
下
館
河
川
事

務
所
、
渡
良
瀬
川
河
川
事
務
所
、
高

崎
河
川
国
道
事
務
所
、
江
戸
川
河
川

事
務
所
、
鬼
怒
川
ダ
ム
統
合
管
理
事

務
所
及
び
品
木
ダ
ム
水
質
管
理
所
の

管
轄
区
域
を
除
く
区
間

改
良
工
事
及
び
維
持
修
繕
そ
の
他
の
管
理
（
利

根
川
ダ
ム
統
合
管
理
事
務
所
の
所
掌
に
属
す
る

も
の
を
除
く
。
）
並
び
に
洪
水
予
報
、
水
防
警
報

そ
の
他
の
水
防
に
関
す
る
事
務

荒
川
上

流
河
川

事
務
所

川

越

市

荒
川
上
流
（
戸
田
市
大
字
下
笹
目
四

千
三
百
三
十
五
番
地
先
の
笹
目
橋
か

ら
上
流
）
の
う
ち
、
二
瀬
ダ
ム
管
理

所
の
管
轄
区
域
を
除
く
区
間

改
良
工
事
（
荒
川
調
節
池
工
事
事
務
所
の
所
掌

に
属
す
る
も
の
を
除
く
。
）
及
び
維
持
修
繕
そ
の

他
の
管
理
並
び
に
洪
水
予
報
、
水
防
警
報
そ
の

他
の
水
防
に
関
す
る
事
務

荒
川
上
流
ダ
ム
群
（
荒
川
二
瀬
ダ

ム
、
中
津
川
滝
沢
ダ
ム
及
び
浦
山
川

浦
山
ダ
ム
）
及
び
武
蔵
水
路

操
作
そ
の
他
の
管
理
の
調
整

荒
川
二
瀬
ダ
ム

改
良
工
事
に
関
す
る
調
査

荒
川
調

節
池
工

事
事
務

所

さ

い

た

ま

市

荒
川
第
二
・
三
調
節
池

建
設
工
事

　

大
宮
国

道
事
務

所

さ

い

た

ま

市

一
般
国
道
四
号
、
十
六
号
及
び
十

七
号

改
築
及
び
修
繕
工
事
、
維
持
そ
の
他
の
管
理

（
関
東
道
路
メ
ン
テ
ナ
ン
ス
セ
ン
タ
ー
の
所
掌
に

属
す
る
も
の
を
除
く
。
）

一
般
国
道
四
百
六
十
八
号

新
設
工
事

埼
玉
県
の
地
域
道
路

構
造
の
保
全
（
除
雪
を
含
む
。
）
に
係
る
調
整
、

指
導
及
び
監
督

　

北
首
都

国
道
事

務
所

草

加

市

一
般
国
道
四
号
及
び
十
六
号

改
築
工
事

　

　

　

一
般
国
道
二
百
九
十
八
号

新
設
及
び
修
繕
工
事
、
維
持
そ
の
他
の
管
理

（
関
東
道
路
メ
ン
テ
ナ
ン
ス
セ
ン
タ
ー
の
所
掌
に

属
す
る
も
の
を
除
く
。
）

　

　

　

一
般
国
道
四
百
六
十
八
号

新
設
工
事

埼
玉
県
の
地
域
道
路

構
造
の
保
全
（
除
雪
を
含
む
。
）
に
係
る
調
整
、

指
導
及
び
監
督

　

江
戸
川

河
川
事

務
所

野

田

市

北
千
葉
導
水
路
（
流
山
市
大
字
駒
木

字
駒
木
橋
上
百
五
十
九
番
一
か
ら
同

市
野
々
下
字
後
田
六
百
三
十
二
番
の

六
の
八
木
南
橋
ま
で
の
区
間
）
、
利

根
運
河
、
江
戸
川
、
坂
川
、
中
川
及

び
綾
瀬
川
（
荒
川
下
流
河
川
事
務
所

の
管
轄
区
域
を
除
く
。
）

改
良
工
事
及
び
維
持
修
繕
そ
の
他
の
管
理
並
び

に
洪
水
予
報
、
洪
水
特
別
警
戒
水
位
、
水
防
警

報
そ
の
他
の
水
防
に
関
す
る
事
務

　

　

　

首
都
圏
外
郭
放
水
路

改
良
工
事
、
維
持
修
繕
そ
の
他
の
管
理

　

利
根
川

下
流
河

川
事
務

所

香

取

市

利
根
川
下
流
（
下
館
河
川
事
務
所
及

び
霞
ヶ
浦
河
川
事
務
所
の
管
轄
区
域

を
除
く
。
）

改
良
工
事
及
び
維
持
修
繕
そ
の
他
の
管
理
並
び

に
洪
水
予
報
、
洪
水
特
別
警
戒
水
位
、
水
防
警

報
そ
の
他
の
水
防
に
関
す
る
事
務

　

　

　

北
千
葉
導
水
路
（
江
戸
川
河
川
事
務

所
の
管
轄
区
域
を
除
く
。
）

改
良
工
事
、
維
持
修
繕
そ
の
他
の
管
理

　

　

　

千
葉
県
千
葉
東
沿
岸

海
岸
の
保
全
に
関
す
る
調
査

　

首
都
国

道
事
務

所

松

戸

市

一
般
国
道
六
号
、
十
四
号
、
十
六
号

及
び
四
百
六
十
四
号

改
築
工
事

　

　

　

一
般
国
道
二
百
九
十
八
号

新
設
及
び
修
繕
工
事
、
維
持
そ
の
他
の
管
理

（
関
東
道
路
メ
ン
テ
ナ
ン
ス
セ
ン
タ
ー
の
所
掌
に

属
す
る
も
の
を
除
く
。
）

　

　

　

一
般
国
道
三
百
五
十
七
号

新
設
工
事

千
葉
県
の
地
域
道
路

構
造
の
保
全
（
除
雪
を
含
む
。
）
に
係
る
調
整
、

指
導
及
び
監
督

　

千
葉
国

道
事
務

所

千

葉

市

一
般
国
道
六
号
、
十
四
号
、
十
六

号
、
五
十
一
号
、
百
二
十
七
号
及
び

四
百
九
号

改
築
及
び
修
繕
工
事
、
維
持
そ
の
他
の
管
理

（
関
東
道
路
メ
ン
テ
ナ
ン
ス
セ
ン
タ
ー
の
所
掌
に

属
す
る
も
の
を
除
く
。
）

　

　

　

一
般
国
道
三
百
五
十
七
号

新
設
及
び
修
繕
工
事
、
維
持
そ
の
他
の
管
理

（
関
東
道
路
メ
ン
テ
ナ
ン
ス
セ
ン
タ
ー
の
所
掌
に

属
す
る
も
の
を
除
く
。
）
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一
般
国
道
四
百
六
十
四
号

改
築
工
事

　

　

　

一
般
国
道
四
百
六
十
八
号

新
設
工
事

千
葉
県
の
地
域
道
路

構
造
の
保
全
（
除
雪
を
含
む
。
）
に
係
る
調
整
、

指
導
及
び
監
督

　

荒
川
下

流
河
川

事
務
所

東

京

都

北

区

荒
川
下
流

改
良
工
事
及
び
維
持
修
繕
そ
の
他
の
管
理
並
び

に
洪
水
予
報
、
水
防
警
報
そ
の
他
の
水
防
に
関

す
る
事
務

　

　

　

綾
瀬
川
（
／
左
岸
　
東
京
都
葛
飾
区

堀
切
四
丁
目
六
百
三
十
二
番
三
地
先

／
右
岸
　
同
区
小
菅
一
丁
目
六
百
八

十
一
番
一
地
先
の
綾
瀬
川
排
水
機
場

上
流
取
付
護
岸
／
か
ら
／
左
岸
　
葛

飾
区
堀
切
一
丁
目
五
十
八
番
二
十
九

地
先
／
右
岸
　
同
区
堀
切
一
丁
目
地

内
の
堀
切
菖
蒲
水
門
下
流
取
付
護
岸

／
ま
で
の
区
間
）

改
良
工
事
、
維
持
修
繕
そ
の
他
の
管
理

　

　

　

千
葉
県
東
京
湾
沿
岸
及
び
東
京
都
東

京
湾
沿
岸

海
岸
の
保
全
に
関
す
る
調
査

　

東
京
国

道
事
務

所

東

京

都

千

代

田

区

一
般
国
道
一
号
、
四
号
、
六
号
、
十

四
号
、
十
五
号
、
十
七
号
、
二
十

号
、
二
百
四
十
六
号
及
び
二
百
五
十

四
号

改
築
及
び
修
繕
工
事
、
維
持
そ
の
他
の
管
理

（
関
東
道
路
メ
ン
テ
ナ
ン
ス
セ
ン
タ
ー
の
所
掌
に

属
す
る
も
の
を
除
く
。
）

　

　

　

一
般
国
道
三
百
五
十
七
号

修
繕
工
事
、
維
持
そ
の
他
の
管
理
（
関
東
道
路

メ
ン
テ
ナ
ン
ス
セ
ン
タ
ー
の
所
掌
に
属
す
る
も

の
を
除
く
。
）

　

　

　

一
般
国
道
四
百
六
十
六
号

道
路
台
帳
の
調
製
及
び
保
管
そ
の
他
の
管
理

東
京
都
の
地
域
道
路

構
造
の
保
全
（
除
雪
を
含
む
。
）
に
係
る
調
整
、

指
導
及
び
監
督

相
武
国

道
事
務

所

八

王

子
市

一
般
国
道
十
六
号
及
び
二
十
号

改
築
及
び
修
繕
工
事
、
維
持
そ
の
他
の
管
理

（
関
東
道
路
メ
ン
テ
ナ
ン
ス
セ
ン
タ
ー
の
所
掌
に

属
す
る
も
の
を
除
く
。
）

　

　

　

一
般
国
道
四
百
六
十
八
号

新
設
工
事

東
京
都
の
地
域
道
路

構
造
の
保
全
（
除
雪
を
含
む
。
）
に
係
る
調
整
、

指
導
及
び
監
督

　

東
京
外

か
く
環

状
国
道

事
務
所

東

京

都

世

田

谷

区

関
越
自
動
車
道
新
潟
線
及
び
中
央
自

動
車
道
富
士
吉
田
線

新
設
、
改
築
及
び
修
繕
工
事
、
維
持
そ
の
他
の

管
理
（
関
東
道
路
メ
ン
テ
ナ
ン
ス
セ
ン
タ
ー
の

所
掌
に
属
す
る
も
の
を
除
く
。
）

　

　

　

首
都
圏
内
の
環
状
道
路
（
関
越
自
動

車
道
新
潟
線
及
び
中
央
自
動
車
道
富

士
吉
田
線
を
除
く
。
）

道
路
に
関
す
る
調
査
（
他
の
河
川
国
道
事
務
所

等
の
所
掌
に
属
す
る
も
の
を
除
く
。
）

東
京
都
の
地
域
道
路

構
造
の
保
全
（
除
雪
を
含
む
。
）
に
係
る
調
整
、

指
導
及
び
監
督

　

京
浜
河

川
事
務

所

横

浜

市

多
摩
川
、
鶴
見
川
及
び
相
模
川
（
相

模
川
水
系
広
域
ダ
ム
管
理
事
務
所
の

管
轄
区
域
を
除
く
。
）

改
良
工
事
及
び
維
持
修
繕
そ
の
他
の
管
理
並
び

に
洪
水
予
報
、
洪
水
特
別
警
戒
水
位
、
水
防
警

報
そ
の
他
の
水
防
に
関
す
る
事
務

　

　

　

箱
根
山
、
伊
豆
大
島
、
新
島
、
神
津

島
、
三
宅
島
、
八
丈
島
及
び
青
ヶ
島

砂
防
工
事
に
関
す
る
調
査
（
火
山
噴
火
対
策
に

資
す
る
も
の
に
限
る
。
）

　

　

　

東
京
都
伊
豆
小
笠
原
諸
島
沿
岸
（
東

京
都
小
笠
原
村
沖
ノ
鳥
島
の
海
岸
を

除
く
。
）

海
岸
の
保
全
に
関
す
る
調
査

　

　

　

東
京
都
小
笠
原
村
沖
ノ
鳥
島
の
海
岸

海
岸
保
全
区
域
の
管
理

　

　

　

神
奈
川
県
東
京
湾
沿
岸
及
び
相
模
灘

沿
岸

海
岸
保
全
施
設
に
関
す
る
工
事
及
び
水
防
警
報

　

横
浜
国

道
事
務

所

横

浜

市

一
般
国
道
一
号
、
十
五
号
、
十
六
号

及
び
二
百
四
十
六
号

改
築
及
び
修
繕
工
事
、
維
持
そ
の
他
の
管
理

（
関
東
道
路
メ
ン
テ
ナ
ン
ス
セ
ン
タ
ー
の
所
掌
に

属
す
る
も
の
を
除
く
。
）

　

　

　

一
般
国
道
三
百
五
十
七
号

新
設
及
び
修
繕
工
事
、
維
持
そ
の
他
の
管
理

（
関
東
道
路
メ
ン
テ
ナ
ン
ス
セ
ン
タ
ー
の
所
掌
に

属
す
る
も
の
を
除
く
。
）

　

　

　

一
般
国
道
四
百
六
十
八
号

新
設
工
事

　

　

　

一
般
国
道
四
百
九
号

修
繕
工
事
、
維
持
そ
の
他
の
管
理
（
関
東
道
路

メ
ン
テ
ナ
ン
ス
セ
ン
タ
ー
の
所
掌
に
属
す
る
も

の
を
除
く
。
）

　

　

　

一
般
国
道
二
百
七
十
一
号
及
び
四
百

六
十
六
号

道
路
台
帳
の
調
製
及
び
保
管
そ
の
他
の
管
理

神
奈
川
県
の
地
域
道
路

構
造
の
保
全
（
除
雪
を
含
む
。
）
に
係
る
調
整
、

指
導
及
び
監
督

　

川
崎
国

道
事
務

所

川

崎

市

一
般
国
道
十
五
号
、
十
六
号
、
二
百

四
十
六
号
及
び
四
百
九
号

改
築
工
事

　

　

　

一
般
国
道
三
百
五
十
七
号

新
設
工
事

　

甲
府
河

川
国
道

事
務
所

甲

府

市

富
士
川

改
良
工
事
及
び
維
持
修
繕
そ
の
他
の
管
理
並
び

に
洪
水
予
報
、
洪
水
特
別
警
戒
水
位
、
水
防
警

報
そ
の
他
の
水
防
に
関
す
る
事
務

　

　

　

一
般
国
道
二
十
号
、
五
十
二
号
、
百

三
十
八
号
及
び
百
三
十
九
号

改
築
及
び
修
繕
工
事
、
維
持
そ
の
他
の
管
理

（
関
東
道
路
メ
ン
テ
ナ
ン
ス
セ
ン
タ
ー
の
所
掌
に

属
す
る
も
の
を
除
く
。
）

　

　

　

中
部
横
断
自
動
車
道

新
設
、
改
築
及
び
修
繕
工
事
、
維
持
そ
の
他
の

管
理
（
関
東
道
路
メ
ン
テ
ナ
ン
ス
セ
ン
タ
ー
の

所
掌
に
属
す
る
も
の
を
除
く
。
）

山
梨
県
の
地
域
道
路

構
造
の
保
全
（
除
雪
を
含
む
。
）
に
係
る
調
整
、

指
導
及
び
監
督

　

富
士
川

砂
防
事

務
所

甲

府

市

釜
無
川
及
び
早
川
流
域

砂
防
工
事
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長
野
国

道
事
務

所

長

野

市

一
般
国
道
十
八
号
、
十
九
号
及
び
二

十
号

改
築
及
び
修
繕
工
事
、
維
持
そ
の
他
の
管
理

（
関
東
道
路
メ
ン
テ
ナ
ン
ス
セ
ン
タ
ー
の
所
掌
に

属
す
る
も
の
を
除
く
。
）

　

　

　

一
般
国
道
百
五
十
八
号

改
築
工
事

中
部
横
断
自
動
車
道

新
設
、
改
築
及
び
修
繕
工
事
、
維
持
そ
の
他
の

管
理
（
関
東
道
路
メ
ン
テ
ナ
ン
ス
セ
ン
タ
ー
の

所
掌
に
属
す
る
も
の
を
除
く
。
）

国
営
ア
ル
プ
ス
あ
づ
み
の
公
園

整
備
及
び
維
持
そ
の
他
の
管
理

長
野
県
の
地
域
道
路

構
造
の
保
全
（
除
雪
を
含
む
。
）
に
係
る
調
整
、

指
導
及
び
監
督

　

鬼
怒
川

ダ
ム
統

合
管
理

事
務
所

宇

都

宮
市

鬼
怒
川
上
流
ダ
ム
群
（
鬼
怒
川
川
俣

ダ
ム
及
び
川
治
ダ
ム
、
男
鹿
川
五
十

里
ダ
ム
並
び
に
湯
西
川
湯
西
川
ダ

ム
）

操
作
そ
の
他
の
管
理
の
調
整

　

　

　

鬼
怒
川
川
俣
ダ
ム
及
び
川
治
ダ
ム
、

男
鹿
川
五
十
里
ダ
ム
並
び
に
湯
西
川

湯
西
川
ダ
ム

維
持
及
び
管
理

　

　

　

鬼
怒
川
川
俣
ダ
ム
及
び
川
治
ダ
ム
、

男
鹿
川
五
十
里
ダ
ム
並
び
に
湯
西
川

湯
西
川
ダ
ム
に
係
る
河
川

管
理

利
根
川

ダ
ム
統

合
管
理

事
務
所

前

橋

市

利
根
川
藤
原
ダ
ム

改
良
工
事

利
根
川
上
流
ダ
ム
群
（
利
根
川
矢
木

沢
ダ
ム
及
び
藤
原
ダ
ム
、
楢
俣
川
奈

良
俣
ダ
ム
、
赤
谷
川
相
俣
ダ
ム
、
片

品
川
薗
原
ダ
ム
、
吾
妻
川
八
ッ
場
ダ

ム
、
神
流
川
下
久
保
ダ
ム
並
び
に
渡

良
瀬
川
草
木
ダ
ム
）

操
作
そ
の
他
の
管
理
の
調
整

　

　

　

利
根
川
藤
原
ダ
ム
、
赤
谷
川
相
俣
ダ

ム
、
片
品
川
薗
原
ダ
ム
及
び
吾
妻
川

八
ッ
場
ダ
ム

維
持
及
び
管
理

　

　

　

利
根
川
藤
原
ダ
ム
、
赤
谷
川
相
俣
ダ

ム
、
片
品
川
薗
原
ダ
ム
及
び
吾
妻
川

八
ッ
場
ダ
ム
に
係
る
河
川

管
理

　

　

　

利
根
川
上
流
の
う
ち
、
群
馬
県
伊
勢

崎
市
境
平
塚
四
百
十
四
番
七
地
先
の

上
武
大
橋
か
ら
上
流
の
区
間
（
品
木

ダ
ム
水
質
管
理
所
の
管
轄
区
域
を
除

く
。
）

水
理
調
査

　

　

　

利
根
川
上
流
の
う
ち
、
群
馬
県
伊
勢

崎
市
八
斗
島
町
北
孫
山
八
百
二
十
二

番
二
百
十
一
地
先
の
板
東
大
橋
か
ら

上
流
の
区
間

総
合
開
発
事
業
の
調
査

　

相
模
川

水
系
広

域
ダ
ム

管
理
事

務
所

相

模

原
市

相
模
川
上
流
ダ
ム
群
（
相
模
川
相
模

ダ
ム
及
び
城
山
ダ
ム
並
び
に
中
津
川

宮
ヶ
瀬
ダ
ム
）

操
作
そ
の
他
の
管
理
の
調
整
、
水
理
調
査
及
び

総
合
開
発
事
業
の
調
査

　

　

中
津
川
宮
ヶ
瀬
ダ
ム

維
持
及
び
管
理

　

　

　

中
津
川
宮
ヶ
瀬
ダ
ム
に
係
る
河
川

管
理

　

品
木
ダ

ム
水
質

管
理
所

群

馬

県

吾

妻

郡

草

津

町

湯
川
品
木
ダ
ム
そ
の
他
の
水
質
管
理

施
設

維
持
及
び
管
理

　

　

　

湯
川
品
木
ダ
ム
に
係
る
河
川

管
理

　

二
瀬
ダ

ム
管
理

所

秩

父

市

荒
川
二
瀬
ダ
ム

維
持
及
び
管
理

　

　

　

荒
川
二
瀬
ダ
ム
に
係
る
河
川

管
理

　

関
東
技

術
事
務

所

松

戸

市

関
東
地
方
整
備
局
の
管
轄
区
域

一
　
土
木
工
事
の
施
工
技
術
の
改
善
に
関
す
る

調
査
及
び
試
験
施
工
（
関
東
道
路
メ
ン
テ
ナ
ン

ス
セ
ン
タ
ー
の
所
掌
に
属
す
る
も
の
を
除
く
。
）

二
　
建
設
機
械
類
の
改
良
に
関
す
る
調
査
及
び

試
験
並
び
に
試
作
及
び
修
理

三
　
土
木
工
事
用
材
料
及
び
水
質
等
の
調
査
及

び
試
験
（
関
東
道
路
メ
ン
テ
ナ
ン
ス
セ
ン
タ
ー

の
所
掌
に
属
す
る
も
の
を
除
く
。
）

四
　
土
木
技
術
に
関
す
る
情
報
の
収
集
及
び
管

理
（
関
東
道
路
メ
ン
テ
ナ
ン
ス
セ
ン
タ
ー
の
所

掌
に
属
す
る
も
の
を
除
く
。
）

五
　
建
設
機
械
に
関
す
る
職
員
の
研
修
及
び
そ

の
他
の
職
員
の
研
修
（
研
修
計
画
の
企
画
及
び

立
案
並
び
に
関
東
道
路
メ
ン
テ
ナ
ン
ス
セ
ン
タ

ー
の
所
掌
に
属
す
る
も
の
を
除
く
。
）

六
　
公
共
土
木
施
設
の
応
急
復
旧
に
係
る
建
設

機
械
及
び
資
機
材
の
運
用
に
関
す
る
調
整

七
　
地
域
道
路
の
構
造
の
保
全
（
除
雪
を
含
む

。
）
に
係
る
特
定
事
項
に
つ
い
て
の
調
整
、
指
導

及
び
監
督
（
関
東
道
路
メ
ン
テ
ナ
ン
ス
セ
ン
タ

ー
の
所
掌
に
属
す
る
も
の
を
除
く
。
）

関
東
道

路
メ
ン

テ
ナ
ン

ス
セ
ン

タ
ー

さ

い

た

ま

市

関
東
地
方
整
備
局
の
管
轄
区
域

一
　
直
轄
国
道
等
の
修
繕
工
事
、
維
持
そ
の
他

の
管
理
（
高
度
な
技
術
を
要
す
る
も
の
に
限
る

。
）

二
　
土
木
工
事
の
施
工
技
術
の
改
善
の
う
ち
、

道
路
の
保
全
（
除
雪
を
含
む
。
）
に
係
る
特
定
事

項
に
つ
い
て
の
調
査
及
び
試
験
施
工
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三
　
土
木
工
事
用
材
料
の
う
ち
、
道
路
の
保
全

（
除
雪
を
含
む
。
）
に
係
る
特
定
事
項
に
つ
い
て

の
調
査
及
び
試
験

四
　
土
木
技
術
の
う
ち
、
道
路
の
保
全
（
除
雪

を
含
む
。
）
に
係
る
特
定
事
項
に
つ
い
て
の
情
報

の
収
集
及
び
管
理

五
　
道
路
の
保
全
（
除
雪
を
含
む
。
）
に
係
る
特

定
事
項
に
つ
い
て
の
職
員
の
研
修
（
研
修
計
画

の
企
画
及
び
立
案
を
除
く
。
）

六
　
地
域
道
路
の
構
造
の
保
全
（
除
雪
を
含
む

。
）
に
関
す
る
ト
ン
ネ
ル
、
橋
そ
の
他
の
道
路
を

構
成
す
る
施
設
若
し
く
は
工
作
物
又
は
道
路
の

附
属
物
に
係
る
特
定
事
項
に
つ
い
て
の
調
整
、

指
導
及
び
監
督

　

国
営
常

陸
海
浜

公
園
事

務
所

ひ

た

ち

な

か
市

国
営
常
陸
海
浜
公
園

整
備
及
び
維
持
そ
の
他
の
管
理

　

国
営
昭

和
記
念

公
園
事

務
所

立

川

市

国
営
昭
和
記
念
公
園
及
び
国
営
東
京

臨
海
広
域
防
災
公
園

整
備
及
び
維
持
そ
の
他
の
管
理

　

　

　

国
営
武
蔵
丘
陵
森
林
公
園

維
持
そ
の
他
の
管
理

　

　

　

皇
居
外
苑
、
新
宿
御
苑
及
び
明
治
記

念
大
磯
邸
園

整
備

　

宇
都
宮

営
繕
事

務
所

宇

都

宮
市

栃
木
県
及
び
茨
城
県
（
つ
く
ば
市
を

除
く
。
）

営
繕
工
事
及
び
実
地
指
導

　

東
京
第

一
営
繕

事
務
所

東

京

都

新

宿
区

埼
玉
県
及
び
東
京
都
（
練
馬
区
、
新

宿
区
、
渋
谷
区
、
板
橋
区
、
北
区
、

豊
島
区
、
文
京
区
、
千
代
田
区
及
び

港
区
）

営
繕
工
事
及
び
実
地
指
導

　

東
京
第

二
営
繕

事
務
所

東

京

都

江

東
区

千
葉
県
及
び
東
京
都
（
荒
川
区
、
台

東
区
、
足
立
区
、
葛
飾
区
、
墨
田

区
、
江
東
区
、
江
戸
川
区
及
び
中
央

区
）

営
繕
工
事
及
び
実
地
指
導

　

甲
武
営

繕
事
務

所

立

川

市

山
梨
県
及
び
東
京
都
（
中
野
区
、
杉

並
区
、
世
田
谷
区
、
品
川
区
、
大
田

区
及
び
目
黒
区
並
び
に
特
別
区
の
存

す
る
区
域
以
外
の
地
域
）

営
繕
工
事
及
び
実
地
指
導

　

横
浜
営

繕
事
務

所

横

浜

市

神
奈
川
県

営
繕
工
事
及
び
実
地
指
導

　

長
野
営

繕
事
務

所

長

野

市

長
野
県
及
び
群
馬
県

営
繕
工
事
及
び
実
地
指
導

北陸地方整備局

高
田
河

川
国
道

事
務
所

上

越

市

関
川
及
び
姫
川

改
良
工
事
及
び
維
持
修
繕
そ
の
他
の
管
理
並
び

に
洪
水
予
報
、
洪
水
特
別
警
戒
水
位
、
水
防
警

報
そ
の
他
の
水
防
に
関
す
る
事
務

　

　

　

一
般
国
道
八
号
及
び
十
八
号

改
築
及
び
修
繕
工
事
、
維
持
そ
の
他
の
管
理

　

　

　

一
般
国
道
二
百
五
十
三
号

改
築
工
事

新
潟
県
の
地
域
道
路

構
造
の
保
全
（
除
雪
を
含
む
。
）
に
係
る
調
整
、

指
導
及
び
監
督

　

羽
越
河

川
国
道

事
務
所

村

上

市

荒
川

改
良
工
事
及
び
維
持
修
繕
そ
の
他
の
管
理
並
び

に
洪
水
予
報
、
水
防
警
報
そ
の
他
の
水
防
に
関

す
る
事
務

　

　

　

一
般
国
道
七
号

改
築
及
び
修
繕
工
事
、
維
持
そ
の
他
の
管
理

　

　

　

一
般
国
道
百
十
三
号

改
築
工
事

　

　

　

日
本
海
沿
岸
東
北
自
動
車
道

新
設
、
改
築
及
び
修
繕
工
事
、
維
持
そ
の
他
の

管
理

新
潟
県
の
地
域
道
路

構
造
の
保
全
（
除
雪
を
含
む
。
）
に
係
る
調
整
、

指
導
及
び
監
督

　

信
濃
川

河
川
事

務
所

長

岡

市

信
濃
川
中
流
（
新
潟
県
境
か
ら
下
流

の
う
ち
、
信
濃
川
下
流
河
川
事
務
所

及
び
三
国
川
ダ
ム
管
理
所
の
管
轄
区

域
を
除
く
区
間
）

改
良
工
事
及
び
維
持
修
繕
そ
の
他
の
管
理
並
び

に
洪
水
予
報
、
水
防
警
報
そ
の
他
の
水
防
に
関

す
る
事
務

　

信
濃
川

下
流
河

川
事
務

所

新

潟

市

信
濃
川
下
流
（
／
左
岸
　
燕
市
大
川

津
字
辰
新
野
手
川
欠
跡
千
六
十
二
番

の
六
地
先
／
右
岸
　
長
岡
市
中
条
新

田
字
丸
山
千
五
百
四
十
六
番
の
二
地

先
／
か
ら
下
流
）

改
良
工
事
及
び
維
持
修
繕
そ
の
他
の
管
理
並
び

に
洪
水
予
報
、
水
防
警
報
そ
の
他
の
水
防
に
関

す
る
事
務

　

　

　

新
潟
県
新
潟
北
沿
岸
及
び
富
山
湾

沿
岸

海
岸
保
全
施
設
に
関
す
る
工
事
及
び
水
防
警
報

　

阿
賀
野

川
河
川

事
務
所

新

潟

市

阿
賀
野
川
下
流
（
新
潟
県
境
か
ら
下

流
）

改
良
工
事
及
び
維
持
修
繕
そ
の
他
の
管
理
並
び

に
洪
水
予
報
、
洪
水
特
別
警
戒
水
位
、
水
防
警

報
そ
の
他
の
水
防
に
関
す
る
事
務

　

　

　

阿
賀
野
川
流
域
（
吾
妻
山
、
安
達
太

良
山
、
磐
梯
山
及
び
那
須
岳
を
除

く
。
）

砂
防
工
事
及
び
地
す
べ
り
防
止
工
事

　

　

　

吾
妻
山
（
阿
賀
野
川
流
域
に
限
る
。
）

、
安
達
太
良
山
（
阿
賀
野
川
流
域
に

限
る
。
）
、
磐
梯
山
及
び
那
須
岳
（
阿

賀
野
川
流
域
に
限
る
。
）

砂
防
工
事
（
砂
防
工
事
に
関
す
る
調
査
（
火
山

噴
火
対
策
に
資
す
る
も
の
に
限
る
。
）
を
除
く
。
）

及
び
地
す
べ
り
防
止
工
事
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湯
沢
砂

防
事
務

所

新

潟

県

南

魚

沼

郡

湯

沢
町

魚
野
川
、
破
間
川
、
中
津
川
及
び
清

津
川
流
域

砂
防
工
事

長
岡
国

道
事
務

所

長

岡

市

一
般
国
道
八
号
、
十
七
号
及
び
百
十

六
号

改
築
及
び
修
繕
工
事
、
維
持
そ
の
他
の
管
理

一
般
国
道
二
百
五
十
三
号
及
び
二
百

八
十
九
号

改
築
工
事

新
潟
県
の
地
域
道
路

構
造
の
保
全
（
除
雪
を
含
む
。
）
に
係
る
調
整
、

指
導
及
び
監
督

　

新
潟
国

道
事
務

所

新

潟

市

一
般
国
道
七
号
、
八
号
、
四
十
九

号
、
百
十
三
号
及
び
百
十
六
号

改
築
及
び
修
繕
工
事
、
維
持
そ
の
他
の
管
理

　

　

　

日
本
海
沿
岸
東
北
自
動
車
道

新
設
、
改
築
及
び
修
繕
工
事
、
維
持
そ
の
他
の

管
理

新
潟
県
の
地
域
道
路

構
造
の
保
全
（
除
雪
を
含
む
。
）
に
係
る
調
整
、

指
導
及
び
監
督

　

富
山
河

川
国
道

事
務
所

富

山

市

常
願
寺
川
、
神
通
川
、
庄
川
（
利
賀

ダ
ム
工
事
事
務
所
の
管
轄
区
域
を
除

く
。
）
及
び
小
矢
部
川

改
良
工
事
及
び
維
持
修
繕
そ
の
他
の
管
理
並
び

に
洪
水
予
報
、
洪
水
特
別
警
戒
水
位
、
水
防
警

報
そ
の
他
の
水
防
に
関
す
る
事
務

一
般
国
道
八
号
、
四
十
一
号
、
百
五

十
六
号
及
び
百
六
十
号

改
築
及
び
修
繕
工
事
、
維
持
そ
の
他
の
管
理

一
般
国
道
四
百
七
十
号

新
設
及
び
修
繕
工
事
、
維
持
そ
の
他
の
管
理

富
山
県
の
地
域
道
路

構
造
の
保
全
（
除
雪
を
含
む
。
）
に
係
る
調
整
、

指
導
及
び
監
督

　

黒
部
河

川
事
務

所

黒

部

市

黒
部
川

改
良
工
事
及
び
維
持
修
繕
そ
の
他
の
管
理
並
び

に
洪
水
予
報
、
水
防
警
報
そ
の
他
の
水
防
に
関

す
る
事
務

黒
部
川
流
域
（
弥
陀
ヶ
原
を
除
く
。
）

砂
防
工
事

弥
陀
ヶ
原
（
黒
部
川
流
域
に
限
る
。
）

砂
防
工
事
（
砂
防
工
事
に
関
す
る
調
査
（
火
山

噴
火
対
策
に
資
す
る
も
の
に
限
る
。
）
を
除
く
。
）

　

　

　

富
山
県
富
山
湾
沿
岸

海
岸
保
全
施
設
に
関
す
る
工
事
及
び
水
防
警
報

立
山
砂

防
事
務

所

富

山

県

中

新

川

郡

立

山
町

常
願
寺
川
流
域

砂
防
工
事

弥
陀
ヶ
原
（
常
願
寺
川
流
域
を
除

く
。
）

砂
防
工
事
に
関
す
る
調
査
（
火
山
噴
火
対
策
に

資
す
る
も
の
に
限
る
。
）

　

利
賀
ダ

ム
工
事

事
務
所

砺

波

市

利
賀
川
利
賀
ダ
ム

建
設
工
事

　

　

　

利
賀
川
利
賀
ダ
ム
に
係
る
河
川

管
理

金
沢
河

川
国
道

事
務
所

金

沢

市

手
取
川
及
び
梯
川

改
良
工
事
及
び
維
持
修
繕
そ
の
他
の
管
理
並
び

に
洪
水
予
報
、
水
防
警
報
そ
の
他
の
水
防
に
関

す
る
事
務

手
取
川
流
域

砂
防
工
事
及
び
地
す
べ
り
防
止
工
事

白
山
（
手
取
川
流
域
を
除
く
。
）

砂
防
工
事
に
関
す
る
調
査
（
火
山
噴
火
対
策
に

資
す
る
も
の
に
限
る
。
）

石
川
県
加
越
沿
岸

海
岸
保
全
施
設
に
関
す
る
工
事
及
び
水
防
警
報

石
川
県
能
登
半
島
沿
岸

海
岸
の
保
全
に
関
す
る
調
査

一
般
国
道
八
号
、
百
五
十
七
号
、
百

五
十
九
号
及
び
百
六
十
号

改
築
及
び
修
繕
工
事
、
維
持
そ
の
他
の
管
理

一
般
国
道
二
百
四
十
九
号

災
害
復
旧
工
事
（
能
登
復
興
事
務
所
の
所
掌
に

属
す
る
も
の
を
除
く
。
）

一
般
国
道
四
百
七
十
号

新
設
及
び
修
繕
工
事
、
維
持
そ
の
他
の
管
理
、

災
害
復
旧
工
事
（
能
登
復
興
事
務
所
の
所
掌
に

属
す
る
も
の
を
除
く
。
）

石
川
県
道
七
尾
輪
島
線

災
害
復
旧
工
事
（
能
登
復
興
事
務
所
の
所
掌
に

属
す
る
も
の
を
除
く
。
）

石
川
県
の
地
域
道
路

構
造
の
保
全
（
除
雪
を
含
む
。
）
に
係
る
調
整
、

指
導
及
び
監
督

能
登
復

興
事
務

所

七

尾

市

河
原
田
川

河
川
法
第
十
六
条
の
四
第
一
項
に
規
定
す
る
特

定
河
川
工
事

能
登
半
島

砂
防
工
事
及
び
地
す
べ
り
防
止
工
事
（
復
興
法

第
四
十
九
条
第
一
項
に
規
定
す
る
特
定
災
害
復

旧
等
地
す
べ
り
防
止
工
事
を
含
む
。
）

石
川
県
能
登
半
島
沿
岸

復
興
法
第
四
十
八
条
第
一
項
に
規
定
す
る
特
定

災
害
復
旧
等
海
岸
工
事
（
港
湾
に
係
る
海
岸
に

お
い
て
施
行
さ
れ
る
も
の
を
除
く
。
）

一
般
国
道
二
百
四
十
九
号

災
害
復
旧
工
事

一
般
国
道
四
百
七
十
号

新
設
及
び
災
害
復
旧
工
事

石
川
県
道
七
尾
輪
島
線

災
害
復
旧
工
事

　

飯
豊
山

系
砂
防

事
務
所

山

形

県

西

置

賜

郡

小

国
町

飯
豊
山
系
（
阿
賀
野
川
流
域
を
除

く
。
）

砂
防
工
事

　

阿
賀
川

河
川
事

務
所

会

津

若

松

市

阿
賀
野
川
上
流

改
良
工
事
及
び
維
持
修
繕
そ
の
他
の
管
理
並
び

に
洪
水
予
報
、
洪
水
特
別
警
戒
水
位
、
水
防
警

報
そ
の
他
の
水
防
に
関
す
る
事
務

　

　

　

磐
梯
山

砂
防
工
事
に
関
す
る
調
査
（
火
山
噴
火
対
策
に

資
す
る
も
の
に
限
る
。
）

千
曲
川

河
川
事

務
所

長

野

市

信
濃
川
上
流

改
良
工
事
及
び
維
持
修
繕
そ
の
他
の
管
理
（
大

町
ダ
ム
管
理
所
の
所
掌
に
属
す
る
も
の
を
除
く

。
）
並
び
に
洪
水
予
報
、
洪
水
特
別
警
戒
水
位
、

水
防
警
報
そ
の
他
の
水
防
に
関
す
る
事
務
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松
本
砂

防
事
務

所

松

本

市

犀
川
、
姫
川
及
び
高
瀬
川
流
域

砂
防
工
事

　

　

　

新
潟
焼
山
（
姫
川
流
域
を
除
く
。
）

砂
防
工
事
に
関
す
る
調
査
（
火
山
噴
火
対
策
に

資
す
る
も
の
に
限
る
。
）

　

神
通
川

水
系
砂

防
事
務

所

飛

騨

市

神
通
川
流
域

砂
防
工
事

　

三
国
川

ダ
ム
管

理
所

南

魚

沼
市

三
国
川
三
国
川
ダ
ム

維
持
及
び
管
理

　

　

　

三
国
川
三
国
川
ダ
ム
に
係
る
河
川

管
理

　

大
町
ダ

ム
管
理

所

大

町

市

高
瀬
川
大
町
ダ
ム

維
持
及
び
管
理

　

　

　

高
瀬
川
大
町
ダ
ム
に
係
る
河
川

管
理

　

北
陸
技

術
事
務

所

新

潟

市

北
陸
地
方
整
備
局
の
管
轄
区
域

一
　
土
木
工
事
の
施
工
技
術
の
改
善
に
関
す
る

調
査
及
び
試
験
施
工

二
　
建
設
機
械
類
の
改
良
に
関
す
る
調
査
及
び

試
験
並
び
に
試
作
及
び
修
理

三
　
土
木
工
事
用
材
料
及
び
水
質
等
の
調
査
及

び
試
験

四
　
土
木
技
術
に
関
す
る
情
報
の
収
集
及
び
管

理五
　
建
設
機
械
に
関
す
る
職
員
の
研
修
及
び
そ

の
他
の
職
員
の
研
修
（
研
修
計
画
の
企
画
及
び

立
案
を
除
く
。
）

六
　
公
共
土
木
施
設
の
応
急
復
旧
に
係
る
建
設

機
械
及
び
資
機
材
の
運
用
に
関
す
る
調
整

七
　
地
域
道
路
の
構
造
の
保
全
（
除
雪
を
含
む

。
）
に
係
る
特
定
事
項
に
つ
い
て
の
調
整
、
指
導

及
び
監
督

　

国
営
越

後
丘
陵

公
園
事

務
所

長

岡

市

国
営
越
後
丘
陵
公
園

整
備
及
び
維
持
そ
の
他
の
管
理

　

金
沢
営

繕
事
務

所

金

沢

市

石
川
県
及
び
富
山
県

営
繕
工
事
及
び
実
地
指
導

中部地方整

多
治
見

砂
防
国

道
事
務

所

多

治

見
市

木
曽
川
及
び
庄
内
川
流
域

砂
防
工
事

備局　

　

　

一
般
国
道
十
九
号
及
び
二
十
一
号

改
築
及
び
修
繕
工
事
、
維
持
そ
の
他
の
管
理

（
中
部
道
路
メ
ン
テ
ナ
ン
ス
セ
ン
タ
ー
の
所
掌
に

属
す
る
も
の
を
除
く
。
）

一
般
国
道
四
百
七
十
五
号

改
築
工
事

岐
阜
県
の
地
域
道
路

構
造
の
保
全
（
除
雪
を
含
む
。
）
に
係
る
調
整
、

指
導
及
び
監
督

木
曽
川

上
流
河

川
事
務

所

岐

阜

市

木
曽
川
上
流
（
／
左
岸
　
稲
沢
市
祖

父
江
町
地
先
／
右
岸
　
羽
島
市
桑
原

町
中
小
藪
字
川
並
九
百
六
十
六
番
地

先
／
か
ら
上
流
）
の
う
ち
新
丸
山
ダ

ム
工
事
事
務
所
及
び
木
曽
川
水
系
ダ

ム
統
合
管
理
事
務
所
の
管
轄
区
域
を

除
く
区
間
、
揖
斐
川
上
流
（
岐
阜
県

養
老
郡
養
老
町
地
先
か
ら
上
流
）
の

う
ち
木
曽
川
水
系
ダ
ム
統
合
管
理
事

務
所
の
管
轄
区
域
を
除
く
区
間
並
び

に
長
良
川
上
流
（
／
左
岸
　
羽
島
市

桑
原
町
中
小
藪
字
川
並
九
百
六
十
六

番
地
先
／
右
岸
　
岐
阜
県
安
八
郡
輪

之
内
町
地
先
／
か
ら
上
流
）

改
良
工
事
及
び
維
持
修
繕
そ
の
他
の
管
理
並
び

に
洪
水
予
報
、
洪
水
特
別
警
戒
水
位
、
水
防
警

報
そ
の
他
の
水
防
に
関
す
る
事
務

　

　

　

国
営
木
曽
三
川
公
園
（
木
曽
川
上
流

及
び
長
良
川
上
流
に
係
る
区
域
）

整
備
及
び
維
持
そ
の
他
の
管
理

　

越
美
山

系
砂
防

事
務
所

岐

阜

県

揖

斐

郡

揖

斐

川
町

揖
斐
川
流
域

砂
防
工
事

　

新
丸
山

ダ
ム
工

事
事
務

所

岐

阜

県

加

茂

郡

八

百

津
町

木
曽
川
新
丸
山
ダ
ム

建
設
工
事

　

　

　

木
曽
川
新
丸
山
ダ
ム
に
係
る
河
川

管
理
（
木
曽
川
水
系
ダ
ム
統
合
管
理
事
務
所
の

所
掌
に
属
す
る
も
の
を
除
く
。
）

　

岐
阜
国

道
事
務

所

岐

阜

市

一
般
国
道
二
十
一
号
、
二
十
二
号
、

四
十
一
号
、
百
五
十
六
号
、
百
五
十

八
号
及
び
二
百
五
十
八
号

改
築
及
び
修
繕
工
事
、
維
持
そ
の
他
の
管
理

（
中
部
道
路
メ
ン
テ
ナ
ン
ス
セ
ン
タ
ー
の
所
掌
に

属
す
る
も
の
を
除
く
。
）

一
般
国
道
二
百
五
十
六
号

改
築
工
事

一
般
国
道
四
百
七
十
五
号

新
設
及
び
改
築
工
事

岐
阜
県
道
松
原
芋
島
線
（
川
島
大

橋
）

災
害
復
旧
工
事

岐
阜
県
の
地
域
道
路

構
造
の
保
全
（
除
雪
を
含
む
。
）
に
係
る
調
整
、

指
導
及
び
監
督
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高
山
国

道
事
務

所

高

山

市

一
般
国
道
四
十
一
号
及
び
百
五
十

八
号

改
築
及
び
修
繕
工
事
、
維
持
そ
の
他
の
管
理

（
中
部
道
路
メ
ン
テ
ナ
ン
ス
セ
ン
タ
ー
の
所
掌
に

属
す
る
も
の
を
除
く
。
）

岐
阜
県
の
地
域
道
路

構
造
の
保
全
（
除
雪
を
含
む
。
）
に
係
る
調
整
、

指
導
及
び
監
督

　

沼
津
河

川
国
道

事
務
所

沼

津

市

狩
野
川

改
良
工
事
及
び
維
持
修
繕
そ
の
他
の
管
理
並
び

に
洪
水
予
報
、
洪
水
特
別
警
戒
水
位
、
水
防
警

報
そ
の
他
の
水
防
に
関
す
る
事
務

狩
野
川
流
域
（
富
士
山
を
除
く
。
）

砂
防
工
事

伊
豆
東
部
火
山
群
（
狩
野
川
流
域
を

除
く
。
）

砂
防
工
事
に
関
す
る
調
査
（
火
山
噴
火
対
策
に

資
す
る
も
の
に
限
る
。
）

静
岡
県
伊
豆
半
島
沿
岸
及
び
駿
河
湾

沿
岸

海
岸
保
全
施
設
に
関
す
る
工
事
及
び
水
防
警
報

一
般
国
道
一
号
、
百
三
十
八
号
、
二

百
四
十
六
号
及
び
四
百
十
四
号

改
築
及
び
修
繕
工
事
、
維
持
そ
の
他
の
管
理

（
中
部
道
路
メ
ン
テ
ナ
ン
ス
セ
ン
タ
ー
の
所
掌
に

属
す
る
も
の
を
除
く
。
）

静
岡
県
の
地
域
道
路

構
造
の
保
全
（
除
雪
を
含
む
。
）
に
係
る
調
整
、

指
導
及
び
監
督

　

浜
松
河

川
国
道

事
務
所

浜

松

市

菊
川
及
び
天
竜
川
下
流
（
静
岡
県
境

か
ら
下
流
）

改
良
工
事
（
天
竜
川
ダ
ム
再
編
工
事
事
務
所
の

所
掌
に
属
す
る
も
の
を
除
く
。
）
及
び
維
持
修
繕

そ
の
他
の
管
理
並
び
に
洪
水
予
報
、
洪
水
特
別

警
戒
水
位
、
水
防
警
報
そ
の
他
の
水
防
に
関
す

る
事
務

　

　

　

静
岡
県
遠
州
灘
沿
岸

海
岸
の
保
全
に
関
す
る
調
査

　

　

　

一
般
国
道
一
号

改
築
及
び
修
繕
工
事
、
維
持
そ
の
他
の
管
理

（
中
部
道
路
メ
ン
テ
ナ
ン
ス
セ
ン
タ
ー
の
所
掌
に

属
す
る
も
の
を
除
く
。
）

　

　

　

一
般
国
道
四
百
七
十
四
号

新
設
及
び
修
繕
工
事
、
維
持
そ
の
他
の
管
理

（
中
部
道
路
メ
ン
テ
ナ
ン
ス
セ
ン
タ
ー
の
所
掌
に

属
す
る
も
の
を
除
く
。
）

静
岡
県
の
地
域
道
路

構
造
の
保
全
（
除
雪
を
含
む
。
）
に
係
る
調
整
、

指
導
及
び
監
督

　

静
岡
河

川
事
務

所

静

岡

市

安
倍
川
及
び
大
井
川
（
長
島
ダ
ム
管

理
所
の
管
轄
区
域
を
除
く
。
）

改
良
工
事
及
び
維
持
修
繕
そ
の
他
の
管
理
並
び

に
洪
水
予
報
、
洪
水
特
別
警
戒
水
位
、
水
防
警

報
そ
の
他
の
水
防
に
関
す
る
事
務

　

　

　

安
倍
川
流
域

砂
防
工
事

　

　

　

静
岡
県
伊
豆
半
島
沿
岸
及
び
駿
河
湾

沿
岸

海
岸
保
全
施
設
に
関
す
る
工
事
及
び
水
防
警
報

　

富
士
砂

防
事
務

所

富

士

宮
市

富
士
山

砂
防
工
事

薩
〔
た
〕
山

地
す
べ
り
防
止
工
事

天
竜
川

ダ
ム
再

磐

田

市

天
竜
川
佐
久
間
ダ
ム

改
良
工
事

編
工
事

事
務
所

静
岡
国

道
事
務

所

静

岡

市

一
般
国
道
一
号
、
五
十
二
号
及
び
百

三
十
九
号

改
築
及
び
修
繕
工
事
、
維
持
そ
の
他
の
管
理

（
中
部
道
路
メ
ン
テ
ナ
ン
ス
セ
ン
タ
ー
の
所
掌
に

属
す
る
も
の
を
除
く
。
）

静
岡
県
の
地
域
道
路

構
造
の
保
全
（
除
雪
を
含
む
。
）
に
係
る
調
整
、

指
導
及
び
監
督

庄
内
川

河
川
事

務
所

名

古

屋
市

庄
内
川

改
良
工
事
及
び
維
持
修
繕
そ
の
他
の
管
理
並
び

に
洪
水
予
報
、
水
防
警
報
そ
の
他
の
水
防
に
関

す
る
事
務

　

豊
橋
河

川
事
務

所

豊

橋

市

豊
川
（
設
楽
ダ
ム
工
事
事
務
所
の
管

轄
区
域
を
除
く
。
）
及
び
矢
作
川

改
良
工
事
及
び
維
持
修
繕
そ
の
他
の
管
理
（
矢

作
ダ
ム
管
理
所
の
所
掌
に
属
す
る
も
の
を
除
く

。
）
並
び
に
洪
水
予
報
、
水
防
警
報
そ
の
他
の
水

防
に
関
す
る
事
務

　

　

　

愛
知
県
遠
州
灘
沿
岸
及
び
三
河
湾
・

伊
勢
湾
沿
岸

海
岸
の
保
全
に
関
す
る
調
査

　

設
楽
ダ

ム
工
事

事
務
所

新

城

市

豊
川
設
楽
ダ
ム

建
設
工
事

　

　

　

豊
川
設
楽
ダ
ム
に
係
る
河
川

管
理

　

名
古
屋

国
道
事

務
所

名

古

屋
市

一
般
国
道
一
号
、
十
九
号
、
二
十
二

号
、
二
十
三
号
、
四
十
一
号
、
百
五

十
三
号
、
百
五
十
五
号
及
び
三
百

二
号

改
築
及
び
修
繕
工
事
、
維
持
そ
の
他
の
管
理

（
中
部
道
路
メ
ン
テ
ナ
ン
ス
セ
ン
タ
ー
の
所
掌
に

属
す
る
も
の
を
除
く
。
）

愛
知
県
の
地
域
道
路

構
造
の
保
全
（
除
雪
を
含
む
。
）
に
係
る
調
整
、

指
導
及
び
監
督

　

愛
知
国

道
事
務

所

名

古

屋
市

一
般
国
道
一
号
、
十
九
号
、
二
十
二

号
、
四
十
一
号
、
百
五
十
五
号
及
び

四
百
七
十
五
号

改
築
工
事

一
般
国
道
二
百
四
十
七
号

改
築
工
事

一
般
国
道
三
百
二
号

新
設
及
び
改
築
工
事

近
畿
自
動
車
道
伊
勢
線

新
設
及
び
改
築
工
事

名
四
国

道
事
務

所

名

古

屋
市

一
般
国
道
一
号
、
二
十
三
号
、
百
五

十
三
号
、
百
五
十
五
号
、
三
百
二
号

及
び
四
百
七
十
五
号

改
築
工
事

一
般
国
道
二
百
四
十
七
号

改
築
工
事

　

三
重
河

川
国
道

事
務
所

津
市

鈴
鹿
川
、
雲
出
川
、
櫛
田
川
（
蓮
ダ

ム
管
理
所
の
管
轄
区
域
を
除
く
。
）

及
び
宮
川

改
良
工
事
及
び
維
持
修
繕
そ
の
他
の
管
理
並
び

に
洪
水
予
報
、
洪
水
特
別
警
戒
水
位
、
水
防
警

報
そ
の
他
の
水
防
に
関
す
る
事
務

　

　

　

三
重
県
三
河
湾
・
伊
勢
湾
沿
岸
及
び

熊
野
灘
沿
岸

海
岸
の
保
全
に
関
す
る
調
査

　

　

　

一
般
国
道
一
号
、
二
十
三
号
、
二
十

五
号
及
び
二
百
五
十
八
号

改
築
及
び
修
繕
工
事
、
維
持
そ
の
他
の
管
理

（
中
部
道
路
メ
ン
テ
ナ
ン
ス
セ
ン
タ
ー
の
所
掌
に

属
す
る
も
の
を
除
く
。
）
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三
重
県
の
地
域
道
路

構
造
の
保
全
（
除
雪
を
含
む
。
）
に
係
る
調
整
、

指
導
及
び
監
督

木
曽
川

下
流
河

川
事
務

所

桑

名

市

木
曽
川
下
流
、
揖
斐
川
下
流
及
び
長

良
川
下
流

改
良
工
事
及
び
維
持
修
繕
そ
の
他
の
管
理
並
び

に
洪
水
予
報
、
洪
水
特
別
警
戒
水
位
、
水
防
警

報
そ
の
他
の
水
防
に
関
す
る
事
務

　

　

　

愛
知
県
三
河
湾
・
伊
勢
湾
沿
岸
並
び

に
三
重
県
三
河
湾
・
伊
勢
湾
沿
岸

海
岸
の
保
全
に
関
す
る
調
査

　

　

　

国
営
木
曽
三
川
公
園
（
木
曽
川
上
流

河
川
事
務
所
の
管
轄
区
域
を
除
く
。
）

整
備
及
び
維
持
そ
の
他
の
管
理

　

紀
勢
国

道
事
務

所

松

阪

市

一
般
国
道
四
十
二
号

改
築
及
び
修
繕
工
事
、
維
持
そ
の
他
の
管
理

（
中
部
道
路
メ
ン
テ
ナ
ン
ス
セ
ン
タ
ー
の
所
掌
に

属
す
る
も
の
を
除
く
。
）

　

　

　

一
般
国
道
二
十
三
号

改
築
工
事

　

　

　

近
畿
自
動
車
道
尾
鷲
多
気
線

新
設
、
改
築
及
び
修
繕
工
事
、
維
持
そ
の
他
の

管
理
（
中
部
道
路
メ
ン
テ
ナ
ン
ス
セ
ン
タ
ー
の

所
掌
に
属
す
る
も
の
を
除
く
。
）

三
重
県
の
地
域
道
路

構
造
の
保
全
（
除
雪
を
含
む
。
）
に
係
る
調
整
、

指
導
及
び
監
督

　

北
勢
国

道
事
務

所

四

日

市
市

一
般
国
道
二
十
五
号

改
築
及
び
修
繕
工
事
、
維
持
そ
の
他
の
管
理

（
中
部
道
路
メ
ン
テ
ナ
ン
ス
セ
ン
タ
ー
の
所
掌
に

属
す
る
も
の
を
除
く
。
）

　

　

　

一
般
国
道
一
号

改
築
工
事

　

　

　

一
般
国
道
四
百
七
十
五
号

新
設
工
事

三
重
県
の
地
域
道
路

構
造
の
保
全
（
除
雪
を
含
む
。
）
に
係
る
調
整
、

指
導
及
び
監
督

天
竜
川

上
流
河

川
事
務

所

駒

ヶ

根
市

天
竜
川
上
流
（
天
竜
川
ダ
ム
統
合
管

理
事
務
所
の
管
轄
区
域
を
除
く
。
）

改
良
工
事
及
び
維
持
修
繕
そ
の
他
の
管
理
並
び

に
洪
水
予
報
、
水
防
警
報
そ
の
他
の
水
防
に
関

す
る
事
務

　

　

　

天
竜
川
上
流
流
域

砂
防
工
事
及
び
地
す
べ
り
防
止
工
事

飯
田
国

道
事
務

所

飯

田

市

一
般
国
道
十
九
号
及
び
百
五
十
三
号

改
築
及
び
修
繕
工
事
、
維
持
そ
の
他
の
管
理

（
中
部
道
路
メ
ン
テ
ナ
ン
ス
セ
ン
タ
ー
の
所
掌
に

属
す
る
も
の
を
除
く
。
）

　

　

　

一
般
国
道
四
百
七
十
四
号

新
設
、
改
築
及
び
修
繕
工
事
、
維
持
そ
の
他
の

管
理
（
中
部
道
路
メ
ン
テ
ナ
ン
ス
セ
ン
タ
ー
の

所
掌
に
属
す
る
も
の
を
除
く
。
）

長
野
県
の
地
域
道
路

構
造
の
保
全
（
除
雪
を
含
む
。
）
に
係
る
調
整
、

指
導
及
び
監
督

　

天
竜
川

ダ
ム
統

合
管
理

事
務
所

長

野

県

上

伊

那

郡

中

川
村

天
竜
川
上
流
ダ
ム
群
（
三
峰
川
美
和

ダ
ム
及
び
小
渋
川
小
渋
ダ
ム
）

操
作
そ
の
他
の
管
理
の
調
整

　

　

　

三
峰
川
美
和
ダ
ム
及
び
小
渋
川
小
渋

ダ
ム

維
持
及
び
管
理

　

　

　

三
峰
川
美
和
ダ
ム
及
び
小
渋
川
小
渋

ダ
ム
に
係
る
河
川

管
理

木
曽
川

水
系
ダ

ム
統
合

管
理
事

務
所

岐

阜

市

木
曽
川
上
流
ダ
ム
群
（
木
曽
川
味
噌

川
ダ
ム
及
び
丸
山
ダ
ム
、
阿
木
川
阿

木
川
ダ
ム
、
馬
瀬
川
岩
屋
ダ
ム
並
び

に
揖
斐
川
徳
山
ダ
ム
及
び
横
山
ダ

ム
）

操
作
そ
の
他
の
管
理
の
調
整

木
曽
川
丸
山
ダ
ム
及
び
揖
斐
川
横
山

ダ
ム

維
持
及
び
管
理

木
曽
川
丸
山
ダ
ム
及
び
揖
斐
川
横
山

ダ
ム
に
係
る
河
川

管
理

　

長
島
ダ

ム
管
理

所

静

岡

県

榛

原

郡

川

根

本
町

大
井
川
長
島
ダ
ム

維
持
及
び
管
理

　

　

　

大
井
川
長
島
ダ
ム
に
係
る
河
川

管
理

　

矢
作
ダ

ム
管
理

所

豊

田

市

矢
作
川
矢
作
ダ
ム

維
持
及
び
管
理

　

　

　

矢
作
川
矢
作
ダ
ム
に
係
る
河
川

管
理

　

蓮
ダ
ム

管
理
所

松

阪

市

櫛
田
川
蓮
ダ
ム

維
持
及
び
管
理

　

　

　

櫛
田
川
蓮
ダ
ム
に
係
る
河
川

管
理

　

中
部
技

術
事
務

所

名

古

屋
市

中
部
地
方
整
備
局
の
管
轄
区
域

一
　
土
木
工
事
の
施
工
技
術
の
改
善
に
関
す
る

調
査
及
び
試
験
施
工
（
中
部
道
路
メ
ン
テ
ナ
ン

ス
セ
ン
タ
ー
の
所
掌
に
属
す
る
も
の
を
除
く
。
）

二
　
建
設
機
械
類
の
改
良
に
関
す
る
調
査
及
び

試
験
並
び
に
試
作
及
び
修
理

三
　
土
木
工
事
用
材
料
及
び
水
質
等
の
調
査
及

び
試
験
（
中
部
道
路
メ
ン
テ
ナ
ン
ス
セ
ン
タ
ー

の
所
掌
に
属
す
る
も
の
を
除
く
。
）

四
　
土
木
技
術
に
関
す
る
情
報
の
収
集
及
び
管

理
（
中
部
道
路
メ
ン
テ
ナ
ン
ス
セ
ン
タ
ー
の
所

掌
に
属
す
る
も
の
を
除
く
。
）

五
　
建
設
機
械
に
関
す
る
職
員
の
研
修
及
び
そ

の
他
の
職
員
の
研
修
（
研
修
計
画
の
企
画
及
び

立
案
並
び
に
中
部
道
路
メ
ン
テ
ナ
ン
ス
セ
ン
タ

ー
の
所
掌
に
属
す
る
も
の
を
除
く
。
）

六
　
公
共
土
木
施
設
の
応
急
復
旧
に
係
る
建
設

機
械
及
び
資
機
材
の
運
用
に
関
す
る
調
整

七
　
地
域
道
路
の
構
造
の
保
全
（
除
雪
を
含
む

。
）
に
係
る
特
定
事
項
に
つ
い
て
の
調
整
、
指
導
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及
び
監
督
（
中
部
道
路
メ
ン
テ
ナ
ン
ス
セ
ン
タ

ー
の
所
掌
に
属
す
る
も
の
を
除
く
。
）

中
部
道

路
メ
ン

テ
ナ
ン

ス
セ
ン

タ
ー

名

古

屋
市

中
部
地
方
整
備
局
の
管
轄
区
域

一
　
直
轄
国
道
等
の
修
繕
工
事
、
維
持
そ
の
他

の
管
理
（
高
度
な
技
術
を
要
す
る
も
の
に
限
る

。
）

二
　
土
木
工
事
の
施
工
技
術
の
改
善
の
う
ち
、

道
路
の
保
全
（
除
雪
を
含
む
。
）
に
係
る
特
定
事

項
に
つ
い
て
の
調
査
及
び
試
験
施
工

三
　
土
木
工
事
用
材
料
の
う
ち
、
道
路
の
保
全

（
除
雪
を
含
む
。
）
に
係
る
特
定
事
項
に
つ
い
て

の
調
査
及
び
試
験

四
　
土
木
技
術
の
う
ち
、
道
路
の
保
全
（
除
雪

を
含
む
。
）
に
係
る
特
定
事
項
に
つ
い
て
の
情
報

の
収
集
及
び
管
理

五
　
道
路
の
保
全
（
除
雪
を
含
む
。
）
に
係
る
特

定
事
項
に
つ
い
て
の
職
員
の
研
修
（
研
修
計
画

の
企
画
及
び
立
案
を
除
く
。
）

六
　
地
域
道
路
の
構
造
の
保
全
（
除
雪
を
含
む

。
）
に
関
す
る
ト
ン
ネ
ル
、
橋
そ
の
他
の
道
路
を

構
成
す
る
施
設
若
し
く
は
工
作
物
又
は
道
路
の

附
属
物
に
係
る
特
定
事
項
に
つ
い
て
の
調
整
、

指
導
及
び
監
督

　

静
岡
営

繕
事
務

所

静

岡

市

静
岡
県

営
繕
工
事
及
び
実
地
指
導

近畿地方整備局

福
井
河

川
国
道

事
務
所

福

井

市

九
頭
竜
川
（
足
羽
川
ダ
ム
工
事
事
務

所
の
管
轄
区
域
を
除
く
。
）
及
び
北

川

改
良
工
事
及
び
維
持
修
繕
そ
の
他
の
管
理
（
九

頭
竜
川
ダ
ム
統
合
管
理
事
務
所
の
所
掌
に
属
す

る
も
の
を
除
く
。
）
並
び
に
洪
水
予
報
、
水
防
警

報
そ
の
他
の
水
防
に
関
す
る
事
務

　

　

　

真
名
川
流
域

砂
防
工
事

　

　

　

福
井
県
加
越
沿
岸
及
び
若
狭
湾
沿
岸

海
岸
の
保
全
に
関
す
る
調
査

　

　

　

一
般
国
道
八
号
、
二
十
七
号
、
百
五

十
八
号
及
び
百
六
十
一
号

改
築
及
び
修
繕
工
事
、
維
持
そ
の
他
の
管
理

（
近
畿
道
路
メ
ン
テ
ナ
ン
ス
セ
ン
タ
ー
の
所
掌
に

属
す
る
も
の
を
除
く
。
）

　

　

　

一
般
国
道
四
百
十
七
号

改
築
工
事

福
井
県
の
地
域
道
路

構
造
の
保
全
（
除
雪
を
含
む
。
）
に
係
る
調
整
、

指
導
及
び
監
督

　

足
羽
川

ダ
ム
工

事
事
務

所

福

井

市

部
子
川
足
羽
川
ダ
ム

建
設
工
事

　

　

　

部
子
川
足
羽
川
ダ
ム
に
係
る
河
川

管
理

　

琵
琶
湖

河
川
事

務
所

大

津

市

淀
川
上
流
（
滋
賀
県
境
か
ら
上
流
）

の
う
ち
、
大
戸
川
ダ
ム
工
事
事
務
所

の
管
轄
区
域
を
除
く
区
間

改
良
工
事
及
び
維
持
修
繕
そ
の
他
の
管
理
（
淀

川
ダ
ム
統
合
管
理
事
務
所
の
所
掌
に
属
す
る
も

の
を
除
く
。
）
並
び
に
洪
水
予
報
、
水
防
警
報
そ

の
他
の
水
防
に
関
す
る
事
務

淀
川
天
ヶ
瀬
ダ
ム

改
良
工
事

　

　

　

琵
琶
湖
総
合
開
発
に
係
る
区
域

調
査

　

大
戸
川

ダ
ム
工

事
事
務

所

大

津

市

大
戸
川
大
戸
川
ダ
ム

建
設
工
事

　

　

　

大
戸
川
大
戸
川
ダ
ム
に
係
る
河
川

管
理

　

滋
賀
国

道
事
務

所

大

津

市

一
般
国
道
一
号
、
八
号
、
二
十
一
号

及
び
百
六
十
一
号

改
築
及
び
修
繕
工
事
、
維
持
そ
の
他
の
管
理

（
近
畿
道
路
メ
ン
テ
ナ
ン
ス
セ
ン
タ
ー
の
所
掌
に

属
す
る
も
の
を
除
く
。
）

　

　

　

一
般
国
道
三
百
七
号

改
築
工
事

滋
賀
県
の
地
域
道
路

構
造
の
保
全
（
除
雪
を
含
む
。
）
に
係
る
調
整
、

指
導
及
び
監
督

　

福
知
山

河
川
国

道
事
務

所

福

知

山
市

由
良
川

改
良
工
事
及
び
維
持
修
繕
そ
の
他
の
管
理
並
び

に
洪
水
予
報
、
水
防
警
報
そ
の
他
の
水
防
に
関

す
る
事
務

　

　

　

京
都
府
丹
後
沿
岸

海
岸
の
保
全
に
関
す
る
調
査

　

　

　

一
般
国
道
九
号
及
び
二
十
七
号

改
築
及
び
修
繕
工
事
、
維
持
そ
の
他
の
管
理

（
近
畿
道
路
メ
ン
テ
ナ
ン
ス
セ
ン
タ
ー
の
所
掌
に

属
す
る
も
の
を
除
く
。
）

一
般
国
道
三
百
十
二
号

改
築
工
事

京
都
府
の
地
域
道
路

構
造
の
保
全
（
除
雪
を
含
む
。
）
に
係
る
調
整
、

指
導
及
び
監
督

京
都
国

道
事
務

所

京

都

市

一
般
国
道
一
号
、
九
号
、
二
十
四

号
、
百
六
十
三
号
、
百
七
十
一
号
及

び
四
百
七
十
八
号

改
築
及
び
修
繕
工
事
、
維
持
そ
の
他
の
管
理

（
近
畿
道
路
メ
ン
テ
ナ
ン
ス
セ
ン
タ
ー
の
所
掌
に

属
す
る
も
の
を
除
く
。
）

京
都
府
の
地
域
道
路

構
造
の
保
全
（
除
雪
を
含
む
。
）
に
係
る
調
整
、

指
導
及
び
監
督

　

淀
川
河

川
事
務

所

枚

方

市

淀
川
下
流
（
猪
名
川
河
川
事
務
所
の

管
轄
区
域
を
除
く
。
）
及
び
木
津
川

下
流
（
京
都
府
相
楽
郡
笠
置
町
大
字

笠
置
小
字
小
浜
の
府
道
笠
置
橋
側
道

橋
か
ら
下
流
）

改
良
工
事
及
び
維
持
修
繕
そ
の
他
の
管
理
（
琵

琶
湖
河
川
事
務
所
及
び
淀
川
ダ
ム
統
合
管
理
事

務
所
の
所
掌
に
属
す
る
も
の
を
除
く
。
）
並
び
に

水
防
警
報
そ
の
他
の
水
防
に
関
す
る
事
務
（
淀

川
ダ
ム
統
合
管
理
事
務
所
の
所
掌
に
属
す
る
も

の
を
除
く
。
）

　

　

　

大
阪
府
大
阪
湾
沿
岸

海
岸
の
保
全
に
関
す
る
調
査

　

　

　

淀
川
河
川
公
園

整
備
及
び
維
持
そ
の
他
の
管
理

　

猪
名
川

河
川
事

務
所

池

田

市

猪
名
川

改
良
工
事
及
び
維
持
修
繕
そ
の
他
の
管
理
並
び

に
洪
水
予
報
、
水
防
警
報
そ
の
他
の
水
防
に
関

す
る
事
務
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大
和
川

河
川
事

務
所

柏

原

市

大
和
川

改
良
工
事
及
び
維
持
修
繕
そ
の
他
の
管
理
並
び

に
洪
水
予
報
、
洪
水
特
別
警
戒
水
位
、
水
防
警

報
そ
の
他
の
水
防
に
関
す
る
事
務

　

　

　

大
和
川
流
域

地
す
べ
り
防
止
工
事

　

大
阪
国

道
事
務

所

大

阪

市

一
般
国
道
一
号
、
二
号
、
二
十
五

号
、
二
十
六
号
、
四
十
三
号
、
百
六

十
三
号
、
百
六
十
五
号
、
百
七
十
一

号
及
び
四
百
八
十
一
号

改
築
及
び
修
繕
工
事
、
維
持
そ
の
他
の
管
理

（
近
畿
道
路
メ
ン
テ
ナ
ン
ス
セ
ン
タ
ー
の
所
掌
に

属
す
る
も
の
を
除
く
。
）

大
阪
府
の
地
域
道
路

構
造
の
保
全
（
除
雪
を
含
む
。
）
に
係
る
調
整
、

指
導
及
び
監
督

　

浪
速
国

道
事
務

所

大

阪

市

一
般
国
道
一
号
、
二
号
及
び
百
六
十

三
号

改
築
工
事

　

姫
路
河

川
国
道

事
務
所

姫

路

市

加
古
川
及
び
揖
保
川

改
良
工
事
及
び
維
持
修
繕
そ
の
他
の
管
理
並
び

に
洪
水
予
報
、
洪
水
特
別
警
戒
水
位
、
水
防
警

報
そ
の
他
の
水
防
に
関
す
る
事
務

　

　

　

兵
庫
県
大
阪
湾
沿
岸
、
播
磨
沿
岸
及

び
淡
路
沿
岸

海
岸
保
全
施
設
に
関
す
る
工
事
及
び
水
防
警
報

一
般
国
道
二
号
及
び
二
十
九
号

改
築
及
び
修
繕
工
事
、
維
持
そ
の
他
の
管
理

（
近
畿
道
路
メ
ン
テ
ナ
ン
ス
セ
ン
タ
ー
の
所
掌
に

属
す
る
も
の
を
除
く
。
）

兵
庫
県
の
地
域
道
路

構
造
の
保
全
（
除
雪
を
含
む
。
）
に
係
る
調
整
、

指
導
及
び
監
督

　

豊
岡
河

川
国
道

事
務
所

豊

岡

市

円
山
川

改
良
工
事
及
び
維
持
修
繕
そ
の
他
の
管
理
並
び

に
洪
水
予
報
、
洪
水
特
別
警
戒
水
位
、
水
防
警

報
そ
の
他
の
水
防
に
関
す
る
事
務

　

　

　

兵
庫
県
但
馬
沿
岸

海
岸
の
保
全
に
関
す
る
調
査

一
般
国
道
九
号

改
築
及
び
修
繕
工
事
、
維
持
そ
の
他
の
管
理

（
近
畿
道
路
メ
ン
テ
ナ
ン
ス
セ
ン
タ
ー
の
所
掌
に

属
す
る
も
の
を
除
く
。
）

一
般
国
道
百
七
十
八
号

改
築
工
事

　

　

　

一
般
国
道
四
百
八
十
三
号

新
設
及
び
修
繕
工
事
、
維
持
そ
の
他
の
管
理

（
近
畿
道
路
メ
ン
テ
ナ
ン
ス
セ
ン
タ
ー
の
所
掌
に

属
す
る
も
の
を
除
く
。
）

兵
庫
県
の
地
域
道
路

構
造
の
保
全
（
除
雪
を
含
む
。
）
に
係
る
調
整
、

指
導
及
び
監
督

　

六
甲
砂

防
事
務

所

神

戸

市

六
甲
山
系

砂
防
工
事

　

兵
庫
国

道
事
務

所

神

戸

市

一
般
国
道
二
号
、
二
十
八
号
、
四
十

三
号
、
百
七
十
一
号
、
百
七
十
五
号

及
び
百
七
十
六
号

改
築
及
び
修
繕
工
事
、
維
持
そ
の
他
の
管
理

（
近
畿
道
路
メ
ン
テ
ナ
ン
ス
セ
ン
タ
ー
の
所
掌
に

属
す
る
も
の
を
除
く
。
）

兵
庫
県
の
地
域
道
路

構
造
の
保
全
（
除
雪
を
含
む
。
）
に
係
る
調
整
、

指
導
及
び
監
督

紀
伊
山

系
砂
防

事
務
所

五

條

市

紀
伊
山
系
及
び
木
津
川
流
域

砂
防
工
事

　

奈
良
国

道
事
務

所

奈

良

市

一
般
国
道
二
十
四
号
、
二
十
五
号
、

百
六
十
三
号
及
び
百
六
十
五
号

改
築
及
び
修
繕
工
事
、
維
持
そ
の
他
の
管
理

（
近
畿
道
路
メ
ン
テ
ナ
ン
ス
セ
ン
タ
ー
の
所
掌
に

属
す
る
も
の
を
除
く
。
）

一
般
国
道
百
六
十
八
号

改
築
工
事

一
般
国
道
百
六
十
九
号

改
築
工
事
及
び
災
害
復
旧
工
事

奈
良
市
道
登
美
ヶ
丘
中
町
線
（
鶴
舞

橋
）

修
繕
工
事
（
近
畿
道
路
メ
ン
テ
ナ
ン
ス
セ
ン
タ

ー
の
所
掌
に
属
す
る
も
の
を
除
く
。
）

奈
良
県
の
地
域
道
路

構
造
の
保
全
（
除
雪
を
含
む
。
）
に
係
る
調
整
、

指
導
及
び
監
督

　

和
歌
山

河
川
国

道
事
務

所

和

歌

山
市

紀
の
川
（
紀
の
川
ダ
ム
統
合
管
理
事

務
所
の
管
轄
区
域
を
除
く
。
）

改
良
工
事
及
び
維
持
修
繕
そ
の
他
の
管
理
並
び

に
洪
水
予
報
、
洪
水
特
別
警
戒
水
位
、
水
防
警

報
そ
の
他
の
水
防
に
関
す
る
事
務

　

　

　

和
歌
山
県
熊
野
灘
沿
岸
及
び
紀
州
灘

沿
岸

海
岸
の
保
全
に
関
す
る
調
査

　

　

　

一
般
国
道
二
十
四
号
、
二
十
六
号
及

び
四
十
二
号

改
築
及
び
修
繕
工
事
、
維
持
そ
の
他
の
管
理

（
近
畿
道
路
メ
ン
テ
ナ
ン
ス
セ
ン
タ
ー
の
所
掌
に

属
す
る
も
の
を
除
く
。
）

和
歌
山
県
の
地
域
道
路

構
造
の
保
全
（
除
雪
を
含
む
。
）
に
係
る
調
整
、

指
導
及
び
監
督

　

紀
南
河

川
国
道

事
務
所

田

辺

市

熊
野
川
（
紀
の
川
ダ
ム
統
合
管
理
事

務
所
の
管
轄
区
域
を
除
く
。
）

改
良
工
事
及
び
維
持
修
繕
そ
の
他
の
管
理
並
び

に
洪
水
予
報
、
洪
水
特
別
警
戒
水
位
、
水
防
警

報
そ
の
他
の
水
防
に
関
す
る
事
務

　

　

　

一
般
国
道
四
十
二
号

改
築
及
び
修
繕
工
事
、
維
持
そ
の
他
の
管
理

（
近
畿
道
路
メ
ン
テ
ナ
ン
ス
セ
ン
タ
ー
の
所
掌
に

属
す
る
も
の
を
除
く
。
）

　

　

　

一
般
国
道
百
六
十
九
号

改
築
工
事

　

　

　

近
畿
自
動
車
道
松
原
那
智
勝
浦
線

新
設
、
改
築
及
び
修
繕
工
事
、
維
持
そ
の
他
の

管
理
（
近
畿
道
路
メ
ン
テ
ナ
ン
ス
セ
ン
タ
ー
の

所
掌
に
属
す
る
も
の
を
除
く
。
）

和
歌
山
県
の
地
域
道
路

構
造
の
保
全
（
除
雪
を
含
む
。
）
に
係
る
調
整
、

指
導
及
び
監
督

　

木
津
川

上
流
河

川
事
務

所

名

張

市

木
津
川
上
流

改
良
工
事
及
び
維
持
修
繕
そ
の
他
の
管
理
（
淀

川
ダ
ム
統
合
管
理
事
務
所
の
所
掌
に
属
す
る
も

の
を
除
く
。
）
並
び
に
洪
水
特
別
警
戒
水
位
、
水

防
警
報
そ
の
他
の
水
防
に
関
す
る
事
務

　

九
頭
竜

川
ダ
ム

統
合
管

理
事
務

所

大

野

市

九
頭
竜
川
上
流
ダ
ム
群
（
九
頭
竜
川

九
頭
竜
ダ
ム
及
び
真
名
川
真
名
川
ダ

ム
）

操
作
そ
の
他
の
管
理
の
調
整
、
水
理
調
査
及
び

総
合
開
発
事
業
の
調
査
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九
頭
竜
川
九
頭
竜
ダ
ム
及
び
真
名
川

真
名
川
ダ
ム

維
持
及
び
管
理

　

　

　

九
頭
竜
川
九
頭
竜
ダ
ム
及
び
真
名
川

真
名
川
ダ
ム
に
係
る
河
川

管
理

　

淀
川
ダ

ム
統
合

管
理
事

務
所

枚

方

市

淀
川
ダ
ム
群
（
淀
川
天
ヶ
瀬
ダ
ム
、

名
張
川
比
奈
知
ダ
ム
及
び
高
山
ダ

ム
、
青
蓮
寺
川
青
蓮
寺
ダ
ム
、
宇
陀

川
室
生
ダ
ム
、
布
目
川
布
目
ダ
ム
、

前
深
瀬
川
川
上
ダ
ム
並
び
に
桂
川
日

吉
ダ
ム
）
及
び
瀬
田
川
洗
堰

操
作
そ
の
他
の
管
理
の
調
整
及
び
水
理
調
査

　

　

　

淀
川
天
ヶ
瀬
ダ
ム

維
持
及
び
管
理

　

　

　

淀
川
天
ヶ
瀬
ダ
ム
に
係
る
河
川

管
理

　

　

　

淀
川
下
流
（
猪
名
川
河
川
事
務
所
の

管
轄
区
域
を
除
く
。
）
及
び
木
津
川

洪
水
予
報

　

　

　

淀
川
（
猪
名
川
河
川
事
務
所
の
管
轄

区
域
を
除
く
。
）
及
び
木
津
川

総
合
開
発
事
業
の
調
査

　

紀
の
川

ダ
ム
統

合
管
理

事
務
所

五

條

市

紀
の
川
・
熊
野
川
ダ
ム
群
（
紀
の
川

大
滝
ダ
ム
及
び
熊
野
川
猿
谷
ダ
ム
）

操
作
そ
の
他
の
管
理
の
調
整

　

　

　

紀
の
川
大
滝
ダ
ム
及
び
熊
野
川
猿
谷

ダ
ム

維
持
及
び
管
理

　

　

　

紀
の
川
大
滝
ダ
ム
及
び
熊
野
川
猿
谷

ダ
ム
に
係
る
河
川

管
理

　

近
畿
技

術
事
務

所

枚

方

市

近
畿
地
方
整
備
局
の
管
轄
区
域

一
　
土
木
工
事
の
施
工
技
術
の
改
善
に
関
す
る

調
査
及
び
試
験
施
工
（
近
畿
道
路
メ
ン
テ
ナ
ン

ス
セ
ン
タ
ー
の
所
掌
に
属
す
る
も
の
を
除
く
。
）

二
　
建
設
機
械
類
の
改
良
に
関
す
る
調
査
及
び

試
験
並
び
に
試
作
及
び
修
理

三
　
土
木
工
事
用
材
料
及
び
水
質
等
の
調
査
及

び
試
験
（
近
畿
道
路
メ
ン
テ
ナ
ン
ス
セ
ン
タ
ー

の
所
掌
に
属
す
る
も
の
を
除
く
。
）

四
　
土
木
技
術
に
関
す
る
情
報
の
収
集
及
び
管

理
（
近
畿
道
路
メ
ン
テ
ナ
ン
ス
セ
ン
タ
ー
の
所

掌
に
属
す
る
も
の
を
除
く
。
）

五
　
建
設
機
械
に
関
す
る
職
員
の
研
修
及
び
そ

の
他
の
職
員
の
研
修
（
研
修
計
画
の
企
画
及
び

立
案
並
び
に
近
畿
道
路
メ
ン
テ
ナ
ン
ス
セ
ン
タ

ー
の
所
掌
に
属
す
る
も
の
を
除
く
。
）

六
　
公
共
土
木
施
設
の
応
急
復
旧
に
係
る
建
設

機
械
及
び
資
機
材
の
運
用
に
関
す
る
調
整

七
　
地
域
道
路
の
構
造
の
保
全
（
除
雪
を
含
む

。
）
に
係
る
特
定
事
項
に
つ
い
て
の
調
整
、
指
導

及
び
監
督
（
近
畿
道
路
メ
ン
テ
ナ
ン
ス
セ
ン
タ

ー
の
所
掌
に
属
す
る
も
の
を
除
く
。
）

近
畿
道

路
メ
ン

テ
ナ
ン

ス
セ
ン

タ
ー

枚

方

市

近
畿
地
方
整
備
局
の
管
轄
区
域

一
　
直
轄
国
道
等
の
修
繕
工
事
、
維
持
そ
の
他

の
管
理
（
高
度
な
技
術
を
要
す
る
も
の
に
限
る

。
）

二
　
土
木
工
事
の
施
工
技
術
の
改
善
の
う
ち
、

道
路
の
保
全
（
除
雪
を
含
む
。
）
に
係
る
特
定
事

項
に
つ
い
て
の
調
査
及
び
試
験
施
工

三
　
土
木
工
事
用
材
料
の
う
ち
、
道
路
の
保
全

（
除
雪
を
含
む
。
）
に
係
る
特
定
事
項
に
つ
い
て

の
調
査
及
び
試
験

四
　
土
木
技
術
の
う
ち
、
道
路
の
保
全
（
除
雪

を
含
む
。
）
に
係
る
特
定
事
項
に
つ
い
て
の
情
報

の
収
集
及
び
管
理

五
　
道
路
の
保
全
（
除
雪
を
含
む
。
）
に
係
る
特

定
事
項
に
つ
い
て
の
職
員
の
研
修
（
研
修
計
画

の
企
画
及
び
立
案
を
除
く
。
）

六
　
地
域
道
路
の
構
造
の
保
全
（
除
雪
を
含
む

。
）
に
関
す
る
ト
ン
ネ
ル
、
橋
そ
の
他
の
道
路
を

構
成
す
る
施
設
若
し
く
は
工
作
物
又
は
道
路
の

附
属
物
に
係
る
特
定
事
項
に
つ
い
て
の
調
整
、

指
導
及
び
監
督

国
営
明

石
海
峡

公
園
事

務
所

神

戸

市

国
営
明
石
海
峡
公
園

整
備
及
び
維
持
そ
の
他
の
管
理

　

国
営
飛

鳥
歴
史

公
園
事

務
所

奈

良

県

高

市

郡

明

日

香
村

国
営
飛
鳥
・
平
城
宮
跡
歴
史
公
園

整
備
及
び
維
持
そ
の
他
の
管
理

　

京
都
営

繕
事
務

所

京

都

市

京
都
府
、
福
井
県
、
滋
賀
県
、
奈
良

県
及
び
大
阪
府
（
高
槻
市
、
枚
方

市
、
茨
木
市
、
交
野
市
及
び
三
島

郡
）

営
繕
工
事
及
び
実
地
指
導

中国地方整備局

鳥
取
河

川
国
道

事
務
所

鳥

取

市

千
代
川

改
良
工
事
及
び
維
持
修
繕
そ
の
他
の
管
理
並
び

に
洪
水
予
報
、
洪
水
特
別
警
戒
水
位
、
水
防
警

報
そ
の
他
の
水
防
に
関
す
る
事
務

　

　

　

一
般
国
道
九
号
、
二
十
九
号
、
五
十

三
号
及
び
三
百
七
十
三
号

改
築
及
び
修
繕
工
事
、
維
持
そ
の
他
の
管
理

（
中
国
道
路
メ
ン
テ
ナ
ン
ス
セ
ン
タ
ー
の
所
掌
に

属
す
る
も
の
を
除
く
。
）

　

　

　

中
国
横
断
自
動
車
道
姫
路
鳥
取
線

改
築
及
び
修
繕
工
事
、
維
持
そ
の
他
の
管
理

（
中
国
道
路
メ
ン
テ
ナ
ン
ス
セ
ン
タ
ー
の
所
掌
に

属
す
る
も
の
を
除
く
。
）

46



鳥
取
県
の
地
域
道
路

構
造
の
保
全
（
除
雪
を
含
む
。
）
に
係
る
調
整
、

指
導
及
び
監
督

　

倉
吉
河

川
国
道

事
務
所

倉

吉

市

天
神
川

改
良
工
事
及
び
維
持
修
繕
そ
の
他
の
管
理
並
び

に
洪
水
予
報
、
洪
水
特
別
警
戒
水
位
、
水
防
警

報
そ
の
他
の
水
防
に
関
す
る
事
務

　

　

　

天
神
川
流
域

砂
防
工
事

　

　

　

一
般
国
道
九
号

改
築
及
び
修
繕
工
事
、
維
持
そ
の
他
の
管
理

（
中
国
道
路
メ
ン
テ
ナ
ン
ス
セ
ン
タ
ー
の
所
掌
に

属
す
る
も
の
を
除
く
。
）

　

　

　

中
国
横
断
自
動
車
道
岡
山
米
子
線

新
設
、
改
築
及
び
修
繕
工
事
、
維
持
そ
の
他
の

管
理
（
中
国
道
路
メ
ン
テ
ナ
ン
ス
セ
ン
タ
ー
の

所
掌
に
属
す
る
も
の
を
除
く
。
）

鳥
取
県
の
地
域
道
路

構
造
の
保
全
（
除
雪
を
含
む
。
）
に
係
る
調
整
、

指
導
及
び
監
督

　

日
野
川

河
川
事

務
所

米

子

市

日
野
川

改
良
工
事
及
び
維
持
修
繕
そ
の
他
の
管
理
並
び

に
洪
水
予
報
、
水
防
警
報
そ
の
他
の
水
防
に
関

す
る
事
務

　

　

　

日
野
川
流
域

砂
防
工
事

　

　

　

鳥
取
県
鳥
取
沿
岸

海
岸
保
全
施
設
に
関
す
る
工
事
及
び
水
防
警
報

　

浜
田
河

川
国
道

事
務
所

浜

田

市

江
の
川
下
流
（
島
根
県
境
か
ら
下

流
）
及
び
高
津
川

改
良
工
事
及
び
維
持
修
繕
そ
の
他
の
管
理
並
び

に
洪
水
予
報
、
洪
水
特
別
警
戒
水
位
、
水
防
警

報
そ
の
他
の
水
防
に
関
す
る
事
務

　

　

　

一
般
国
道
九
号
及
び
百
九
十
一
号

改
築
及
び
修
繕
工
事
、
維
持
そ
の
他
の
管
理

（
中
国
道
路
メ
ン
テ
ナ
ン
ス
セ
ン
タ
ー
の
所
掌
に

属
す
る
も
の
を
除
く
。
）

島
根
県
の
地
域
道
路

構
造
の
保
全
（
除
雪
を
含
む
。
）
に
係
る
調
整
、

指
導
及
び
監
督

　

出
雲
河

川
事
務

所

出

雲

市

斐
伊
川

改
良
工
事
及
び
維
持
修
繕
そ
の
他
の
管
理
並
び

に
洪
水
予
報
、
洪
水
特
別
警
戒
水
位
、
水
防
警

報
そ
の
他
の
水
防
に
関
す
る
事
務

　

　

　

島
根
県
島
根
沿
岸
及
び
隠
岐
沿
岸

海
岸
の
保
全
に
関
す
る
調
査

　

松
江
国

道
事
務

所

松

江

市

一
般
国
道
九
号
及
び
五
十
四
号

改
築
及
び
修
繕
工
事
、
維
持
そ
の
他
の
管
理

（
中
国
道
路
メ
ン
テ
ナ
ン
ス
セ
ン
タ
ー
の
所
掌
に

属
す
る
も
の
を
除
く
。
）

　

　

　

中
国
横
断
自
動
車
道
尾
道
松
江
線

改
築
工
事

島
根
県
の
地
域
道
路

構
造
の
保
全
（
除
雪
を
含
む
。
）
に
係
る
調
整
、

指
導
及
び
監
督

　

岡
山
河

川
事
務

所

岡

山

市

吉
井
川
（
苫
田
ダ
ム
管
理
所
の
管
轄

区
域
を
除
く
。
）
、
旭
川
及
び
高
梁
川

改
良
工
事
及
び
維
持
修
繕
そ
の
他
の
管
理
並
び

に
洪
水
予
報
、
水
防
警
報
そ
の
他
の
水
防
に
関

す
る
事
務

　

　

　

岡
山
県
岡
山
沿
岸

海
岸
の
保
全
に
関
す
る
調
査

　

岡
山
国

道
事
務

所

岡

山

市

一
般
国
道
二
号
、
三
十
号
、
五
十
三

号
、
百
八
十
号
及
び
三
百
七
十
三
号

改
築
及
び
修
繕
工
事
、
維
持
そ
の
他
の
管
理

（
中
国
道
路
メ
ン
テ
ナ
ン
ス
セ
ン
タ
ー
の
所
掌
に

属
す
る
も
の
を
除
く
。
）

　

　

　

中
国
横
断
自
動
車
道
姫
路
鳥
取
線

改
築
工
事

岡
山
県
の
地
域
道
路

構
造
の
保
全
（
除
雪
を
含
む
。
）
に
係
る
調
整
、

指
導
及
び
監
督

　

福
山
河

川
国
道

事
務
所

福

山

市

芦
田
川
（
八
田
原
ダ
ム
管
理
所
の
管

轄
区
域
を
除
く
。
）

改
良
工
事
及
び
維
持
修
繕
そ
の
他
の
管
理
並
び

に
洪
水
予
報
、
水
防
警
報
そ
の
他
の
水
防
に
関

す
る
事
務

一
般
国
道
二
号
及
び
三
百
十
七
号

改
築
及
び
修
繕
工
事
、
維
持
そ
の
他
の
管
理

（
中
国
道
路
メ
ン
テ
ナ
ン
ス
セ
ン
タ
ー
の
所
掌
に

属
す
る
も
の
を
除
く
。
）

中
国
横
断
自
動
車
道
尾
道
松
江
線

改
築
工
事

広
島
県
の
地
域
道
路

構
造
の
保
全
（
除
雪
を
含
む
。
）
に
係
る
調
整
、

指
導
及
び
監
督

　

三
次
河

川
国
道

事
務
所

三

次

市

江
の
川
上
流
（
土
師
ダ
ム
管
理
所
の

管
轄
区
域
を
除
く
。
）

改
良
工
事
及
び
維
持
修
繕
そ
の
他
の
管
理
並
び

に
洪
水
予
報
、
水
防
警
報
そ
の
他
の
水
防
に
関

す
る
事
務

　

　

　

一
般
国
道
五
十
四
号

改
築
及
び
修
繕
工
事
、
維
持
そ
の
他
の
管
理

（
中
国
道
路
メ
ン
テ
ナ
ン
ス
セ
ン
タ
ー
の
所
掌
に

属
す
る
も
の
を
除
く
。
）

一
般
国
道
百
八
十
三
号

改
築
工
事

中
国
横
断
自
動
車
道
尾
道
松
江
線

改
築
及
び
修
繕
工
事
、
維
持
そ
の
他
の
管
理

（
中
国
道
路
メ
ン
テ
ナ
ン
ス
セ
ン
タ
ー
の
所
掌
に

属
す
る
も
の
を
除
く
。
）

　

　

　

国
営
備
北
丘
陵
公
園

整
備
及
び
維
持
そ
の
他
の
管
理

広
島
県
の
地
域
道
路

構
造
の
保
全
（
除
雪
を
含
む
。
）
に
係
る
調
整
、

指
導
及
び
監
督

　

太
田
川

河
川
事

務
所

広

島

市

太
田
川
（
温
井
ダ
ム
管
理
所
の
管
轄

区
域
を
除
く
。
）
及
び
小
瀬
川
（
弥

栄
ダ
ム
管
理
所
の
管
轄
区
域
を
除

く
。
）

改
良
工
事
及
び
維
持
修
繕
そ
の
他
の
管
理
並
び

に
洪
水
予
報
、
洪
水
特
別
警
戒
水
位
、
水
防
警

報
そ
の
他
の
水
防
に
関
す
る
事
務

　

　

　

広
島
県
広
島
沿
岸

海
岸
の
保
全
に
関
す
る
調
査

広
島
西

部
山
系

砂
防
事

務
所

広

島

市

広
島
西
部
山
系
、
安
芸
南
部
山
系

砂
防
工
事

　

広
島
国

道
事
務

所

広

島

市

一
般
国
道
二
号
、
三
十
一
号
、
五
十

四
号
、
百
八
十
五
号
及
び
三
百
七
十

五
号

改
築
及
び
修
繕
工
事
、
維
持
そ
の
他
の
管
理

（
中
国
道
路
メ
ン
テ
ナ
ン
ス
セ
ン
タ
ー
の
所
掌
に

属
す
る
も
の
を
除
く
。
）

広
島
県
の
地
域
道
路

構
造
の
保
全
（
除
雪
を
含
む
。
）
に
係
る
調
整
、

指
導
及
び
監
督

　

山
口
河

川
国
道

事
務
所

防

府

市

佐
波
川

改
良
工
事
及
び
維
持
修
繕
そ
の
他
の
管
理
並
び

に
洪
水
予
報
、
水
防
警
報
そ
の
他
の
水
防
に
関

す
る
事
務

山
口
県
山
口
北
沿
岸
及
び
山
口
南

沿
岸

海
岸
の
保
全
に
関
す
る
調
査
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一
般
国
道
二
号
、
九
号
、
百
八
十
八

号
、
百
九
十
号
及
び
百
九
十
一
号

改
築
及
び
修
繕
工
事
、
維
持
そ
の
他
の
管
理

（
中
国
道
路
メ
ン
テ
ナ
ン
ス
セ
ン
タ
ー
の
所
掌
に

属
す
る
も
の
を
除
く
。
）

山
口
県
の
地
域
道
路

構
造
の
保
全
（
除
雪
を
含
む
。
）
に
係
る
調
整
、

指
導
及
び
監
督

山
陰
西

部
国
道

事
務
所

萩
市

一
般
国
道
九
号
及
び
百
九
十
一
号

改
築
及
び
修
繕
工
事
、
維
持
そ
の
他
の
管
理

（
中
国
道
路
メ
ン
テ
ナ
ン
ス
セ
ン
タ
ー
の
所
掌
に

属
す
る
も
の
を
除
く
。
）

一
般
国
道
四
百
九
十
一
号

改
築
工
事

苫
田
ダ

ム
管
理

所

岡

山

県

苫

田

郡

鏡

野

町

吉
井
川
苫
田
ダ
ム

維
持
及
び
管
理

吉
井
川
苫
田
ダ
ム
に
係
る
河
川

管
理

　

土
師
ダ

ム
管
理

所

安

芸

高

田

市

江
の
川
土
師
ダ
ム

維
持
及
び
管
理

　

　

　

江
の
川
土
師
ダ
ム
に
係
る
河
川

管
理

　

弥
栄
ダ

ム
管
理

所

大

竹

市

小
瀬
川
弥
栄
ダ
ム

維
持
及
び
管
理

　

　

　

小
瀬
川
弥
栄
ダ
ム
に
係
る
河
川

管
理

　

八
田
原

ダ
ム
管

理
所

広

島

県

世

羅

郡

世

羅

町

芦
田
川
八
田
原
ダ
ム

維
持
及
び
管
理

　

　

　

芦
田
川
八
田
原
ダ
ム
に
係
る
河
川

管
理

　

温
井
ダ

ム
管
理

所

広

島

県

山

県

郡

安

芸

太

田

町

滝
山
川
温
井
ダ
ム

維
持
及
び
管
理

　

　

　

滝
山
川
温
井
ダ
ム
に
係
る
河
川

管
理

　

中
国
技

術
事
務

所

広

島

市

中
国
地
方
整
備
局
の
管
轄
区
域

一
　
土
木
工
事
の
施
工
技
術
の
改
善
に
関
す
る

調
査
及
び
試
験
施
工
（
中
国
道
路
メ
ン
テ
ナ
ン

ス
セ
ン
タ
ー
の
所
掌
に
属
す
る
も
の
を
除
く
。
）

二
　
建
設
機
械
類
の
改
良
に
関
す
る
調
査
及
び

試
験
並
び
に
試
作
及
び
修
理

三
　
土
木
工
事
用
材
料
及
び
水
質
等
の
調
査
及

び
試
験
（
中
国
道
路
メ
ン
テ
ナ
ン
ス
セ
ン
タ
ー

の
所
掌
に
属
す
る
も
の
を
除
く
。
）

四
　
土
木
技
術
に
関
す
る
情
報
の
収
集
及
び
管

理
（
中
国
道
路
メ
ン
テ
ナ
ン
ス
セ
ン
タ
ー
の
所

掌
に
属
す
る
も
の
を
除
く
。
）

五
　
建
設
機
械
に
関
す
る
職
員
の
研
修
及
び
そ

の
他
の
職
員
の
研
修
（
研
修
計
画
の
企
画
及
び

立
案
並
び
に
中
国
道
路
メ
ン
テ
ナ
ン
ス
セ
ン
タ

ー
の
所
掌
に
属
す
る
も
の
を
除
く
。
）

六
　
公
共
土
木
施
設
の
応
急
復
旧
に
係
る
建
設

機
械
及
び
資
機
材
の
運
用
に
関
す
る
調
整

七
　
地
域
道
路
の
構
造
の
保
全
（
除
雪
を
含
む

。
）
に
係
る
特
定
事
項
に
つ
い
て
の
調
整
、
指
導

及
び
監
督
（
中
国
道
路
メ
ン
テ
ナ
ン
ス
セ
ン
タ

ー
の
所
掌
に
属
す
る
も
の
を
除
く
。
）

中
国
道

路
メ
ン

テ
ナ
ン

ス
セ
ン

タ
ー

広

島

市

中
国
地
方
整
備
局
の
管
轄
区
域

一
　
直
轄
国
道
等
の
修
繕
工
事
、
維
持
そ
の
他

の
管
理
（
高
度
な
技
術
を
要
す
る
も
の
に
限
る

。
）

二
　
土
木
工
事
の
施
工
技
術
の
改
善
の
う
ち
、

道
路
の
保
全
（
除
雪
を
含
む
。
）
に
係
る
特
定
事

項
に
つ
い
て
の
調
査
及
び
試
験
施
工

三
　
土
木
工
事
用
材
料
の
う
ち
、
道
路
の
保
全

（
除
雪
を
含
む
。
）
に
係
る
特
定
事
項
に
つ
い
て

の
調
査
及
び
試
験

四
　
土
木
技
術
の
う
ち
、
道
路
の
保
全
（
除
雪

を
含
む
。
）
に
係
る
特
定
事
項
に
つ
い
て
の
情
報

の
収
集
及
び
管
理

五
　
道
路
の
保
全
（
除
雪
を
含
む
。
）
に
係
る
特

定
事
項
に
つ
い
て
の
職
員
の
研
修
（
研
修
計
画

の
企
画
及
び
立
案
を
除
く
。
）

六
　
地
域
道
路
の
構
造
の
保
全
（
除
雪
を
含
む

。
）
に
関
す
る
ト
ン
ネ
ル
、
橋
そ
の
他
の
道
路
を

構
成
す
る
施
設
若
し
く
は
工
作
物
又
は
道
路
の

附
属
物
に
係
る
特
定
事
項
に
つ
い
て
の
調
整
、

指
導
及
び
監
督

岡
山
営

繕
事
務

所

岡

山

市

岡
山
県
及
び
鳥
取
県

営
繕
工
事
及
び
実
地
指
導

四国地方整備局

徳
島
河

川
国
道

事
務
所

徳

島

市

吉
野
川
（
吉
野
川
ダ
ム
統
合
管
理
事

務
所
の
管
轄
区
域
を
除
く
。
）

改
良
工
事
及
び
維
持
修
繕
そ
の
他
の
管
理
並
び

に
洪
水
予
報
、
洪
水
特
別
警
戒
水
位
、
水
防
警

報
そ
の
他
の
水
防
に
関
す
る
事
務

　

　

　

徳
島
県
讃
岐
阿
波
沿
岸
、
紀
伊
水
道

西
沿
岸
及
び
海
部
灘
沿
岸

海
岸
の
保
全
に
関
す
る
調
査

　

　

　

一
般
国
道
十
一
号
、
二
十
八
号
、
三

十
二
号
、
五
十
五
号
及
び
百
九
十

二
号

改
築
及
び
修
繕
工
事
、
維
持
そ
の
他
の
管
理
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四
国
横
断
自
動
車
道
阿
南
四
万
十
線

新
設
、
改
築
及
び
修
繕
工
事
、
維
持
そ
の
他
の

管
理

徳
島
県
の
地
域
道
路

構
造
の
保
全
（
除
雪
を
含
む
。
）
に
係
る
調
整
、

指
導
及
び
監
督

　

那
賀
川

河
川
事

務
所

阿

南

市

那
賀
川

改
良
工
事
及
び
維
持
修
繕
そ
の
他
の
管
理
並
び

に
洪
水
予
報
、
洪
水
特
別
警
戒
水
位
、
水
防
警

報
そ
の
他
の
水
防
に
関
す
る
事
務

　

四
国
山

地
砂
防

事
務
所

三

好

市

吉
野
川
及
び
重
信
川
流
域

砂
防
工
事

　

　

　

吉
野
川
流
域

地
す
べ
り
防
止
工
事

　

香
川
河

川
国
道

事
務
所

高

松

市

土
器
川

改
良
工
事
及
び
維
持
修
繕
そ
の
他
の
管
理
並
び

に
洪
水
予
報
、
水
防
警
報
そ
の
他
の
水
防
に
関

す
る
事
務

　

　

　

香
川
県
讃
岐
阿
波
沿
岸
及
び
燧
灘

沿
岸

海
岸
の
保
全
に
関
す
る
調
査

　

　

　

一
般
国
道
十
一
号
、
三
十
号
、
三
十

二
号
及
び
三
百
十
九
号

改
築
及
び
修
繕
工
事
、
維
持
そ
の
他
の
管
理

　

　

　

国
営
讃
岐
ま
ん
の
う
公
園

整
備
及
び
維
持
そ
の
他
の
管
理

香
川
県
の
地
域
道
路

構
造
の
保
全
（
除
雪
を
含
む
。
）
に
係
る
調
整
、

指
導
及
び
監
督

　

松
山
河

川
国
道

事
務
所

松

山

市

重
信
川

改
良
工
事
及
び
維
持
修
繕
そ
の
他
の
管
理
並
び

に
洪
水
予
報
、
洪
水
特
別
警
戒
水
位
、
水
防
警

報
そ
の
他
の
水
防
に
関
す
る
事
務

　

　

　

愛
媛
県
豊
後
水
道
東
沿
岸
、
伊
予
灘

沿
岸
及
び
燧
灘
沿
岸

海
岸
の
保
全
に
関
す
る
調
査

　

　

　

一
般
国
道
十
一
号
、
三
十
三
号
、
五

十
六
号
、
百
九
十
二
号
、
百
九
十
六

号
及
び
三
百
十
七
号

改
築
及
び
修
繕
工
事
、
維
持
そ
の
他
の
管
理

愛
媛
県
の
地
域
道
路

構
造
の
保
全
（
除
雪
を
含
む
。
）
に
係
る
調
整
、

指
導
及
び
監
督

　

大
洲
河

川
国
道

事
務
所

大

洲

市

肱
川
（
山
鳥
坂
ダ
ム
工
事
事
務
所
及

び
肱
川
ダ
ム
統
合
管
理
事
務
所
の
管

轄
区
域
を
除
く
。
）

改
良
工
事
及
び
維
持
修
繕
そ
の
他
の
管
理
並
び

に
洪
水
予
報
、
洪
水
特
別
警
戒
水
位
、
水
防
警

報
そ
の
他
の
水
防
に
関
す
る
事
務

　

　

　

一
般
国
道
五
十
六
号

改
築
及
び
修
繕
工
事
、
維
持
そ
の
他
の
管
理

　

　

　

四
国
横
断
自
動
車
道
愛
南
大
洲
線

改
築
及
び
修
繕
工
事
、
維
持
そ
の
他
の
管
理

愛
媛
県
の
地
域
道
路

構
造
の
保
全
（
除
雪
を
含
む
。
）
に
係
る
調
整
、

指
導
及
び
監
督

山
鳥
坂

ダ
ム
工

事
事
務

所

大

洲

市

河
辺
川
山
鳥
坂
ダ
ム

建
設
工
事

河
辺
川
山
鳥
坂
ダ
ム
に
係
る
河
川

管
理

　

高
知
河

川
国
道

事
務
所

高

知

市

物
部
川
及
び
仁
淀
川
（
大
渡
ダ
ム
管

理
所
の
管
轄
区
域
を
除
く
。
）

改
良
工
事
及
び
維
持
修
繕
そ
の
他
の
管
理
並
び

に
洪
水
予
報
、
洪
水
特
別
警
戒
水
位
、
水
防
警

報
そ
の
他
の
水
防
に
関
す
る
事
務

　

　

　

高
知
県
海
部
灘
沿
岸
、
土
佐
湾
沿
岸

及
び
豊
後
水
道
東
沿
岸

海
岸
保
全
施
設
に
関
す
る
工
事
及
び
水
防
警
報

　

　

　

一
般
国
道
五
十
六
号

改
築
工
事

中
村
河

川
国
道

事
務
所

四

万

十
市

渡
川
（
渡
川
ダ
ム
統
合
管
理
事
務
所

の
管
轄
区
域
を
除
く
。
）

改
良
工
事
及
び
維
持
修
繕
そ
の
他
の
管
理
並
び

に
洪
水
予
報
、
洪
水
特
別
警
戒
水
位
、
水
防
警

報
そ
の
他
の
水
防
に
関
す
る
事
務

一
般
国
道
五
十
六
号

改
築
及
び
修
繕
工
事
、
維
持
そ
の
他
の
管
理

四
国
横
断
自
動
車
道
阿
南
四
万
十
線

改
築
及
び
修
繕
工
事
、
維
持
そ
の
他
の
管
理

高
知
県
の
地
域
道
路

構
造
の
保
全
（
除
雪
を
含
む
。
）
に
係
る
調
整
、

指
導
及
び
監
督

　

土
佐
国

道
事
務

所

高

知

市

一
般
国
道
三
十
二
号
、
三
十
三
号
、

五
十
五
号
及
び
五
十
六
号

改
築
及
び
修
繕
工
事
、
維
持
そ
の
他
の
管
理

一
般
国
道
四
百
九
十
三
号

改
築
工
事

四
国
横
断
自
動
車
道
阿
南
四
万
十
線

改
築
及
び
修
繕
工
事
、
維
持
そ
の
他
の
管
理

高
知
県
の
地
域
道
路

構
造
の
保
全
（
除
雪
を
含
む
。
）
に
係
る
調
整
、

指
導
及
び
監
督

吉
野
川

ダ
ム
統

合
管
理

事
務
所

三

好

市

銅
山
川

改
良
工
事
、
維
持
修
繕
そ
の
他
の
管
理

吉
野
川
上
流
ダ
ム
群
（
吉
野
川
早
明

浦
ダ
ム
及
び
池
田
ダ
ム
並
び
に
銅
山

川
富
郷
ダ
ム
、
柳
瀬
ダ
ム
及
び
新
宮

ダ
ム
）

操
作
そ
の
他
の
管
理
の
調
整
、
水
理
調
査
及
び

総
合
開
発
事
業
の
調
査

吉
野
川
早
明
浦
ダ
ム
及
び
池
田
ダ
ム

に
係
る
河
川

管
理

肱
川
ダ

ム
統
合

管
理
事

務
所

西

予

市

肱
川
上
流
ダ
ム
群
（
肱
川
野
村
ダ
ム

及
び
肱
川
鹿
野
川
ダ
ム
）

操
作
そ
の
他
の
管
理
の
調
整

肱
川
野
村
ダ
ム
及
び
肱
川
鹿
野
川

ダ
ム

維
持
及
び
管
理

肱
川
野
村
ダ
ム
及
び
肱
川
鹿
野
川
ダ

ム
に
係
る
河
川

管
理

渡
川
ダ

ム
統
合

管
理
事

務
所

宿

毛

市

渡
川
上
流
ダ
ム
群
（
中
筋
川
中
筋
川

ダ
ム
及
び
横
瀬
川
横
瀬
川
ダ
ム
）

操
作
そ
の
他
の
管
理
の
調
整

中
筋
川
中
筋
川
ダ
ム
及
び
横
瀬
川
横

瀬
川
ダ
ム

維
持
及
び
管
理

中
筋
川
中
筋
川
ダ
ム
及
び
横
瀬
川
横

瀬
川
ダ
ム
に
係
る
河
川

管
理
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大
渡
ダ

ム
管
理

所

高

知

県

吾

川

郡

仁

淀

川
町

仁
淀
川
大
渡
ダ
ム

維
持
及
び
管
理

　

　

　

仁
淀
川
大
渡
ダ
ム
に
係
る
河
川

管
理

　

四
国
技

術
事
務

所

高

松

市

四
国
地
方
整
備
局
の
管
轄
区
域

一
　
土
木
工
事
の
施
工
技
術
の
改
善
に
関
す
る

調
査
及
び
試
験
施
工

二
　
建
設
機
械
類
の
改
良
に
関
す
る
調
査
及
び

試
験
並
び
に
試
作
及
び
修
理

三
　
土
木
工
事
用
材
料
及
び
水
質
等
の
調
査
及

び
試
験

四
　
土
木
技
術
に
関
す
る
情
報
の
収
集
及
び
管

理五
　
建
設
機
械
に
関
す
る
職
員
の
研
修
及
び
そ

の
他
の
職
員
の
研
修
（
研
修
計
画
の
企
画
及
び

立
案
を
除
く
。
）

六
　
公
共
土
木
施
設
の
応
急
復
旧
に
係
る
建
設

機
械
及
び
資
機
材
の
運
用
に
関
す
る
調
整

七
　
地
域
道
路
の
構
造
の
保
全
（
除
雪
を
含
む

。
）
に
係
る
特
定
事
項
に
つ
い
て
の
調
整
、
指
導

及
び
監
督

九州地方整備局

筑
後
川

河
川
事

務
所

久

留

米
市

筑
後
川
（
佐
賀
河
川
事
務
所
の
管
轄

区
域
を
除
く
。
）
及
び
矢
部
川

改
良
工
事
及
び
維
持
修
繕
そ
の
他
の
管
理
（
筑

後
川
ダ
ム
統
合
管
理
事
務
所
の
所
掌
に
属
す
る

も
の
を
除
く
。
）
並
び
に
洪
水
予
報
、
洪
水
特
別

警
戒
水
位
、
水
防
警
報
そ
の
他
の
水
防
に
関
す

る
事
務

筑
後
川
流
域

砂
防
工
事

福
岡
県
有
明
海
沿
岸
及
び
佐
賀
県
有

明
海
沿
岸

海
岸
の
保
全
に
関
す
る
調
査

　

遠
賀
川

河
川
事

務
所

直

方

市

遠
賀
川

改
良
工
事
及
び
維
持
修
繕
そ
の
他
の
管
理
並
び

に
洪
水
予
報
、
洪
水
特
別
警
戒
水
位
、
水
防
警

報
そ
の
他
の
水
防
に
関
す
る
事
務

　

福
岡
国

道
事
務

所

福

岡

市

一
般
国
道
三
号
、
二
百
一
号
、
二
百

二
号
、
二
百
八
号
、
二
百
九
号
及
び

二
百
十
号

改
築
及
び
修
繕
工
事
、
維
持
そ
の
他
の
管
理

（
九
州
道
路
メ
ン
テ
ナ
ン
ス
セ
ン
タ
ー
の
所
掌
に

属
す
る
も
の
を
除
く
。
）

　

　

　

一
般
国
道
四
百
九
十
七
号

新
設
工
事

福
岡
県
の
地
域
道
路

構
造
の
保
全
（
除
雪
を
含
む
。
）
に
係
る
調
整
、

指
導
及
び
監
督

　

北
九
州

国
道
事

務
所

北

九

州
市

一
般
国
道
二
号
、
三
号
、
十
号
及
び

二
百
一
号

改
築
及
び
修
繕
工
事
、
維
持
そ
の
他
の
管
理

（
九
州
道
路
メ
ン
テ
ナ
ン
ス
セ
ン
タ
ー
の
所
掌
に

属
す
る
も
の
を
除
く
。
）

福
岡
県
の
地
域
道
路

構
造
の
保
全
（
除
雪
を
含
む
。
）
に
係
る
調
整
、

指
導
及
び
監
督

有
明
海

沿
岸
国

道
事
務

所

柳

川

市

一
般
国
道
二
百
八
号

改
築
及
び
修
繕
工
事
、
維
持
そ
の
他
の
管
理

（
九
州
道
路
メ
ン
テ
ナ
ン
ス
セ
ン
タ
ー
の
所
掌
に

属
す
る
も
の
を
除
く
。
）

武
雄
河

川
事
務

所

武

雄

市

松
浦
川
及
び
六
角
川

改
良
工
事
及
び
維
持
修
繕
そ
の
他
の
管
理
並
び

に
洪
水
予
報
、
洪
水
特
別
警
戒
水
位
、
水
防
警

報
そ
の
他
の
水
防
に
関
す
る
事
務

佐
賀
県
有
明
海
沿
岸

海
岸
の
保
全
に
関
す
る
調
査

佐
賀
河

川
事
務

所

佐

賀

市

嘉
瀬
川
、
佐
賀
江
川
、
城
原
川
及
び

田
手
川

改
良
工
事
及
び
維
持
修
繕
そ
の
他
の
管
理
並
び

に
洪
水
予
報
、
洪
水
特
別
警
戒
水
位
、
水
防
警

報
そ
の
他
の
水
防
に
関
す
る
事
務

佐
賀
導
水
路

維
持
及
び
管
理
（
筑
後
川
ダ
ム
統
合
管
理
事
務

所
の
所
掌
に
属
す
る
も
の
を
除
く
。
）

　

佐
賀
国

道
事
務

所

佐

賀

市

一
般
国
道
三
号
、
三
十
四
号
、
三
十

五
号
、
二
百
二
号
、
二
百
三
号
及
び

二
百
八
号

改
築
及
び
修
繕
工
事
、
維
持
そ
の
他
の
管
理

（
九
州
道
路
メ
ン
テ
ナ
ン
ス
セ
ン
タ
ー
の
所
掌
に

属
す
る
も
の
を
除
く
。
）

一
般
国
道
四
百
九
十
七
号

新
設
及
び
修
繕
工
事
、
維
持
そ
の
他
の
管
理

（
九
州
道
路
メ
ン
テ
ナ
ン
ス
セ
ン
タ
ー
の
所
掌
に

属
す
る
も
の
を
除
く
。
）

唐
津
市
道
呼
子
大
橋
線
（
呼
子
大

橋
）

修
繕
工
事
（
九
州
道
路
メ
ン
テ
ナ
ン
ス
セ
ン
タ

ー
の
所
掌
に
属
す
る
も
の
を
除
く
。
）

佐
賀
県
の
地
域
道
路

構
造
の
保
全
（
除
雪
を
含
む
。
）
に
係
る
調
整
、

指
導
及
び
監
督

長
崎
河

川
国
道

事
務
所

長

崎

市

本
明
川
（
本
明
川
ダ
ム
工
事
事
務
所

の
管
理
区
域
を
除
く
。
）

改
良
工
事
及
び
維
持
修
繕
そ
の
他
の
管
理
並
び

に
洪
水
予
報
、
洪
水
特
別
警
戒
水
位
、
水
防
警

報
そ
の
他
の
水
防
に
関
す
る
事
務

雲
仙
岳

砂
防
工
事
に
関
す
る
調
査
（
火
山
噴
火
対
策
に

資
す
る
も
の
に
限
る
。
）
並
び
に
砂
防
設
備
の
管

理
及
び
維
持

　

　

　

長
崎
県
有
明
海
沿
岸
及
び
西
彼
杵

沿
岸

海
岸
の
保
全
に
関
す
る
調
査

　

　

　

一
般
国
道
三
十
四
号
、
三
十
五
号
、

五
十
七
号
及
び
二
百
五
号

改
築
及
び
修
繕
工
事
、
維
持
そ
の
他
の
管
理

（
九
州
道
路
メ
ン
テ
ナ
ン
ス
セ
ン
タ
ー
の
所
掌
に

属
す
る
も
の
を
除
く
。
）

一
般
国
道
四
百
九
十
七
号

新
設
及
び
修
繕
工
事
、
維
持
そ
の
他
の
管
理

（
九
州
道
路
メ
ン
テ
ナ
ン
ス
セ
ン
タ
ー
の
所
掌
に

属
す
る
も
の
を
除
く
。
）

長
崎
県
の
地
域
道
路

構
造
の
保
全
（
除
雪
を
含
む
。
）
に
係
る
調
整
、

指
導
及
び
監
督

本
明
川

ダ
ム
工

事
事
務

所

長

崎

市

本
明
川
本
明
川
ダ
ム

建
設
工
事
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本
明
川
本
明
川
ダ
ム
に
係
る
河
川

管
理

熊
本
河

川
国
道

事
務
所

熊

本

市

白
川
及
び
緑
川
（
緑
川
ダ
ム
管
理
所

の
管
轄
区
域
を
除
く
。
）

改
良
工
事
及
び
維
持
修
繕
そ
の
他
の
管
理
並
び

に
洪
水
予
報
、
水
防
警
報
そ
の
他
の
水
防
に
関

す
る
事
務

　

　

　

熊
本
県
有
明
海
沿
岸

海
岸
の
保
全
に
関
す
る
調
査

一
般
国
道
三
号
、
五
十
七
号
及
び
二

百
八
号

改
築
及
び
修
繕
工
事
、
維
持
そ
の
他
の
管
理

（
九
州
道
路
メ
ン
テ
ナ
ン
ス
セ
ン
タ
ー
の
所
掌
に

属
す
る
も
の
を
除
く
。
）

一
般
国
道
二
百
十
八
号

改
築
工
事

九
州
横
断
自
動
車
道
延
岡
線

新
設
、
改
築
及
び
修
繕
工
事
、
維
持
そ
の
他
の

管
理
（
九
州
道
路
メ
ン
テ
ナ
ン
ス
セ
ン
タ
ー
の

所
掌
に
属
す
る
も
の
を
除
く
。
）

熊
本
県
の
地
域
道
路

構
造
の
保
全
（
除
雪
を
含
む
。
）
に
係
る
調
整
、

指
導
及
び
監
督

　

八
代
河

川
国
道

事
務
所

八

代

市

球
磨
川
（
川
辺
川
ダ
ム
砂
防
事
務
所

の
管
轄
区
域
を
除
く
。
）

改
良
工
事
（
八
代
復
興
事
務
所
の
所
掌
に
属
す

る
も
の
を
除
く
。
）
及
び
維
持
修
繕
そ
の
他
の
管

理
並
び
に
洪
水
予
報
、
水
防
警
報
そ
の
他
の
水

防
に
関
す
る
事
務

　

　

　

熊
本
県
八
代
海
沿
岸
及
び
有
明
海

沿
岸

海
岸
の
保
全
に
関
す
る
調
査

一
般
国
道
三
号

改
築
及
び
修
繕
工
事
、
維
持
そ
の
他
の
管
理

（
九
州
道
路
メ
ン
テ
ナ
ン
ス
セ
ン
タ
ー
の
所
掌
に

属
す
る
も
の
を
除
く
。
）

一
般
国
道
五
十
七
号

改
築
工
事

八
代
復

興
事
務

所

八

代

市

一
般
国
道
二
百
十
九
号
並
び
に
熊
本

県
道
人
吉
水
俣
線
、
坂
本
人
吉
線
、

中
津
道
八
代
線
、
小
鶴
原
女
木
線
、

球
磨
田
浦
線
、
一
勝
地
神
瀬
線
及
び

遠
原
渡
線
並
び
に
八
代
市
道
鎌
瀬
・

瀬
戸
石
線
及
び
瀬
戸
石
・
高
田
辺

線
、
人
吉
市
道
中
神
大
柿
線
、
芦
北

町
道
川
嶽
線
並
び
に
球
磨
村
道
大
瀬

吉
松
線
、
松
本
大
坂
間
線
及
び
沖

鶴
線

災
害
復
旧
工
事

　

菊
池
川

河
川
事

務
所

山

鹿

市

菊
池
川

改
良
工
事
及
び
維
持
修
繕
そ
の
他
の
管
理
並
び

に
洪
水
予
報
、
洪
水
特
別
警
戒
水
位
、
水
防
警

報
そ
の
他
の
水
防
に
関
す
る
事
務

　

川
辺
川

ダ
ム
砂

防
事
務

所

熊

本

県

球

磨

郡

相

良

村

川
辺
川
川
辺
川
ダ
ム

建
設
工
事

　

　

　

川
辺
川
川
辺
川
ダ
ム
に
係
る
河
川

管
理

　

　

　

川
辺
川
流
域

砂
防
工
事

阿
蘇
砂

防
事
務

所

阿

蘇

市

阿
蘇
山

砂
防
工
事

　

大
分
河

川
国
道

事
務
所

大

分

市

大
分
川
及
び
大
野
川

改
良
工
事
及
び
維
持
修
繕
そ
の
他
の
管
理
並
び

に
洪
水
予
報
、
洪
水
特
別
警
戒
水
位
、
水
防
警

報
そ
の
他
の
水
防
に
関
す
る
事
務

　

　

　

鶴
見
岳
・
伽
藍
岳
及
び
九
重
山

砂
防
工
事
に
関
す
る
調
査
（
火
山
噴
火
対
策
に

資
す
る
も
の
に
限
る
。
）

　

　

　

一
般
国
道
十
号
及
び
二
百
十
号

改
築
及
び
修
繕
工
事
、
維
持
そ
の
他
の
管
理

（
九
州
道
路
メ
ン
テ
ナ
ン
ス
セ
ン
タ
ー
の
所
掌
に

属
す
る
も
の
を
除
く
。
）

　

　

　

一
般
国
道
二
百
十
二
号

改
築
工
事

大
分
県
の
地
域
道
路

構
造
の
保
全
（
除
雪
を
含
む
。
）
に
係
る
調
整
、

指
導
及
び
監
督

　

佐
伯
河

川
国
道

事
務
所

佐

伯

市

番
匠
川

改
良
工
事
及
び
維
持
修
繕
そ
の
他
の
管
理
並
び

に
洪
水
予
報
、
洪
水
特
別
警
戒
水
位
、
水
防
警

報
そ
の
他
の
水
防
に
関
す
る
事
務

一
般
国
道
十
号
及
び
五
十
七
号

改
築
及
び
修
繕
工
事
、
維
持
そ
の
他
の
管
理

（
九
州
道
路
メ
ン
テ
ナ
ン
ス
セ
ン
タ
ー
の
所
掌
に

属
す
る
も
の
を
除
く
。
）

東
九
州
自
動
車
道

改
築
工
事

大
分
県
の
地
域
道
路

構
造
の
保
全
（
除
雪
を
含
む
。
）
に
係
る
調
整
、

指
導
及
び
監
督

山
国
川

河
川
事

務
所

中

津

市

山
国
川

改
良
工
事
及
び
維
持
修
繕
そ
の
他
の
管
理
並
び

に
洪
水
予
報
、
洪
水
特
別
警
戒
水
位
、
水
防
警

報
そ
の
他
の
水
防
に
関
す
る
事
務

　

宮
崎
河

川
国
道

事
務
所

宮

崎

市

小
丸
川
及
び
大
淀
川

改
良
工
事
及
び
維
持
修
繕
そ
の
他
の
管
理
並
び

に
洪
水
予
報
、
洪
水
特
別
警
戒
水
位
、
水
防
警

報
そ
の
他
の
水
防
に
関
す
る
事
務

　

　

　

大
淀
川
流
域

砂
防
工
事

　

　

　

霧
島
山
（
大
淀
川
流
域
を
除
く
。
）

砂
防
工
事
に
関
す
る
調
査
（
火
山
噴
火
対
策
に

資
す
る
も
の
に
限
る
。
）

　

　

　

宮
崎
県
日
向
灘
沿
岸

海
岸
保
全
施
設
に
関
す
る
工
事
及
び
水
防
警
報

　

　

　

一
般
国
道
十
号
及
び
二
百
二
十
号

改
築
及
び
修
繕
工
事
、
維
持
そ
の
他
の
管
理

（
九
州
道
路
メ
ン
テ
ナ
ン
ス
セ
ン
タ
ー
の
所
掌
に

属
す
る
も
の
を
除
く
。
）

　

　

　

一
般
国
道
二
百
二
十
二
号

改
築
工
事

　

　

　

東
九
州
自
動
車
道

新
設
、
改
築
及
び
修
繕
工
事
、
維
持
そ
の
他
の

管
理
（
九
州
道
路
メ
ン
テ
ナ
ン
ス
セ
ン
タ
ー
の

所
掌
に
属
す
る
も
の
を
除
く
。
）

宮
崎
県
の
地
域
道
路

構
造
の
保
全
（
除
雪
を
含
む
。
）
に
係
る
調
整
、

指
導
及
び
監
督

　

延
岡
河

川
国
道

事
務
所

延

岡

市

五
ヶ
瀬
川

改
良
工
事
及
び
維
持
修
繕
そ
の
他
の
管
理
並
び

に
洪
水
予
報
、
洪
水
特
別
警
戒
水
位
、
水
防
警

報
そ
の
他
の
水
防
に
関
す
る
事
務
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一
般
国
道
十
号
及
び
二
百
十
八
号

改
築
及
び
修
繕
工
事
、
維
持
そ
の
他
の
管
理

（
九
州
道
路
メ
ン
テ
ナ
ン
ス
セ
ン
タ
ー
の
所
掌
に

属
す
る
も
の
を
除
く
。
）

東
九
州
自
動
車
道

改
築
及
び
修
繕
工
事
、
維
持
そ
の
他
の
管
理

（
九
州
道
路
メ
ン
テ
ナ
ン
ス
セ
ン
タ
ー
の
所
掌
に

属
す
る
も
の
を
除
く
。
）

宮
崎
県
の
地
域
道
路

構
造
の
保
全
（
除
雪
を
含
む
。
）
に
係
る
調
整
、

指
導
及
び
監
督

　

大
隅
河

川
国
道

事
務
所

鹿

児

島

県

肝

属

郡

肝

付
町

肝
属
川

改
良
工
事
及
び
維
持
修
繕
そ
の
他
の
管
理
並
び

に
洪
水
予
報
、
洪
水
特
別
警
戒
水
位
、
水
防
警

報
そ
の
他
の
水
防
に
関
す
る
事
務

桜
島

砂
防
工
事

薩
摩
硫
黄
島
、
口
永
良
部
島
及
び
諏

訪
之
瀬
島

砂
防
工
事
に
関
す
る
調
査
（
火
山
噴
火
対
策
に

資
す
る
も
の
に
限
る
。
）

　

　

　

一
般
国
道
二
百
二
十
号
及
び
二
百
二

十
四
号

改
築
及
び
修
繕
工
事
、
維
持
そ
の
他
の
管
理

（
九
州
道
路
メ
ン
テ
ナ
ン
ス
セ
ン
タ
ー
の
所
掌
に

属
す
る
も
の
を
除
く
。
）

　

　

　

東
九
州
自
動
車
道

新
設
、
改
築
及
び
修
繕
工
事
、
維
持
そ
の
他
の

管
理
（
九
州
道
路
メ
ン
テ
ナ
ン
ス
セ
ン
タ
ー
の

所
掌
に
属
す
る
も
の
を
除
く
。
）

鹿
児
島
県
の
地
域
道
路

構
造
の
保
全
（
除
雪
を
含
む
。
）
に
係
る
調
整
、

指
導
及
び
監
督

　

川
内
川

河
川
事

務
所

薩

摩

川

内

市

川
内
川
（
鶴
田
ダ
ム
管
理
所
の
管
轄

区
域
を
除
く
。
）

改
良
工
事
及
び
維
持
修
繕
そ
の
他
の
管
理
並
び

に
洪
水
予
報
、
洪
水
特
別
警
戒
水
位
、
水
防
警

報
そ
の
他
の
水
防
に
関
す
る
事
務

　

　

　

鹿
児
島
県
鹿
児
島
湾
沿
岸
及
び
薩
摩

沿
岸

海
岸
の
保
全
に
関
す
る
調
査

　

鹿
児
島

国
道
事

務
所

鹿

児

島
市

一
般
国
道
三
号
、
十
号
、
五
十
八

号
、
二
百
二
十
号
、
二
百
二
十
五
号

及
び
二
百
二
十
六
号

改
築
及
び
修
繕
工
事
、
維
持
そ
の
他
の
管
理

（
九
州
道
路
メ
ン
テ
ナ
ン
ス
セ
ン
タ
ー
の
所
掌
に

属
す
る
も
の
を
除
く
。
）

薩
摩
川
内
市
道
隈
之
城
・
高
城
線

（
天
大
橋
）

修
繕
工
事
（
九
州
道
路
メ
ン
テ
ナ
ン
ス
セ
ン
タ

ー
の
所
掌
に
属
す
る
も
の
を
除
く
。
）

鹿
児
島
県
の
地
域
道
路

構
造
の
保
全
（
除
雪
を
含
む
。
）
に
係
る
調
整
、

指
導
及
び
監
督

　

筑
後
川

ダ
ム
統

合
管
理

事
務
所

久

留

米
市

筑
後
川
上
流
ダ
ム
群
（
筑
後
川
松
原

ダ
ム
、
津
江
川
下
筌
ダ
ム
、
赤
石
川

大
山
ダ
ム
、
佐
田
川
寺
内
ダ
ム
及
び

小
石
原
川
小
石
原
川
ダ
ム
）
、
筑
後

大
堰
及
び
佐
賀
導
水
路

操
作
そ
の
他
の
管
理
の
調
整

　

　

　

筑
後
川
松
原
ダ
ム
及
び
津
江
川
下
筌

ダ
ム

維
持
及
び
管
理

　

　

　

筑
後
川
松
原
ダ
ム
及
び
津
江
川
下
筌

ダ
ム
に
係
る
河
川

管
理

　

緑
川
ダ

ム
管
理

所

熊

本

県

下

益

城

郡

美

里
町

緑
川
緑
川
ダ
ム

維
持
及
び
管
理

　

　

　

緑
川
緑
川
ダ
ム
に
係
る
河
川

管
理

　

鶴
田
ダ

ム
管
理

所

鹿

児

島

県

薩

摩

郡

さ

つ

ま

町

川
内
川
鶴
田
ダ
ム

維
持
及
び
管
理

　

　

　

川
内
川
鶴
田
ダ
ム
に
係
る
河
川

管
理

九
州
技

術
事
務

所

久

留

米
市

九
州
地
方
整
備
局
の
管
轄
区
域

一
　
土
木
工
事
の
施
工
技
術
の
改
善
に
関
す
る

調
査
及
び
試
験
施
工
（
九
州
道
路
メ
ン
テ
ナ
ン

ス
セ
ン
タ
ー
の
所
掌
に
属
す
る
も
の
を
除
く
。
）

二
　
建
設
機
械
類
の
改
良
に
関
す
る
調
査
及
び

試
験
並
び
に
試
作
及
び
修
理

三
　
土
木
工
事
用
材
料
及
び
水
質
等
の
調
査
及

び
試
験
（
九
州
道
路
メ
ン
テ
ナ
ン
ス
セ
ン
タ
ー

の
所
掌
に
属
す
る
も
の
を
除
く
。
）

四
　
土
木
技
術
に
関
す
る
情
報
の
収
集
及
び
管

理
（
九
州
道
路
メ
ン
テ
ナ
ン
ス
セ
ン
タ
ー
の
所

掌
に
属
す
る
も
の
を
除
く
。
）

五
　
建
設
機
械
に
関
す
る
職
員
の
研
修
及
び
そ

の
他
の
職
員
の
研
修
（
研
修
計
画
の
企
画
及
び

立
案
並
び
に
九
州
道
路
メ
ン
テ
ナ
ン
ス
セ
ン
タ

ー
の
所
掌
に
属
す
る
も
の
を
除
く
。
）

六
　
公
共
土
木
施
設
の
応
急
復
旧
に
係
る
建
設

機
械
及
び
資
機
材
の
運
用
に
関
す
る
調
整

七
　
地
域
道
路
の
構
造
の
保
全
（
除
雪
を
含
む

。
）
に
係
る
特
定
事
項
に
つ
い
て
の
調
整
、
指
導

及
び
監
督
（
九
州
道
路
メ
ン
テ
ナ
ン
ス
セ
ン
タ

ー
の
所
掌
に
属
す
る
も
の
を
除
く
。
）

九
州
道

路
メ
ン

テ
ナ
ン

ス
セ
ン

タ
ー

福

岡

市

九
州
地
方
整
備
局
の
管
轄
区
域

一
　
直
轄
国
道
等
の
修
繕
工
事
、
維
持
そ
の
他

の
管
理
（
高
度
な
技
術
を
要
す
る
も
の
に
限
る

。
）

二
　
土
木
工
事
の
施
工
技
術
の
改
善
の
う
ち
、

道
路
の
保
全
（
除
雪
を
含
む
。
）
に
係
る
特
定
事

項
に
つ
い
て
の
調
査
及
び
試
験
施
工

三
　
土
木
工
事
用
材
料
の
う
ち
、
道
路
の
保
全

（
除
雪
を
含
む
。
）
に
係
る
特
定
事
項
に
つ
い
て

の
調
査
及
び
試
験

四
　
土
木
技
術
の
う
ち
、
道
路
の
保
全
（
除
雪

を
含
む
。
）
に
係
る
特
定
事
項
に
つ
い
て
の
情
報

の
収
集
及
び
管
理
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五
　
道
路
の
保
全
（
除
雪
を
含
む
。
）
に
係
る
特

定
事
項
に
つ
い
て
の
職
員
の
研
修
（
研
修
計
画

の
企
画
及
び
立
案
を
除
く
。
）

六
　
地
域
道
路
の
構
造
の
保
全
（
除
雪
を
含
む

。
）
に
関
す
る
ト
ン
ネ
ル
、
橋
そ
の
他
の
道
路
を

構
成
す
る
施
設
若
し
く
は
工
作
物
又
は
道
路
の

附
属
物
に
係
る
特
定
事
項
に
つ
い
て
の
調
整
、

指
導
及
び
監
督

　

国
営
海

の
中
道

海
浜
公

園
事
務

所

福

岡

市

海
の
中
道
海
浜
公
園
及
び
国
営
吉
野

ヶ
里
歴
史
公
園

整
備
及
び
維
持
そ
の
他
の
管
理

　

　

　

福
岡
県
玄
界
灘
沿
岸
及
び
豊
前
豊
後

沿
岸

海
岸
の
保
全
に
関
す
る
調
査

　

熊
本
営

繕
事
務

所

熊

本

市

熊
本
県
及
び
大
分
県

営
繕
工
事
及
び
実
地
指
導

　

鹿
児
島

営
繕
事

務
所

鹿

児

島
市

鹿
児
島
県
及
び
宮
崎
県

営
繕
工
事
及
び
実
地
指
導

別
表
第
七
（
第
百
四
十
条
関
係
）

所
属
地

方
整
備

局

名
称

位
置

管
轄
区
域

東
北
地

方
整
備

局

青
森
港
湾
事
務
所

青
森
市

青
森
県
（
八
戸
港
湾
・
空
港
整
備
事
務
所
の
管
轄

区
域
を
除
く
。
）

　

八
戸
港
湾
・
空
港
整
備
事
務
所

八
戸
市

青
森
県
の
う
ち
八
戸
市
、
十
和
田
市
、
三
沢
市
、

上
北
郡
及
び
三
戸
郡

　

釜
石
港
湾
事
務
所

釜
石
市

岩
手
県

　

塩
釜
港
湾
・
空
港
整
備
事
務
所

多
賀
城
市

宮
城
県

　

秋
田
港
湾
事
務
所

秋
田
市

秋
田
県

　

酒
田
港
湾
事
務
所

酒
田
市

山
形
県

　

小
名
浜
港
湾
事
務
所

い
わ
き
市

福
島
県

関
東
地

方
整
備

局

鹿
島
港
湾
・
空
港
整
備
事
務
所

鹿
嶋
市

茨
城
県
　
栃
木
県
　
群
馬
県

　

千
葉
港
湾
事
務
所

千
葉
市

千
葉
県

東
京
港
湾
事
務
所

東
京
都

埼
玉
県
　
東
京
都
（
特
定
離
島
港
湾
事
務
所
及
び

東
京
空
港
整
備
事
務
所
の
管
轄
区
域
を
除
く
。
）

特
定
離
島
港
湾
事
務
所

東
京
都

東
京
都
小
笠
原
村
沖
ノ
鳥
島
及
び
同
村
南
鳥
島

　

東
京
空
港
整
備
事
務
所

東
京
都

東
京
国
際
空
港

　

京
浜
港
湾
事
務
所

横
浜
市

神
奈
川
県
　
山
梨
県

北
陸
地

方
整
備

局

新
潟
港
湾
・
空
港
整
備
事
務
所

新
潟
市

新
潟
県
　
長
野
県

　

伏
木
富
山
港
湾
事
務
所

富
山
市

富
山
県

　

金
沢
港
湾
・
空
港
整
備
事
務
所

金
沢
市

石
川
県

　

敦
賀
港
湾
事
務
所

敦
賀
市

福
井
県

中
部
地

方
整
備

局

清
水
港
湾
事
務
所

静
岡
市

静
岡
県

　

名
古
屋
港
湾
事
務
所

名
古
屋
市

岐
阜
県
　
愛
知
県
（
三
河
港
湾
事
務
所
の
管
轄
区

域
を
除
く
。
）

　

三
河
港
湾
事
務
所

豊
橋
市

愛
知
県
の
う
ち
豊
橋
市
、
岡
崎
市
、
半
田
市
、
豊

川
市
、
碧
南
市
、
刈
谷
市
、
豊
田
市
、
安
城
市
、

西
尾
市
、
蒲
郡
市
、
新
城
市
、
知
立
市
、
高
浜
市
、

田
原
市
、
み
よ
し
市
、
知
多
郡
、
額
田
郡
及
び
北

設
楽
郡

　

四
日
市
港
湾
事
務
所

四
日
市
市

三
重
県

近
畿
地

方
整
備

局

舞
鶴
港
湾
事
務
所

舞
鶴
市

滋
賀
県
　
京
都
府
　
兵
庫
県
の
う
ち
豊
岡
市
及
び

美
方
郡

　

大
阪
港
湾
・
空
港
整
備
事
務
所

大
阪
市

大
阪
府
　
奈
良
県

　

神
戸
港
湾
事
務
所

神
戸
市

兵
庫
県
（
舞
鶴
港
湾
事
務
所
の
管
轄
区
域
を
除
く

。
）

　

和
歌
山
港
湾
事
務
所

和
歌
山
市

和
歌
山
県

中
国
地

方
整
備

局

境
港
湾
・
空
港
整
備
事
務
所

境
港
市

鳥
取
県
　
島
根
県

　

宇
野
港
湾
事
務
所

玉
野
市

岡
山
県

　

広
島
港
湾
・
空
港
整
備
事
務
所

広
島
市

広
島
県

　

宇
部
港
湾
・
空
港
整
備
事
務
所

宇
部
市

山
口
県
（
下
関
港
湾
事
務
所
の
管
轄
区
域
を
除
く

。
）

四
国
地

方
整
備

局

小
松
島
港
湾
・
空
港
整
備
事
務

所

小
松
島
市

徳
島
県

　

高
松
港
湾
・
空
港
整
備
事
務
所

高
松
市

香
川
県

　

松
山
港
湾
・
空
港
整
備
事
務
所

松
山
市

愛
媛
県

　

高
知
港
湾
・
空
港
整
備
事
務
所

高
知
市

高
知
県

九
州
地

方
整
備

局

下
関
港
湾
事
務
所

下
関
市

山
口
県
の
う
ち
下
関
市
（
平
成
十
七
年
二
月
十
二

日
に
お
け
る
旧
豊
浦
郡
菊
川
町
、
豊
田
町
、
豊
浦

町
及
び
豊
北
町
の
区
域
を
除
く
。
）

　

北
九
州
港
湾
・
空
港
整
備
事
務

所

北
九
州
市

福
岡
県
（
博
多
港
湾
・
空
港
整
備
事
務
所
及
び
苅

田
港
湾
事
務
所
の
管
轄
区
域
を
除
く
。
）

　

博
多
港
湾
・
空
港
整
備
事
務
所

福
岡
市

福
岡
県
の
う
ち
福
岡
市
、
大
牟
田
市
、
久
留
米
市
、

柳
川
市
、
八
女
市
、
筑
後
市
、
大
川
市
、
小
郡
市
、

筑
紫
野
市
、
春
日
市
、
大
野
城
市
、
宗
像
市
、
太
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宰
府
市
、
古
賀
市
、
福
津
市
、
う
き
は
市
、
朝
倉

市
、
み
や
ま
市
、
糸
島
市
、
那
珂
川
市
、
糟
屋
郡
、

朝
倉
郡
、
三
井
郡
、
三
瀦
郡
及
び
八
女
郡

　

苅
田
港
湾
事
務
所

福

岡

県

京

都

郡

苅

田

町

福
岡
県
の
う
ち
行
橋
市
、
豊
前
市
、
京
都
郡
及
び

築
上
郡

　

唐
津
港
湾
事
務
所

唐
津
市

佐
賀
県

　

長
崎
港
湾
・
空
港
整
備
事
務
所

長
崎
市

長
崎
県

　

熊
本
港
湾
・
空
港
整
備
事
務
所

熊
本
市

熊
本
県

　

別
府
港
湾
・
空
港
整
備
事
務
所

別
府
市

大
分
県

　

宮
崎
港
湾
・
空
港
整
備
事
務
所

宮
崎
市

宮
崎
県

鹿
児
島
港
湾
・
空
港
整
備
事
務

所

鹿
児
島
市

鹿
児
島
県
（
西
之
表
港
湾
事
務
所
及
び
志
布
志
港

湾
事
務
所
の
管
轄
区
域
を
除
く
。
）

西
之
表
港
湾
事
務
所

西
之
表
市

鹿
児
島
県
の
う
ち
西
之
表
市
、
奄
美
市
、
鹿
児
島

郡
、
熊
毛
郡
及
び
大
島
郡

志
布
志
港
湾
事
務
所

志
布
志
市

鹿
児
島
県
の
う
ち
鹿
屋
市
、
垂
水
市
、
曽
於
市
、

志
布
志
市
、
曽
於
郡
及
び
肝
属
郡

別
表
第
八
（
第
百
四
十
条
関
係
）

所

属

地

方

整

備

局

名
称

海
洋
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
発
電
設
備
整
備
促
進
区
域

東

北

地

方

整

備

局

青

森

港

湾

事

務
所

青
森
県
沖
日
本
海
（
南
側
）
に
係
る
海
洋
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
発
電
設
備
整
備

促
進
区
域

秋

田

港

湾

事

務
所

秋
田
県
由
利
本
荘
市
沖
（
北
側
）
に
係
る
海
洋
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
発
電
設
備

整
備
促
進
区
域

秋
田
県
由
利
本
荘
市
沖
（
南
側
）
に
係
る
海
洋
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
発
電
設
備

整
備
促
進
区
域

秋
田
県
八
峰
町
及
び
能
代
市
沖
に
係
る
海
洋
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
発
電
設
備
整

備
促
進
区
域

秋
田
県
能
代
市
、
三
種
町
及
び
男
鹿
市
沖
に
係
る
海
洋
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
発

電
設
備
整
備
促
進
区
域

秋
田
県
男
鹿
市
、
潟
上
市
及
び
秋
田
市
沖
に
係
る
海
洋
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
発

電
設
備
整
備
促
進
区
域

酒

田

港

湾

事

務
所

山
形
県
遊
佐
町
沖
に
係
る
海
洋
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
発
電
設
備
整
備
促
進
区
域

関

東

地

方

整

備

局

千

葉

港

湾

事

務
所

千
葉
県
銚
子
市
沖
に
係
る
海
洋
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
発
電
設
備
整
備
促
進
区
域

北

陸

地

方

整

備

局

新

潟

港

湾

・

空

港

整

備

事

務
所

新
潟
県
村
上
市
及
び
胎
内
市
沖
に
係
る
海
洋
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
発
電
設
備
整

備
促
進
区
域

九

州

地

方

整

備

局

長

崎

港

湾

・

空

港

整

備

事

務
所

長
崎
県
西
海
市
江
島
沖
に
係
る
海
洋
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
発
電
設
備
整
備
促
進

区
域

長
崎
県
五
島
市
沖
に
係
る
海
洋
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
発
電
設
備
整
備
促
進
区
域

別
表
第
九
（
第
百
四
十
条
関
係
）

所
属
地
方
整
備
局

名
称

開
発
保
全
航
路

中
部
地
方
整
備
局

三
河
港
湾
事
務
所

中
山
水
道
航
路

中
国
地
方
整
備
局

広
島
港
湾
・
空
港
整
備
事
務
所

音
戸
瀬
戸
航
路

四
国
地
方
整
備
局

高
松
港
湾
・
空
港
整
備
事
務
所

備
讃
瀬
戸
航
路

　

松
山
港
湾
・
空
港
整
備
事
務
所

鼻
栗
瀬
戸
航
路
　
来
島
海
峡
航
路
　
奥
南
航
路
　
船
越
航

路
　
細
木
航
路

九
州
地
方
整
備
局

長
崎
港
湾
・
空
港
整
備
事
務
所

蟐
蛾
ノ
瀬
戸
航
路
　
平
戸
瀬
戸
航
路
　
万
関
瀬
戸
航
路

　

熊
本
港
湾
・
空
港
整
備
事
務
所

本
渡
瀬
戸
航
路

別
表
第
十
（
第
百
四
十
条
関
係
）

所

属

地

方

整

備

局

名
称

緊
急
確
保
航
路

中

部

地

方

整

備

局

名
古
屋
港
湾

事
務
所

伊
勢
湾
に
係
る
緊
急
確
保
航
路

近

畿

地

方

整

備

局

神
戸
港
湾
事

務
所

瀬
戸
内
海
に
係
る
緊
急
確
保
航
路
（
近
畿
地
方
整
備
局
の
管
轄
す
る
も
の
の
う
ち
、
和

歌
山
港
湾
事
務
所
の
管
轄
す
る
も
の
以
外
の
も
の
に
限
る
。
）

和
歌
山
港
湾

事
務
所

瀬
戸
内
海
に
係
る
緊
急
確
保
航
路
（
兵
庫
県
淡
路
島
佐
野
川
口
左
岸
突
端
か
ら
大
阪
府

観
音
埼
ま
で
引
い
た
線
、
和
歌
山
県
瀬
戸
埼
か
ら
徳
島
県
蒲
生
田
岬
か
ら
一
〇
七
度
四

九
分
七
、
八
〇
〇
メ
ー
ト
ル
の
地
点
ま
で
引
い
た
線
、
同
地
点
か
ら
兵
庫
県
沼
島

東

端
ま
で
引
い
た
線
、
同
地
点
か
ら
真
北
へ
同
県
淡
路
島
ま
で
引
い
た
線
及
び
陸
岸
に
よ

り
囲
ま
れ
た
区
域
内
に
存
す
る
も
の
に
限
る
。
）

中

国

地

方

整

備

局

広
島
港
湾
・

空
港
整
備
事

務
所

瀬
戸
内
海
に
係
る
緊
急
確
保
航
路
（
中
国
地
方
整
備
局
の
管
轄
す
る
も
の
に
限
る
。
）

四

国

地

方

整

備

局

小

松

島

港

湾
・
空
港
整

備
事
務
所

瀬
戸
内
海
に
係
る
緊
急
確
保
航
路
（
兵
庫
県
淡
路
島
江
井
埼
か
ら
二
六
一
度
三
〇
分
三

八
、
七
五
〇
メ
ー
ト
ル
の
地
点
ま
で
引
い
た
線
、
同
地
点
か
ら
香
川
県
と
徳
島
県
の
境

界
海
岸
ま
で
引
い
た
線
、
徳
島
県
蒲
生
田
岬
か
ら
一
〇
七
度
四
九
分
七
、
八
〇
〇
メ
ー

ト
ル
の
地
点
ま
で
引
い
た
線
、
同
地
点
か
ら
兵
庫
県
沼
島

東
端
ま
で
引
い
た
線
、
同

地
点
か
ら
真
北
へ
同
県
淡
路
島
ま
で
引
い
た
線
及
び
陸
岸
に
よ
り
囲
ま
れ
た
区
域
内
に

存
す
る
も
の
に
限
る
。
）

高
松
港
湾
・

空
港
整
備
事

務
所

瀬
戸
内
海
に
係
る
緊
急
確
保
航
路
（
岡
山
県
真
尾
鼻
か
ら
同
県
鹿
久
居
島
鵜
ノ
石
鼻
ま

で
引
い
た
線
、
同
地
点
か
ら
香
川
県
と
徳
島
県
の
境
界
海
岸
ま
で
引
い
た
線
、
愛
媛
県

と
香
川
県
の
境
界
海
岸
か
ら
愛
媛
県
魚
島

南
端
ま
で
引
い
た
線
、
同
島

西
端
か
ら

広
島
県
因
島
白
滝
鼻
ま
で
引
い
た
線
、
同
地
点
か
ら
同
県
横
島
小
脇
ノ
鼻
ま
で
引
い
た

線
、
同
島

東
端
か
ら
同
県
田
島

西
端
ま
で
引
い
た
線
、
同
島
馬
場
埼
か
ら
同
県
阿

伏
兎
観
音
ま
で
引
い
た
線
及
び
陸
岸
に
よ
り
囲
ま
れ
た
区
域
内
に
存
す
る
も
の
に
限
る

。
）
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松
山
港
湾
・

空
港
整
備
事

務
所

瀬
戸
内
海
に
係
る
緊
急
確
保
航
路
（
四
国
地
方
整
備
局
の
管
轄
す
る
も
の
の
う
ち
、
小

松
島
港
湾
・
空
港
整
備
事
務
所
及
び
高
松
港
湾
・
空
港
整
備
事
務
所
の
管
轄
す
る
も
の

以
外
の
も
の
に
限
る
。
）

別
表
第
十
一
（
第
百
四
十
条
関
係
）

所属地方整備局

名
称

管
轄
区
域

北陸地方整備局

新

潟

港

湾

・

空

港

整

備

事
務
所

福
井
県
正
面
崎
東
端
か
ら
三
四
八
度
三
一
分
四
七
、
六
〇
，
四
〇
〇
メ
ー
ト
ル
の
地
点
ま
で

引
い
た
線
、
同
地
点
か
ら
五
七
度
〇
三
分
四
五
、
九
二
，
五
〇
〇
メ
ー
ト
ル
の
地
点
ま
で
引

い
た
線
、
同
地
点
か
ら
三
五
度
三
一
分
一
三
、
四
〇
，
九
〇
〇
メ
ー
ト
ル
の
地
点
ま
で
引
い

た
線
、
同
地
点
か
ら
三
五
四
度
〇
二
分
四
一
、
四
二
，
八
〇
〇
メ
ー
ト
ル
の
地
点
ま
で
引
い

た
線
、
同
地
点
か
ら
一
五
度
二
〇
分
二
四
、
九
四
，
〇
〇
〇
メ
ー
ト
ル
の
地
点
ま
で
引
い
た

線
、
同
地
点
か
ら
八
〇
度
二
九
分
二
八
、
一
一
六
，
九
〇
〇
メ
ー
ト
ル
の
地
点
ま
で
引
い
た

線
、
同
地
点
か
ら
三
六
度
三
三
分
〇
五
、
四
一
，
五
〇
〇
メ
ー
ト
ル
の
地
点
ま
で
引
い
た
線
、

同
地
点
か
ら
七
五
度
一
〇
分
〇
一
、
六
六
，
〇
〇
〇
メ
ー
ト
ル
の
地
点
ま
で
引
い
た
線
、
同

地
点
か
ら
山
形
県
鼠
ヶ
関
灯
台
ま
で
引
い
た
線
及
び
陸
岸
に
よ
り
囲
ま
れ
た
海
面

中部地方整備局

名

古

屋

港

湾

事

務
所

愛
知
県
伊
良
湖
岬
灯
台
か
ら
三
重
県
神
島
灯
台
か
ら
一
八
〇
度
二
、
〇
〇
〇
メ
ー
ト
ル
の
地

点
ま
で
引
い
た
線
、
同
地
点
か
ら
同
県
菅
島
灯
台
ま
で
引
い
た
線
、
同
地
点
か
ら
同
県
松
ケ

鼻
ま
で
引
い
た
線
及
び
陸
岸
に
よ
り
囲
ま
れ
た
海
面

近畿地方整備局

神

戸

港

湾

事

務

所

大
阪
府
観
音
埼
か
ら
兵
庫
県
淡
路
島
佐
野
川
口
左
岸
突
端
ま
で
引
い
た
線
、
同
島
江
井
埼
か

ら
二
六
一
度
三
〇
分
三
八
、
七
五
〇
メ
ー
ト
ル
の
地
点
ま
で
引
い
た
線
、
同
地
点
か
ら
岡
山

県
鹿
久
居
島
鵜
ノ
石
鼻
ま
で
引
い
た
線
、
同
地
点
か
ら
同
県
真
尾
鼻
ま
で
引
い
た
線
及
び
陸

岸
に
よ
り
囲
ま
れ
た
海
面

　

和

歌

山

港

湾

事

務
所

兵
庫
県
淡
路
島
佐
野
川
口
左
岸
突
端
か
ら
大
阪
府
観
音
埼
ま
で
引
い
た
線
、
和
歌
山
県
瀬
戸

埼
か
ら
徳
島
県
蒲
生
田
岬
か
ら
一
〇
七
度
四
九
分
七
、
八
〇
〇
メ
ー
ト
ル
の
地
点
ま
で
引
い

た
線
、
同
地
点
か
ら
兵
庫
県
沼
島

東
端
ま
で
引
い
た
線
、
同
地
点
か
ら
真
北
へ
同
県
淡
路

島
ま
で
引
い
た
線
及
び
陸
岸
に
よ
り
囲
ま
れ
た
海
面

中国地方整備局

広

島

港

湾

・

空

港

整

備

事
務
所

広
島
県
阿
伏
兎
観
音
か
ら
同
県
田
島
馬
場
埼
ま
で
引
い
た
線
、
同
島

西
端
か
ら
同
県
横
島

東
端
ま
で
引
い
た
線
、
同
島
小
脇
ノ
鼻
か
ら
同
県
因
島
白
滝
鼻
ま
で
引
い
た
線
、
同
島
奥

山
三
角
点
か
ら
同
県
生
口
島
俵
石
鼻
ま
で
引
い
た
線
、
同
島
婿
戻
ノ
鼻
か
ら
愛
媛
県
大
三
島

多
々
羅
埼
ま
で
引
い
た
線
、
同
島
コ
ー
埼
か
ら
同
県
柏
島

東
端
ま
で
引
い
た
線
、
同
島

西
端
か
ら
同
県
大
下
島
ナ
ブ
チ
鼻
ま
で
引
い
た
線
、
同
地
点
か
ら
同
県
小
大
下
島
明
神
鼻
ま

で
引
い
た
線
、
同
島

西
端
か
ら
同
県
岡
村
島

東
端
ま
で
引
い
た
線
、
同
島
観
音
埼
か
ら

広
島
県
大
崎
下
島
蒲
野
鼻
ま
で
引
い
た
線
、
同
島
大
浜
奥
三
角
点
か
ら
同
県
斎
島

東
端
ま

で
引
い
た
線
、
同
島

西
端
か
ら
愛
媛
県
安
居
島

東
端
ま
で
引
い
た
線
、
同
島

西
端
か

ら
同
県
中
島
歌
埼
ま
で
引
い
た
線
、
同
島
鳶
ノ
鼻
か
ら
同
県
怒
和
島
風
切
鼻
ま
で
引
い
た
線
、

同
島
ア
カ
ジ
ワ
埼
か
ら
同
県
津
和
地
島

東
端
ま
で
引
い
た
線
、
同
島
苅
藻
鼻
か
ら
山
口
県

諸
島

北
端
ま
で
引
い
た
線
、
同
島

南
端
か
ら
同
県
片
島
ト
ッ
ク
リ
鼻
ま
で
引
い
た
線
、

同
地
点
か
ら
同
県
小
水
無
瀬
島

東
端
ま
で
引
い
た
線
、
同
島

西
端
か
ら
愛
媛
県
佐
田
岬

灯
台
か
ら
〇
度
二
七
、
九
〇
〇
メ
ー
ト
ル
の
地
点
ま
で
引
い
た
線
、
同
地
点
か
ら
山
口
県
長

島

西
端
ま
で
引
い
た
線
、
同
島

東
端
か
ら
同
県
千
葉
埼
ま
で
引
い
た
線
及
び
陸
岸
に
よ

り
囲
ま
れ
た
海
面

四国地方整備局

小

松

島

港

湾

・

空

港

整

備

事

務

所

兵
庫
県
淡
路
島
江
井
埼
か
ら
二
六
一
度
三
〇
分
三
八
、
七
五
〇
メ
ー
ト
ル
の
地
点
ま
で
引
い

た
線
、
同
地
点
か
ら
香
川
県
と
徳
島
県
の
境
界
海
岸
ま
で
引
い
た
線
、
徳
島
県
蒲
生
田
岬
か

ら
一
〇
七
度
四
九
分
七
、
八
〇
〇
メ
ー
ト
ル
の
地
点
ま
で
引
い
た
線
、
同
地
点
か
ら
兵
庫
県

沼
島

東
端
ま
で
引
い
た
線
、
同
地
点
か
ら
真
北
へ
同
県
淡
路
島
ま
で
引
い
た
線
及
び
陸
岸

に
よ
り
囲
ま
れ
た
海
面

　

高

松

港

湾

・

空

港

整

備

事
務
所

岡
山
県
真
尾
鼻
か
ら
同
県
鹿
久
居
島
鵜
ノ
石
鼻
ま
で
引
い
た
線
、
同
地
点
か
ら
香
川
県
と
徳

島
県
の
境
界
海
岸
ま
で
引
い
た
線
、
愛
媛
県
と
香
川
県
の
境
界
海
岸
か
ら
愛
媛
県
魚
島

南

端
ま
で
引
い
た
線
、
同
島

西
端
か
ら
広
島
県
因
島
白
滝
鼻
ま
で
引
い
た
線
、
同
地
点
か
ら

同
県
横
島
小
脇
ノ
鼻
ま
で
引
い
た
線
、
同
島

東
端
か
ら
同
県
田
島

西
端
ま
で
引
い
た
線
、

同
島
馬
場
埼
か
ら
同
県
阿
伏
兎
観
音
ま
で
引
い
た
線
及
び
陸
岸
に
よ
り
囲
ま
れ
た
海
面

　

松

山

港

湾

・

空

港

整

備

事
務
所

広
島
県
因
島
白
滝
鼻
か
ら
愛
媛
県
魚
島

西
端
ま
で
引
い
た
線
、
同
島

南
端
か
ら
愛
媛
県

と
香
川
県
の
境
界
海
岸
ま
で
引
い
た
線
、
愛
媛
県
佐
田
岬
灯
台
か
ら
〇
度
二
七
、
九
〇
〇
メ

ー
ト
ル
の
地
点
ま
で
引
い
た
線
、
同
地
点
か
ら
山
口
県
小
水
無
瀬
島

西
端
ま
で
引
い
た
線
、

同
島

東
端
か
ら
同
県
片
島
ト
ッ
ク
リ
鼻
ま
で
引
い
た
線
、
同
地
点
か
ら
同
県
諸
島

南
端

ま
で
引
い
た
線
、
同
島

北
端
か
ら
愛
媛
県
津
和
地
島
苅
藻
鼻
ま
で
引
い
た
線
、
同
島

東

端
か
ら
同
県
怒
和
島
ア
カ
ジ
ワ
埼
ま
で
引
い
た
線
、
同
島
風
切
鼻
か
ら
同
県
中
島
鳶
ノ
鼻
ま

で
引
い
た
線
、
同
島
歌
埼
か
ら
同
県
安
居
島

西
端
ま
で
引
い
た
線
、
同
島

東
端
か
ら
広

島
県
斎
島

西
端
ま
で
引
い
た
線
、
同
島

東
端
か
ら
同
県
大
崎
下
島
大
浜
奥
三
角
点
ま
で

引
い
た
線
、
同
島
蒲
野
鼻
か
ら
愛
媛
県
岡
村
島
観
音
埼
ま
で
引
い
た
線
、
同
島

東
端
か
ら

同
県
小
大
下
島

西
端
ま
で
引
い
た
線
、
同
島
明
神
鼻
か
ら
同
県
大
下
島
ナ
ブ
チ
鼻
ま
で
引

い
た
線
、
同
地
点
か
ら
同
県
柏
島

西
端
ま
で
引
い
た
線
、
同
島

東
端
か
ら
同
県
大
三
島

コ
ー
埼
ま
で
引
い
た
線
、
同
島
多
々
羅
埼
か
ら
広
島
県
生
口
島
婿
戻
ノ
鼻
ま
で
引
い
た
線
、

同
島
俵
石
鼻
か
ら
同
県
因
島
奥
山
三
角
点
ま
で
引
い
た
線
及
び
陸
岸
に
よ
り
囲
ま
れ
た
海
面

九州地方整備局

熊

本

港

湾

・

空

港

整

備

事
務
所

鹿
児
島
県
黒
之
浜
港
西
防
波
堤
灯
台
か
ら
一
九
三
度
二
〇
〇
メ
ー
ト
ル
の
地
点
か
ら
同
県
長

島

南
端
ま
で
引
い
た
線
、
同
島
大
埼
か
ら
熊
本
県
築
ノ
島

東
端
ま
で
引
い
た
線
、
同
地

点
か
ら
同
県
片
島
片
島
三
角
点
ま
で
引
い
た
線
、
同
地
点
か
ら
同
県
牛
深
大
島
灯
台
ま
で
引

い
た
線
、
同
地
点
か
ら
同
県
天
草
下
島
魚
貫
埼
ま
で
引
い
た
線
、
同
県
四
季
咲
岬
灯
台
か
ら

長
崎
県
樺
島

南
端
ま
で
引
い
た
線
、
同
地
点
か
ら
同
県
野
母
埼
ま
で
引
い
た
線
及
び
陸
岸

に
よ
り
囲
ま
れ
た
海
面

別
表
第
十
二
（
第
百
四
十
条
関
係
）

所

属

地

方

整

備

局

名
称

位
置

開
発
保

全
航
路

緊
急
確
保
航
路

管
轄
区
域

関

東

地

方

整

備

局

東
京
湾

口
航
路

事
務
所

横

須

賀
市

東
京
湾

中
央
航

路

東
京
湾
に
係
る
緊
急

確
保
航
路

千
葉
県
洲
崎
灯
台
か
ら
神
奈
川
県
剣
崎
灯
台

ま
で
引
い
た
線
及
び
陸
岸
に
よ
り
囲
ま
れ
た

海
面
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九

州

地

方

整

備

局

関
門
航

路
事
務

所

北

九

州
市

関
門
航

路

瀬
戸
内
海
に
係
る
緊

急
確
保
航
路
（
九
州

地
方
整
備
局
の
管
轄

す
る
も
の
に
限
る
。
）

山
口
県
千
葉
埼
か
ら
同
県
長
島

東
端
ま
で

引
い
た
線
、
同
島

西
端
か
ら
大
分
県
堅
来

川
口
左
突
端
ま
で
引
い
た
線
、
福
岡
県
鐘
ノ

岬
か
ら
山
口
県
観
音
埼
ま
で
引
い
た
線
及
び

陸
岸
に
よ
り
囲
ま
れ
た
海
面

別
表
第
十
三
（
第
百
四
十
条
関
係
）

所
属
地
方
整

備
局

名
称

位
置

管
轄
区
域

東
北
地
方
整

備
局

仙
台
港
湾
空
港
技
術
調

査
事
務
所

仙
台
市

青
森
県
　
岩
手
県
　
宮
城
県
　
秋
田
県
　
山
形
県
　
福
島

県

関
東
地
方
整

備
局

横
浜
港
湾
空
港
技
術
調

査
事
務
所

横
浜
市

茨
城
県
　
栃
木
県
　
群
馬
県
　
埼
玉
県
　
千
葉
県
　
東
京

都
　
神
奈
川
県
　
山
梨
県

北
陸
地
方
整

備
局

新
潟
港
湾
空
港
技
術
調

査
事
務
所

新
潟
市

新
潟
県
　
富
山
県
　
石
川
県
　
福
井
県
　
長
野
県

中
部
地
方
整

備
局

名
古
屋
港
湾
空
港
技
術

調
査
事
務
所

名

古

屋
市

岐
阜
県
　
静
岡
県
　
愛
知
県
　
三
重
県

近
畿
地
方
整

備
局

神
戸
港
湾
空
港
技
術
調

査
事
務
所

神
戸
市

滋
賀
県
　
京
都
府
　
大
阪
府
　
兵
庫
県
　
奈
良
県
　
和
歌

山
県

中
国
地
方
整

備
局

広
島
港
湾
空
港
技
術
調

査
事
務
所

広
島
市

鳥
取
県
　
島
根
県
　
岡
山
県
　
広
島
県
　
山
口
県
（
下
関

市
（
平
成
十
七
年
二
月
十
二
日
に
お
け
る
旧
豊
浦
郡
菊
川

町
、
豊
田
町
、
豊
浦
町
及
び
豊
北
町
の
区
域
を
除
く
。
）
を

除
く
。
）

四
国
地
方
整

備
局

高
松
港
湾
空
港
技
術
調

査
事
務
所

高
松
市

徳
島
県
　
香
川
県
　
愛
媛
県
　
高
知
県

九
州
地
方
整

備
局

下
関
港
湾
空
港
技
術
調

査
事
務
所

下
関
市

山
口
県
の
う
ち
下
関
市
（
平
成
十
七
年
二
月
十
二
日
に
お

け
る
旧
豊
浦
郡
菊
川
町
、
豊
田
町
、
豊
浦
町
及
び
豊
北
町

の
区
域
を
除
く
。
）
　
福
岡
県
　
佐
賀
県
　
長
崎
県
　
熊
本

県
　
大
分
県
　
宮
崎
県
　
鹿
児
島
県

別
表
第
十
四
（
第
百
四
十
一
条
関
係
）

河
川
国
道
事
務
所
等
及
び
港
湾
事
務
所
等

課

河
川
国
道
事
務
所

砂
防
国
道
事
務
所

復
興
事
務
所

河
川
事
務
所

砂
防
事
務
所

ダ
ム
砂
防
事
務
所

ダ
ム
工
事
事
務
所

総
合
開
発
工
事
事
務
所

導
水
工
事
事
務
所

調
節
池
工
事
事
務
所

ダ
ム
再
編
工
事
事
務
所

国
道
事
務
所

公
園
事
務
所

港
湾
事
務
所

港
湾
・
空
港
整
備
事
務
所

空
港
整
備
事
務
所

総
務
課
、
工
務
課

航
路
事
務
所

営
繕
事
務
所

技
術
事
務
所

道
路
メ
ン
テ
ナ
ン
ス
セ
ン
タ
ー

総
務
課
、
技
術
課

港
湾
空
港
技
術
調
査
事
務
所

総
務
課
、
調
査
課
、
技
術
開
発
課

ダ
ム
統
合
管
理
事
務
所

広
域
ダ
ム
管
理
事
務
所

総
務
課
、
管
理
課

特
定
離
島
港
湾
事
務
所

総
務
課
、
特
定
離
島
港
湾
課
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